
はじめに 

 

国立大学協会は、平成 29 年 6 月総会において、山極京都大学総長が会長に、松尾

名古屋大学総長、永田筑波大学長、岡山口大学長、室伏お茶の水女子大学長が副会長

に就任し、新たな体制のもとでの運営になりました。 

平成 2９年度は、国立大学にとっては、国立大学の機能強化をめざしての、いわゆ

る“３つの重点支援枠”への再配分を加味して運営費交付金が配分されるという制度

が導入された第 3 期中期目標期間の２年度目であります。 

国立大学協会では、各国立大学の機能強化の取組が、安定的な環境をつくるべく、

「国公立大学振興議員連盟」の支援をはじめ各界へ働きかけをしてきましたが、平成

29 年度は、総合科学技術イノベーション会議や人生 100 年構想会議など、内閣官

房・内閣府等主導のもとでの高等教育の諸政策の展開が強く表に出てきた特徴があり、

理事会は、声明「高等教育無償化（負担軽減）について」を発出するなどの対応をし

てきました。 

こうした政策展開に対応するため、国立大学協会政策研究所の政策研究及び調査機

能を強化し、中堅、若手研究者による「高等教育に関する基礎データ等調査研究グル

ープ」を設置しました。 

一方、中央教育審議会においては高等教育の将来構想の議論もはじまり、国立大学

協会として「高等教育における国立大学の将来像（最終まとめ）」を取りまとめまし

た。さらに、平成３２年度以降の入試改革への対応については、国立大学協会として

も実効性のある高大接続システム改革の実現に資するため、文部科学省及び大学入試

センターにおける検討状況及び会員大学からの意見を踏まえ、「大学入学共通テスト

の枠組みにおける英語認定試験及び記述式問題の活用に関するガイドライン」を取り

まとめています。 

この度、このように国立大学協会がこの 1 年間に取り組んだ活動等を「平成 2９年

度国立大学協会 ANNUAL REPORT」として取りまとめました。 

今後とも、国立大学に対する国民の期待に応えるために、それぞれの大学の機能強

化の取組を支援するとともに、国立大学の存在意義等について広く社会に発信してま

いりますので、全国の国立大学と国立大学協会に対しまして、これまで以上にご理解

と温かいご支援をお願い申し上げます。 

一般社団法人 国立大学協会 

専務理事 山本 健慈 
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Ⅰ 平成 2９年度事業報告 

 

【会議の開催】 

 

（１） 総会 

 

     平成29年 6月14日 

平成29年 9月 6日- 21日 

平成29年11月10日 

平成30年 1月26日 

平成30年 3月 8日 

第 1 回 

書面審議 

第 2 回 

第 3 回 

第 4 回 

 

（２）理事会及び政策会議 

 

 ① 理事会 

     平成29年 4月27日 

平成29年 5月25日 

平成29年 7月 7日 

平成29年 9月 6日- 21日 

平成29年10月12日 

平成29年12月 7日 

平成29年12月15日- 25日 

平成30年 2月 9日 

第 1 回 

第 2 回 

第 3 回 

書面審議 

第 4 回 

第 5 回 

書面審議 

第６回 

 

② 常任理事会 

     理事会、総会の審議事項及び諸課題への対応等について、随時打合せを実施 

 

③ 政策会議 

     平成29年 4月27日 

平成29年 5月25日 

平成29年 7月 7日 

平成29年10月12日 

平成29年12月 7日 

平成30年 2月 9日 

 

第 1 回 

第 2 回 

第 3 回 

第 4 回 

第 5 回 

第 6 回 
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（３）各委員会等 

 

① 入試委員会 

     平成29年 4月20日 

平成29年 5月19日 

平成29年 6月 9日- 13日 

平成29年 6月29日- 7月 3日 

平成29年 7月27日 

平成29年 8月 4日 

 

平成29年 9月 1日 

 

平成29年 9月22日 

 

平成29年 9月27日 

平成29年12月 7日 

平成30年 1月18日 

平成30年 1月24日- 31日 

平成30年 2月28日 

第 1 回 

第 2 回 

書面審議 

書面審議 

第 3 回 

平成 32 年度以降の国立大学の入学者選抜の在り方

に関する検討ワーキンググループ 

平成 32 年度以降の国立大学の入学者選抜の在り方

に関する検討ワーキンググループ 

平成 32 年度以降の国立大学の入学者選抜の在り方

に関する検討ワーキンググループ 

第 4 回 

第 5 回 

第 6 回 

書面審議 

第 7 回 

 

② 教育・研究委員会 

     平成29年 5月15日- 17日 

平成29年 6月 7日-  9日 

平成29年 5月26日 

平成29年 6月 7日 

平成29年 6月29日- 30日 

平成29年 7月 3日 

 

平成29年 7月12日- 14日 

平成29年 8月 7日 

 

平成29年 9月25日 

 

平成29年10月 5日 

平成29年10月12日- 18日 

 

書面審議 

書面審議 

男女共同参画小委員会 

研究小委員会 

書面審議 

教員の養成及び研修に果たす国立大学の使命とその

将来設計を検討するワーキンググループ 

書面審議 

教員の養成及び研修に果たす国立大学の使命とその

将来設計を検討するワーキンググループ 

教員の養成及び研修に果たす国立大学の使命とその

将来設計を検討するワーキンググループ 

男女共同参画小委員会 

書面審議 
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平成29年10月13日 

 

平成29年10月20日 

平成29年11月24日 

 

平成29年12月22日 

 

平成30年 1月10日 

平成30年 1月18日- 26日 

教員の養成及び研修に果たす国立大学の使命とその

将来設計を検討するワーキンググループ 

第 1 回 

教員の養成及び研修に果たす国立大学の使命とその

将来設計を検討するワーキンググループ 

教員の養成及び研修に果たす国立大学の使命とその

将来設計を検討するワーキンググループ 

懇談会 

書面審議 

 

③ 大学評価委員会 

     平成29年 6月23日- 28日 

平成29年12月15日 

書面審議 

第 1 回 

 

④ 国際交流委員会 

     平成29年 6月28日- 30日 

平成29年10月 6日 

平成30年 1月15日 

平成30年 2月 7日 

書面審議 

第 1 回 

専門委員連絡会 

第 2 回 

 

⑤ 経営委員会 

     平成29年 6月 7日- 12日 

平成29年 6月 7日- 12日 

平成29年 6月29日- 7月 4日 

平成29年12月8日 

平成30年 1月25日 

平成30年 2月22日 

人事労務小委員会書面審議 

病院経営小委員会書面審議 

書面審議 

人事労務小委員会 

第１回、人事・労務・財務施設小委員会 

病院経営小委員会 

 

⑥ 広報委員会 

     平成29年 6月 9日 

平成29年 9月11日 

平成29年11月30日 

平成30年 2月 7日 

第 1 回 

第 2 回 

第 3 回 

第 4 回 

 

⑦ 事業実施委員会 

     平成29年 4月 5日- 7日 書面審議 
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平成29年 4月26日 

平成29年 5月17日 

 

平成29年 6月27日- 30日 

平成29年 7月25日- 28日 

平成29年 9月28日 

 

平成29年10月24日- 31日 

平成29年12月13日 

 

平成30年 1月16日- 19日 

平成30年 2月16日 

平成30年 2月27日 

平成30年 3月 2日 

第 1 回 

国立大学法人のトップマネジメント人材育成に関す

るワーキンググループ 

書面審議 

書面審議 

国立大学法人のトップマネジメント人材育成に関す

るワーキンググループ 

書面審議 

国立大学法人のトップマネジメント人材育成に関す

るワーキンググループ 

書面審議 

第２回 

研修小委員会 

国立大学法人のトップマネジメント人材育成に関す

るワーキンググループ 

 

⑧ 国立大学法人総合損害保険運営委員会 

     平成29年 8月 2日 

平成29年10月 4日- 12日 

第1回 

書面審議 

 

⑨ 適格性審査会 

     平成29年 6月21日 

平成29年10月 3日- 6日 

平成29年12月21日 

平成30年 1月17日 

平成29年12月1日- 5日 

平成30年 1月10日- 11日 

平成30年 1月12日- 16日 

平成30年 1月30日- 2月 7日 

平成30年 2月16日- 19日 

平成30年 2月27日- 28日 

平成30年 3月 1日- 2日 

平成30年 3月 2日 

 

書面審議 

 

 

書面審議 

書面審議 

書面審議 

書面審議 

書面審議 

書面審議 

書面審議 

書面審議 

 

⑩ 調査企画会議 

     平成29年 5月23日 第1回 
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⑪ 政策研究所 

     平成29年 8月 3日 

平成29年 9月13日 

平成29年10月 3日 

平成29年12月 5日 

平成30年 1月30日 

高等教育に関する基礎データ等の調査研究グループ 

運営委員会（第1回） 

高等教育に関する基礎データ等の調査研究グループ 

高等教育に関する基礎データ等の調査研究グループ 

運営委員会（第2回） 

 

⑫ 会費・予算等の在り方に関するWG 

     なし  

 

⑬ 会長選考等の在り方に関するWG 

     なし  

 

⑭ 高等教育における国立大学の将来像に関するWG 

     平成29年 5月16日 第 13 回 

 

⑮ 国立大学法人のガバナンスに関する調査研究WG 

     平成29年 4月28日 メール審議 

 

⑯ 本格的な産学官連携による共同研究推進に関するワーキンググループ 

     平成29年 4月24日 

平成29年 6月 2日 

平成29年11月 1日 

平成30年 1月26日 

第 1 回 

第 2 回 

第 3 回 

第 4 回 

 

⑰ 国立大学の教育研究活性化を促進する人事給与マネジメント改革ワーキンググループ 

     平成30年 1月19日 

平成30年 2月22日 

平成30年 3月26日 

第 1 回 

第 2 回 

第 3 回 

 

⑱ 地域と国の発展を支え世界をリードする国立大学の機能強化を促進するガバナンス制度改革ワーキンググループ 

     平成30年 1月19日 

平成30年 2月27日 

平成30年 3月28日 

第 1 回 

第 2 回 

第 3 回 
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（４）その他の会議等 

     平成29年 7月10日 

平成29年 9月19日 

論説委員等との懇談会 

国立大学法人等広報担当者連絡会（広報勉強会） 

 

【その他の活動】 

 

（５）意見、提言、要望書等の提出、面談等 

※ 各資料は、「Ⅲ 意見、提言、要望書等」のページに掲載 

     平成29年 4月27日 

平成29年 6月14日 

 

平成29年 6月14日 

 

平成29年 6月14日 

 

平成29年 7月10日 

 

平成29年 8月 9日 

平成29年 8月 9日 

 

平成29年 9月 5日、7日 

 

 

平成29年 9月11日 

 

平成29年 9月14日 

平成29年 9月15日 

平成29年 9月27日 

平成29年10月13日 

 

平成29年11月10日 

 

平成29年11月10日 

 

 

平成29年11月13日 

国公立大学振興議員連盟総会（第 9 回） 

「高大接続改革の進捗状況について」に対する意見〔別添

１〕 

高等教育における国立大学の将来像（中間まとめ）〔別添

２〕 

国立大学のガバナンス改革の強化に向けて（提言）〔別添

３〕 

「大学入学共通テスト実施方針」（案）に関するコメント

〔別添４〕 

国公立大学振興議員連盟総会（第 10 回） 

予算・税制改正要望書提出（宮川文部科学大臣政務官、う

えの財務副大臣）〔別添５〕 

予算・税制改正要望書提出（林文部科学大臣ほか文部科学

省政務三役、文部科学省幹部、国公立大学振興議員連盟執

行部） 

予算・税制改正要望書提出（国公立大学振興議員連盟加盟

議員）〔同上〕 

予算・税制改正要望書提出（地方６団体）〔同上〕 

予算・税制改正要望書提出（日本経済団体連合会）〔同上〕 

予算・税制改正要望書提出（経済同友会）〔同上〕 

「第３期教育振興基本計画の策定に向けたこれまでの審議

経過について」に対する意見 〔別添６〕 

平成 32 年度以降の国立大学の入学者選抜制度－国立大学

協会の基本方針－〔別添７〕 

「平成 32 年度以降の国立大学の入学者選抜制度－国立大 

学協会の基本方針－」の策定に当たって（会長談話）〔別添

８〕 

公明党文部科学部会税制改正要望に関するヒアリング 
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平成29年11月15日 

平成29年11月16日 

 

平成29年11月21日 

平成29年11月28日 

平成29年11月29日 

平成29年12月20日 

 

平成29年12月22日 

 

平成30年 1月26日 

 

平成30年 2月19日 

 

平成30年 2月21日 

 

平成30年 3月 8日 

平成30年 3月23日 

 

平成30年 3月30日 

国公立大学振興議員連盟総会（第 11 回） 

平成 30 年度個別学力検査等（前期日程）実施に係る静穏

な環境の確保への協力について（要請）〔別添９〕 

経済同友会教育改革委員会正副委員長会議 

希望の党税制調査会税制改正要望に関するヒアリング 

立憲民主党文部科学部会税制改正要望に関するヒアリング 

日本共産党国会議員団予算及び税制改正要望に関するヒア

リング 

平成 30 年度国立大学関係予算及び税制改正等について

【会長コメント】〔別添１０〕 

高等教育における国立大学の将来像（最終まとめ）〔別添

１１〕 

英語民間試験の活用に関する国立大学協会検討状況につい

ての一部報道について〔別添１２〕 

英語民間試験の活用に関する国立大学協会検討状況につい

ての再度の報道について〔別添１３〕 

高等教育無償化（負担軽減）について（声明）〔別添１４〕 

教員の養成及び研修に果たす国立大学の使命とその将来設

計の方向性（ＷＧ報告書）〔別添１５〕 

大学入学共通テストの枠組みにおける英語認定試験及び記

述式問題の活用に関するガイドライン〔別添１６〕 

 

（６）広報活動 

     ・一般社団法人国立大学協会概要2017（和文・英文）の刊行 

・一般社団法人国立大学協会会員名簿’17の刊行 

・2017年度国立大学紹介冊子（英語版）“Japanese National Universities 2017”の刊行  

・広報誌（国立大学）の刊行（第45号～第48号、別冊第15号） 

・ホームページの改善、掲載内容の随時更新（一般向け、会員向け） 

・職員採用試験に関する広報 

 

（７）研修事業の実施 

     平成29年 5月29日 

 

平成29年 6月15日 

平成29年 7月11日 

平成29年 7月20日-21日 

国立大学法人等担当理事連絡会議【社会・地域連携及び

産学共同研究の推進について】 

国立大学法人新任学長セミナー 

国立大学法人総合損害保険研修会 

国立大学法人等部課長級研修 
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平成29年 8月24日-25日 

平成29年 9月12日 

 

平成29年10月 2日 

 

平成29年11月20日 

 

平成29年12月11日-12日 

平成30年 3月 5日- 6日 

国立大学法人トップセミナー 

大学マネジメントセミナー【マネジメント力強化に向け

た大学職員の人材育成戦略】 

国立大学法人等担当理事連絡会議【これからの大学組織

と教員人事・評価システムのあり方について】 

大学マネジメントセミナー【国立大学における大学院教

育の新たな役割について】 

国立大学法人等若手職員勉強会 

新規理事・事務局長就任予定者研修会 

 

◇大学改革シンポジウム等 

     平成29年11月17日 「社会で活躍する人材育成（国立大学と社会をつなぐ）」 

 

【大学改革シンポジウム（地方開催）】 

     平成29年 9月 9日 

平成29年11月 3日 

平成29年11月 4日 

 

平成29年11月 7日 

 

平成29年11月11日、 

平成30年 1月24日 

平成29年11月18日 

 

平成29年11月19日 

 

平成29年12月 7日 

 

平成29年12月16日 

 

平成29年12月20日 

 

地域における附属学校の役割（大分大学） 

地域の未来を考える －未来を創る力とは－（島根大学） 

茨城大学 1day キャンパス in 守谷「農＆食のグローバル

化への地域のチャレンジ」（茨城大学） 

新たな時代の工学系教育の在り方について－創造的人材育

成の課題－（名古屋工業大学ほか） 

愛媛大学改革シンポジウム「愛ある愛媛 オール愛媛で取

り組むグローバル人材育成」（愛媛大学ほか） 

信州発！大学改革シンポジウム－地域における大学の役割

と長野県の高等教育の今後－（信州大学ほか） 

教育コースをもつ高等学校と大学との連携による教育プロ

グラムの検討（愛知教育大学） 

「地域志向型教育のあり方を考える」～広島大学フィール

ド教育の取組と可能性～（広島大学） 

福島大学研究・地域連携成果報告会－地域の願い それが大

学の研究となる－（福島大学ほか） 

新たな産学官金連携による研究開発協働・事業化・人材育成 

―埼玉地域の発展を支え，世界にイノベーションを発信す

る国立大学を目指して―（埼玉大学） 
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【防災・日本再生シンポジウム（地方開催）】 

     平成29年11月 4日 

 

平成29年11月 4日 

 

平成29年11月 8日 

 

平成29年11月11日 

 

平成29年11月19日、26日 

 

平成29年11月23日 

 

平成29年11月25日 

 

 

平成29年12月 1日 

 

平成29年12月 2日 

 

平成29年12月19日 

平成30年 1月29日 

筑波大学高大連携シンポジウム2017－若い力で復興

や再生を担う－（筑波大学ほか） 

鉄道津波対策サミット―鉄道乗車中の津波避難と地域

との訓練―（和歌山大学ほか） 

岐阜大学防災シンポジウム～東濃地域の地震に備え

る！～（岐阜大学ほか） 

あいち・なごや強靭化共創センター設立記念防災人材交

流シンポジウム（名古屋大学ほか） 

幼児期における防災教育－「自然」とＥＳＤの観点から

－（兵庫教育大学ほか） 

高知大学防災推進センターシンポジウム「凶暴化する風

水害への備え」（高知大学ほか） 

日本一の原子力立地 福井県における防災危機管理Ⅵ 

「原子力防災における大学連携・医工連携と民間の取組

み」（福井大学） 

震災復興支援・災害科学研究推進室第６回シンポジウム

（神戸大学） 

シンポジウム「桜島大規模噴火を想定した災害医療体制

の構築」（鹿児島大学ほか） 

地域防災セミナー（熊本大学ほか） 

地域レジリエンス創生シンポジウム（九州大学ほか） 

 

◇国立大学フェスタ 

     平成29年10月 1日- 11月30日 国立大学フェスタ 2017 

 

◇日豪大学職員短期交流研修事業（派遣） 

     平成29年10月30日- 11月 3日 

平成29年11月 6日- 9日 

グループ訪問 

シャドーウィング研修 

 

（８）その他の活動 

 

① 関係団体等の諸会合への参加 

ア 就職関係 

     平成29年 4月24日 

平成29年10月 2日 

第1回就職問題懇談会 

第2回就職問題懇談会 
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平成30年 3月26日 第3回就職問題懇談会 

イ ＪＡＣＵＩＥ（国公私立大学団体国際交流担当委員長協議会）関係

平成29年10月 6日 JACUIE 協議会（第 19 回）

ウ ＵＭＡＰ（アジア太平洋大学交流機構）関係

平成29年 4月24日- 25日 

平成29年 7月11日 

平成29年 7月21日 

平成29年 8月17日- 18日 

平成29年10月30日 

平成29年11月29日 

平成30年 2月 2日 

平成30年 2月26日 

平成30年 3月 2日 

第 1 回 UMAP 国際理事会 

第 1 回 UMAP 国際事務局運営委員会 

第 1 回 UMAP 日本国内委員会 

UMAP 第 2 回国際理事会 

第 2 回 UMAP 国際事務局運営委員会 

第 2 回 UAMP 日本国内委員会 

第 3 回 UMAP 国際事務局運営委員会 

UMAP 日本国内委員会 WG 

第 3 回 UMAP 日本国内委員会 

エ その他

平成29年 4月10日

平成29年 4月25日 

平成29年 5月22日 

平成29年 5月22日 

平成29年 5月30日- 6月 2日 

平成29年 6月15日 

平成29年 7月15日- 16日 

平成29年 8月25日 

平成29年 9月12日 

平成29年 9月20日 

平成29年10月17- 20日 

平成29年10月18日 

平成29年11月 9日 

平成29年11月30日-12月 1日 

平成29年12月22日 

大学スポーツ（日本版 NCAA）シンポジウム 

男女共同参画推進連携会議「次世代の働きかけ」チー

ム会合（第 4 回）

大学機関別認証評価委員会（第 1 回） 

理工系人材育成に関する産学官円卓会議 

NAFSA 年次大会 

国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会

議 

第 3 回日本・南アフリカ大学フォーラム 

学術フォーラム「今後の我が国の大学のあり方を考え

る」 

アメリカ教育協議会（ACE）との意見交換

大学機関別認証評価委員会（第 2 回） 

国際大学協会（IAU）世界高等教育団体会議（GMA）

及び年次国際会議 

第 36 回男女共同参画推進連携会議 全体会議 

国際シンポジウム（カンボジア王位 8 大学長） 

第 3 回日墨学長会議 

理工系人材育成に係る大学協議体会合（第 1 回） 
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平成30年 1月10日 

平成30年 2月 9日 

平成30年 2月21日 

平成30年 2月22日 

平成30年 2月23日 

平成30年 3月 7日 

平成30年 3月10日 

平成30年 3月14日 

平成30年 3月14日 

平成30年 3月29日 

大学機関別認証評価委員会（第 3 回） 

東南アジア教育大臣機構 高等教育開発地域センター

（SEAMEO-RIHED）との交流覚書（MOU）調印 

産学連携による科学技術人材育成に関する大学協議体

会合（第 2 回） 

ジャパンダイバーシティネットワーク幹事会（第4回） 

大学協議体と産業界との効果的且つ円滑な意見交換の

実施に向けた勉強会（第 3 回） 

大学機関別認証評価委員会（第 4 回） 

ア メ リ カ 教 育 協 議 会 （ American Council on

Education: ACE）との円卓会議の実施及びの交流協

定の締結 

男女共同参画推進連携会議「次世代の働きかけ」チー

ム会合（第 1 回）

UUK 国際高等教育フォーラム 2018 

産学連携による科学技術人材育成に関する大学協議体

と産業界による意見交換（第 1 回） 

② 報告書等の刊行等

・一般社団法人国立大学協会概要 2017（和文・英文）

・一般社団法人国立大学協会概要会員名簿‘17

・広報誌「国立大学」第 45 号～第 48 号、別冊第 15 号

・2017 年度国立大学紹介冊子（英語版）“Japanese National Universities 2017”

・冊子「国立大学法人職員必携」

・平成 29 年度 障害者雇用及び高年齢者雇用に関する調査結果

・一般社団法人国立大学協会 ANNUAL REPORT（平成 28 年度）

・国立大学における男女共同参画推進の実施に関する第 14 回追跡調査報告書

・「国立大学における教育の国際化の更なる推進について」第 5 回フォローアップ調査結果 

・国立大学附属病院の経営問題に関する第 14 次アンケート調査結果

③ 要望書等の受理

平成29年 5月22日 

平成29年 7月20日 

平成29年 7月20日 

「公正な入学者選抜」の実施について（依頼） 

産業教育の振興に関する要望書（専門高校の充実に関する

要望書） 

専門高校生徒の進学機会の拡大等に関する要望書 

14



平成29年10月 2日 

平成29年10月27日 

平成30年 3月23日 

家庭に関する学科等卒業者の進学機会の拡大等について

の要望書 

第 59 回全国産業教育振興大会（秋田大会）における大会

決議について 

要望書（夜間教育の充実に向けた財政的支援について） 

④ 外国からの訪問者（団体）対応

平成29年 5月 9日 

平成29年 6月21日 

平成29年 7月 5日 

平成29年 9月21日 

平成29年 9月26日 

平成30年 1月10日 

平成30年 1月31日 

平成30年 3月19日 

ハンガリー大学学長会議理事長等来訪

アメリカ教育協議会（ACE）国際担当副会長来訪

東南アジア教育大臣機構  高等教育開発地域センター

（SEAMEO RIHED）所長来訪 

ドイツ教育研究省イノベーション促進対策・プログラム課

長と意見交換 

日独ベルリンセンタープロジェクトマネージメント部長来

訪 

英国大学協会（UUK）会長等との意見交換会 

DAAD東京事務所所長来訪 

ドイツ代表団とのランチミーティング(DAAD主催) 
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Ⅱ 各種会議等議事録、議事概要 

（１）総会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １7 

（２）理事会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４９ 

（３）各委員会等

（各委員会に置く小委員会等の議事概要を除く。） 

入試委員会   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８１ 

教育・研究委員会   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ８９ 

大学評価委員会   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ９１ 

国際交流委員会   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ９３ 

経営委員会   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ９７ 

広報委員会   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９９ 

事業実施委員会   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０７ 

国立大学法人総合損害保険運営委員会 ・・・・・・・・・・ １１１ 

調査企画会議   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１３

政策研究所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１４ 
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一般社団法人国立大学協会 

平成２９年度第１回通常総会（平成２９年６月）議事録 

 

 

日  時  平成２９年６月１４日（水） １１：００～１７：００ 

場  所  学士会館 ２階 ２１０号室 

出 席 者  各国立大学法人学長 

   各大学共同利用機関法人機構長 

 

○ 里見会長（議長）から、総会の公開について諮る旨の発言があり、総会の冒頭から議題４．

「会長選出の意向投票について」までの間は人事案件であるため非公開とし、１４：３０の再

開後については、カメラ撮影を含め、公開することとした。 

○ 議長から、開会の発言があった。  

○ 正会員８６名のところ、８２名（うち委任状４名を含む。）の出席により定足数を満たして

いることが確認された。 

○ 議事録署名人として、議長、大西副会長及び髙橋副会長の３名を選出した。 

○ 議長から、開会の挨拶があった。 

○ 前回総会以降に就任した各学長及び機構長の紹介があった。 

 

議 事 

１ 支部推薦理事の選任について 

議長から、資料１に基づき、役員の任期が満了したことに伴い、各支部から支部推薦理事

の推薦があった旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり選任した。 

 

２ 支部推薦委員の所属委員会について 

議長から、資料２に基づき、支部推薦委員の所属委員会について各支部から選出された旨

の説明があり、これを確認した。 

 

３ 各支部における会長選出に関する議論について 

各支部の代表者等から、支部会議における会長選出に関する議論の結果について報告が

あった。 

 

４ 会長選出の意向投票について 

議長から、会長選出の意向投票を行う旨発言があった。 

次いで、木谷常務理事から、資料３-１及び３-２に基づき、会長選出の意向投票の具体的
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手順について説明があり、続いて中井監事及び徳久監事の立会いのもと投開票が行われ、中

井監事から結果について次のように報告があった。 

意向投票時８１名出席（委任状除く） 

投票総数：８１票、有効票数：８１票、無効票数：０票 

得票のあった者： 

名和豊春（北海道大学）、里見 進（東北大学）、五神 真（東京大学）、 

三島良直（東京工業大学）、永田恭介（筑波大学）、松尾清一（名古屋大学）、 

山極壽一（京都大学）、西尾章治郎（大阪大学）、武田 廣（神戸大学）、 

久保千春（九州大学） 

〔支部推薦理事名簿順に記載〕 

 

引き続き、木谷常務理事から、本協会定款第２２条第２項に、「会長、副会長、専務理事、

常務理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。」旨規定され

ているが、役員選任手続き等に関する規程第４条第１項において、「会長は、理事の任期満

了に伴う改選時には、支部推薦理事就任予定者の会議において互選により選考し、理事の選

任を行った定時総会の終結後直ちに開催する理事会において選定する」旨規定されていると

おり、現理事の会議ではなく、支部推薦理事就任予定者の会議で選考し、総会に報告した後、

新しい理事会において正式に選定するものであること、また、副会長の選定も、同条第２項

に、第１項の規定は「副会長の選定について準用する。この場合において、「支部推薦理事

就任予定者」とあるのは、「理事就任予定者（学長でない会長指名理事を除く。）」と読み替

えるものとする」旨規定されているとおり、現理事の会議ではなく、学長でない会長指名理

事を除く理事就任予定者の会議で選考し、総会に報告した後、新しい理事会において正式に

選定するものであることについて確認願いたい旨の説明があり、これを承認した。 

 

 （１１：４０から１４：３０まで休会した。） 

 

５ 会長の選考結果について 

議長から、次期会長として、本日開催された支部推薦理事就任予定者の会議において、山

極壽一 京都大学長が選考された旨の報告があった。 

引き続き、山極 京都大学長（次期会長）から挨拶があった。 

 

６ 会長指名理事の選任について 

  及び 

 ７ 専務理事、常務理事の選考結果について 

議長から、会長指名理事候補者として、室伏きみ子 お茶の水女子大学長、髙橋姿 新潟大
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学長、大西隆 豊橋技術科学大学長、片峰茂 長崎大学長、山本健慈 和歌山大学顧問・名誉

教授、木谷雅人 事務局長の６名が平成３１年６月定時総会終結の時までとして指名された

旨の説明があり、審議の結果、これらの候補者を選任した。 

 

議長から、理事のうち、会長、副会長を除く理事を業務執行理事とし、また、会長指名理

事のうち、山本健慈氏を専務理事、木谷雅人氏を常務理事とすることについて、本日開催さ

れた支部推薦理事就任予定者の会議において、山本健慈和歌山大学顧問・名誉教授、木谷雅

人事務局長が総会で理事に選任されるという条件付きで選考されている旨の説明があり、こ

れを了承した。 

 

 ８ 副会長の選考結果について 

議長から、次期副会長として、本日開催された理事就任予定者の会議において、室伏きみ

子 お茶の水女子大学長、永田恭介 筑波大学長、松尾清一 名古屋大学長、岡正朗 山口大学

長が選考された旨の報告があった。 

また、議長から、本協会定款第２３条第３項に基づく副会長の順序について、松尾 名古

屋大学長、永田 筑波大学長、岡 山口大学長、室伏 お茶の水女子大学長の順とされた旨の

報告があった。 

 

９ 理事の役割分担等について 

議長から、追加資料１及び追加資料２に基づき、理事の役割分担等について、本日開催さ

れた理事就任予定者の会議において決定された旨の説明があり、審議の結果、これを了承し

た。 

 

１０ 監事の選任について 

議長から、次期の監事候補者として、本日開催された支部推薦理事就任予定者の会議にお

いて中井勝己 福島大学長及び蓼沼宏一 一橋大学長が選考された旨の説明があり、審議の結

果、これらの候補者を選任した。 

 

１１ 会長補佐及び顧問の指名について 

議長から、会長補佐として、出口利定 東京学芸大学長、田中明彦 政策研究大学院大学長、

石田朋靖 宇都宮大学長、浅野哲夫 北陸先端科学技術大学院大学長、後藤ひとみ 愛知教育

大学長、小森彰夫 自然科学研究機構長が指名された旨の報告があった。 

次いで、議長から、顧問として、里見進 東北大学長、五神真 東京大学長が指名された旨

の報告があった。 
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１２ 各種報告事項 

 (１) 事業報告 

議長から、資料４に基づき、前回総会以降の国立大学協会の活動について、事業報告を取

りまとめた旨の説明があった。 

 

(２) 理事会の審議状況について 

常務理事から、資料５に基づき、政策会議及び理事会の審議状況等について説明があった。 

 

(３) 各委員会等の活動状況について 

議長から、資料６に基づき、各委員会等の活動状況を取りまとめた旨の報告があった。引

き続き、各委員長等から以下のとおり報告があった。 

① 山口 教育・研究委員会副委員長から、以下のとおり報告があった。 

・ （１）４月２７日開催の理事会において、お認めいただいた「教員の養成及び研修に

果たす国立大学の使命とその将来設計を検討するワーキンググループ」について、教育・

研究委員会を書面審議にて開催し、５月１７日に設置した。その設置要項は、資料６-

２-１のとおり、また、委員の方々は資料６-２-２のとおりである。 

・ （２）５月１１日付けで、資料６-２-３と資料６-２-４のとおり、就職問題懇談会か

ら、各大学等が取り組む事項を定めたものである「平成３０年度大学、短期大学及び高

等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について（申合せ）」が各大学等に周知された。 

申合せの第１として、これまでと同様に「３月広報活動開始-６月採用選考活動開始-

１０月正式内定開始」のスケジュールを維持すること、第２として、申合せの目的が学

生の学修環境の整備であることを再認識することを掲げている。第２からすると、現行

スケジュールが必ずしも最良のものとは言い切れないものの、昨年度の状況では、①学

部３年次の授業への出席状況が改善していること、②スケジュールが維持され定着に向

かうことで、学生・大学が計画的に就職活動に対応できるようになること、といった望

ましい点が確認されていることから、前提として大学等が就職・採用活動時期を遵守し、

企業等にも遵守を要請することとしている。また、第３、第４では、企業等に対する要

請事項として、インターンシップ、採用選考活動における学業成績の活用等を記載して

いる。 

各大学におかれましては、全学的に申合せについて周知し、実行にご協力いただくよ

うお願いする。 

なお、平成３１年度以降については、安定的な就職・採用活動が行われるよう、頻繁

な日程変更は避け、学生が学業及び就職活動の両方により安心して取り組むことができ

る環境整備を目指し、経済団体等と意見交換を行い、議論していくこととしている。 

 

② 広報委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

・ （１）刊行物の発行について、お手元に、広報誌「国立大学」第４４号及び国立大学

協会概要’１７（会員名簿）を配付している。広報誌４４号のテーマについては「障害
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学生支援」とし、鹿児島大学及び広島大学の取組について取り上げた。また、opinion

は、筑波技術大学にご協力いただき、大越学長と静岡県立大学国際関係学部の石川 准 教

授との対談を行った。なお、次号４５号は、テーマを「若手研究者の育成」とし、７月

に発行予定としている。 

・ （２）広報誌「国立大学」の今後の企画について、６月９日開催の広報委員会におい

て、広報誌「国立大学」第４６号及び第４７号の企画について決定しました。 

４６号は、テーマを「ＡＩ・ロボット」とし、特集大学を東北大学及び豊橋技術科学

大学に決定した。また、Opinion については、国立情報学研究所の新井紀子先生に取材

を行った。 

４７号では、少し趣向を変えて、教員養成について特集し、国立大学の果たしてきた

役割を整理して解説するような内容の構成を検討している。 

・ （３）大学共同利用機関法人からの要望書について、資料６-５-１のとおり、広報委

員会に大学共同利用機関法人４機構からの要望書が提出され、広報誌「国立大学」に大

学共同利用機関法人の取組を取り上げることについて了承され、その取組みを紹介する

適切な方法について検討することとした。 

・ （４）メディア対応実績について、資料６-５-２のとおり、報告するので、ご覧いた

だきたい。 

 

③ 事業実施委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

・ （１）５月２９日（月）に、「社会・地域連携及び産学共同研究の推進について」を

テーマに、国立大学法人等担当理事連絡会議を開催し、８６名にご参加いただいた。お

忙しい中ご出席いただいた大学の皆様や、発表等にご協力いただいた理事・副学長の方々

にお礼申し上げる。 

・ （２）資料６-６-１のとおり、今後研修等を開催する予定であるので、職員の参加に

ついてご覧いただきたい。 

特に、８月２４日、２５日には、２日間に渡ってホテルモントレ横浜においてトップ

セミナーを開催予定である。初日は、講師として、自民党の科学技術政策の責任者であ

る衆議院議員の渡海紀三朗氏をお招きし講演いただく予定である。また、筑波大学の永

田恭介学長から、座長として取りまとめいただいた「高等教育における国立大学の将来

像（中間まとめ）」の審議経過をふまえ、高等教育のグランドデザインに関して説明を

いただき、その後、分科会を開催予定である。 

２日目は、講師として KDDI 株式会社取締役会長の小野寺正氏をお招きし講演いただ

いた後、総括討論を行う予定である。 

先生方にはぜひ積極的にご参加いただきたい。 

・ （３）４月５日～７日に実施した書面審議を経て、４月７日付けで事業実施委員会の

下に国立大学法人のトップマネジメント人材育成に関するワーキンググループを設置し

た。 

 第１回ＷＧでは、国立大学法人のトップマネジメント人材育成のための具体的方策につ

いて、国立大学協会で実施している研修事業や政策研究大学院大学で実施している「大
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学トップマネジメント研修」、諸外国の経営層研修などの状況を元に、種々意見交換を

行った。 

今後は、意見交換しながら、国立大学法人のトップマネジメント人材育成のための研

修について検討を進める予定であり、来年度から実施していきたいと考える。 

 

④ 本格的な産学官連携による共同研究推進に関する WG 座長から、以下のとおり報告が

あった。 

・ （１）本 WG は、資料６-10-１のとおり、2 月 17 日開催の理事会において設置が

承認された。私が座長を務め、副座長を、松尾 名古屋大学長、小山 山形大学長にお願

いしている。その他の委員・専門委員の構成については、資料 6-10-２のとおりである。 

４月 24 日に第１回の WG を開催し、文部科学省からオープンイノベーション改革の

展開や、産学連携の検討状況について説明があり、各委員・専門委員から事前に提出さ

れた意見を基に、各大学における産学官連携に関する重点的取り組みと課題及び国立大

学協会として取組むべき事項について、意見交換を行った。事前に提出のあった意見の

内容については、資料６-10-3 に概要をまとめている。 

また、６月 2 日に第２回の WG を開催し、経団連から、産学官連携による共同研究

の強化に向けた産業界の考えについて説明があり、資料 6-10-4 のとおり、第１回 WG

で論点となった産学官連携の現状及び課題等を踏まえつつ、前回に引き続き、大学側の

取り組み及び国立大学協会としての取り組みや、産学官連携の在り方、大学と産業界そ

れぞれが相手に対して望むものについて意見交換を行った。 

今後も、経済界又は経産省等との意見交換の場を持ちながら、国立大学総体として取

組むべき課題等についての整理を行い、政府への支援施策、規制緩和等の要望や共同研

究体制の構築等の諸課題解消に向けて検討していく予定である。 

 

(４) 各支部の活動状況について 

議長から、各支部会議の活動状況について、資料７のとおり、とりまとめた旨報告があっ

た。 

 

 (５) 会長からの報告 

   会長から、以下の事項について報告があった。 

① ６月９日に、資料８のとおり閣議決定された「骨太の方針」においては、人材への投資

を通じて経済社会の生産性を上げることが重要であり、財政面も含めてあらゆる政策を動

員して人材投資と研究開発を拡充するというメッセージが含まれているものと感じてお

り、我々としても高等教育への投資拡大に大いに期待しているところである。厳しい財政

状況の下で、貴重な財源の投入先として、高等教育への投資の社会的、国民的な価値を高

めていくためにも、さらに大学改革を進めることが重要であると考えるので、先生方のご
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協力をお願いする。 

 

② 同日、資料９のとおり、「未来投資戦略 2017」が閣議決定された。これは昨年までの

日本再興戦略に代わるものであり、大学に関連深い内容として、(1)産業界と教育界による

「官民コンソーシアム」について検討し、本年度中を目途に設立し取組みを開始すること、

(2)来年度から本格実施することとしている、各大学が設定した定量的な KPI を基準とし

て産学連携の取組実績を評価し、結果を運営費交付金の重点配分に反映するルールに関し、

評価結果の周知を強化する。共同研究に取り組む教職員が処遇及び環境で適切に評価・支

援される人事制度改革など、大学の取組に対する評価等を通じて好事例を周知すること、

などが記載されている。 

 

③ ６月２日に総合科学技術イノベーション会議が開催され、資料１０のとおり、「科学技

術イノベーション総合戦略 2017」が閣議決定された。 

この会合で有識者議員から、大学・国研改革と産学官連携の強化、ベンチャーの創出力・

成長力の強化、資金の柔軟な執行と資金源の多様化の必要性が述べられ、最後に「このよ

うな改革や取組について、既存法令で対応可能なものは直ちに実行し、さらに法令等の見

直しが必要なものは、可及的速やかに検討を進め、強固な制度的・法的基盤を構築するこ

とが急務である」と提案されている。これを受け、安倍総理が「これらを実現するための

制度改革に向け、できることから直ちに着手するとともに、研究開発力強化法の改正に向

けて、与党と協力して準備を進めていただきたい」と発言しており、今後、国立大学にお

ける研究推進にも大いに関係する研究開発力強化法の改正の議論が進むことが予想され、

その動向を注視し適切に対応していく必要があると考える。まずは、産学官連携ＷＧを中

心に対応を検討していただくこととしているが、先生方におかれても、お気づきの点があ

れば、ご意見をお願いしたい。 

 

１３ 平成２８年度の実績報告について 

木谷常務理事から、資料１１-１及び１１-２に基づき、事業報告書（案）及び決算報告

書（案）について説明があり、引き続き、徳久監事から、資料１１-３に基づき、監事監査

結果について報告があり、審議の結果、これを承認した。 

 

１４ 平成３１年度入学者選抜に関する実施要領等について 

片峰 入試委員会委員長から、資料１２に基づき、平成３１年度入学者選抜に関する実施

要領等（案）について説明があり、審議の結果、これを承認した。 
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１５ 「国大協の政策研究及び調査機能の在り方に関する報告書」及び関連規程等について 

山本専務理事から、資料１３に基づき、「国大協の政策研究及び調査機能の在り方に関す

る報告書」について説明があった。次いで、木谷常務理事から、資料１４に基づき、諸規程

等の制定及び廃止について説明があり、審議の結果、これらを承認した。 

 

１６ 「国立大学のガバナンス改革の強化に向けて（提言）」について 

大西 国立大学法人のガバナンスに関する調査研究 WG 座長から、資料１５に基づき、「国

立大学のガバナンス改革の強化に向けて（提言）」について説明があり、審議の結果、これ

を承認し、公表することとした。 

 

１７ 「高等教育における国立大学の将来像（中間まとめ）（案）」について 

永田 高等教育における国立大学の将来像に関する WG 座長から、資料１６に基づき、「高

等教育における国立大学の将来像（中間まとめ）（案）」について説明があり、審議の結果、

これらを承認し、公表することとした。 

 

１８ 「高大接続改革の進捗状況について」に対する意見（案）及び「平成３２年度以降の国立

大学の入学者選抜制度－国立大学協会の基本方針－（暫定案）」について 

片峰 入試委員会委員長から、資料１７及び資料１８に基づき、「高大接続改革の進捗状

況について」に対する意見（案）及び「平成３２年度以降の国立大学の入学者選抜制度－国

立大学協会の基本方針－（暫定案）」について説明があった。審議の結果、「高大接続改革

の進捗状況について」に対する意見（案）については、これを承認し、公表することとし、

「平成３２年度以降の国立大学の入学者選抜制度－国立大学協会の基本方針－（暫定案）」

については、今後の文部科学省の検討状況やこれまでの意見を踏まえ、１０月頃までには最

終版を策定できるよう、引き続き、入試委員会で検討することとした。 

 

１９ その他 

 (１) 各大学及び各関係機関等からの情報提供等について 

① 大学入試センター 

山本 大学入試センター理事長から、資料１９に基づき、平成３０年度大学入試センター

試験の実施要項等について説明があった。 

 

  ② 徳島大学 

    野地 徳島大学長から、机上配布資料に基づき、徳島大学が立ち上げた「一般社団法人

大学支援機構」が運営するクラウド・ファンディングについて説明があった。 
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  ③ 広島大学 

    越智 広島大学長から、机上配布資料に基づき、平成２９年度第２回総会について説明

があった。 

 

(2) 国立大学法人を取り巻く当面の課題について 

議長から、国立大学法人を巡る状況について自由に意見交換を行いたい旨の提案があり、

意見交換を行った。 

 

(３) 退任学長挨拶 

次回総会までの間に退任されることとなる、長尾省吾 香川大学長から退任の挨拶があり、

次いで、議長から、片峰茂 長崎大学長についても、９月３０日をもって退任されることと

なる旨の報告があり、８月２４日より開催されるトップセミナーにて退任の挨拶をいただき

たいとの依頼があった。 

以 上 

 

25



一般社団法人国立大学協会 

平成２９年度第２回通常総会（平成２９年１１月）議事録 

 

 

日  時  平成２９年１１月１０日（金） １３：１５～１５：１５ 

場  所  リーガロイヤルホテル広島 ４階 クリスタルホール 

出 席 者  各国立大学法人学長 

   各大学共同利用機関法人機構長 

 

○ 山極会長（議長）から、総会の公開について諮る旨の発言があり、カメラ撮影を含め、公開

することとした。 

○ 議長から、開会の発言があった。  

○ 正会員８６名のところ、７５名（うち委任状１１名を含む。）の出席により定足数を満たし

ていることが確認された。 

○ 議事録署名人として、議長、松尾副会長及び永田副会長の３名を選出した。 

○ 議長から、開会の挨拶があった。 

○ 議長から、前回総会以降に就任した学長の紹介があった。 

 

議 事 

Ⅰ 報告事項 

 

１ 事業報告 

議長から、前回総会以降の国立大学協会の活動について、資料１のとおり、事業報告を取

りまとめた旨説明があった。 

 

２ 理事会の審議状況について 

木谷常務理事から、政策会議及び理事会の審議状況等について、資料２のとおり、説明が

あった。 

 

３ 各委員会等の活動状況について 

議長から、各委員会等の活動状況について、資料３のとおり、取りまとめた旨説明があっ

た。引き続き、各委員長等から以下のとおり報告があった。 
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①  入試委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

・  ６月の総会後、７月２７日に第３回入試委員会、８月から９月にかけて「平成３２年

度以降の国立大学の入学者選抜に関するＷＧ」を計３回、９月２７日に第４回入試委員

会を開催した。 

・  この間、入試委員会及びＷＧでは、「国立大学協会の基本方針」、「ガイドライン」

及び「平成３２年度以降の入学者選抜スケジュールへの対応」について検討を行い、こ

れらの案を取りまとめ、全会員大学に意見照会を行った。 

・  「基本方針（案）」については、１０月１２日開催の理事会に、会員大学からの意見

照会の結果と併せて提示し、一部修正を加えた上で、本日の総会に諮ることが了承され

たので、後ほど、協議事項において説明させていだだく。 

・  また、「ガイドライン（骨子案）」及び「平成３２年度以降の入学者選抜スケジュー

ルへの対応（案）」については、会員大学から頂いたご意見を踏まえつつ、文部科学省

及び大学入試センターが今年度内に公表予定の、英語の外部資格・検定試験の決定状況

及び今月実施される試行調査の状況等を見ながら可及的速やかに作成することとしたい。 

 

②  教育・研究委員会副委員長から、以下のとおり報告があった。 

・ １０月２０日に開催した教育・研究委員会において、経済産業省より大学・研究機関

用の「安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス」の改訂について説明を受け、意見

交換を行った。 

・ このガイダンスは、大学・研究機関における安全保障貿易管理を確実に実行するため

に、外為法の概要や管理手順等を示すものとして平成２０年に策定され、今年の外為法

の一部改正に伴い、１０月に改訂されたものである。 

・ 経済産業省からは、主な改定のポイントとして、従来のガイダンスが法律をなぞるだ

けで、大学現場から規制の内容や何をどう管理すればよいのかが分かり難いものであっ

た等の指摘を踏まえて、具体的な管理手法や組織体制、規程や各種様式の雛形を提示す

る等、内容を刷新した旨の説明があった。 

 また、関連する取組として、今年度からガイダンスの実践をサポートする専門家派遣

事業を実施しており、今年度中に３０大学程度に派遣する予定である旨の説明があった

ので、活用いただきたい。 

・ 委員会からは、安全保障貿易管理に関する電子化したサポートシステムの整備とその

大学間での共有が重要であることや、各大学の管理コストがどのくらい掛かるのかを経

済産業省として明示してほしい旨を伝えた。 

・ 「男女共同参画をめぐる最新の動向」に関連する情報を、男女共同参画小委員会委員

長の室伏委員から報告いただく。 
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 ・ （以下、室伏 男女共同参画小委員会委員長説明）文部科学省生涯学習政策局男女共

同参画学習課から男女共同参画推進の現状、女性の学び・キャリア形成の推進、理工系

分野における女性活躍の推進について説明を受け、意見交換を行った。 

 

③  国際交流委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

・ 平成３０年 1 月には、英国大学協会（UUK）会長が来日して意見交換を行うことと

している。また、3 月 10 日に、アメリカ教育協議会（ACE）の総会で日米ラウンドテー

ブルを実施するとともに協定の締結を目指している。 

・ さらに、4 月にはドイツ大学学長会議（HRK）及びベルリン日独センター（JDZB）

と「2018 日独共同学長シンポジウム」を、5 月にはフランス大学長会議（CPU）及

びフランス技師学校長会議（CDEFI）と協定締結後のフォローアップミーティング及び

「2018 日仏高等教育シンポジウム」を、東京にて開催する予定である。 

・ 加えて、6 月には、広島大学をホスト校として、台湾高等教育国際合作基金会（FICHET）

と「2018 日台大学学長フォーラム」を広島にて開催する予定である。 

・ なお、時期は未定だが、東南アジア教育大臣機構 高等教育開発地域センター

（SEAMEO RIHED）と協定を締結する方向で進めている。 

・ このように、国立大学協会は今後も積極的に国際交流を展開していくので、引き続き、

ご協力をお願い申し上げる。 

 

④  広報委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

・ 前回総会以降に発行した刊行物について、お手元に配付しておりますので、ご覧いた

だきたい。 

・ 国大協広報誌「国立大学」の今後の企画について、４７号では「高等教育における国

立大学の将来像（中間まとめ）」を取り上げ、概要をまとめた記事及び全国知事会会長

の山田京都府知事と山極会長による対談記事を掲載する予定である。 

４８号では、「教員養成」をテーマとして、各大学の取組を募集し、次回の広報委員

会において特集大学を選定する予定である。また、Opinion の記事は教育評論家である

尾木直樹 法政大学特任教授を取材する。 

・ ７月１０日に、学術総合センターにおいて、報道各社の論説委員等との懇談会を開催

した。参加者は、資料３-６-１のとおりである。 

また、９月１９日に、学術総合センターにおいて、国立大学法人等広報担当者連絡会

を開催した。日程は、資料３-６-２のとおりである。 

・ 資料３-６-３に今年度のメディア対応実績をまとめておりますので、ご覧ください。 
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⑤  事業実施委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

・ ８月２４日から２５日の２日間にわたり、ホテルモントレ横浜において「平成２９年

度国立大学法人トップセミナー」を開催した。「高等教育のグランドデザイン」をテー

マとした分科会では、活発なご議論をいただき、国立大学の将来像について意見交換を

行う非常に良い機会となった。 

・ 国立大学法人のトップマネジメント人材育成に関するワーキンググループについて、

現在、タスクフォースを設けてトップマネジメント人材育成のための具体的な研修内容

を検討しており、来年度には実施したいと考えている。 

・ 第１６回大学改革シンポジウム及び大学マネジメントセミナーについて、１１月１７

日（金）に学術総合センターにおいて「第１６回大学改革シンポジウム」を開催する。

本シンポジウムでは、資料３-7-3 にあるように、「社会で活躍する人材育成（国立大

学と社会をつなぐ）」をテーマとし、国立大学の強みを活かし、将来の我が国を支え、

社会に貢献する人材育成に寄与する姿勢を社会にアピールする内容で、高等教育関係者

その他広く一般を対象として開催し、１３６名が参加予定である。 

講演者及び事例発表校は資料３-7-3 のとおりだが、昨年度に引き続き総合司会は東

京大学工学部の学生が務め、事例発表校の学生にもお越しいただくことになっており、

その方々からの意見も伺いながらパネルディスカッションを進める予定としている。 

また、１１月２０日（月）には学術総合センターにおいて、「大学マネジメントセミ

ナー」を開催する。本セミナーでは、資料３-7-４にあるように「国立大学における大

学院教育の新たな役割について」をテーマに、広島大学高等教育研究開発センター 教授

の藤村 正司（ふじむら まさし）氏から大学院の課題について、山形大学学術研究院 産

学連携教授の菰田 卓哉（こもだ たくや）氏からは大学院教育改革に果たす国立大学の

役割について、それぞれご専門の立場からご講演いただいた後、４大学から事例発表を

していただき、パネルディスカッションを行う予定としている。特に、社会人学び直し

プログラムやリーディング大学院を中心に取り上げ、企業関係者や実際にプログラムに

参加した社会人学生に参画いただくこととしており、興味深い内容になると期待してい

る。 

 

⑥  本格的な産学官連携による共同研究推進に関する WG 座長から、以下のとおり報告が

あった。 

・ 11 月 1 日に第３回の WG を開催した。まず冒頭に、本 WG については、規定上、

座長は会長の指名する副会長が務めることから、先日の役員改選を受け、私、松尾が新

たに座長を拝命したこと、髙橋前座長には、引き続き副座長としてご参加いただくこと

をご報告した。次に、文部科学省から、概算要求等、最近の施策の実施状況に関する説

明を受け、引き続き、先進的な共同研究の具体的取組み事例及びその課題や解決策等の

29



把握を目的として、事前に委員・専門委員の所属する大学に対して実施した、「共同研究

取組み事例に関するアンケート」の中から好事例について、契約に至るプロセスや課題、

解決策を中心に、専門委員及び実際にお呼びした企業側担当者から説明を受けた。その

後、「組織」対「組織」による共同研究の本格的な推進に向けた課題及び解決策等につい

て質疑及び意見交換を行った。これらの好事例については、各大学に共有していきたい。 

 

４ 各支部の活動状況について 

議長から、資料４のとおり、各支部の活動状況をとりまとめた旨報告があった。 

次いで、松尾 名古屋大学長（東海・北陸地区支部）より、平成３０年度１１月開催予定

の通常総会の開催について、金沢大学を中心に、富山大学、福井大学、北陸先端科学技術大

学院大学が協力のうえ、開催する旨報告があった。 

 

 ５ 会長からの報告 

   会長から、以下の事項について報告があった。 

①  平成３０年度概算要求・税制改正の関係であるが、①国大協として取りまとめた要望書

について、８月９日に開催された議員連盟の場で説明するとともに、議連で採決された

決議（「平成３０年度予算における国公立大学関係予算の拡充及び税制改正について」）

と併せて、その場で出席された宮川文部科学政務官に手交するとともに、その後８月か

ら９月にかけて、文部科学省や全国知事会をはじめとする地方団体、経団連等に訪問し

手交したところである。②次に、財政制度等審議会の関係であるが、１０月３１日には

文教・科学技術に関する議論が行われた。財務省からは、運営費交付金に補助金等を加

えた国立大学法人への公的支援額は法人化以降拡大し、国立大学法人の事業費も着実に

増加しており、また、予算配分基準の見直しにより、教育や研究開発の質や効率性を高

める余地があるのではないかとの説明がなされたようである。今月中旬にも平成３０年

度予算編成等に関する建議が出される予定である。③また、国公立大学振興議員連盟の

関係であるが、昨日、議連の河村会長名で運営費交付金の増額及び平成２９年度補正予

算を活用した施設整備費補助金の増額について万全を期すべきとの会長声明が財務副大

臣に手交されたところである。さらに、１１月１５日に総会を開催し、決議がとりまと

められる見通しである。国大協としても引き続き様々な動きに注目し、最善の努力をし

ていくが、各大学長の先生方におかれても、地元議員、知事等をはじめ地元の各方面に

対して積極的な働きかけを是非ともよろしくお願いする。 

 

②  安倍総理主催による「人生１００年時代構想会議」について、９月１１日に第１回会

合が開催された。国立大学からは松尾 名古屋大学長、私立大学からは鎌田 早稲田大学

長が委員となっている。具台的なテーマとしては、①全ての人に開かれた教育機会の確
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保、負担軽減、無償化、何歳になっても学び直しができるリカレント教育、②これらの

課題に対応した高等教育改革、③新卒一括採用だけでない企業の人材採用の多元化、④

社会保障制度の全世代型社会保障への改革を掲げており、年内に中間報告をとりまとめ、

政策パッケージも盛り込んだ基本構想を来年前半には打ち出すこととされている。 

また、１０月２７日に第２回会合が開催され、高等教育の無償化・負担軽減に関して

議論されたとのことである。総理からは、高等教育の無償化を実現するため、消費税引

き上げによる増収分の使途変更により財源を確保しつつ、真に必要な子供たちに対象を

限って、授業料の減免措置や給付型奨学金の大幅拡充を図ることとして年内に２兆円規

模の大胆な政策を取りまとめるとの発言があったと聞いている。 

一方で、複数の委員から、対象となる大学等について、実践的教育の充実を図るため

のカリキュラム編成や実務家教員の積極的登用、またガバナンス改革の観点から産業界

からの外部人材を理事として一定程度任命していることなどの要件を課すべきとの意見

もあったようである。 

委員として参加されている松尾 副会長からは、各大学の特色や強みを踏まえた実践教

育の在り方を検討する必要があること、学部教育とともに大学院教育、特に博士課程の

充実や博士課程学生への支援の充実を図ることなどを発言いただいているが、議論の概

要や今後の動向について松尾 副会長からご説明いただきたい。 

 

③  地方大学の振興等に関して、先般１０月３０日に有識者会議が開催された。今後、１

１月２１日に最終報告の素案が議論され、１２月上旬に取りまとめを行う予定を聞いて

いる。委員である宇都宮大学の石田学長から、議論の現状や今後の動きなどについての

概要をご説明いただければと思う。よろしくお願いする。 

 

④  中央教育審議会の関係について、１０月１７日に開催された中央教育審議会教育振興

基本計画部会にて「第３期教育振興基本計画の策定に向けたこれまでの審議計画につい

て」の関係団体のヒアリングが行われ、国大協から室伏 副会長が出席され、資料１-７

（ｐ７６）に基づき意見を述べられた。さらに、特に Society 5.0 においては大規模集

中型から地域分散型への社会変革が重要であり、全都道府県に高度な教育研究機能を有

する国立大学が存在するという有利なインフラをしっかり活用すべきであることを付加

していただいた。質疑では、地方における高等教育のあり方について、そのイニシアチ

ブをとるべき主体はどこかとの質問に対し、基本は大学であるべきと回答いただいてい

る。お忙しいところ対応いただいた室伏 副会長には感謝申し上げる。 

この件に関し、中教審の教育振興基本計画部会の委員であり、将来構想部会の座長で

もある永田 副会長から、何かお気づきの点があればご発言いただきたい。 
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⑤  国立大学の将来像の関係について、６月１４日に中間まとめを公表した後、８月のトッ

プセミナーにおいての分科会討議や、その議論の概要を全大学にフィードバックしたと

ころであり、各先生方には貴重なご意見をいただき、深く感謝申し上げる。いただいた

ご意見を踏まえて内容の充実を図っていくこととしている。なお関係団体との意見交換

については、先ほど報告のあった広報誌の特集記事の関係で、私が全国知事会の山田京

都府知事とお会いした際にもお話し申し上げ、また１１月８日には経団連の教育問題委

員会企画部会に山本専務理事が出席され意見交換を行い、１１月２１日には経済同友会

教育改革委員会との意見交換会があり、岡 副会長、室伏 副会長、出口 東京学芸大学長、

山口 埼玉大学長と私が出席予定としている。この件に関し、将来像ＷＧ座長である永田

先生、何か補足があればよろしくお願いしたい。 

 

⑥  日本学術会議会長就任について、この度、１０月２日付けで、日本学術会議会長に選

出された。学術会議会長は総合科学技術イノベーション会議 CSTI の議員も務めること

になっており、この会議では全省庁が出席し様々な動向を把握することができるので、

それを国大協の活動にも生かしていきたい。今後とも皆様のご支援、ご協力をお願いす

る。 

 

 

Ⅱ 協議事項 

 

１ 「平成３２年度以降の国立大学の入学者選抜制度－国立大学協会の基本方針－（案）」 

について 

議長及び岡 入試委員会委員長から、資料５-１及び資料５-２に基づき、「平成３２年度以

降の国立大学の入学者選抜制度－国立大学協会の基本方針－（案）」及び「『平成３２年度以

降の国立大学の入学者選抜制度－国立大学協会の基本方針－（案）』の策定に当たって（会

長談話）」について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。 

 

２ 国立大学法人を取り巻く諸課題について 

議長から、国立大学法人を巡る状況について自由に意見交換を行いたい旨の提案があり、

意見交換を行った。 

 

Ⅲ その他 

１ 関係機関からの情報提供等について 

①  情報・システム研究機構 

藤井良一 情報・システム研究機構長から、資料６に基づき、research mapの今後の発
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展と協力・支援のお願い等について説明があった。 

 

②  大学改革支援・学位授与機構 

福田秀樹 大学改革支援・学位授与機構長から、資料７に基づき、シンポジウムの案内等

について説明があった。 

 

③  大学入試センター 

山本廣基 大学入試センター理事長から、資料８に基づき、平成３０年度大学入試セン

ター試験出願受付状況及び新テスト（「大学入学共通テスト」）の導入に伴う試行調

査（プレテスト）等について説明があった。 

 

④  日本学生支援機構 

遠藤勝裕 日本学生支援機構理事長から、資料９に基づき、日本学生支援機構奨学金の現

状等について説明があった。 

以 上 

33



一般社団法人国立大学協会 

平成２９年度第３回通常総会（平成３０年１月）議事録 

 

 

日  時  平成３０年１月２６日（金） １４：３０～１６：１０ 

場  所  学士会館 ２階 ２１０ 

出 席 者  各国立大学法人学長 

   各大学共同利用機関法人機構長 

 

○ 山極会長（議長）から、総会の公開について諮る旨の発言があり、カメラ撮影を含め、公開

することとした。 

○ 議長から、開会の発言があった。  

○ 正会員８６名のところ、８１名（うち委任状５名を含む。）の出席により定足数を満たして

いることが確認された。 

○ 議事録署名人として、議長、岡副会長及び室伏副会長の３名を選出した。 

○ 議長から、開会の挨拶があった。 

 

議 事 

Ⅰ 報告事項 

 

１ 事業報告 

議長から、前回総会以降の国立大学協会の活動について、資料１のとおり、事業報告を取

りまとめた旨説明があった。 

 

２ 理事会の審議状況について 

木谷常務理事から、政策会議及び理事会の審議状況等について、資料２のとおり、説明が

あった。 

 

３ 各委員会等の活動状況について 

議長から、各委員会等の活動状況について、資料３のとおり、取りまとめた旨説明があっ

た。引き続き、各委員長等から以下のとおり報告があった。 

①  入試委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

・  第５回入試委員会を昨年１２月７日、第６回入試委員会を１月１８日に開催した。 

・ この間、全国高等学校長協会など各方面からのご意見をお聞きするとともに、文部科

学省及び大学入試センターからの検討状況の説明も踏まえ、「英語認定試験及び大学入

34



学共通テストの記述式問題の活用に関するガイドライン」策定に向けて意見交換を行っ

た。 

・  「ガイドライン」については、文部科学省及び大学入試センターにおける検討の進捗

状況等を見つつ、本年度中の作成を目指し同時並行的に検討を進めていく。 

・  また、入試委員会では、大阪大学において入試ミスが発生したことを受け、文部科学

省から改めて各大学に対し入試ミス防止に関する通知を発出し、注意喚起した旨の説明

があった。国大協としても厳粛に受け止めつつ、改めて入試ミスの防止に努めるととも

に過去に作成している入試情報開示に関する指針の見直しも含め、入試情報開示の在り

方について今後検討していくこととする。 

 

②  教育・研究委員会副委員長から、以下のとおり報告があった。 

・ ＜主な活動内容＞１の（１）に記載のとおり、１月１０日に開催した教育・研究委員

会の懇談会において、文部科学省学生・留学生課より、平成２９年１２月８日に閣議決

定された新しい経済政策パッケージにおける「高等教育の無償化に関する検討状況」に

ついて説明を受け、意見交換を行った。 

・ 文部科学省からは、本件は消費税を財源に少子化対策として、大学、短期大学、高等

専門学校、専門学校の住民税非課税世帯を対象に、授業料減免及び給付型奨学金の拡充

による支援を行うこと。また、支援を受ける大学等の要件として、実務経験のある教員

による科目の配置、外部人材の理事への任命が一定割合を超えていること等とし、これ

を踏まえたガイドラインを作成するため、専門家会議を立ち上げ、詳細を引き続き検討

し、２０２０年４月からの実施に向け、２０１８年夏までに一定の結論を得る予定であ

ること等について説明があった。 

・ 委員からは、本施策が実質的に有効なものとなるよう、エビデンスに基づき、文部科

学省が中心となって検討を進めていただきたいこと、特に支援を受ける大学等の要件に

ついては本施策の趣旨を踏まえて分かりやすく適切なものとしていただきたい旨意見が

あった。 

・ ２点目は、＜主な活動内容＞１の（２）にあります、「理工系人材育成に係る大学協議

体と産業界との意見交換」について、文部科学省専門教育課より説明を受けた。 

・ 「理工系人材育成に係る大学協議体」については、「理工系人材育成に関する産学官行

動計画」に掲げられた教育機関の取組を効果的に実行するための検討・協議を行い、産

業界との効率的な対話の実現を図るために平成２９年１２月に設置され、今後、産学連

携教育の推進に向けて産業界のニーズを踏まえた人材育成方策の検討や産業界と連携し

た人材育成のための産学連携教育プロジェクトの構築・実施等について検討していくこ

ととしている。 

・ また、構成員として、千葉大学の関 実（せき みのる）理事（研究担当）を国大協か
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ら推薦しておりますので、ご報告する。 

・ 平成２９年１２月２２日までに計６回ＷＧを開催し作成された、本ＷＧにおける議論

のまとめ（案）が示され、国立大学の教員養成・研修在り方、国立大学の教員養成・研

修の在り方を踏まえた「教員養成システム改革」の方向性、「教員養成・研修の高度化」

の方向性等について意見交換を行った。 

・ 本議論のまとめ（案）については、教育・研究委員会委員及びＷＧ委員に改めて意見

照会を行い、今後、意見照会で出された意見を踏まえ、２月９日の理事会に報告するこ

とを予定している。 

・ （以下、室伏 男女共同参画小委員会委員長説明）教育・研究委員会 男女共同参画小

委員会から、「国立大学における男女共同参画の推進状況に関する調査（第１４回）」

について、ご報告する。 

・ ＜主な活動報告＞の２にあるとおり、男女共同参画小委員会では各国立大学へ本調査

を実施し、報告書を取りまとめた。報告書の電子ファイルは、１月２４日に国大協ホー

ムページで掲載・公表するとともに、各国立大学及び文部科学省等の関係機関には冊子

として送付しているので、ご活用いただきたい。 

・ 資料３-２-１が今回の調査結果の概要版となっている。国大協が 2015 年度に策定し

たアクションプランでは、2020 年までに現在の女性教員比率が 30％以上の大学は

40％以上、20%以上の大学は 30％以上というように、各大学の現状に応じてより高

い比率の達成を目指すことを目標としている。また、学長、理事、副学長の執行部、及

びその他の大学の意思決定機関、さらには教授、准教授など、職階ごとの目標値も定め

ているため、それらの項目についての調査結果も掲載している。 

・ 今回の調査では、国立大学全体の女性教員比率は 16.2％となり、前回調査よりも 0.4

ポイント増加した。また女性教員比率が 20％以上の大学数は 24 大学となり、前回調

査よりも３大学増加しており、毎年、国立大学全体の女性教員比率が着実に上昇してい

ることが確認できた。また、意思決定機関における女性比率は、アクションプランの目

標値である 10％を達成した。 

・ 一方で、学長、理事、副学長に占める女性比率と、理工系分野における女性教員の比

率は依然として低いという課題もある。引き続き、各大学におかれては、教員の母体と

なる博士人材の育成と、女性教員の採用・昇任につなげられるような取組を実施してい

ただき、アクションプランの目標達成とともに、国立大学の男女共同参画の更なる推進

に取り組んでいただきたい。 

 

③  国際交流委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

・ 1 月 10 日（水）に、学士会館（東京）にて、英国の大学団体である英国大学協会

（Universities UK: UUK）の Dame Janet Beer 会長（現リバプール大学長）及び
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Vivienne Stern 国際部長、スターリング大学の Gerry McCormac 学長をお迎えして

意見交換会を開催した。当協会からは会長及び全副会長が出席した。また、文部科学省、

駐日英国大使館、ブリティッシュ・カウンンシルの関係者も同席された。 

 意見交換会では、両国の高等教育を取り巻く状況を共有するとともに、今後の両団体

間における協力・連携の具体案について活発に議論が交わされ、特に双方が共通に関心

を持つテーマについて共同シンポジウムの開催を検討することとなった。 

・ また、今後実施予定の国際交流事業については、資料 3-4 の一覧に記載されている

とおりとしている。 

・ なお、昨年 12 月 7 日（木）開催の理事会において、5 月 15 日（火）～16 日（水）

の 2 日間にわたり、フランス大学長会議（CPU）及びフランス技師学校長会議（CDEFI）

との共催で、日仏高等教育シンポジウム及び日仏フォローアップミーティングを東京に

て開催する予定である旨お伝えしたが、その後、フランス側の事情により開催日程を再

調整することとなった。現在、5 月 21 日（月）の開催を目指して再調整を行なって

いる。 

 

④  経営委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

・ 今回の経営委員会は、人事労務小委員会及び財務施設小委員会と合同で開催し、総務

省、内閣府、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局、国立大学法人等職員採用試

験事務室、文部科学省からそれぞれ説明を受け、意見交換を行った。特に内閣府からは、

評価性資産の寄附に係る平成 30 年度税制改正要望の結果や、研究開発力強化法の検討

状況に関する詳細な説明を受けた。 

・ （以下、名和 財務施設小委員会委員長説明）国立大学法人の施設・設備は、老朽化が

進行し安全面、機能面、経営面で大きな課題となっているが、現在の施設関係予算の状

況から、当面は既存施設の長寿命化、既存設備の最新研究に対応した更新・改修が必要

である。前者については文部科学省文教施設部において「国立大学法人等施設の長寿命

化に向けたライフサイクルの最適化に関する検討会」を 11 月に立ち上げ、11 月、12 

月に２回会議を実施しており、私も委員として加わっている。また、今月中に施設の長

寿命化に関するアンケート調査を実施する予定と聞いている。 

・ （以下、武田 人事労務小委員会委員長説明）平成 29 年度は、昨年実施した、各法

人における人件費管理及び人事院勧告の対応状況調査に加え、同一労働同一賃金、教員

人事評価制度及び無期転換ルールに関する対応状況についても調査を実施した。 

・ 「平成 29 年度人件費等に関する調査」は、11 月 14 日から 11 月 27 日にかけ

て実施し、調査結果を取りまとめ、12 月 27 日付けで会員大学にフィードバックを行っ

ている。 

・ また、継続的に実施している「障害者雇用及び高年齢者雇用に関するアンケート」の
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調査結果についても、1 月 11 日に会員大学へのフィードバックを行っている。 

 

⑤  本格的な産学官連携による共同研究推進に関する WG 座長から、以下のとおり報告が

あった。 

・ 本日（１月 26 日）、第４回の WG を開催した。まず冒頭に、前回に引き続き、委

員・専門委員の所属する大学に対して実施した、「共同研究取組み事例に関するアンケー

ト」の中から好事例について、契約に至るプロセスや課題、解決策を中心に、専門委員

及び全学的な産学連携推進組織に所属する教員から説明を受け、意見交換を行った。 

・ 次に、経済同友会より、昨年９月に公表された、「イノベーション推進のための経営

行動指針」に基づき説明を受け、意見交換を行った。 

・ その後、本 WG の議論のまとめに向けて、「これからの時代における本格的な産学

連携共同研究を推進する視点」や、共同研究の先進的取組み事例の共有方法等に関し

種々意見交換が行われた。 

・ 今後は、今回の WG で議論した内容を踏まえ引き続き検討する予定である。 

 

⑥  国立大学の教育研究活性化を促進する人事給与マネジメント改革 WG 座長から、以下

のとおり報告があった。 

・ 壮大かつ非常に困難なテーマの WG であるが、国立大学法人の教育研究を活性化し、

国立大学の経営力強化に資するための人事給与マネジメント改革の在り方や、その改革

を促進するために必要となる法・制度の在り方について検討することなどを主な目的と

している。 

・ １月１９日に開催した第１回目の WG では、教員の業績評価と処遇への反映方策や年

俸制導入の促進方策及び大学間や産業界との人材の流動化方策（クロスアポイントメン

トの促進）など、WG における検討に当たっての論点整理及び今後の具体的な進め方な

どについて議論を行った。 

・ 今後、国立大学における人事給与マネジメント改革の基本的な方向性やそのために必

要となる制度の在り方について、夏頃までに一定の方針が示せるよう検討を進めていく。 

 

⑦  地域と国の発展を支え世界をリードする国立大学の機能強化を促進するガバナンス制

度改革ＷＧ座長から、以下のとおり報告があった。 

・ 本ＷＧは、先般公表された「高等教育における国立大学の将来像（最終まとめ）」で

提言された内容を具体化することも関連付けて、中長期的視点に立った自律的な経営戦

略に基づき、資源を効果的に活用して、国立大学の機能強化を促進する「ガバナンス制

度改革」の在り方や、その改革を促進するために必要となる制度や施策の在り方につい

て検討し、国に対し提言することなどを目的としている。 
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・ １月１９日に開催された第１回の WG では、「１法人複数大学制度の導入の在り方」

や、「外部有識者の経営参画の在り方」、「プロボスト制の導入促進」、「財務制度の

在り方」など、本ＷＧにおける検討事項、及び今後の具体的な進め方などについて議論

を行った。 

・ 今後、各大学の先進的な取組等について調査・検討するとともに、国立大学における

ガバナンス制度改革の基本的な方向性や、そのために必要となる制度等の在り方につい

て、夏頃を目途に可及的速やかに一定の方針が示せるよう検討を進める予定である。 

 

４ 各支部の活動状況について 

議長から、資料４のとおり、各支部の活動状況をとりまとめた旨報告があった。 

 

 ５ 会長からの報告 

   会長から、以下の事項について報告があった。 

①  平成 30 年度予算・税制改正関係であるが、昨年１２月２２日に閣議決定された。運営費

交付金等（基盤的経費）の総額としては前年度と同額となっている。主な増額要因としては、

授業料減免経費の１７．５億円、機能強化促進分（新規組織整備）８．５億円、行政事業レ

ビューの結果を受けて廃止となった若手人材支援事業の継続的雇用に必要な経費２２．２億

円の補助金からの振替え増である。一方で、減額要因としては、退職手当所要額や事業終了

分の当然減経費があることから、大変厳しい状況の下で、増減フラットの前年度同額を確保

できたものと考えている。 

また、科学技術関係では、科研費と世界トップレベルの研究拠点形成（WPI）が増額となっ

ている他、新規事業として Society5.0 実現化研究拠点支援事業が７億円、オープンイノベー

ション促進システムの整備が１８億円で計上されている。 

そして、国立大学等施設整備費関係では、施設整備費補助金が３７億円減の３７６億円で

あるが、２９年度補正予算で学校施設等の防災・減災対策として１１９億円が計上されてい

る。 

さらに、税制改正においては、評価性資産を寄付した場合の譲渡所得等の非課税措置の要

件を大幅に緩和することとされ、早期に非課税承認を受けることができ、他の形態の資産に

組み替えることも可能となった。 

なお、これらを受け、12 月 22 日付で資料１-４のとおり会長名でコメントを公表し、同

日及び２５日に、永田副会長と私で、林文部科学大臣、新妻文部科学大臣政務官をはじめ、

文部科学省関係各所及び国公立大学振興議員連盟加盟副会長の渡海議員、同幹事の浮島議員

らを訪問し、今回の尽力に対するお礼とともに今後のさらなる支援について要請を行った。 

しかしながら、前年度同額の運営費交付金等予算となったものの、若手人材支援事業の廃

止等により基幹的な経費の実質的な縮減につながることとなり、非常に残念である。既存事
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業の継続のためにも、引き続き運営費交付金等の拡充に向けて要望活動を行っていく必要が

あると考えるので、先生方におかれても各方面に積極的に働きかけていただくようお願い申

し上げる。 

 

②  総合科学技術イノベーション会議（CSTI）関係であるが、１２月２５日に安倍総理の

出席の下に官邸で本会議が開催され、「総合イノベーション戦略（仮称）」の策定に向け

ての議論が行われ、橋本議員からその方向性に関する資料が提出されている。また、松

尾 副会長からは、名古屋大学の取組みを紹介して、「大学と社会の連携で地域創生を実

現するための提言」をされている。さらに、上山議員は、「イノベーションを実現する大

学への改革」と題する資料において、「ＳＩＰ事業による産学連携等を通じた、大学の知

識産業化（仮称）」を提案している。 

これらを受けて、安倍総理は、「統合的かつ具体的なイノベーション戦略を、菅官房長

官、松山大臣を中心に、関係閣僚と連携して、来年夏を目途に策定していただきたい」「中

でも、イノベーションの創出拠点として大きな役割が期待される大学について、改革を

強力に進めることが必要」「松山大臣、そして林大臣はよく連携して、戦略策定を待つこ

となく、来年度から、民間資金獲得の実績を有する大学や、若手重視の人事給与・ガバ

ナンス改革を行う大学を、重点的に支援するなど、改革に向けてめりはりのある対応を

実施していただきたい」と発言しており、平成 31 年度予算編成に向けてのみならず、

平成 30 年度予算の執行にも影響を与えるものと思われる。 

 

③  入学者選抜関連について、国立大学協会としても大阪大学で生じた入試ミスは非常に

重要な問題と捉えており、京都大学においても外部から指摘を受け調査中である。今後、

入試委員会でも入試に関する情報開示の在り方について検討が必要と考える。 

各国立大学におかれましては、まずは本年度実施される前期日程・後期日程試験にお

いて、改めて入学者選抜業務全体のチェック体制等の確認を行い、今回のようなことが

生じることのないよう万全を期していただきたい。 

 

 

Ⅱ 協議事項 

１ 「高等教育における国立大学の将来像（最終まとめ）（案）」について 

永田 高等教育における国立大学の将来像に関する WG 座長から、資料５に基づき、「高等

教育における国立大学の将来像（最終まとめ）（案）」について説明があり、審議の結果、こ

れを承認し、公表することとした。 
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２ 国立大学法人を取り巻く諸課題について 

議長から、国立大学法人を巡る状況について自由に意見交換を行いたい旨の提案があり、

意見交換を行った。 

  

Ⅲ その他 

１ 関係機関からの情報提供等について 

① 大学入試センター 

山本廣基 大学入試センター理事長から、平成３０年度大学入試センター試験実施と作

題委員に対する謝辞及び次回試行調査（プレテスト）に関する協力依頼等について説

明があった。 

 

 

以 上 
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一般社団法人国立大学協会 

平成２９年度第４回通常総会（平成３０年３月）議事録 

 

 

日  時  平成３０年３月８日（木） １５：１５～１７：４０ 

場  所  学士会館 ２階 ２１０ 

出 席 者  各国立大学法人学長 

   各大学共同利用機関法人機構長 

 

○ 山極会長（議長）から、総会の公開について諮る旨の発言があり、カメラ撮影を含め、公開

することとした。 

○ 議長から、開会の発言があった。  

○ 正会員８６名のところ、７６名（うち委任状１０名を含む。）の出席により定足数を満たし

ていることが確認された。 

○ 議事録署名人として、議長、松尾副会長及び永田副会長の３名を選出した。 

○ 議長から、開会の挨拶があった。 

○ 議事に先立ち、山極会長から、昨年度に京都大学において実施された入学者選抜に係る入試

ミスについて、お詫びとともに調査結果と今後の対応について報告があった。 

 

議 事 

Ⅰ 報告事項 

１ 事業報告 

議長から、前回総会以降の国立大学協会の活動について、資料１のとおり、事業報告を取

りまとめた旨説明があった。 

 

２ 理事会の審議状況について 

木谷常務理事から、政策会議及び理事会の審議状況等について、資料２のとおり、説明が

あった。 

 

３ 各委員会等の活動状況について 

議長から、各委員会等の活動状況について、資料３のとおり、取りまとめた旨説明があっ

た。引き続き、各委員長等から以下のとおり報告があった。 

①  入試委員会副委員長から、以下のとおり報告があった。 

・ 入試委員会では、これまで今年度中を目途に策定するとしている「ガイドライン」に

ついて、文部科学省・大学入試センターにおける検討状況及び全国高等学校長協会など
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各方面からのご意見を踏まえ検討を行い、一定の案を取りまとめ、２月９日開催の理事

会に提示した。 

・ 理事会終了後、全会員大学に意見照会を実施した。各大学におかれては、入試業務な

ど大変お忙しい中、ご協力いただき御礼申し上げる。 

・ 会員大学から頂いたご意見を踏まえ、２月２８日に開催した入試委員会（第７回）に

おいて更に検討し、入試委員会としての案を取りまとめ、本日の総会に提示することと

した。詳細は後ほど、協議事項において説明させていただく。 

・ また、入試委員会では、国立大学において入試ミスが発生したことを受け、国大協と

しても厳粛に受け止めつつ、過去に作成している入試情報開示に関する指針の見直しも

含め検討することとしている。 

・ 今後、各大学のご意見もお聞きしながら検討することとしているので、その際はご協

力賜りたい。 

 

②  国際交流委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

・ 米国との事業については、3 月 10 日（土）に、アメリカ教育協議会（ACE）との共

催で、ワシントンD.C.にてACE創立100周年年次総会が開催されることを機として、

日米ラウンドテーブルを実施する予定としている。プログラム（最終案）は、資料 3-3-1

のとおりである。また、これに併せて、資料 3-3-2 のとおり、ACE と交流覚書（MOU）

を締結する予定としている。 

・ オーストラリアとの事業については、10 月 23 日（火）に、ユニバーシティ・オー

ストラリア（UA）との共催で、京都工芸繊維大学をホスト校として、日豪大学共同シ

ンポジウム（仮称）を京都にて開催することとなった。また、前日 10 月 22 日（月）

には歓迎夕食会を開催し、10 月 24 日（水）～25 日（木）には関西の複数大学にて

日豪職員交流事業（受入れ）の実施も予定している。 

・ フランスとの事業については、前回総会において、フランス大学長会議（CPU）及び

フランス技師学校長会議（CDEFI）との共催により、日仏高等教育シンポジウム及び日

仏フォローアップミーティングを東京にて 5 月 21 日（月）に開催することを目指して

調整を進めていく旨お伝えしたが、その後のフランス側の申し出により、開催時期を秋

以降として再調整することとなったので、ご報告申し上げる。日程調整に時間を要して

おりご迷惑をお掛けしているが、開催日程が確定したら、改めてお知らせする。 

 

③  病院経営小委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

・ ２月２２日に第１回病院経営小委員会を開催した。今回の委員会では、文部科学省か

ら、附属病院の予算における機能強化分や施設整備に係る施策の動向について、国立大

学附属病院長会議常置委員長である山本専門委員から、国立大学病院の現状と課題及び
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臨床系教員の働き方改革の状況について、それぞれ説明を受け、意見交換を行った。 

・ さらに、毎年継続的に実施している「附属病院の経営問題に関するアンケート」及び

「附属病院の勤務状況に関するアンケート」の調査結果について意見交換を行った。な

お、経営問題に関する調査結果は、３月７日に会員大学へ情報提供し、勤務状況に関す

る調査結果についても、３月７日付で調査協力大学に親展で郵送したので活用いただき

たい。 

・ 本年度も各種アンケート調査にご協力頂き、深くお礼申し上げる。 

 

④  事業実施委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

・ トップマネジメント人材の育成を目的として、役員、副学長等の幹部教職員を対象と

した２泊３日の合宿形式による「ユニバーシティ・デザイン・ワークショップ」を新た

に開催することとした。 

・ 平成３０年度は８月３１日（金）から９月２日（日）に開催する。プログラムは講演、

スモール・グループ・ディスカッション及び全体討議で構成され、詳細については、ワー

キンググループを本委員会の下に設け、検討を進めている。講演については、内閣府総

合科学技術・イノベーション会議常勤議員の上山隆大氏、東京工業大学長の三島良直氏、

日本アイ・ビー・エム株式会社 名誉相談役の橋本孝之氏に依頼する予定としている。 

・ 本研修会では、オープンコースウェアの web 受講や図書の講読といった事前課題を参

加者に課す予定としており、その受講期間を確保するため、今月中に各機関へ開催通知

を送付し、４月中旬をめどに参加申込みを受け付け、その後５月中には参加者を確定さ

せるスケジュールとしているので、各機関におかれては、参加者の推薦についてご高配

のほどよろしくお願いする。 

・ また、平成３０年度のトップセミナーについて、８月２３日（木）から２４日（金）

の２日間にわたり、今年度と同様にホテルモントレ横浜にて開催することとなった。 

・ プログラムについては、現在検討中だが、今年度に引き続き、１日目には分科会の開

催を予定している。 

 

⑤  政策研究所所長から、以下のとおり報告があった。 

・ 1 月３０日開催した第２回の政策研究所運営委員会では、政策提言のためのエビデン

スとなるデータの収集等について意見交換を行い、資料３-７-１のとおり、「国立大学

法人基礎資料集」を取りまとめた。 

・ 「国立大学法人 基礎資料集」は、国立大学に関わるデータを網羅的に集めたデータ集

で、2009 年から、国立大学協会事務局が「学校基本調査」等が更新されるごとにデー

タを更新し、HP に掲載してきた。 

・ 今年度は、「政策研究所運営委員会」、「高等教育に関する基礎データ等の調査研究
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グループ」が設置されたことを契機に、これまで以上に国立大学に関わるデータの収集

を充実させるべく、両会議で掲載データ等について意見交換を行い、基礎資料集として

取りまとめた。 

・ 掲載データは、文部科学省が実施している「学校基本調査」等の各種調査結果や、大

学改革支援・学位授与機構が公表している「大学基本情報」の各大学のデータをもとに、

再集計・グラフ化する等して掲載している。 

・ 本基礎資料集は、本日の総会終了後、国立大学協会の HP に掲載するので、広く活用

していただきたい。参考資料部分については、会員専用ページのみの掲載とする予定で

ある。 

・ なお、来年度以降どのようなデータを収集していくかについては、ご意見をいただき

ながら、政策研究所運営委員会で引き続き検討していく予定としている。 

 

４ 各支部の活動状況について 

議長から、資料４のとおり、各支部の活動状況をとりまとめた旨報告があった。 

 

 ５ 会長からの報告 

   会長から、以下の事項について報告があった。 

①  総合科学技術イノベーション会議（CSTI）関係であるが、3 月 1 日付けで有識者議員

の交替があり、松尾副会長が議員に就任された。経済界では、三菱電機の久間顧問、ト

ヨタの内山田会長が退任し、三菱ケミカル会長で経済同友会代表幹事の小林喜光氏と富

士通の梶原ゆみ子氏が就任した。CSTI では、2 月に、内閣官房長官を議長、科学技術担

当大臣を副議長とする「イノベーション戦略調整会議」を設置し、６月には大学改革、

若手活躍推進、産学連携、研究力強化などの基本方針を含む「統合イノベーション戦略」

を策定することとしている。国大協としては、先般設置した人事給与改革 WG やガバナ

ンス改革 WG の検討状況を踏まえつつ、適切に対応していきたい。 

 

②  人生 100 年時代構想会議関係であるが、2 月８日に第５回会合が開催され、大学改革

についての集中審議が行われた。 

安倍総理の締めくくりの発言では、主な意見として、①各大学の位置付けや役割・機

能の明確化を行う、②カリキュラム編成のプロセスで外部の意見を反映する、実務経験

のある教員を増やす、経営力強化のため民間の外部人材の理事への登用を進める、③学

生が在学中に身に付けた能力・付加価値を見える化し、産業界も採用に当たりそれを評

価する、④国公私の枠を超えた大学の連携・統合を可能とする制度などを検討すべきと

いう意見を紹介した上で、関係閣僚、特に林文科大臣にこれらの論点について検討し、

その経過を 100 年会議に報告してもらって再度議論したいとしている。 
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この会議には、委員として松尾 副会長が出席いただいているので、議論の概要や今後

の動向について、ご説明いただきたい。 

 

③  新しい経済政策パッケージに基づく高等教育負担軽減方策について検討するため、文

科省に高等教育段階の負担軽減方策に関する専門家会議が設置され、国立大学からは東

京工業大学の三島学長が委員となっており、座長を務められている。 

これまでに、１月３０日と３月５日の２回の会合が開催されたと聞いているので、議

論の概要や今後の動向について、座長である三島学長からご説明いただきたい。 

なお、この件については、前回総会でも申し上げたとおり、非常に重要な問題であり、

国大協としても基本的な考え方を示す必要があると考えている。そこで、資料５のとお

り、会長声明案を作成し、本日付で公表したいと考えているが、特に何かご意見があれ

ば、お伺いしたい。 

それでは、種々ご意見いただきましたが、概ねお認めいただいたものとして、原案の

とおり会長声明を公表することとする。文部科学省の専門家会議においては、5～6 月頃

までに結論をとりまとめると聞いているが、今回の声明で示した考え方に十分配慮され

るよう希望する。 

 

 

Ⅱ 協議事項 

１ 理事の選任等について 

  （１）理事の交代について 

    議長から、資料６-１に基づき、学長任期の満了に伴い、里見進 東北大学長及び三島

良直 東京工業大学長が、平成３０年３月３１日をもって理事を退任する旨説明があっ

た。 

    本協会役員選任手続等に関する規程第２条第３項に基づき、大野英男 東北大学長就

任予定者及び益一哉 東京工業大学長就任予定者を、平成３０年４月１日の学長就任を

条件として、同日付けで本協会理事に選任することとしたい旨説明があり、審議の結果、

これを承認した。 

    なお、任期については、本協会定款第２５条第２項の定めにより、平成３１年６月に

開催される通常総会の終結時までとなる旨説明があった。 

 

  （２）理事の役割分担について 

    議長から、資料６-２に基づき、平成３０年４月１日に理事が交代することに伴う理

事の役割分担について説明があり、これを確認した。 
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２ 「大学入学共通テストの枠組みにおける英語認定試験及び記述式問題の活用に関する 

ガイドライン（案）」について 

先に、議長から、英語認定試験の活用に関して、特定の比重・割合の案を国立大学協会

が示しているかのような一部報道に対し、入試委員長名にて事実に反するという旨のコメ

ントを直ちにホームページへ掲載したとの報告があった。また、誤った情報や不確定な情

報により受験生やその他の国民に不安や混乱を招くことは厳にさけなければならないとい

う旨の発言があり、学長をはじめ関係者に対し十二分に注意するよう依頼があった。併せ

て、報道関係者に対し正確な報道を心がけていただくよう依頼があった。 

続いて、三村 入試委員会副委員長から、資料７のとおり、「ガイドライン（案）」につい

て説明があり、審議の結果、これを承認し、述べられた種々意見を踏まえ、３月末に大学

入試センターが公表する民間の資格・検定試験の認定状況及び昨年１１月に実施された試

行調査の結果等を見定めた上で、最終的に決定・公表することとした。 

  

３ 教員の養成及び研修に果たす国立大学の使命とその将来設計の方向性（WG 報告書）（案）

について 

 山口 教員の養成及び研修に果たす国立大学の使命とその将来設計を検討する WG 座長か

ら、資料８のとおり、「議論のまとめ（案）」について説明があり、審議の結果、述べられた

種々意見を踏まえ、一部修正を検討した上で、国大協ホームページに掲載・公表するととも

に、文部科学省へ提出することとした。 

 

４ 平成３０年度事業計画及び収支予算について 

  木谷常務理事から、資料９のとおり、平成３０年度事業計画及び収支予算について説明が

あり、審議の結果、これを承認した。 

 

Ⅲ その他 

１ 平成３０年度総会及び理事会の日程について 

議長から、資料１０のとおり、平成３０年度総会及び理事会の日程について説明があり、

これを確認した。 

 

２ 関係機関からの情報提供等 

① 大学入試センター 

山本廣基 大学入試センター理事長から、資料１１に基づき、平成３０年度大学入試セ

ンター試験の実施結果等について説明があった。 
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  ② 日本学生支援機構 

    大木高仁 日本学生支援機構理事長代理から、資料１２に基づき、日本学生支援機構奨

学金の新制度・制度拡充等について説明があった。 

 

３ 退任学長挨拶 

  次回総会までの間に退任されることとなる、髙橋信夫 北見工業大学長、里見進 東北大学

長、見上一幸 宮城教育大学長、三島良直 東京工業大学長、古山正雄 京都工芸繊維大学長、

脇口宏 高知大学長から退任の挨拶があり、続いて、議長から、立本成文 人間文化研究機構

長についても、３月３１日をもって退任されることとなる旨の報告があった。 

以 上 
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一 般 社 団 法 人 国 立 大 学 協 会 

平成２９年度 第１回 理事会 議事録 

 

 

１ 日  時  平成２９年４月２７日（木） １３：４０～１５：２０ 

 

２ 場  所  東京都千代田区神田錦町３－２８ 学士会館 3 階 ３２０会議室 

 

３ 出席理事  里見 進、山極壽一、永田恭介、大西 隆、髙橋 姿、山本健慈、木谷雅人、 

名和豊春、和田健夫、山本文雄、五神 真、蓼沼宏一、山口宏樹、山崎光悦、 

松尾清一、後藤ひとみ、古山正雄、越智光夫、岡 正朗、山下一夫、久保千春、 

片峰 茂、前田芳實 

        以上２３名 

 

４ 出席監事  中井勝己 

 

５ その他の出席者  三島良直（会長補佐）、眞弓光文（会長補佐）、山内正則（会長補佐） 

 

６ 議事の経過及び結果 

 

○ 定款第３２条第５項の規定に基づき、里見会長が議長として開会を宣言した。 

○ 理事２３名の出席により定足数を満たしていることが確認された。 

○ 定款第３５条の規定に基づき、議事録署名は、出席した会長、副会長及び監事全員が行うこと

を確認した。 

○ ４月１日付けで、新たに就任した理事の紹介があった。 

 

Ⅰ 報告事項 

１． 前回理事会以降の事業報告 

議長から、資料１のとおり、前回理事会（平成２９年２月１７日）以降の事業報告を取

りまとめた旨報告があった。 

  

２． 各委員会等の活動状況 

議長から、資料２のとおり、前回理事会以降の各委員会等の活動状況をとりまとめた旨

報告があった。続いて、各委員会委員長から報告があった。 

 

【１】入試委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

・ （１）平成２８年度第８回入試委員会（３月３０日）及び平成２９年度第１回入試

委員会（４月２０日）を開催した。文部科学省及び大学入試センターによる高大接続
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システム改革に関する検討状況（新テスト実施方針（案）、入学者選抜に関する新たな

ルールなど）や各大学へ実施したアンケート調査結果を踏まえ、「国立大学協会の基本

方針」の見直しを検討している。入試委員会としては、文部科学省から検討案が公表

された後、６月の総会で一定の方向性を示せるよう速やかに検討を進めていく。 

・ （２）「国立大学の入学者選抜についての平成３１（２０１９）年度実施要領（案）

等」について、各大学へ事前に意見照会の上、入試委員会において資料８のとおり案

を作成しているので、後ほど協議事項において審議いただきたい。 

     

【２】広報委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

・ （１）３月末に広報誌「国立大学」第４４号を発行した。テーマは「障害学生支援」

とし、鹿児島大学及び広島大学の取組について取り上げた。また、opinion は、筑波

技術大学に協力いただき、大越学長と静岡県立大学国際関係学部の石川准 教授との対

談を行った。 

 

【３】事業実施委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

・ （１）平成 27 年 4 月に学校教育法及び国立大学法人法の改正が施行され、各大学

では、学長のリーダーシップの確立を図るための体制整備が行われているところであ

るが、大学のマネジメントにかかわる基本的な修練がないままに大学の執行部体制を

担うポストに就任することが多いとの指摘もある。 

そのため、主に役員、執行部、幹部職員を対象とした、大学を取り巻く諸問題に対

して迅速に対応できるマネジメント人材を育成するための研修等の内容に関して検

討を行うため、事業実施委員会の下に「国立大学法人のトップマネジメント人材育成

に関するワーキンググループ」を設置した。 

今年度中には検討結果をまとめ、早ければ年度内、遅くとも来年度から研修を実施

したいと考えている。 

・ （２）平成２９年度研修等事業について、５月２９日に産学連携等担当理事連絡会

議を、６月１５日に新任学長セミナーを、８月２４日、２５日にホテルモントレ横浜

においてトップセミナーを、１０月２７日に大学改革シンポジウムを開催予定である 

 

【４】調査企画会議座長から、以下のとおり報告があった。 

・ （１）「高等教育に関する基礎データ等の調査研究グループ」及び「国大協の政策

研究及び調査機能の在り方に関するワーキンググループ」を開催した。内容について

は、山本 WG 座長から説明する。 

① 「高等教育に関する基礎データ等の調査研究グループ」第１回会合では、構成

員である若手研究者に対して政策研究所の役割、グループの設立経緯及び今後の

研究課題等を説明した。次回開催は７月頃を予定している。 

② 「国大協の政策研究及び調査機能の在り方に関する検討ワーキンググループ」

にて、最終報告（案）の審議を行い、種々意見を基に修正を行っている。次回の
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調査企画会議及び５月の理事会の審議を経て、６月の総会にて報告する予定であ

る。 

・ （２）２月に行った「国立大学における学術情報の状況及び課題に関するアンケー

ト」について、取りまとめが終了し、近日中に公開予定である。なお、その一部は、

５月１８日（木）開催の日本学術会議主催の学術フォーラム「危機に瀕する学術情報

の現状とその将来」にて報告予定である。 

 

【５】高等教育における国立大学の将来像に関する WG 座長から、以下のとおり報告があった。 

・ （１）これまで、高等教育のグランドデザインの策定に向けて、高等教育に関する

現状の課題や問題点、将来への取り組み等に対して、外部有識者及び各委員からの意

見や具体案等を集約し、資料９-１及び資料９-２のとおり、「高等教育における国立

大学の将来像（中間まとめ）（案）」及び「概要（案）」を作成したので、後ほど協議

事項においてご意見を伺いたい。 

 

【６】本格的な産学官連携による共同研究推進に関する WG 座長から、以下のとおり報告があ

った。 

・ （１）本 WG は、資料２-８-１のとおり、２月１７日開催の理事会において設置が

承認されたもので、委員・専門委員の構成については、資料２-８-２のとおりである。 

・ （２）４月２４日に第１回 WG を開催し、文部科学省から産学連携の検討状況につ

いて説明があり、各委員・専門委員から事前に提出された意見を基に、各大学におけ

る産学官連携に関する重点的取組みと課題及び国立大学協会として取組むべき事項

について、意見交換を行った。事前に提出のあった各委員・専門委員の意見内容につ

いては、資料２-８-３のとおり、概要をまとめている。今後、今回の意見交換を踏ま

え、国立大学総体として取組むべき課題等を整理した上で、経済界等との意見交換の

場を持ちながら、政府への支援施策、規制緩和等の要望事項や共同研究体制の構築等

の諸課題について検討していく予定である。 

 

３． 各支部の活動状況 

議長から、資料３のとおり、各支部の活動状況をとりまとめた旨報告があった。 

 

４． 会長からの報告 

  （１）会長から、国公立大学振興議員連盟関係について以下のとおり報告があった。 

・ 本日１６時から国公立大学振興議員連盟総会が開催され、資料４-１及び資料４-２

のとおり、平成３０年度予算及び税制改正の重点項目について、国大協からの要望を

基に意見交換を行うこととしている。また、山崎 金沢大学長から地方創生の取組みに

ついて、永田 筑波大学長から国立大学のスポーツ振興の取組みについて、ご説明いた

だく予定である。 
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  （２）会長から、国立大学協会の支部の活性化について以下のとおり報告があった。 

・ 国立大学協会の支部の活性化については、会長選考等の在り方に関するワーキング

グループにおける検討項目の１つであり、「国立大学の将来ビジョンを深め、また実装

していくためには支部活性化が不可欠」であるとの結論が出されている。現在、各支

部会議において「次期会長選出」及び「高等教育における国立大学の将来像（中間ま

とめ）」に関してご議論いただいているが、今後は予算要望をはじめ国大協として行う

べき活動についても活発に幅広くご議論いただきたい。 

  一方で、国大協 HP 開設当初より各支部会議用ページを設けているが、これまでは

開催日が掲載されているのみである。各支部での議論の内容は、他の支部にも参考に

なると思うので、今後は議事概要や配布資料等を掲載するなど、積極的に活用してい

ただくようお願いする。 

 

  （３）会長から、「地方大学の振興及び若者雇用等に関する有識者会議」について以下のとおり

報告があった。 

・ ４月１８日に開催された「地方大学の振興及び若者雇用等に関する有識者会議」に

て、一部、大学にとって放置できない議論が行われており、早急に修正を働きかける

必要があるため、先生方にご協力いただきたい。場合によっては、即座に声明を発出

できるよう準備しておく必要があるだろう。 

   

５． 国立大学法人総合損害保険の契約締結について 

   議長から、資料６に基づき説明があり、国立大学法人総合損害保険の契約締結状況につ

いて確認された。 

 

６． 事務局の人事異動について 

   木谷常務理事から、資料７に基づき、事務局の人事異動について説明があった。 

 

 

Ⅱ 協議事項 

１． 平成３１年度入学者選抜に関する実施要領等について。 

   片峰 入試委員会委員長から、資料８に基づき、平成３１年度入学者選抜に関する実施要

領等について説明があり、審議の結果、これらを承認し、６月１４日（水）開催の総会に

諮ることとした。 

 

２． 「高等教育における国立大学の将来像（中間まとめ）（案）」について 

永田 高等教育における国立大学の将来像に関する WG 座長から、資料９に基づき、「高

等教育における国立大学の将来像（中間まとめ）（案）」について説明があり、審議の結果、

種々意見を踏まえ、再度 WG で検討し、５月２5 日開催の理事会に諮ることとした。 
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３． 教員の養成及び研修に果たす国立大学の使命とその将来設計を検討するワーキンググル

ープの設置について 

議長から、資料１０に基づき、教員の養成及び研修に果たす国立大学の使命とその将来

設計について検討するため、教育・研究委員会にワーキンググループを設置することにつ

いて意見を伺いたい旨の提案があり、意見交換のうえ、了承された。 

   

４． その他 

 （１）国立大学法人を巡る状況について 

永田 副会長から机上配布資料に基づき、徳島大学のクラウドファンディングに関する取

組みについて紹介があった 

 

○ 議長が閉会を宣した。 
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一 般 社 団 法 人 国 立 大 学 協 会 

平成２９年度 第２回 理事会 議事録 

 

 

１ 日  時  平成２９年５月２５日（木） １５：１０～１７：００ 

 

２ 場  所  東京都千代田区神田錦町３－２８ 学士会館 3 階 ３２０会議室 

 

３ 出席理事  里見 進、山極壽一、永田恭介、大西 隆、髙橋 姿、山本健慈、木谷雅人、 

名和豊春、和田健夫、山本文雄、五神 真、蓼沼宏一、山口宏樹、山崎光悦、 

松尾清一、後藤ひとみ、古山正雄、西尾章治郎、越智光夫、岡 正朗、山下一夫、 

久保千春、片峰 茂、前田芳實 

        以上２４名 

 

４ 出席監事  中井勝己 

 

５ その他の出席者  出口利定（会長補佐）、眞弓光文（会長補佐）、山内正則（会長補佐） 

 

６ 議事の経過及び結果 

 

○ 定款第３２条第５項の規定に基づき、里見会長が議長として開会を宣言した。 

○ 理事２４名の出席により定足数を満たしていることが確認された。 

○ 定款第３５条の規定に基づき、議事録署名は、出席した会長、副会長及び監事全員が行うこと

を確認した。 

 

Ⅰ 報告事項 

１． 前回理事会以降の事業報告 

議長から、資料１のとおり、前回理事会（平成２９年４月２７日）以降の事業報告を取

りまとめた旨報告があった。 

  

２． 各委員会等の活動状況 

議長から、資料２のとおり、前回理事会以降の各委員会等の活動状況をとりまとめた旨

報告があった。続いて、各委員会委員長から報告があった。 

 

【１】入試委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

・ （１）５月１９日に第２回入試委員会を開催した。文部科学省及び大学入試センタ

ーから５月１６日付けで公表された資料をもとに「高大接続改革の進捗状況について」

説明を受け、高大接続システム改革への今後の対応について議論した。 
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 各大学においては、平成３０年度初頭には、平成３２年度に実施される平成３３年

度入試に関する予告を行う必要があることから、平成３２年度以降の「国大協の基本

方針」について早急に検討し、これまで文科省の検討状況を見つつ、委員会において

同時並行的に議論を重ね、資料１３のとおり、現時点での「暫定案」を作成している

ので、後ほど協議事項においてご審議願いたい。 

   

【２】教育・研究委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

・ （１）４月２７日開催の理事会において、お認めいただいた「教員の養成及び研修

に果たす国立大学の使命とその将来設計を検討するワーキンググループ」について、

教育・研究委員会を書面審議にて開催し、資料２-２-１のとおり、５月１７日に設置

した。現在、委員の人選を進めている。 

・ （２）就職・採用活動をめぐる動きについては、山口 副委員長から報告する。 

  ５月１１日付けで、資料２-２-２と資料２-２-３のとおり、就職問題懇談会から、

各大学等が取り組む事項を定めたものである「平成３０年度大学、短期大学及び高等

専門学校卒業・修了予定者に係る就職について（申合せ）」が各大学等に周知された。 

申合せの第１として、これまでと同様に「３月広報活動開始-６月採用選考活動開始

-１０月正式内定開始」のスケジュールを維持すること、第２として、申合せの目的が

学生の学修環境の整備であることを再認識することを掲げている。第２からすると、

現行スケジュールが必ずしも最良のものとは言い切れないものの、昨年度の状況では、

①学部３年次の授業への出席状況が改善していること、②スケジュールが維持され定

着に向かうことで、学生・大学が計画的に就職活動に対応できるようになること、と

いった望ましい点が確認されていることから、前提として大学等が就職・採用活動時

期を遵守し、企業等にも遵守を要請することとしている。また、第３、第４では、企

業等に対する要請事項として、インターンシップ、採用選考活動における学業成績の

活用等を記載している。 

各大学におかれましては、全学的に申合せについて周知し、実行にご協力いただく

ようお願いする。 

なお、平成３１年度以降については、安定的な就職・採用活動が行われるよう、頻

繁な日程変更は避け、学生が学業及び就職活動の両方により安心して取り組むことが

できる環境整備を目指し、経済団体等と意見交換を行い、議論していくこととしてい

る。 

 

【３】事業実施委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

・ （１）第１回国立大学法人のトップマネジメント人材育成に関するワーキンググル

ープを５月１７日に開催し、国立大学協会で実施している研修事業や政策研究大学院

大学で実施している「大学トップマネジメント研修」、諸外国の経営層研修などの状

況を元に、トップマネジメント人材育成のための具体的方策について種々意見交換を

行った。 
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今後は、意見交換しながら、国立大学法人のトップマネジメント人材育成のための

研修について検討を進める予定としている。検討状況については、適宜、理事会や総

会で報告させていただく。 

 

【４】調査企画会議座長から、以下のとおり報告があった。 

・ （１）国立大学協会は、調査企画会議の下に政策研究所を設置し、各種情報収集や

資料作成のほか、毎年、研究テーマを調査企画会議で決定したうえで、専門家に研究

を委嘱し、概ね１年から２年の調査研究を通して報告書を作成し、各大学等に配布す

るといった形で調査研究活動を行ってきた。しかし、国立大学協会は平成２７年度か

ら、国立大学振興議員連盟の設立を契機として、本格的なロビー活動を展開しており、

このような活動の中から生まれる諸課題について、迅速に対応できる調査活動及び組

織体制を整備する必要が生じてきた。そのため、平成２９年３月より、「国大協の政

策研究及び調査機能の在り方に関する検討ワーキンググループ」を設置し、政策研究

所の在り方を含む国大協の調査研究体制について検討し、資料９のとおり、報告書を

取りまとめた。また、報告書の内容を踏まえ、資料１０のとおり、政策研究所設置要

項(案)を作成した。これらについては、後ほどご議論いただく。 

 

【５】高等教育における国立大学の将来像に関する WG 座長から、以下のとおり報告があった。 

・ （１）前回理事会において、本ＷＧにて作成した「高等教育における国立大学の将

来像（中間まとめ）」及び概要の素案をお示しし、理事会で意見交換を行ったが、そ

の後事務局からも別途意見照会を行った。また、既に開催されている各地区の支部会

議においても、本中間まとめについて意見交換を行っていただいている。 

５月１３日に開催したＷＧにおいては、全ての委員がこれらの意見の全てに目を通

した上で議論を行い、種々検討の結果、資料１２-１及び１２-２のとおり、「高等教

育における国立大学の将来像（中間まとめ）（案）」及び概要（案）の修正版を作成し

たので、後ほどご議論いただきたい。 

 

【６】国立大学法人のガバナンスに関する調査研究 WG 座長から、以下のとおり報告があった。 

・ （１）国立大学協会は各大学の主体的なガバナンス改革に資するため、各大学の取

組みを調査して先進的な事例等の情報を共有するとともに、ガバナンスに関する諸課

題を抽出して、その解決の方向性を調査研究することを目的とし、理事会の下に「国

立大学法人のガバナンスに関する調査研究ワーキンググループ」を設置した。 

各大学に対して実施したガバナンスに関する状況調査の結果を踏まえ、外部有識者

を招いた意見交換など、様々な角度から国立大学法人のガバナンスに関し検討を行い、

資料１１のとおり、最終報告として「国立大学のガバナンス改革の強化に向けて（提

言）」を作成したので、後ほどご議論いただきたい。 
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３． 各支部の活動状況 

議長から、資料３のとおり、各支部の活動状況をとりまとめた旨報告があった。 

次いで、近畿地区支部代表の西尾 大阪大学長から、資料３-１のとおり、近畿地区支部

会議における「国立大学の法人化以降の運営費交付金の削減と教員養成系大学・学部の現

在の状況について」に関する意見の報告があった。 

 

４． 会長からの報告 

  （１）会長から、「地方大学の振興及び若者雇用等に関する有識者会議」について以下のとおり

報告があった。 

・ 「地方大学の振興及び若者雇用等に関する有識者会議」関係について、石田 宇都宮

大学長をはじめ、各大学の学長先生方から地元の知事や市町村長等に対して積極的に

働きかけていただいたおかげで、５月１１日の会議に提出された中間報告（案）では、

「統廃合」などの最も問題のある文言は削除されるなど、ある程度の改善が図られ、

資料４のとおり、５月２２日付けで山本 地方創生担当大臣への手交及び公表がなされ

た。しかし、その議論の根底にあるものは変わっておらず、今後も検討状況に注意し

ながら、積極的に働きかけていきたい。学長先生方におかれましては、お忙しいとこ

ろ、極めて短期間のうちにご対応いただき、厚く御礼申し上げるとともに、６月の骨

太の方針の策定に向けて、他の会議での議論も含め、さらに注視していく必要がある

ため、今後とも先生方のご協力をお願いする。 

 

  （２）会長から、国公立大学振興議員連盟総会について以下のとおり報告があった。 

・ 国公立大学振興議員連盟総会関係であるが、前回の理事会後に議連総会が開催され、

私から平成３０年度予算及び税制改正に向けての重点要望について説明し、山崎 金沢

大学長から地方創生に向けた取り組みについて、永田 筑波大学長からスポーツ科学の

推進及びスポーツの産業化推進に向けた取り組みについて紹介いただいた。意見交換

では、馳 議員から「高等教育の投資効果が大きいことをもっとアピールしてほしい。

経済財政諮問会議等の厳しい議論をはね返すためにガバナンスを含めた改革を一層推

進してもらいたい」等の発言があった。 

当日、お忙しい中ご出席いただいた学長先生方には、この場を借りて御礼申し上げ

る。なお、次回議連総会の開催時期については未定であるが、引き続きご協力をお願

いする。 

   

 

Ⅱ 協議事項 

１． 支部推薦理事について。 

   議長から、資料５に基づき、役員任期の満了に伴い、各支部から推薦のあった支部推薦

理事候補者について説明があり、審議の結果、これを承認し、６月１４日開催の総会に諮

ることとした。 

57



２． 支部推薦の委員の所属委員会について 

議長から、資料６に基づき、平成２９年６月総会以降の支部推薦委員の所属委員会につ

いて、各支部から推薦があった旨説明があり、審議の結果、これを承認し、６月１４日開

催の総会に諮ることとした。 

 

３． 役員選任の手続き等について 

木谷常務理事から、資料７に基づき、平成２９年６月総会で行う役員選任の手続き等に

ついて説明があり、審議の結果、これを承認した。 

   

４． 平成２８年度の実績報告について 

木谷常務理事から、資料８-１及び資料８-２に基づき、平成２８年度の事業報告書（案）

及び決算報告書（案）について説明があった。次いで、中井監事から資料８-３に基づき、

監事監査結果について報告があり、審議の結果、これらを承認し、６月１４日開催の総会

に諮ることとした。 

 

５． 「国大協の政策研究及び調査機能の在り方に関する報告書」及び関連規程等について 

山本専務理事から、資料９に基づき、「国大協の政策研究及び調査機能の在り方に関する

報告書」について説明があった。次いで、木谷常務理事から、資料１０に基づき、諸規程

等の制定及び廃止について説明があり、審議の結果、これらを承認し、６月１４日開催の

総会に諮ることとした。 

 

６． 「国立大学のガバナンス改革の強化に向けて（提言）」について 

大西 国立大学法人のガバナンスに関する調査研究 WG 座長から、資料１１に基づき、

「国立大学のガバナンス改革の強化に向けて（提言）」について説明があり、審議の結果、

これを承認し、６月１４日開催の総会に諮ることとした。 

 

７． 「高等教育における国立大学の将来像（中間まとめ）（案）」について 

永田 高等教育における国立大学の将来像に関する WG 座長から、資料１２に基づき、

「高等教育における国立大学の将来像（中間まとめ）（案）」について説明があり、審議の

結果、全大学に意見照会を行った上で、６月１４日開催の総会に諮ることとした。 

 

８． 「平成３２年度以降の国立大学の入学者選抜制度－国立大学協会の基本方針－（暫定案）」

について 

片峰 入試委員会委員長から、資料１３に基づき、「平成３２年度以降の国立大学の入学

者選抜制度－国立大学協会の基本方針－（暫定案）」について説明があり、審議の結果、種々

意見を踏まえ、さらに全大学に意見照会を行った上で、６月１４日開催の総会に諮ること

とした。 
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９． その他 

 （１）第１回通常総会の日程等について 

 議長から、資料１４に基づき、第１回通常総会の日程について説明があり、これを確

認した。 

 

○ 議長が閉会を宣した。 
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一 般 社 団 法 人 国 立 大 学 協 会 

平成２９年度 第３回 理事会 議事録 

 

 

１ 日  時  平成２９年７月７日（木） １５：１０～１７：００ 

 

２ 場  所  東京都千代田区神田錦町３－２８ 学士会館 3 階 ３２０会議室 

 

３ 出席理事  山極壽一、松尾清一、永田恭介、岡 正朗、室伏きみ子、山本健慈、木谷雅人、 

里見 進、五神 真、名和豊春、蛇穴治夫、岩渕 明、三島良直、山口宏樹、 

徳久剛史、髙橋 姿、眞弓光文、武田 廣、大橋裕一、久保千春、片峰 茂、 

原田信志 

        以上２２名 

 

４ 出席監事  中井勝己、蓼沼宏一 

 

５ その他の出席者  出口利定（会長補佐）、田中明彦（会長補佐）、石田朋靖（会長補佐）、 

           浅野哲夫（会長補佐）、後藤ひとみ（会長補佐）、小森彰夫（会長補佐） 

 

６ 議事の経過及び結果 

 

○ 定款第３２条第５項の規定に基づき、山極会長が議長として開会を宣言した。 

○ 理事２２名の出席により定足数を満たしていることが確認された。 

○ 定款第３５条の規定に基づき、議事録署名は、出席した会長、副会長及び監事全員が行うこと

を確認した。 

 

Ⅰ 報告事項 

１． 前回理事会以降の事業報告 

議長から、資料１のとおり、前回理事会（平成２９年５月２５日）以降の事業報告を取

りまとめた旨報告があった。 

  

２． 各委員会等の活動状況 

議長から、資料２のとおり、前回理事会以降の各委員会等の活動状況をとりまとめた旨

報告があった。続いて、各委員会委員長から報告があった。 

 

【１】入試委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

・ （１）文部科学省から公表された「高大接続改革の進捗状況について」に対する意

見について、６月１４日開催の総会において審議・承認の上、同日付けで資料１-２の
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とおり、記者発表及び文部科学省へ提出するとともに、国大協ホームページに公表し

た。 

  近日中に、文部科学省から「大学入学共通テスト実施方針」及び「平成３３年度大

学入学者選抜実施要項の見直しに係る予告」が公表されるが、国大協としても、各大

学の準備期間を考慮すると、遅くとも１０月頃までには「基本方針」を策定する必要

がある。 

  このように非常にタイトな日程の中、記述式試験の開発や調査書等の活用及び新テ

ストの記述式試験や英語認定試験の活用に係るガイドライン策定など様々な実務的課

題に機動的かつ迅速に対応するため、資料２-１-１のとおり、入試委員会の下に新た

にワーキング・グループを設置し、今後速やかに検討を進めていきたいと考えている。 

 

【２】国際交流委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

・ （１）アメリカ教育協議会（ACE）国際担当副会長との意見交換について、６月２

１日に、ACE の Brad Farnsworth 国際担当副会長が当協会を訪問され、木谷常務

理事、ベントン筑波大学副学長・理事らが応対した。その際、両団体間における高等

教育事情等について意見交換を行うとともに、今後の連携・協力の可能性についても

意見交換が行われた。今後の予定として、９月１２日に、私がワシントン D.C.の ACE

事務局を訪問して、Molly Corbett Broad 会長と面会し、今後の協定締結の可能性な

ど、両団体間による具体的な協力について意見交換を行う予定としている。 

  また、資料２-４-１にあるとおり、平成３０年３月１０日～１３日にワシントン

D.C.にて ACE の創立 100 周年の年次総会が開催される。その際に、日本の大学の

学長級による代表団とアメリカの大学の学長級との間において、ラウンドテーブルを

実施する方向で、今後調整することとしている。 

・ （２）国公私立平成２９年２月２４日に開催された第１８回 JACUIE において、

JACUIE のロゴマークを作成することが決定され、全国芸術系大学コンソーシアム

（JUCA）の参加大学所属教職員及び学生を対象に募集を行った。 

  JACUIE 委員による審査の結果、資料２-４-２の作品が最優秀賞に決定し、

JACUIE のロゴマークとして採用された。 

 

【３】政策研究所所長から、以下のとおり報告があった。 

・ 政策研究所を組織改正し理事会の直下とすることについて、６月１４日開催の総会

において審議・承認を得られたので、資料２-８-１のとおり、岡 副会長を委員長とす

る政策研究所運営委員会を設置することとした。 

 

３． 各支部の活動状況 

議長から、資料３のとおり、各支部の活動状況をとりまとめた旨報告があった。 
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４． 会長からの報告 

  （１）会長から、高大接続改革の進捗状況について以下のとおり報告があった。 

・ 先ほど、委員会報告で片峰 入試委員会委員長から報告があったように、近日中に文

部科学省から、「大学入学共通テスト実施方針」及び「平成３３年度大学入学者選抜実

施要項の見直しに係る予告」が公表される予定だが、今後各大学においては、平成３

３年度入学者選抜における改革実施のために平成３０年度の早い時期に入学者選抜方

法等の予告・公表を行う必要がある。国大協としても非常にタイトな日程であるが、

国大協の基本方針を遅くとも本年１０月頃には策定しなければならない。入試委員会

の先生方を中心に精力的に検討していただくこととなるが、各理事の先生方にもご協

力のほど、よろしくお願いしたい。 

 

  （２）会長から、資料４に基づき、自民党科学技術・イノベーション戦略調査会の科学技術イ

ノベーション活性化小委員会ヒアリングについて以下のとおり報告があった。 

・ ７月４日、自民党科学技術・イノベーション戦略調査会の科学技術イノベーション

活性化小委員会が開催された。関係団体からのヒアリングでは、国大協から永田 副会

長と室伏 副会長に出席いただき、資料４に基づき、発表いただいている。 

各先生方におかれては今後の動向にご留意いただければと思う。 

   

  （３）会長から、安倍総理大臣が表明した「人づくり革命」の基本方針の概要について以下の

とおり報告があった。 

・ ６月２４日の日本経済新聞の報道によると、政府は６月２３日に、安倍総理が表明

した「人づくり革命」の基本方針の概要をまとめている。内容としては、企業に遵守

を求めている「統治方針」の大学版を策定、大学経営陣に企業の社外取締役にあたる

民間人の起用を義務付け、大学卒業後の「出世払い」制度などを検討するとしている。

今年の夏に有識者会議を立ち上げ、新たな担当閣僚が任命され、年末に中間報告を策

定し、来年６月に最終的な基本構想をとりまとめる予定としている。大学の経営に非

常に重要な事項を含んでいるため、今後の議論の動向に注視する必要があると考える。 

 

  （４）会長から、自民党行政改革推進本部の要請について以下のとおり報告があった。 

・ 自民党行政改革推進本部の河野太郎 本部長が、ブログ上で国立大学の様々な問題を

取り上げ、各大学の研究者からの意見を集めて文科省に改善を要請している。以前は、

研究費使用に関するローカル・ルールの問題を中心にしていたが、最近では間接経費

の使途とアカハラ対応の問題に重点を置いている。 

これを受けて、間接経費の使途については、近く文科省研究振興局から各大学に調

査する予定と聞いている。河野議員は、間接経費の必要性自体について疑問を持って

いると聞いており、当該研究に直接関わる研究者のみならず全学的な研究環境を整備

するために不可欠なものであることをアピールする回答となるようにご留意いただき

たい。 
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アカハラ対応については、河野議員は、各大学の相談窓口の周知徹底が不十分では

ないか、相談しやすいように外部の専門家や機関との連携を図るべきではないかとの

問題意識を持っている。このため、現在、国大協事務局から各大学に相談窓口や体制

について照会中であり、その結果がまとまり次第、国大協の HP に各大学の相談窓口

を掲載することとしているのでご協力をお願いしたい。 

   

 

Ⅱ 協議事項 

１． 各委員会に置く専門委員の数について 

議長から、資料５に基づき、本協会委員会規程第５条第４項に定める各委員会に置く専

門委員の数について、各委員会から申し出があった旨説明があり、審議の結果、これを承

認した。 

   

２． 平成３０年度国立大学法人関係予算及び税制改正に関する要望について 

木谷常務理事から、資料６に基づき、平成３０年度国立大学法人関係予算及び税制改正

に関する要望について説明があり、審議の結果、これを承認した。 

なお、実際の要望活動は７月末から８月初め以降を予定しており、その間の状況を見極

めつつ、修正を行うことが必要となった場合、その修正については、議長に一任された。 

   

３． その他 

 （１）国立大学法人を巡る状況について 

議長から、国立大学法人を巡る状況について自由に意見交換を行いたい旨の提案があっ

た。 

   

○ 議長が閉会を宣した。 
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一 般 社 団 法 人 国 立 大 学 協 会 

平成２９年度 第４回 理事会 議事録 

 

 

１ 日  時  平成２９年１０月１２日（木） １５：１０～１７：１０ 

 

２ 場  所  東京都千代田区神田錦町３－２８ 学士会館 3 階 ３２０会議室 

 

３ 出席理事  山極壽一、松尾清一、永田恭介、岡 正朗、室伏きみ子、山本健慈、木谷雅人、 

里見 進、五神 真、名和豊春、蛇穴治夫、岩渕 明、三島良直、三村信男、 

山口宏樹、髙橋 姿、大西 隆、西尾章治郎、武田 廣、大橋裕一、久保千春、 

原田信志 

        以上２２名 

 

４ 出席監事  中井勝己、蓼沼宏一 

 

５ その他の出席者  出口利定（会長補佐） 

 

６ 議事の経過及び結果 

 

○ 定款第３２条第５項の規定に基づき、山極会長が議長として開会を宣言した。 

○ 理事２２名の出席により定足数を満たしていることが確認された。 

○ 定款第３５条の規定に基づき、議事録署名は、出席した会長、副会長及び監事全員が行うこと

を確認した。 

○ １０月１日付けで、新たに就任した三村理事（茨城大学長）の紹介があった。 

 

Ⅰ 報告事項 

１． 前回理事会以降の事業報告 

議長から、資料１のとおり、前回理事会（平成２９年７月７日）以降の事業報告を取り

まとめた旨報告があった。 

  

２． 各委員会等の活動状況 

議長から、資料２のとおり、前回理事会以降の各委員会等の活動状況をとりまとめた旨

報告があった。続いて、各委員会委員長から報告があった。 

また、木谷常務理事から、資料３-１から資料３-５に基づき、適格性審査会について報

告があった。 
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【１】入試委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

・ （１）７月２７日に開催した第３回入試委員会では、６月の総会で継続審議とされ

た「国立大学協会の基本方針（暫定案）」の再検討を行うとともに、「英語認定試験及

び大学入学共通テストの記述式問題の活用に関するガイドライン」の策定に向けて、

入試委員会の下に新たに「平成３２年度以降の国立大学の入学者選抜の在り方に関す

る WG」を設置して検討いただくこととした。 

・ （２）第３回入試委員会後に、「平成３２年度以降の国立大学の入学者選抜に関す

る検討 WG」を８～９月にかけて、３回にわたり開催し「ガイドライン」策定に向け

て検討いただいた。その後、「ガイドライン（WG 案）」として取りまとめられ、入試

委員会に提出があった。 

・ （３）９月２７日に第４回入試委員会を開催し、文部科学省及び大学入試センター

から高大接続システム改革の検討状況について説明があった後、「基本方針（暫定案）」、

WG から提出された「ガイドライン（WG 案）」及び成績提供時期が１週間程度遅れ

ることなどに伴う「平成３２年度以降の入学者選抜スケジュール」への対応などにつ

いて意見交換を行なった。 

種々意見交換を行った結果、「基本方針（案）」及び「ガイドライン（骨子案）」を取

りまとめ、全会員大学に意見照会を行うこととした。 

さらに、「平成３２年度以降の入学者選抜スケジュール」への対応の可否等について

も、全会員大学に意見照会を行うこととした。これらの結果について、資料５-４のと

おり示しているので、後程協議事項において説明させていただく。 

 

【２】国際交流委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

・ （１）平成３０年１月１０日に、英国の大学団体である UUK の Janet Beer 会長

（現リバプール大学長）と学士会館にて今後の両団体間の連携について意見交換を行

う予定である。当日は、会長と全ての副会長にご出席いただけるとご回答いただいて

いるので、よろしくお願いする。 

・ （２）以前にもお知らせしているが、平成３０年４月２６日、２７日に東京で日独

共同学長シンポジウムを、平成３０年６月７日に広島で日台大学学長フォーラムを開

催するので、ご出席いただく皆様は、よろしくお願いする。 

・ （３）当協会が交流協定を締結しているフランス大学長会議（CPU）及びフランス

技師学校長会議（CDEFI）との日仏フォローアップミーティングを平成３０年５月１

５日、１６日に東京で開催することとなった。それに先立ち、平成２９年１０月２日

にフランス高等教育・研究・イノベーション担当大臣と室伏副会長との意見交換を行

い、テーマを「地方大学の交流」とするご意見をいただいている。今後プログラムの

詳細について検討していきたい。 

 

【３】広報委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

・ （１）前回理事会以降に発行した刊行物について、お手元に配付している。広報紙
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「国立大学」４５号・４６号では大変興味深い特集が組まれているので、是非ご覧い

ただきたい。また、国立大学の現状を取りまとめた別冊も作成しているので、併せて

ご覧いただきたい。 

・ （２）今後発行を予定している広報誌「国立大学」について、４７号では「高等教

育における国立大学の将来像（中間まとめ）」を取り上げ、概要をまとめた記事及び全

国知事会会長の山田京都府知事と山極会長による対談記事を掲載する予定である。 

  ４８号では、「教員養成」をテーマとし、現在取材する取組を各大学に募集している。

また、Opinion は教育評論家である尾木直樹 法政大学特任教授を取材する。 

・ （３）７月１０日に、学術総合センターにおいて、報道各社の論説委員等との懇談

会を開催した。参加者は、資料２-５-１のとおりである。 

また、９月１９日に、学術総合センターにおいて、国立大学法人等広報担当者連絡

会を開催した。日程は、資料２-５-２のとおりである。 

・ （４）資料２-５-３に今年度のメディア対応実績をまとめているので、ご覧いただ

きたい。 

 

【４】事業実施委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

・ （１）資料 2-6 事業実施委員会報告のとおり、８月２４日から２５日の２日間にわ

たり、ホテルモントレ横浜において「平成２９年度国立大学法人トップセミナー」を

開催した。 

「高等教育のグランドデザイン」をテーマとした分科会では、活発なご議論をいた

だき、国立大学の将来像について意見交換を行う非常に良い機会となった。各グルー

プを代表して発表をしていただいた先生方をはじめ、皆様のご協力をいただき、無事

にセミナーを終了することができた。この場を借りて御礼申し上げる。 

なお、分科会及び総括討議の要点については取りまとめ、フィードバックさせてい

ただいた。最終まとめに向けて参考とさせていただく。 

・ （２）資料 2-6-2 のとおりメンバーを選定し、トップマネジメント人材育成のた

めの具体的な研修内容を検討していくタスクフォースを立ち上げ、９月２８日（木）

に第１回打ち合わせを開催した。 

研修内容について検討を重ね、１２月までにタスクフォースで素案を作成し、この

素案をもとに、ワーキング・グループとしての最終案を作成する予定としている。 

・ （３）１１月１７日（金）に学術総合センター 一橋講堂において「第１６回大学改

革シンポジウム」を開催する。当初は１０月２７日（金）開催予定としていたが、教

育担当の関係者が集まる「全国国立大学学生指導担当副学長協議会」と日程が重なっ

たため、１１月に変更した。 

本シンポジウムでは、資料 2-6-3 にあるように、「社会で活躍する人材育成（国立

大学と社会をつなぐ）」をテーマとし、国立大学の強みを活かし、将来の我が国を支え、

社会に貢献する人材育成に寄与する姿勢を社会にアピールする内容で、高等教育関係

者その他広く一般を対象として開催する。 
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講演者及び事例発表校は資料 2-6-3 のとおりだが、昨年度に引き続き総合司会は

東京大学工学部の学生が務める。また、会場には、事例発表校の学生にもお越しいた

だくことになっており、その方々からの意見も伺いながらパネルディスカッションを

進める予定としている。 

 

３． 各支部の活動状況 

議長から、資料４のとおり、各支部の活動状況をとりまとめた旨報告があった。 

次いで、東海・北陸地区支部代表の松尾 名古屋大学長から、平成３０年度１１月通常総

会の開催について、金沢大学を中心に、富山大学、福井大学、北陸先端科学技術大学院大

学が協力のうえ、開催する旨報告があった。 

 

４． 会長からの報告 

  （１）会長から、国公立大学振興議員連盟総会関係について以下のとおり報告があった。 

・ ８月９日に議連総会が開催され、２０１５年ノーベル物理学賞受賞者である 梶田 東

京大学教授から日本の科学研究の現状についての講演をいただいた後、「平成３０年度

予算における国公立大学関係予算の拡充及び税制改正について（決議）」が採択された。 

当日、お忙しい中ご出席いただいた先生方には、この場を借りて御礼申し上げる。

なお、次回議連総会の開催時期については未定であるが、引き続きご協力をお願いす

る。 

 

  （２）会長から、平成３０年度概算要求・税制改正について以下のとおり報告があった。 

・ 今回の概算要求は各般にわたり大幅な増額要求となっており、問題は予算編成過程

における仕上がりがどうなるかであり、厳しい折衝が予想されるため、政府の関係会

議での議論を睨みつつ、適切な対応を行いたいと考えている。 

国大協の予算要望活動の状況としては、これまで、文部科学省や全国知事会をはじ

めとする地方団体、経団連等に訪問し要望書を手交している。 

今後も年末に向けて引き続き最善の努力をしていくが、各大学の学長先生方におか

れても、地元議員、知事等をはじめ地元の各方面に対して積極的な働きかけを是非と

もよろしくお願いする。   

 

  （３）会長から、安倍総理主催による「人生１００年時代構想会議」について以下のとおり報

告があった。 

・ ９月１１日に第１回会合が開催され、国立大学からは松尾 名古屋大学長、私立大学

からは鎌田 早稲田大学長が委員となっている。 

具体的なテーマとしては、①全ての人に開かれた教育機会の確保、負担軽減、無償

化、何歳になっても学び直しができるリカレント教育、②これらの課題に対応した高

等教育改革、③新卒一括採用だけでない企業の人材採用の多元化、④社会保障制度の

全世代型社会保障への改革を掲げており、年内に中間報告をとりまとめ、政策パッケ
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ージも盛り込んだ基本構想を来年前半には打ち出すこととされている。 

議論の概要や今後の動向については、委員である松尾 副会長から説明いただきたい。 

高等教育改革が大きな柱とされており、総選挙の結果も含めて、今後の動向を注視

していく必要があるので、引き続き先生方のご協力をお願いする。 

 

  （４）会長から、高大接続改革関係について以下のとおり報告があった。 

・ 先ほど岡 入試委員会委員長より報告があったとおり、入試委員会においては、非常

にタイトなスケジュールの中、精力的に検討を進めていただいている。今回、「平成３

２年度以降の入学者選抜制度－国立大学協会の基本方針－(案)」を取りまとめていた

だいた。後ほど協議事項でご議論いただきたいので、よろしくお願いする。 

 

  （５）会長から、日本学術会議会長就任について以下のとおり報告があった。 

・ この度、１０月２日付けで、日本学術会議会長に選出された。学術会議会長は総合

科学技術イノベーション会議（CSTI）の議員も務めることになっており、この会議で

は全省庁が出席し様々な動向を把握することができると共に、この場で意見を述べる

ことは重要である。それを国大協の活動にも活かしていきたい。今後とも皆様のご支

援、ご協力をお願いする。 

 

 

Ⅱ 協議事項 

１． 「平成３２年度以降の国立大学の入学者選抜制度－国立大学協会の基本方針－（案）」に

ついて 

岡 入試委員会委員長及び木谷常務理事から、資料５-１から資料５-４に基づき、「平成

３２年度以降の国立大学の入学者選抜制度－国立大学協会の基本方針－（案）」について説

明があり、審議の結果、一部修正のうえ、１１月１０日（金）開催の総会に諮ることとし

た。 

 

２． アメリカ教育協議会（ACE）との交流協定の締結について 

永田 国際交流委員会委員長から、資料６に基づき、アメリカ教育協議会（ACE）との

交流協定の締結に向けて進めたい旨説明があり、審議の結果、これを承認した。 

   

３． 東南アジア教育大臣機構高等教育開発地域センター（SEAMEO-RIHED）との交流協定

の締結について 

   永田 国際交流委員会委員長から、資料７に基づき、東南アジア教育大臣機構高等教育開

発地域センター（SEAMEO-RIHED）との交流協定の締結に向けて進めたい旨説明があり、

審議の結果、これを承認した。 
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４． その他 

 （１）第２回通常総会の日程等について 

   議長から、資料８に基づき、第２回通常総会の日程等について説明があり、これを確認

した。 

 

（２）国立大学法人を巡る状況について 

議長から、国立大学法人を巡る状況について自由に意見交換を行いたい旨の提案があっ

た。 

意見交換に先立ち、山極会長から、資料９に基づき、例年１１月の総会で審議される総

会決議について説明があり、意見交換を行った。 

 

 

○ 議長が閉会を宣した。 

 

69



一 般 社 団 法 人 国 立 大 学 協 会 

平成２９年度 第５回 理事会 議事録 

 

 

１ 日  時  平成２９年１２月７日（木） １５：４０～１７：００ 

 

２ 場  所  東京都千代田区神田錦町３－２８ 学士会館 3 階 ３２０会議室 

 

３ 出席理事  山極壽一、松尾清一、永田恭介、岡 正朗、室伏きみ子、山本健慈、木谷雅人、 

里見 進、五神 真、名和豊春、蛇穴治夫、岩渕 明、三村信男、山口宏樹、 

徳久剛史、髙橋 姿、眞弓光文、大西 隆、西尾章治郎、武田 廣、久保千春、 

原田信志 

        以上２２名 

 

４ 出席監事  蓼沼宏一 

 

５ その他の出席者  出口利定（会長補佐）、浅野哲夫（会長補佐）、後藤ひとみ（会長補佐）、 

小森彰夫（会長補佐） 

 

６ 議事の経過及び結果 

 

○ 定款第３２条第５項の規定に基づき、山極会長が議長として開会を宣言した。 

○ 理事２２名の出席により定足数を満たしていることが確認された。 

○ 定款第３５条の規定に基づき、議事録署名は、出席した会長、副会長及び監事全員が行うこと

を確認した。 

 

Ⅰ 報告事項 

１． 前回理事会以降の事業報告 

議長から、資料１のとおり、前回理事会（平成２９年１０月１２日）以降の事業報告を

取りまとめた旨報告があった。 

  

２． 各委員会等の活動状況 

議長から、資料２のとおり、前回理事会以降の各委員会等の活動状況をとりまとめた旨

報告があった。続いて、各委員会委員長から報告があった。 

 

【１】入試委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

・ （１）本日午前中に全国高等学校長協会と意見交換を行った。先方からは、宮本会

長を含めて５名の先生方がお越しになり、入試委員会からは私と三村副委員長、蓼沼
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委員が出席した。校長協会からは、国大協の基本方針について、国立大学のまとまっ

た方針を早期に出したことを高く評価する発言があり、今後、英語４技能の認定試験

の各大学における活用方法と調査書の評価方法についてできるだけ早く明らかにして

欲しいとの要望があった。国大協としては、今後とも、校長協会との意見交換を行っ

ていきたいこと、英語の認定試験の検証や調査書の統一化についても校長協会と協力

しながら入試 WG で検討していきたいことを述べた。 

・ （２）この意見交換会の後、入試委員会（第５回）を開催した。入試委員会では、

文部科学省及び大学入試センターから高大接続システム改革の検討状況について説明

があった後、英語の認定試験及び大学入学共通テストの記述式問題の具体的な活用に

関する「ガイドライン」策定に向けての今後の進め方等、高大接続システム改革への

今後の対応について意見交換を行った。 

 

【２】教育・研究委員会男女共同参画小委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

・ （１）男女共同参画小委員会では、平成２９年６月８日から７月１０日にかけて各

大学へ本調査を実施し、報告書を取りまとめ、１０月２０日の教育・研究委員会に報

告した。 

資料 2-2-1 が今回の調査結果の概要版となっている。国大協が 2015 年度に策定

したアクションプランでは、2020 年までに現在の女性教員比率が 30％以上の大学

は 40％以上、20%以上の大学は 30％以上というように、各大学の現状に応じてよ

り高い比率の達成を目指すことを目標としています。また、学長、理事、副学長の執

行部、及びその他の大学の意思決定機関、さらには教授、准教授など、職階ごとの目

標値も定めているため、それらの項目についての調査結果も掲載している。 

今回の調査では、国立大学全体の女性教員比率は 16.2％となり、前回調査よりも

0.4 ポイント増加した。また女性教員比率が 20％以上の大学数は 24 大学となり、

前回調査よりも３大学増加しており、毎年、国立大学全体の女性教員比率が着実に上

昇していることが確認できた。また、意思決定機関における女性比率は、アクション

プランの目標値である 10％を達成した。 

一方で、学長、理事、副学長に占める女性比率と、理工系分野における女性教員の

比率は依然として低いという課題もある。引き続き、各大学におかれては、教員の母

体となる博士人材の育成と、女性教員の採用・昇任につなげられるような取組を実施

していただき、アクションプランの目標達成とともに、国立大学の男女共同参画の更

なる推進に取り組んでいただきたい。 

今回の調査報告書と概要版は、12 月下旬に公表予定の学校基本調査の確定数値を

反映させたのち、国立大学協会の HP で公表するとともに、各大学及び関係機関に送

付する予定としている。効果を上げている大学の取組例もまとめているので、各大学

の男女共同参画の推進にあたり、ぜひご活用いただきたい。 
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【３】教育・研究委員会教員の養成及び研修に果たす国立大学の使命とその将来設計を検討す

る WG 座長から、以下のとおり報告があった。 

・ （１）本ＷＧでは、これまで５回にわたり議論を重ねてきた。 

  現在の審議状況としては、「ＷＧにおける論点」に関するまとめの方向性について議

論を深めているところである。「まとめ」においては、まず、資料の「２ 主な論点」

にある、「Ⅰ 国立大学の教員養成・研修の在り方」について提言し、その在り方に資

するような「Ⅱ 教員養成システム改革」や「Ⅲ 教員養成・研修の高度化」の中身

について可能な限り具体例を提示しつつ、国立大学の役割の実現のため、改革に必要

な制度改正等を示したいと考えている。 

・ （２）今後のスケジュールとしては、１２月２２日開催の第６回ＷＧを経て本ＷＧ

としての一定のまとめを行い、来年１月１０日開催の教育・研究委員会及び２月９日

開催の理事会へ報告することを予定している。 

 

【４】国際交流委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

・ （１）今後の活動予定については、資料 2-3 の一覧に記載されているとおりである。 

・ （２）東南アジア教育大臣機構 高等教育開発地域センター（SEAMEO RIHED）

との間では協定を締結する方向で進めている旨、11 月 10 日開催の総会にてご報告

させていただいたが、この度、2 月 9 日に協定調印式を開催することが正式に決定し

たのでお知らせする。なお、協定書（案）は別紙 2-3-1 のとおりである。 

・ （３）３月１０日には、アメリカ教育協議会（ACE）との共催で、ACE 創立 100

周年年次総会が開催される際に、日米ラウンドテーブルを実施予定としている。各大

学から多数の参加申込みをいただいており、国大協の代表団として参加できる見込み

である。 

・ （４）3 月 14 日には、UUK 国際高等教育フォーラム 2018（UUK's International 

Higher Education Forum 2018）がノッティンガム・トレント大学にて開催され、

私がスピーチを行う予定としている。 

 

３． 各支部の活動状況 

議長から、資料３のとおり、各支部の活動状況をとりまとめた旨報告があった。 

 

４． 会長からの報告 

  （１）会長から、内閣官房行政改革推進本部による秋の行政事業レビュー関係について以下の

とおり報告があった。 

・ １１月１４日～１６日に実施され、これは各省の事業について、民間有識者が公開

の場で各省担当者からヒアリングを行い、事業の廃止・見直しをその場で勧告すると

いうもので、１１月１４日に国立大学改革強化推進事業の国立大学若手人材支援事業

や卓越研究員事業、卓越大学院プログラムなどが取り上げられた。 

・ その結果、全体として廃止を含めて抜本的に見直しとの結論が出され、特に国立大
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学若手人材支援事業については、「国立大学法人の基盤的経費である国立大学法人運営

費交付金の既存額の中で対応すべきであるから、廃止」と明記された。 

・ この事業は、国立大学が若手人材の採用を確保し、将来テニュアポストに振り替え

ていくことを支援するもので、多くの国立大学がこの事業を活用しており、平成２６

年度以降これまでに約８００名が雇用され、そのうち約３８０名は来年度もこの予算

で継続雇用される予定となっているので、廃止されるとゆゆしき事態になる。 

・ 行政事業レビューの結論がそのまま政府予算に反映されるわけではないが、財務省

ではこれを踏まえた極めて厳しい対応がされるものと予想される。 

 

  （２）会長から、国公立大学振興議員連盟総会関係について以下のとおり報告があった。 

・ １１月１５日に開催された議員連盟総会では、行政事業レビューの結果を受けて１

１月９日に発出された会長声明の最後に「「国立大学若手人材支援事業」による支援を

通じて、若手教員の安定的なポストの確保に万全を期すべきである」との一文を追加

して、資料４のとおり、決議していただいた。 

・ 文科省の経過報告の後、ご出席いただいた多くの学長から、長年にわたる運営費交

付金削減により約８割の大学で退職教員の補充採用の抑制を余儀なくされている厳し

い状況の中で、本事業が国立大学の若手研究者の確保、さらには将来の我が国の科学

研究に果たす役割を強調し、本事業継続の必要性を相次いで訴えていただいた。 

・ また、出席された議員からも、運営費交付金の減額を起因として、こうした補助金

に頼らざるを得なくなったのに理屈が通らない、もし廃止するならその分を含めて運

営費交付金を大幅増額してもらわなければならないとの発言があった。 

・ この決議については、１１月１７日に冨岡事務局長と浮島公明党文部科学部会長が

木原財務副大臣に手交したところである。 

・ 平成３０年度予算及び平成２９年度補正予算の編成は現在まさに山場を迎えており、

１１月２９日には、財政制度等審議会から「平成３０年度予算編成等に関する建議」

が公表されたが、運営費交付金に補助金を加えた国立大学法人への公的支援額は法人

化以降拡大しており、若手教員の処遇について、人事政策を見直すことで、改善する

ことが可能ではないかなどとの指摘もある。各学長の皆様におかれては、地元国会議

員等に対して、運営費交付金及び施設整備費補助金の拡充、さらにはこの若手人材支

援事業の継続について、ぜひとも早急にあらためて訴えていただくようお願い申し上

げる。 

 

  （３）会長から、人生１００年時代構想会議関連について以下のとおり報告があった。 

・ １１月３０日に第３回会議が開催され、リカレント教育などについて議論され、委

員である松尾 副会長から、資料５に基づき、国立大学の教育・人材育成における役割

と今後の方向性について説明いただいているので、議論の概要や今後の動向について

は、松尾 副会長から説明いただきたい。 
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  （４）会長から、総合科学技術イノベーション（CSTI）及び未来投資会議関連について以下の

とおり報告があった。 

・ １１月１６日に総合科学技術イノベーション（CSTI）と経済財政諮問会議との合同

会議が開催され、「生産性革命」に資する科学技術イノベーションの在り方等について

議論された。私からは、提出した資料を基に、学生に海外で博士号を取らせるだけで

なく海外の大学との研究交流・連携が重要であること、優れたシニア教員の活躍も重

要であり単に若手に切り替えるだけの問題ではないことなどを主張した。 

なお、ガバナンスコードについては、企業のコーポレートガバナンスコードと同様

のものをそのまま大学に導入するのではなく、むしろ大学の特性に合ったものを作り

上げることだと理解している。 

・ 次に、未来投資会議関連であるが、１１月１７日に官邸で開催され、大学改革や人

材育成について議論された。 

・ また、１１月２９日には「未来投資会議構造改革徹底推進会合」が開催され、内閣

府の科学技術イノベーション担当から、大学改革と産学連携について論点が提示され、

これらについての文科省の取組みが説明された上で議論が行われたようである。同会

議の議員である五神 東京大学長からは、若手研究人材の雇用安定化、オンキャンパス

ジョブの導入等の大学院生に対する新たなパッケージ型支援によるキャンパス内での

全世代活躍モデルの実施、プロフェッショナルな職員の育成や人事給与制度改革によ

る教員・職員の権限と責任の再整理について、東京大学の取組みが紹介されている。

この件に関し、五神 東京大学長から、何か補足があればよろしくお願いしたい。 

・ なお、これらの議論を集約する形で、近日中に、人づくり革命や生産性革命を実現

する観点から、３～５歳児までの幼児教育や低所得世帯の高等教育の無償化などを含

む２兆円規模の政策パッケージが閣議決定される予定である。 

 

  （５）会長から、国立大学の将来像に関する各関係団体との意見交換について以下のとおり報

告があった。 

・ １１月８日の経団連の教育問題委員会企画部会との意見交換については山本 専務理

事にご対応いただき、１１月２１日の経済同友会教育改革委員会との意見交換につい

ては私の他に岡 副会長、室伏 副会長、山口 埼玉大学長、出口 東京学芸大学長に出

席いただいた。私からは、「国立大学の将来像（中間まとめ）」を中心に、検討に至る

背景や、現状認識などを踏まえ、今後の国立大学の重点的な課題や現在の取組みにつ

いて説明した。経済同友会からは、産業界が求める大学院教育プログラムや国立大学

が資金を得る手段などについて、様々な意見があった。こうしたご意見も踏まえて、

今後更に検討し、将来像の最終まとめに繋げていただきたい。 

・ また、１１月２８日、将来像 WG 委員による意見交換会が開催されたとのことなの

で、WG 座長である永田 副会長から報告いただきたい。 
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Ⅱ 協議事項 

１． 国立大学法人を巡る状況について 

議長から、国立大学法人を巡る状況について自由に意見交換を行いたい旨の提案があり、

意見交換を行った。 

また、議長から、国立大学の経営力強化に関して、国大協として議論を先導し必要に応

じて制度改正を提案していく必要があると考えるため、人事給与マネジメント改革とガバ

ナンス制度改革についての２つのワーキンググループを設置し、検討を開始したい旨の説

明があった。審議の結果、これを承認し、設置要項等について書面審議を行った上、委員

を選任して早急に検討を開始し、その状況を総会・理事会に逐次報告することとされた。 

 

２． その他 

 （１）第３回通常総会の日程等について 

   議長から、資料６に基づき、第３回通常総会の日程等について説明があり、これを確認

した。 

 

○ 議長が閉会を宣した。 
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一 般 社 団 法 人 国 立 大 学 協 会 

平成２９年度 第６回 理事会 議事録 

 

 

１ 日  時  平成３０年２月９日（金） １５：１０～１７：００ 

 

２ 場  所  東京都千代田区神田錦町３－２８ 学士会館 3 階 ３２０会議室 

 

３ 出席理事  山極壽一、松尾清一、永田恭介、岡 正朗、室伏きみ子、山本健慈、木谷雅人、 

五神 真、名和豊春、三島良直、三村信男、山口宏樹、徳久剛史、髙橋 姿、 

大西 隆、武田 廣、大橋裕一、久保千春、原田信志 

        以上１９名 

 

４ 出席監事  蓼沼宏一 

 

５ その他の出席者  出口利定（会長補佐）、石田朋靖（会長補佐）、浅野哲夫（会長補佐）、 

後藤ひとみ（会長補佐）、小森彰夫（会長補佐） 

 

６ 議事の経過及び結果 

 

 ○ 開会に先立ち、山極会長より京都大学の入試ミスについて、お詫びとともに調査結果と今後の

対応について報告があった。 

○ 定款第３２条第５項の規定に基づき、山極会長が議長として開会を宣言した。 

○ 理事１９名の出席により定足数を満たしていることが確認された。 

○ 定款第３５条の規定に基づき、議事録署名は、出席した会長、副会長及び監事全員が行うこと

を確認した。 

 

Ⅰ 報告事項 

１． 前回理事会以降の事業報告 

議長から、資料１のとおり、前回理事会（平成２９年１２月７日）以降の事業報告を取

りまとめた旨報告があった。 

  

２． 各委員会等の活動状況 

議長から、資料２のとおり、前回理事会以降の各委員会等の活動状況をとりまとめた旨

報告があった。続いて、各委員会委員長から報告があった。 

 

【１】入試委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

・ （１）第６回入試委員会を１月１８日に開催した。全国高等学校長協会など各方面
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からのご意見をお聞きするとともに、文部科学省及び大学入試センターからの検討状

況の説明も踏まえ、「英語認定試験及び大学入学共通テストの記述式問題の活用に関す

るガイドライン」策定に向けて意見交換を行った。 

委員会後に、全委員・専門委員に改めて意見照会を行った上で、「ガイドライン（案）」

を作成し、本日の理事会にお諮りすることとした。詳細は後ほど、協議事項において

説明させていただく。 

・ （２）また、入試委員会では、大阪大学において入試ミスが発生したことを受け、

文部科学省から改めて各大学に対し入試ミス防止に関する通知を発出し、注意喚起し

た旨の説明があった。更に先般、京都大学でも入試ミスが発覚した。国大協としても

厳粛に受け止めつつ、改めて入試ミスの防止に努めるとともに過去に作成している入

試情報開示に関する指針の見直しも含め、入試情報開示の在り方について今後検討し

ていくこととする。 

 

【２】教育・研究委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

・ （１）「国立大学における教育の国際化の更なる推進について」において定めた、教

育の国際化推進に係る数値目標の達成状況等を確認するための第５回フォローアップ

調査を昨年１０月～12 月に実施し、資料 2-2-1 のとおり、調査結果をまとめた。 

 ２０２０年までの達成目標値に向けて、「外国人留学生数」、「日本人学生の海外留学

者数」とも着実に増加しているが、一方で「外国人教員数」はやや伸び悩んでいる現

状が確認できた。また、「英語での授業」実施科目数については、大学院において目標

値を上回ったことが確認できた。その他、「４学期制」を導入する学部・大学院が前回

調査から大きく増加したことが確認できた。 

 本調査結果は、追って国大協ホームページに掲載・公表するので、今後の国際化を

推進する上で、ご参照いただきたい。 

・ （２）なお、「教員の養成及び研修に果たす国立大学の使命とその将来設計を検討す

るＷＧ」の議論のまとめ（案）については、後程協議いただく際に、ＷＧ座長の山口

副委員長から説明していただく。 

  また、１月３１日に開催された経団連との「就職採用情報交換連絡会議」に山口副

委員長が就職問題懇談会委員として出席されたので、その内容について報告していた

だく。 

・ （３）（以下、山口教育・研究委員会副委員長説明）１月３１日に開催された「平成

２９年度 第１回就職採用情報交換連絡会議」において、平成２９年度における就職・

採用活動に関する動きについて意見交換が行われ、その中で取り上げられた「ワンデ

ー・インターンシップ」に係る状況等について、ご報告する。 

 インターンシップの本来の目的は、就職活動を行う学生が就業体験を積み、自分に

合った企業に就職することで、就職のミスマッチを解消することですが、「ワンデー・

インターンシップ」は３月広報解禁や６月の選考解禁前に行われる会社説明会・選考

機会としての位置づけが強くなってきており、特に２月に実施される割合が高くなっ
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ている。 

すべての「ワンデー・インターンシップ」が本来の趣旨とは異なったプログラムと

いうわけではないものの、学生にとって混乱を招きかねない現状は問題である。私か

らは会議の場で、「キャリア教育の一環として、企業見学や職場体験に参加することは

増えてきており、教育の枠組みの中において奨励していくべきですが、就職に直結す

るようなインターンシップとは切り分けて考えていく必要がある」旨発言した。 

また、日本私立大学連盟ではこのような現状を踏まえ、平成２９年１１月に「ワン

デー・インターンシップ」の弊害是正のため、「ワンデー・インターンシップ」という

呼称廃止を求める提言を策定・公表し、各経済団体・協会、就職情報関連企業等に発

信されている。 

なお、２年前に定めた学生の就職・採用活動のスケジュールが定着してきたものの、

４月一括採用については今後も就職問題懇談会にて議論する必要があると考える。 

  

【３】政策研究所運営委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

・ （１）1 月３０日開催した第２回政策研究所運営委員会では、政策提言のためのエ

ビデンスとなるデータの収集等について意見交換を行い、資料２-８-１のとおり、「国

立大学法人基礎資料集」を取りまとめた。 

「国立大学法人 基礎資料集」は、国立大学に関わるデータを網羅的に集めたデータ

集で、2009 年から、国立大学協会事務局が「学校基本調査」等が更新されるごとに

データを更新し、HP に掲載してきた。 

今年度は、「政策研究所運営委員会」、「高等教育に関する基礎データ等の調査研究グ

ループ」が設置されたことを契機に、これまで以上に国立大学に関わるデータの収集

を充実させるべく、両会議で掲載データ等について意見交換を行い、基礎資料集とし

て取りまとめた。 

掲載データは、文部科学省が実施している「学校基本調査」等の各種調査結果や、

大学改革支援・学位授与機構が公表している「大学基本情報」の各大学のデータをも

とに、再集計・グラフ化する等して掲載している。 

本基礎資料集は、３月８日の総会でご報告した後、国立大学協会の HP に掲載する

ので、広く活用していただきたい。参考資料部分については、会員専用ページのみに

掲載する予定としている。 

 

３． 各支部の活動状況 

議長から、資料３のとおり、各支部の活動状況をとりまとめた旨報告があった。 

 

４． 会長からの報告 

  （１）会長から、高等教育に関する諸会議について以下のとおり報告があった。 

・ １月３０日に「高等教育段階における負担軽減方策に関する専門家会議」の第１回

会合が開催された。今後の議論に注視する必要があり、適宜情報提供させていただく。 
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・ 議論の概要や今後の動向については、委員である東京工業大学の三島学長から説明

いただきたい。なお、この件については、会長声明の発出を考えているので、後ほど

ご議論いただく。 

・ また、２月８日に「人生 100 年時代構想会議」の第５回会合が開催され、委員で

ある松尾副会長が出席されたので、議論の概要や今後の動向について説明いただきた

い。 
 

 

  （２）会長から、国立大学協会の国際交流事業関係について以下のとおり報告があった。 

・ １０月の理事会にてお認めいただいた東南アジア教育大臣機構高等教育開発地域セ

ンター（SEAMEO-RIHED）との交流協定締結について、本日の理事会終了後、学士

会館３０１号室において、SEAMEO-RIHED の Chantavit Sujatanond 所長をお

迎えして、協定調印式を開催する予定としている。 

 

 

Ⅱ 協議事項 

１． 支部推薦理事について 

（１）理事の交代について 

議長から、資料４-１のとおり、学長任期の満了に伴い、里見進 東北大学長及び三島良

直 東京工業大学長が、平成 30 年３月 31 日をもって理事を退任する旨説明があった。 

本協会役員選任手続等に関する規程第２条第３項に基づき、大野英男 東北大学長就任予

定者及び益一哉 東京工業大学長就任予定者を、平成 30 年４月１日の学長就任を条件とし

て、同日付けで本協会理事に選定することとしたい旨説明があり、審議の結果、これを承

認し、3 月 8 日開催の総会に諮ることとした。 

なお、任期については、本協会定款第２５条第２項の定めにより、平成 31 年６月に開

催される通常総会の終結時までとなる旨説明があった。 

 

（２）理事の役割分担について 

議長から、資料４-２のとおり、平成 30 年３月 31 日に理事が交代することに伴う理事

の役割分担について説明があり、これを確認した。 

 

２． 「英語認定試験及び大学入学共通テストの記述式問題の活用に関するガイドライン（案）」

について 

岡 入試委員会委員長から、資料５のとおり、「英語認定試験及び大学入学共通テストの

記述式問題の活用に関するガイドライン（案）」について、続いて浅田 大学入試センター

理事から本件に関する検討状況について説明があった。審議の結果、これを承認し、全国

立大学へ意見照会を行った後、さらに入試委員会で検討の上、今年度中又は来年度初頭を

目途に決定することとした。 
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３． 「教員の養成及び研修に果たす国立大学の使命とその将来設計を検討する WG 議論の 

まとめ（案）」について 

山口 教員の養成及び研修に果たす国立大学の使命とその将来設計を検討する WG 座長

から、資料６のとおり、「議論のまとめ（案）」について説明があり、審議の結果、一部修

正の上、これを承認し、さらに全国立大学へ意見照会を行った後、3 月 8 日開催の総会に

諮ることとした。 

 

４． 平成 30 年度事業計画及び収支予算について 

木谷常務理事から、資料７のとおり、平成 30 年度事業計画及び収支予算について説明

があり、審議の結果、これを承認し、３月 8 日開催の総会に諮ることとした。 

 

５． その他 

（１）第４回通常総会の日程等について 

議長から、資料８のとおり、第４回通常総会の日程等について説明があり、これを確認

した。 

 

（２）平成 30 年度総会及び理事会の日程について 

議長から、資料９のとおり、平成 30 年度総会及び理事会の日程について説明があり、

これを確認し、３月 8 日開催の総会に諮ることとした。 

 

   （３）国立大学協会を巡る状況について 

議長から、資料 10 のとおり、高等教育の無償化に関して会長声明（案）を作成した旨

の説明があり、公表の時期や内容、方法等について、さらに検討することとした。 

 

 

○ 議長が閉会を宣した。 
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入試委員会（平成２９年度第１回）議事概要 

 

１ 日 時  平成２９年４月２０日（木） １５：００～１７：００ 

２ 場 所  学士会館３階 ３２０号室 
３ 出席者  片峰委員長、岡副委員長、 

       髙橋、中井、三島、三村、大越、石井、細川、瀧、櫻井 各委員 

川嶋、星野、黒橋 各専門委員 

坪井、新井、東島 各WG委員 

（文部科学省高等教育局）角田大学振興課長、山田大学入試室長 

（大 学 入 試 セ ン タ ー）山本理事長、伯井理事 

  議事に先立ち、委員１４名に対して、１１名が出席したことにより、定足数を満

たしたことを確認した。 

 

 ４ 議事の経過及び結果 

（１） 外部機関実施の協議会等への委員等の推薦について 

   事務局から、文部科学省及び大学入試センターからの協議会等への委員等の推薦

依頼に対して、資料１-１の申合せに基づき、資料１-２のとおり推薦した旨報告が

あった。 

 

 （２） 国立大学の入学者選抜についての平成31（2019）年度実施要領（案）等について 

   事務局から、国立大学の入学者選抜についての平成３１（２０１９）年度実施要領

（案）等について、資料２に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され

た。 

   なお、資料２-１については、４月２７日開催の理事会及び６月１４日開催の総会に

諮ることとなった。 

 

 （３） 高大接続システム改革に関する検討状況について 

   高大接続システム改革に関する検討状況について、文部科学省から説明があった

後、大学入試センターから資料３に基づき説明があった。 

 

 （４） 今後の高大接続システム改革への対応について 

   事務局から、今後の高大接続システム改革への対応について、資料４に基づき説

明があった後、意見交換を行った。 

 

（５） その他 

   なし。 

以 上 
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入試委員会（平成２９年度第２回）議事概要 

 

１ 日 時  平成２９年５月１９日（金） １３：３０～１５：５０ 

２ 場 所  学士会館２階 ２０３号室 
３ 出席者  片峰委員長、岡副委員長、 

     髙橋、中井、三村、大越、石井、今野、細川、櫻井 各委員 

山口、川嶋、香川、星野 各専門委員 

新井、東島 各WG委員 

（文部科学省高等教育局）角田大学振興課長、山田大学入試室長 

（大 学 入 試 セ ン タ ー）山本理事長、伯井理事 

議事に先立ち、委員１４名に対して、１０名が出席したことにより、定足数を満

たしたことを確認した。 

 

４ 議事の経過及び結果 

（１） 入学者選抜方法の変更について 

   事務局から、九州大学における新学部設置に伴う入学者選抜方法の変更につい

て、資料１に基づき報告があった。 

 

 （２） 高大接続システム改革に関する検討状況について 

文部科学省及び大学入試センターから、高大接続システム改革に関する検討状況

について資料2に基づき説明があった。 

 

（３） 今後の高大接続システム改革への対応について 

事務局から、今後の高大接続システム改革への対応について資料３に基づき説明

があった。さらに委員長から追加の机上配付資料について説明があった後、意見交

換を行った。 

 

（４） その他 

   なし。 

 

以 上 
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入試委員会（平成２９年度第３回）議事概要 

 

１ 日 時  平成２９年７月２７日（木） １３：００～１５：１０ 

２ 場 所  学士会館２階 ２１０号室 
３ 出席者  片峰委員長、岡 副委員長、 

     髙橋、中井、蓼沼、三村、大越、石井、瀧、脇口、櫻井 各委員 

山口、根岸、島田、東島、川嶋、玉上、星野 各専門委員 

（文部科学省高等教育局）三浦大学振興課長、山田大学入試室長 

（大 学 入 試 セ ン タ ー）山本理事長、浅田理事、大杉審議役 

（関西学院大学高大接続センター）尾木次長 

議事に先立ち、委員１４名に対して、１１名が出席したことにより、定足数を満

たしたことを確認した。 

 

 ４ 議事の経過及び結果 

（１） 大学入学者選抜改革推進委託事業（主体性等分野）について 

   関西学院大学高大接続センター尾木次長から、大学入学者選抜改革推進委託事業

（主体性等分野）の取組みについて、資料１に基づき説明があった後、意見交換を

行った。 

 

 （２） 高大接続システム改革の検討状況について 

文部科学省及び大学入試センターから、高大接続システム改革に関する検討状況

について資料３に基づき説明があった後、意見交換を行った。 

 

 （３） 平成３２年度以降の国立大学の入学者選抜の在り方に関する検討WGの設置

及び今後の高大接続システム改革への対応について 

   平成３２年度以降の国立大学の入学者選抜の在り方に関する検討WGの設置及

び今後の高大接続システム改革への対応について、資料に基づき委員長から趣旨説

明等があった後、意見交換を行った。 

 

（４） その他 

   なし。 

以 上 
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入試委員会（平成２９年度第４回）議事概要 

 

１ 日 時  平成２９年９月２７日（水） １０：００～１２：００ 

２ 場 所  学術総合センター１階 101・102・103号室 
３ 出席者  片峰委員長、岡 副委員長、 

       髙橋、中井、蓼沼、三村、大越、山崎、細川、瀧、櫻井 各委員 

山口、根岸、島田、川嶋、玉上、星野 各専門委員 

（文部科学省高等教育局）三浦大学振興課長、山田大学入試室長 

（大 学 入 試 セ ン タ ー）山本理事長、浅田理事、大杉審議役 

米澤新テスト実施企画部長 

議事に先立ち、委員１４名に対して、１１名が出席したことにより、定足数を満

たしたことを確認した。 

 

４ 議事の経過及び結果 

（１） 関係団体からの要望書について（報告） 

   事務局から資料１に基づき報告があった。 

 

 （２） 外部機関実施の協議会等への委員等の推薦について（報告） 

   事務局から資料２に基づき報告があった。 

 

 （３） 高大接続システム改革の検討状況について 

文部科学省及び大学入試センターから、高大接続システム改革に関する検討状況

について資料３に基づき説明があった。 

 

（４） 「平成３２年度以降の国立大学の入学者選抜の在り方に関する検討WG」に

おける検討状況について 

   「平成３２年度以降の国立大学の入学者選抜制度 – 国立大学協会の基本方針 -

（暫定案）」及び「英語認定試験及び大学入学共通テストの記述式問題の活用に関

するガイドライン（WG案）」について、山口専門委員（WG座長）及び川嶋専門

委員（WG副座長）から「平成３２年度以降の国立大学の入学者選抜の在り方に関

する検討WG」における検討状況の報告があった。その後種々意見交換を行った結

果、今後、以下のとおり策定に向けて検討していくこととした。 

   ○「平成３２年度以降の国立大学の入学者選抜制度 – 国立大学協会の基本方針 -」 

     委員長一任のもと一部修正の上、「国立大学協会の基本方針（案）」として取

りまとめ、全国立大学への意見照会を経て、１０月の理事会及び１１月の総会に

諮ることとした。 
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 ○「英語認定試験及び大学入学共通テストの記述式問題の活用に関するガイドライン」 

  委員長一任のもと一部修正の上、「ガイドライン（骨子案）」として取りまと

め、全国立大学への意見照会を経て、１０月の理事会に提示することとした。そ

の後、文部科学省及び大学入試センターにおける検討の進捗状況を踏まえて、最

終的な「ガイドライン」の策定（来年３月の総会を目途）に向けて引き続き検討

することとした。 

 

（５） 平成３２年度以降の大学入学者選抜スケジュールについて 

   平成３２年度以降の大学入学者選抜のスケジュールについて、資料５に基づき事

務局から説明があった後、意見交換を行った結果、委員会後に全国立大学に対して、

平成３２年度以降の大学入学者選抜スケジュールへの対応等に関する意見照会を

行うこととした。 

 

（６） その他 

  最後に、９月末日をもって委員長を退任する片峰委員長から挨拶があった後、１

０月１日付けで委員長に就任する岡副委員長、副委員長に就任する三村委員からそ

れぞれ挨拶があった。 

 

 

以 上 
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入試委員会（平成２９年度第５回）議事概要 

 

１ 日 時  平成２９年１２月７日（木） １０：００～１２：００ 

２ 場 所  学術総合センター１階 101・102・103号室 
３ 出席者  岡委員長、三村副委員長、里見副委員長 

       髙橋、中井、蓼沼、大越、山崎、石井、細川、瀧、櫻井、河野 各委員 

山口、根岸、島田、東島、川嶋、玉上、星野 各専門委員 

（文部科学省高等教育局）三浦大学振興課長、山田大学入試室長 

（大 学 入 試 セ ン タ ー）山本理事長、浅田理事、大杉審議役 

議事に先立ち、委員１４名に対して、１３名が出席したことにより、定足数を満

たしたことを確認した。 

 

４ 議事の経過及び結果 

（１） 関係団体からの要望書について（報告） 

   事務局から資料１に基づき報告があった。 

 

（２）「平成３２年度以降の国立大学の入学者選抜制度 – 国立大学協会の基本方針 - 」  

の公表及び「会長談話」の発表について（報告） 

   事務局から資料２に基づき報告があった。 

 

 （３） 高大接続システム改革の検討状況について 

大学入試センターから、高大接続システム改革に関する検討状況について資料３に

基づき説明があった後、意見交換を行った。 

 

（４） 高大接続システム改革への今後の対応について 

まず、委員長及び三村副委員長から、全国高等学校長協会との意見交換について

報告があり、引き続き三村副委員長から資料４に基づき「大学入学共通テスト」に

関する高校教員の意見について説明があった。その後、川嶋専門委員から資料８に

基づき、英語認定試験の活用方法について説明があった後、高大接続システム改革

への今後の対応について意見交換を行った。 

 

（５） その他 

  なし 

以 上 
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入試委員会（平成２９年度第６回）議事概要 

 

１ 日 時  平成３０年１月１８日（木） １３：３０～１５：４５ 

２ 場 所  学士会館 ２階 203 
３ 出席者  岡委員長、三村副委員長 

       中井、蓼沼、山崎、石井、細川、瀧、櫻井 各委員 

山口、根岸、島田、東島 各専門委員 

（文部科学省高等教育局）三浦大学振興課長、山田大学入試室長 

（大 学 入 試 セ ン タ ー）山本理事長、大杉審議役 

米澤新テスト実施企画部長 

議事に先立ち、委員１４名に対して、９名が出席したことにより、定足数を満たし

たことを確認した。 

 

４ 議事の経過及び結果 
 

（１） 有識者との意見交換について 

   旺文社教育情報センター及びベネッセコーポレーションから、資料に基づき説明

があった後、意見交換を行った。 

 

 （２） 高大接続システム改革の検討状況について 

文部科学省及び大学入試センターから、高大接続システム改革に関する検討状況

について資料３に基づき説明があった後、意見交換を行った。 

 

（3） 高大接続システム改革への今後の対応について 

事務局から、資料４-１、４-２、４-３、４-４、５に基づき説明があった。また

根岸専門委員から資料４-５に基づき説明があった後、意見交換を行った。 

 

※ 以下の議題については、後日書面により審議及び報告を行うこととした。 

（４）東京藝術大学からの意見について 

（５）平成３０年度入試委員会活動計画（案）について 

 

以 上 
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入試委員会（平成２９年度第７回）議事概要 

 

１ 日 時  平成３０年２月２８日（水） １０：３０～１２：３０ 

２ 場 所  学術総合センター１階 特別会議室 101～103 
３ 出席者  岡委員長、三村副委員長、里見副委員長 

       中井、蓼沼、大越、山崎、石井、細川、瀧、脇口、櫻井 各委員 

山口、根岸、島田、東島、川嶋、玉上、星野 各専門委員 

（文部科学省高等教育局）三浦大学振興課長、山田大学入試室長 

（大 学 入 試 セ ン タ ー）山本理事長、浅田理事、大杉審議役 

議事に先立ち、委員１４名に対して、１２名が出席したことにより、定足数を満

たしたことを確認した。 

 

４ 議事の経過及び結果 

（１） 高大接続システム改革の検討状況について 

   文部科学省及び大学入試センターから資料１に基づき説明があった後、意見交換

を行った。 

 

  （２） 「英語認定試験及び大学入学共通テストの記述式問題の活用に関するガイド

ライン（案）」について 

事務局から資料２に基づき説明があった後、協議の上、「ガイドライン（案）」に

ついて委員長一任のもと修正し、入試委員会としての案を決定することとした。 

 

（3） 今後の検討スケジュールについて 

木谷常務理事から資料３に基づき説明があり、議題２で検討した「ガイドライ

ン（案）」については、３月８日開催の総会に提示した上で議論を行い、３月末

に大学入試センターが公表する、民間の資格・検定試験の認定状況を見定めた

上で、最終的に決定・公表することとした。 

 

（４） 入試に関する情報開示の在り方について 

    委員長から資料４に基づき説明があり、入試に関する情報開示の在り方につい

て、今後、各大学の状況について調査・把握しつつ、引き続き検討することとし

た。 

 

（５） その他 

  なし 

以 上 
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平成２９年度第１回教育・研究委員会 議事概要 

 

１ 日  時  平成２９年１０月２０日（金） １０：００～１２：１３ 

２ 場  所  学術総合センター１階 特別会議室１０１－１０３ 

３ 出 席 者  五神委員長、西尾副委員長、山口副委員長 

和田、小山、室伏、田中、長谷部、島田、駒田、位田、尾家、松下 各委員 

（文部科学省）井上 高等教育局学生・留学生課長 

（経済産業省）飯田 貿易経済協力局貿易管理部長 

（科学技術振興機構） 後藤理事、大濱研究プロジェクト推進部長 

（研究産業・産業技術振興協会） 獅山専務理事 

 

４ 議事の経過及び結果 

議事に先立ち、委員１５名に対して１３名の出席により定足数を満たしていることが確

認された。また、新体制による初の開催（会合）となることから、各委員より自己紹介が

あった。 

 

（１）平成２９年度の委員会体制及び事業計画・活動計画について 

事務局から、資料 1-1 から資料 1-3 に基づき、平成２９年度の委員会体制及び事業

計画・活動計画等について説明があり、その内容が確認された。 

 

（２）就職・採用活動、インターンシップ等の状況について（文部科学省との意見交換） 

井上課長から、資料２に基づき、就職・採用活動、インターンシップ等の状況及び課題

等について説明があり、続いて山口副委員長（就職問題懇談会委員）から補足説明があっ

た後、意見交換が行われた。 

 

（３）安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス（大学・研究機関用）の改訂（第三版）に

ついて（経済産業省との意見交換） 

飯田部長から、資料３及び机上配付資料に基づき、「安全保障貿易に係る機微技術管理

ガイダンス（大学・研究機関用）第三版」の概要、主な改定のポイント、普及に向けた取

組等について説明があった後、意見交換が行われた。 

 

（４）研究小委員会（平成２９年度第１回）議事概要について 

事務局から、資料４に基づき、平成２９年６月７日に開催された研究小委員会（平成２

９年度第１回）の概要について報告があり、続いて西尾副委員長（研究小委員会委員長）

から補足説明等があった後、意見交換が行われた。 

 

（５）男女共同参画推進の実施に関する第１４回追跡調査結果及び報告書作成について 

事務局から、資料 5-1 から 5-4 に基づき、平成２９年１０月５日に開催された男女
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共同参画小委員会（平成２９年度第 2 回）において審議された、第１４回追跡調査の結

果及び調査報告書について報告があった。 

   調査結果及び報告書については、理事会に報告の後、冊子を作成して関係機関等へ配

布することとなった。 

 

（６）教員の養成及び研修に果たす国立大学の使命とその将来設計を検討するＷＧ議事概要

について 

事務局から、資料 6-1 から 6-2 に基づき、平成２９年７月から１０月に開催された

第１回から第４回ＷＧの概要、主な論点等について説明があり、山口副委員長（ＷＧ座

長）から補足説明等があった後、意見交換が行われた。 

 

（７）科学技術振興機構「戦略的創造研究推進事業 総括実施型研究（ERATO）」について 

後藤理事及び大濱部長から、資料７及び机上配付資料に基づき、「戦略的創造研究推進

事業 総括実施型研究（ERATO）」について説明があった後、質疑応答が行われた。 

 

（８）研究産業・産業技術振興協会「リケジョナビについて－大学入学から進学・就職をへ

て社会における活躍を支援」 

獅山専務理事から、資料８に基づき、リケジョナビ（理系女性活躍促進支援事業）につ

いて説明があった後、質疑応答が行われた。 

 

（９）その他 

科学技術振興機構運営会議の委員を務める位田委員から、平成２９年９月２９日に開

催された同会議の概要について報告があった。 

続いて、木谷常務理事から、資料９に基づき、日本版 NCAA 創設に向けた学産官連携

協議会等について説明があった。 

また、事務局から、「「国立大学における教育の国際化の更なる推進について」第５回

フォローアップ調査」の実施について、平成２９年１０月１２日から１０月１８日に書

面審議を行い、原案のとおり承認された旨の報告があった。本調査は、教育・研究委員会

委員長及び国際交流委員会委員長に最終確認の上で各大学に依頼すること、その集計結

果は平成２９年１月下旬以降の教育・研究委員会及び国際交流委員会、２月の理事会、3

月の総会に報告し、併せて公表することが確認された。 

 

以 上  
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平成２９年度第１回大学評価委員会 議事概要 

 

１ 日  時  平成２９年１２月１５日（金） １５：００～１７：００ 

２ 場  所  学士会館 ２０３号室 

３ 出 席 者  西尾委員長、徳久副委員長、原田副委員長 

奥田、見上、竹内、福田（喬）、長谷川、東、遠藤、福田（光）、山下 各

委員 

        小川、辻、杉戸 各専門委員 

       （文部科学省）北野 国立大学法人支援課国立大学戦略室長 

堀野 高等教育企画課高等教育政策室長 

（大学改革支援・学位授与機構）岡本理事、土屋教授、井田教授 

 

４ 議事の経過及び結果 

議事に先立ち、委員１４名に対して１２名の出席により定足数を満たしていることが確

認された。 

 

（１）大学ポートレートについて（大学改革支援・学位授与機構説明） 

大学改革支援・学位授与機構 井田教授より資料４に基づき「大学ポートレート」に 

ついて説明があった後、意見交換が行われた。 

 

（２）認証評価制度について（文部科学省説明） 

文部科学省高等教育局高等教育企画課高等教育政策室の堀野室長より、資料１に基づ

き、中央教育審議会大学分科会将来構想部会において議論されている「今後の高等教育

の将来像の提示に向けた論点整理（案）」及び「認証評価制度」について説明があり、

その後、意見交換を行った。 

 

（３）国立大学法人評価（平成 2８年度評価結果、第３期中期目標期間における評価）につ

いて（文部科学省、大学改革支援・学位授与機構説明） 

文部科学省高等教育局国立大学法人支援課国立大学戦略室の北野室長より、資料２－

１に基づき、「国立大学法人等の平成２８年度評価結果」及び「第３期中期目標期間にお

ける国立大学法人評価」について説明があり、続いて大学改革支援・学位授与機構の岡本

理事より、資料２－２に基づき、「第３期中期目標期間における教育研究評価」について

説明があった後、意見交換が行われた。 

 

（４）３巡目の大学機関別認証評価について（大学改革支援・学位授与機構説明） 

大学改革支援・学位授与機構 土屋教授より資料３に基づき「３巡目の大学機関別認

証評価」について説明があった後、意見交換が行われた。 

 

91



（５）平成３０年度事業計画について 

西尾委員長から、資料５に基づき平成３０年度の事業計画について説明があり、原案

のとおり承認された。 

なお、事業計画については、２月９日（金）開催の理事会に附議されることが確認さ

れた。 

 

（６）その他 

西尾委員長から、資料６に基づき関連委員会への委員の推薦等について報告があった。 

 

以 上  
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平成 29 年度第 1 回国際交流委員会 議事概要 

 

１ 日  時  平成 29 年 10 月 6 日（金） 15：00～17：00 

２ 場  所  学術総合センター１階 101・102 特別会議室 

３ 出 席 者  永田委員長、岩渕副委員長 

        山本、立石、浅野、大西、古山、服部、前田 各委員 

        羽田、萩尾、古澤、大野、Benton、渡邉、中村、髙橋、小幡、磯田、 

穂積、堀田、櫻井、花城 各専門委員 

        （文部科学省） 

進藤 高等教育局高等教育企画課国際企画室長 

齋藤 高等教育局学生・留学生課企画官（命）留学生交流室長 

山田 科学技術・学術政策局科学技術・学術戦略官(国際担当)付企画官 

（一般財団法人日本国際協力センター） 

岸本 常務理事 

 

４ 議事の経過及び結果 

（１） 文部科学省説明（国際交流関連予算等） 

① 大学の国際化について 

進藤室長から、資料 1-1 により、大学の国際化について説明があり、その後、

意見交換を行った。 

   ② 留学生政策をめぐる現状と取組について 

齋藤室長から、資料 1-2 により、留学生政策をめぐる現状と取組について説明

があり、その後、意見交換を行った。 

   ③ 研究者の国際交流について 

山田企画官から、資料 1-3 により、研究者の国際交流について説明があり、そ

の後、意見交換を行った。 

 

（２）今後の国立大学協会国際交流事業の推進及び平成 29 年度活動予定について 

事務局から、資料２-1～2-7 により、今後の当協会国際交流事業の推進及び平成 29

年度活動予定について説明があった後、意見交換を行い、承認された。なお、SEAMEO-

RIHED との交流協定の締結については、10 月 12 日開催の理事会で協議することとし

た。 

 

（３）アメリカ教育協議会（ACE）訪問と今後の交流について 

永田委員長から、資料 2-8 により、アメリカ教育協議会（ACE）訪問と今後の交流の

方向性について説明があり、承認された。また、永田委員長から、現在計画中の日米ラウ

ンドテーブルについては、私立大学、公立大学からも数校参加いただくことを検討してい
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る旨説明があった。なお、ACE との交流協定の締結については、10 月 12 日開催の理

事会で協議することとした。 

 

（４）

第 3 回日本・南アフリカ大学フォーラム（SAJU フォーラム）実施報告及び今後の交流について  

事務局から、資料 3 により、第 3 回日本・南アフリカ大学フォーラム（SAJU フォー

ラム）実施報告及び今後の交流について説明があった。また、今後の日本側の幹事大学及

び協力大学について、各大学に照会することとなった。 

 

（５）

「国立大学における教育の国際化の更なる推進について」第 5 回フォローアップ調査について 

事務局から、今年度も引き続きフォローアップ調査を実施するにあたり、資料 4-1～

4-2 により、目標達成に向けての進捗状況及び今年度の調査票について説明があった。

また、永田委員長より、本議題は教育・研究委員会においても協議する予定であるため、

最終的な調査票の確定については、国際交流委員会委員長と教育・研究委員会委員長に一

任いただきたい旨説明があり、承認された。 

 

（６）一般財団法人日本国際協力センター（JICE）との意見交換 

岸本常務理事から、資料 5 により、JICE が展開する人材育成事業について説明があっ

た後、意見交換を行った。 

 

（７）その他 

永田委員長から、本日の委員会終了後に、事務局から専門委員に対して今後の国際交流

の進め方に関する事務連絡がある旨説明があった。 

 

以上 
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平成 29 年度第 2 回国際交流委員会 議事概要 

 

１ 日  時  平成 30 年 2 月 7 日（金） 15：00～17：00 

２ 場  所  学士会館 3 階 320 号室 

３ 出 席 者  永田委員長、空閑、山本、立石、古山、服部、北野、前田 各委員 

        （文部科学省、外務省） 

里見 文部科学省大臣官房国際課長 

進藤 文部科学省高等教育局高等教育企画課国際企画室長 

齋藤 文部科学省高等教育局学生・留学生課企画官（命）留学生交流室長 

三浦 外務省大臣官房人物交流室課長補佐 

 

４ 議事の経過及び結果 

（１）文部科学省及び外務省との意見交換 

里見課長から、資料 1-1 により「安倍内閣の戦略的外交を支える教育協力と国際化を

見据えた政策展開」ついて、進藤室長から、資料 1-2 により「大学の国際化」について、

齋藤室長から、資料 1-3 により「留学生政策をめぐる現状と取組」について、三浦課長

補佐から、資料 1-4 により「外務省の外国人留学生受入れ関連施策」について説明があ

り、その後、意見交換を行った。 

 

（２）海外大学団体等との交流状況について 

事務局から、資料２-1～2-8、机上配布資料 1、2 により「国立大学協会国際交流事

業の方向性及び活動状況について」について説明があった後、意見交換を行った。 

机上配布資料 2 について、進藤室長より日スペイン学長会議案について説明があった。 

 

（３）

「国立大学における教育の国際化の更なる推進について」第 5 回フォローアップ調査結果について 

事務局から、資料 3 により「第 5 回フォローアップ調査の結果」について報告があっ

た。 

 

（４）平成 30 年度国際交流委員会の事業計画（案）について 

   「平成 30 年度国際交流委員会の事業計画（案）」について、資料 4 にて確認を行っ

た。 

 

（５）関係委員会への委員等の推薦について 

事務局から、資料 5 により「日本留学試験 実施委員会委員候補者の推薦」について説

明があり、萩尾専門委員（東京外国語大学教授）を推薦したい旨併せて説明があり、審議

の結果、承認することとした。 
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（６）その他 

永田委員長から、次回の開催については事務局から改めて連絡がある旨説明があった。 

以上 
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平成２９年度 

第１回経営委員会・第２回人事労務小委員会・第１回財務施設小委員会 

議事概要 

 

 １ 日  時  平成３０年１月２５日（木） １５：００～１７：００ 

 ２ 場  所  学術総合センター１階 特別会議室１０１～１０３ 

 ３ 出 席 者  久保委員長、名和副委員長、武田副委員長、吉田、佐藤、出口、 

大野、平塚、今野、鵜飼、塩田、今岡、槇野、宮﨑 各委員 

         戸渡、芝田、石野、有松、森迫、吉井、井深、玉上、和田 各専門委員 

（総務省公共サービス改革推進室）清水谷企画官 

（内閣府）柳大臣官房審議官 

（内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局）松尾次長 

（東京大学）堀内人事部長、山脇人事企画課長 

（文部科学省計画課）藤井課長、笠原参事官 

 

４ 議事の経過及び結果 

（１）公共サービス改革における国立大学法人等の取組について 

 清水谷企画官から、資料 1-1 及び 1-2 に基づき、公共サービス改革法における国立大学

法人に関する取組について説明があった。 

 

（２）国立大学法人をめぐる制度改革の状況について（評価性資産の寄附に係る平成 30 年 

度税制改正要望の結果、研究開発力強化法の検討状況） 

 柳大臣官房審議官から、資料２に基づき、評価性資産の寄附に係る平成 30 年度税制改正

要望の結果及び研究開発力強化法の検討状況について説明があり、その後、意見交換を行っ

た。 

 

（３）地方創生に係る大学関係施策の最近の動きについて 

 松尾次長から、資料 3-1 に基づき、地方大学の振興及び若者雇用等に関する有識者会議の

報告書の概要及び地方創生に係る予算の内容（関連予算含む）について、資料 3-2 に基づき、

地方創生インターンシップ推進シンポジウムについて説明があった。 

 

（４）平成２９年度国立大学法人等職員統一採用試験について 

 堀内人事部長から資料 4-1～4-3 に基づき、平成 29 年度の国立大学法人等職員統一採用

試験の実施状況について説明があり、その後、意見交換を行った。 
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（５）国立大学の施設整備について 

 藤井課長から、資料 5-1 に基づき、国立大学の施設整備について、笠原参事官から、資料

5-2 に基づき、インフラ長寿命化計画（個別施設計画）の策定について、それぞれ説明があ

った。 

 

（６）平成２９年度の小委員会の活動について 

武田人事労務小委員会委員長から、資料 6-1 に基づき、人事労務小委員会の平成 29 年度

活動報告及び平成 30 年度活動計画について報告があった。次に、久保委員長から、資料 6-

2 に基づき、財務施設小委員会の平成 29 年度活動報告及び平成 30 年度活動計画について

説明があり、活動計画については、審議の結果、原案のとおり了承され、来年度は当該活動

計画に基づいて活動を行うこととなった。最後に、久保委員長から、資料 6-3 に基づき、病

院経営小委員会の平成 29 年度活動報告及び平成 30 年度活動計画（案）について説明があ

り、活動計画（案）については、２月２２日開催予定の病院経営小委員会で審議される旨の

説明があった。 

 

（７）平成３０年度経営委員会事業計画について 

 事務局から、資料７に基づき、平成３０年度経営委員会事業計画（案）について説明があ

り、審議の結果、原案のとおり了承され、来年度は当該事業計画のもと、活動を行うことと

なった。 

 

（８）その他 

 木谷常務から、机上配付資料に基づき、「国立大学の教育研究活性化を促進する人事給与マ

ネジメント改革 WG」及び「地域と国の発展を支え世界をリードする国立大学の機能強化を

促進するガバナンス制度改革 WG」の設置趣旨並びに第１回会議での検討状況について報告

があり、今後経営委員会とも連携を取りながら検討を進めていきたい旨の説明があった。 

 

以上 
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平成２９年度第１回広報委員会 議事概要 

 

日 時  平成２９年６月９日（金） １０：００～１１：３０ 

場 所  学士会館 ３０１号室 

出席者  大西委員長、前田副委員長、山本（文）副委員長 

澤、後藤、加藤、山本（健）、木谷 各委員 

眞鍋 専門委員 

 

 

議事の経過及び結果 

Ⅰ 協議事項 

１．広報誌「国立大学」第４５号の編集について 

委員長から、７月発行の第４５号について審議したい旨提案があり、事務局か

ら、資料２及び資料３に基づき、国大協広報誌「国立大学」第４５号の概要につ

いて説明があった。また、Opinion の企画について下記のとおり説明があった。 

・座談会に参加する若手研究者について、国際農林水産業研究センターの前野ウ

ルド浩太郎研究員と、東京大学理学系研究科物理学専攻の高山あかり助教に決

定した。 

・表紙は、大隅先生と梶田先生のツーショットとする。 

・前回委員会で提案があった Opinion のページを４ページ増やすことについては、

見積もりの結果、費用が予算内で収まることから、４５号の Opinion のみ、４

ページ増やした８ページとする。 

続いて、今年度から広報誌制作を委託している共同印刷株式会社から、デザイ

ン等について説明があった。 

審議の結果、一部修正の上、作業を進めることとした。また、Opinion のペー

ジの一部に新会長の挨拶と写真を掲載することが提案され、これを了承した。 

なお、広報誌のデザインについて、基本的にはこれまでのものを踏襲して制作

を進めるが、読みやすさ等を考慮して適宜改善していくことについて了承された。 

 

２．広報誌「国立大学」第４６号の企画について 

事務局から、第４６号 OPINION について、５月１１日に国立情報学研究所の新

井紀子教授に取材を行った旨報告があった。 

 

（１）特集ページについて 

委員長から、９月発行の第４６号の特集ページに掲載する２大学の選定に

ついて審議したい旨提案があり、事務局から、資料４に基づき、委員からの

意見照会結果について説明があった。 

審議の結果、第４６号の特集ページは、東北大学及び豊橋技術科学大学の

取組を掲載することで了承された。 
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（２）巻頭言の執筆者について 

委員長から、第４６号の巻頭言の執筆者については、次の広報委員長に担

当いただくこととしたい旨提案があり、審議の結果、これを了承した。 

 

 ３．広報誌「国立大学」第４７号の企画について 

（１）テーマ及び Opinion について 

委員長から、１２月発行の第４７号のテーマ及び Opinion について審議し

たい旨提案があり、事務局から、資料５に基づき、テーマ案及び Opinion 候

補者案について説明があった。 

 審議の結果、第４７号では教員養成を特集し、後藤委員及び加藤委員を中

心に、構成を検討することで了承された。 

 

４．広報誌「国立大学」別冊第１５号の校正について 

委員長から、７月発行の別冊第１５号について審議したい旨提案があり、事務

局から、資料６に基づき、昨年からの変更箇所等について説明があった。 

審議の結果、７月発行に向けて作業を進めることとした。 

 

５．大学共同利用機関法人からの要望書について 

委員長から、大学共同利用機関法人からの要望書について審議したい旨提案が

あり、事務局から、資料７に基づき、説明があった。 

審議の結果、広報誌「国立大学」における大学共同利用機関法人の掲載につい

て了承し、掲載方法等については、次回以降検討することとした。 

 

Ⅱ 報告事項 

 

Ⅲ その他 

１．次回以降の広報委員会の開催について 

委員長から、次回広報委員会について、６月１４日（水）における総会で委員

の任期が終わるため、新しい委員が決まり次第、日程調整の上、開催する旨説明

があった。 

 

以 上 
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平成２９年度第２回広報委員会 議事概要 

 

日 時  平成２９年９月１１日（月） １４：００～１５：２５ 

場 所  学士会館 ３０２号室 

出席者  室伏委員長、蛇穴副委員長 

石田、後藤、加藤、山本、木谷 各委員 

本多、加納、宮野、渡辺（美） 各専門委員 

 

 

議事の経過及び結果 

議事に先立ち、委員長から、委員及び専門委員の交代について報告があり、各委

員及び専門委員から挨拶があった。 

続いて、事務局から、本委員会の概要及び平成２９年度事業計画について説明が

あった。 

また、委員長から、一般社団法人国立大学協会委員会規程第５条第２項により、

大橋委員及び蛇穴委員を副委員長に指名し、委員長不在時の副委員長の順序につい

ては、大橋委員を第１順位、蛇穴委員を第２順位とする旨報告があった。 

 

Ⅰ 協議事項 

１．広報誌「国立大学」第４６号の編集について 

事務局及び編集業者である共同印刷株式会社から、資料２に基づき、９月発行

の第４６号の概要について説明があった。審議の結果、一部修正の上、これを了

承した。 

 

２．広報誌「国立大学」第４７号の企画について 

委員長から、前回の広報委員会において１２月発行の第４７号のテーマを「教

員養成」に決定したが、国大協で設置している「教員の養成及び研修に果たす国

立大学の使命とその将来設計を検討するＷＧ」での議論の進捗状況を踏まえ、４

８号以降で取り上げることとし、代わりのテーマを「高等教育における国立大学

の将来像（中間まとめ）」とする旨報告があった。  

続いて、資料３に基づく審議の結果、これを了承した。また、同号の巻頭言の

執筆者については、高等教育における国立大学の将来像に関するＷＧの座長であ

る永田副会長に依頼することとした。 

 

 ３．広報誌「国立大学」第４８号の企画について 

３月発行の第４８号のテーマについて、資料４に基づく審議の結果、「教員養成」

をテーマとすることでこれを了承した。また、巻頭言については、蛇穴副委員長

が担当することとした。 

続いて、資料５に基づく審議の結果、Opinion は尾木直樹 法政大学特任教授に

依頼することとした。また、第二候補は山口香 筑波大学体育系准教授に決定した。 
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Ⅱ 報告事項 

１．平成２９年度国立大学法人等広報担当者連絡会（広報勉強会）について 

 事務局から、資料６に基づき、９月１９日（火）に、平成２９年度国立大学法

人等広報担当者連絡会を開催する旨説明があり、現時点で７２名の参加申し込み

がある旨報告があった。 

 

Ⅲ その他 

１．次号以降のテーマ等について 

委員長から、参考資料５に基づき、次号以降のテーマ及び平成３０年度事業計

画の策定について説明があり、その後、意見交換を行った。 

 

２．次回の広報委員会の開催について 

委員長から、次回広報委員会については日程調整の上開催する旨説明があった。 

 

以 上 
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平成２９年度第３回広報委員会 議事概要 

 

日 時  平成２９年１１月３０日（木） １０：３０～１２：００ 

場 所  学術総合センター２階 会議室２０２・２０３ 

出席者  室伏委員長、大橋副委員長 

澤、石田、後藤、加藤（久）、山本、木谷 各委員 

加藤（美）、渡辺（政）、本多、加納、宮野、渡辺（美） 各専門委員 

 

 

議事の経過及び結果 

議事に先立ち、今回始めての参加となる大橋委員、澤委員、加藤（美）専門委員、

渡辺（政）専門委員から挨拶があった。 

 

Ⅰ 協議事項 

１．広報誌「国立大学」第４７号の編集について 

事務局及び編集業者である共同印刷株式会社から、資料２に基づき、１２月発

行の第４７号の概要について説明があった。審議の結果、一部修正の上、これを

了承した。 

 

２．広報誌「国立大学」第４８号の企画について 

３月発行の第４８号の企画について、資料３に基づく審議の結果、東京学芸大

学及び奈良教育大学の取組を掲載することが了承された。 

 

 ３．広報誌「国立大学」第４９号の企画について 

６月発行の第４９号のテーマについて、資料４に基づく審議の結果、「リカレン

ト教育」をテーマとすることでこれを了承した。Opinion の候補者については、

後日事務局で検討することとした。 

 

４．平成３０年度広報事業計画について 

平成３０年度広報事業計画について、資料５に基づき説明があり、審議の結果、

修正意見等がある場合は、１２月中に事務局まで連絡することとした。 

なお、平成２９年度事業計画における「国立大学の取組発表会」については、

今年度国立大学協会で実施した大学マネジメントセミナー及び大学改革シンポジ

ウムにおいて学生による事例発表等の機会があり、今後はこれらのシンポジウム

等に学生参加を呼びかけ、報道機関に向けて広報を行っていくこととし、今年度

及び次年度の開催は中止としたい旨説明があり、審議の結果、了承された。 

 

Ⅱ 報告事項 

１．国大協ホームページの更新について 

 国大協ホームページについて、資料６に基づき、各大学の寄付案内窓口及びハ
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ラスメント相談窓口へのリンクの掲載について報告があった。なお、ハラスメン

ト相談窓口のページの体裁について意見があったため、事務局で検討することと

した。 

 

Ⅲ その他 

１．次回の広報委員会の開催について 

委員長から、次回広報委員会については日程調整の上開催する旨説明があった。 

 

以 上 
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平成２９年度第４回広報委員会 議事概要 

 

日 時  平成３０年２月７日（水） １０：００～１１：３５ 

場 所  学術総合センター２階 会議室２０２・２０３ 

出席者  室伏委員長 

澤、後藤、加藤（久）、木谷 各委員 

加藤（美）、渡辺（政）、本多、宮野、深尾 各専門委員 

 

 

議事の経過及び結果 

議事に先立ち、今回始めての参加となる深尾専門委員から挨拶があった。 

 

Ⅰ 協議事項 

１．広報誌「国立大学」第４８号の編集について 

３月発行の第４８号について、資料２に基づく審議の結果、一部修正の上、修

正案については委員長一任とすることで了承された。 

 

２．広報誌「国立大学」第４９号の企画について 

６月発行の第４９号について、資料３に基づく審議の結果、巻頭挨拶文の執筆

者については、大橋委員に依頼すること、また、特集大学については、福島大学

及び東京海洋大学の取組を掲載することが了承された。 

なお、Opinion については、東京大学大学院情報学環・学際情報学府の吉見俊

哉教授に決定した旨報告があった。 

また、今後特集するテーマによっては、「発見！国立大学」及び「今、学生は！」

の掲載記事も、関連した内容の募集を呼びかけることとした。 

 

 ３．広報誌「国立大学」第５０号の企画について 

９月発行の第５０号について、資料４に基づく審議の結果、「基礎研究、共同利

用・共同研究拠点」をテーマとすることが了承された。なお、Opinion の候補者

については、後日事務局で検討することとした。 

  

４．平成３０年度広報事業計画について 

平成３０年度広報事業計画について、資料５に基づく審議の結果、原案どおり

了承された。なお、広報誌制作については、引き続き共同印刷株式会社に委託す

ることとした。 

また、今後の国立大学協会における広報戦略について種々意見交換を行い、広

報誌の体裁及び配付先等について、次回検討することとした。 

 

Ⅱ 報告事項 

 なし 
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Ⅲ その他 

１．次回の広報委員会の開催について 

委員長から、次回広報委員会については日程調整の上開催する旨説明があった。 

 

以 上 
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平成２９年度第１回事業実施委員会 議事概要 

 

１ 日 時  平成２９年４月２６日（水）１３：３０～１５：２０ 

２ 場 所  学士会館３階 ３０２会議室 

３ 出席者  松尾委員長、和田副委員長 

森脇、栗林、槇野、池ノ上 各委員 

 

議事に先立ち、委員長から佐藤委員及び森田委員の後任として、川崎委員及び槇野委員の

紹介があり、出席している槇野委員から挨拶があった。 

 

４ 議事の経過及び結果 

〔報告〕 

（１）平成２８年度事業実施委員会の活動状況報告について 

    委員長から、資料１－１及び１－２、参考資料４に基づき、平成２８年度事業実施

委員会の活動状況について報告があった。 

 

（２）平成２９年度国立大学法人総合損害保険の加入状況報告について 

    事務局から、資料２に基づき、平成２９年度国立大学法人総合損害保険の加入状況

について報告があった。 

 

（３）国立大学法人のトップマネジメント人材育成に関するワーキング・グループの設置に

ついて 

    事務局から、資料３－１及び３－２に基づき、国立大学法人のトップマネジメント

人材育成に関するワーキング・グループの設置について報告があった。 

 

〔議事〕 

（１）事業実施委員会の体制等について 

    委員長から、資料４－１に基づき、事業実施委員会の構成について確認があった。

続いて、事業実施委員会研修企画小委員会の構成について資料４－２に基づく審議の

結果、以下のことが了承された。 

・新田専門委員の平成２９年３月３１日付の理事・副学長退任に伴う専門委員辞任に

ついて、当面、小委員会開催の予定がないことから、6月の委員改選にあわせて後任

を検討する 

・吉武専門委員について、平成２９年３月３１日付で筑波大学を退職し、４月１日付

で首都大学東京の理事となったが、引き続き専門委員とする 

 

  ③国立大学法人総合損害保険運営委員会の構成について 

    委員長から、資料４－３に基づき、竹下委員の平成２８年１２月３１日付名古屋大

学理事・事務局長退任、後藤委員の平成２９年３月３１日付情報・システム研究機構

事務局長退任、及び日向野委員の平成２９年4月1日付の総合研究大学院大学事務局長
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への異動について説明があり、審議の結果、委員の辞任が了承された。 

    また、当面、委員会開催の予定がないことから、6月の委員改選に合わせて後任を

検討する旨、了承された。 

 

（２）平成２９年度研修等事業計画について 

    委員長から、資料５－１に基づき、平成２９年度研修等事業計画について説明があっ

た後、個々の研修計画について意見交換を行った。併せて、各研修等事業を進めてい

く過程において、変更等が生じた場合には、委員長一任とすることについて了承され

た。 

 

  ①新任学長セミナーについて 

    事務局から、資料５－２に基づき、進捗状況について説明があった後、意見交換を

行い、平成２８年６月以降に就任した学長を対象として、原案どおり実施することで

了承された。 

    なお、今後は、特別会員の機構長についても希望があった場合は参加を認めること

で了承された。 

 

  ②トップセミナーについて 

    事務局から、資料５－３に基づき、進捗状況について説明があった後、意見交換を

行い、原案どおり実施することで了承された。 

    なお、高等教育のグランドデザインに関する分科会のグループ分け等については、

５月１６日開催の国立大学の将来像ＷＧにおいて検討いただくことになった。 

 

  ③第１６回大学改革シンポジウム（国大協主催）について 

    事務局から、資料５－４に基づき、進捗状況について説明があった後、意見交換を

行い、具体的な内容については、原案どおり実施することで了承された。 

 

  ④大学マネジメントセミナーについて 

    事務局から、資料５－５に基づき、進捗状況について説明があった後、意見交換を

行い、原案どおり実施することで了承された。 

    なお、講師、パネリストの依頼、タイムスケジュール等、詳細については、今後は

委員長及び和田委員、専門委員と協議し、決定していくことで了承された。 

 

  ⑤担当理事連絡会議について 

    事務局から、資料５－６に基づき、進捗状況について説明があった後、意見交換を

行い、原案どおり実施することで了承された。 

    なお、５月２９日開催の産学連携・社会連携担当理事を対象とした会議のテーマに

ついては、副題をつけるなどして社会連携の視点も入れることとなった。 

 

  ⑥新規理事・事務局長就任予定者研修会について 
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    事務局から、資料５－７に基づき、進捗状況について説明があった後、意見交換を

行い、原案どおり実施することで了承された。 

 

  ⑦部課長級研修について 

    事務局から、資料５－８に基づき、進捗状況について説明があった後、意見交換を

行い、原案どおり実施することで了承された。 

 

  ⑧若手職員勉強会について 

    事務局から、資料５－９に基づき、進捗状況について説明があった後、意見交換を

行い、原案どおり実施することで了承された。 

 

  ⑨総合損害保険研修会について 

    事務局から、資料５－１０に基づき、進捗状況について説明があった後、意見交換

を行い、原案どおり実施することで了承された。 

 

  ⑩大学改革等シンポジウム（地方開催版）について 

    事務局から、資料５－１１に基づき、事業計画の募集要項、今後の選考スケジュー

ルについて説明があった後、意見交換を行い、原案どおり実施することで了承された。 

 

（３）その他 

    委員長から、次回の事業実施委員会については、事務局を通じて日程調整する旨発

言があった。 

以上 
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平成２９年度第２回事業実施委員会 議事概要 

 

１ 日 時  平成３０年２月１６日（金）９：５０～１１：３０ 

２ 場 所  学術総合センター 特別会議室１０１・１０２ 

３ 出席者  松尾委員長、眞弓副委員長 

川崎、濱田、森脇、栗林 各委員 

４ 議事の経過及び結果 

〔報告〕 

（１）平成２９年度研修等事業報告について 

    事務局から、資料２～３に基づき、平成２９年度研修等事業について報告があった。

併せて、資料４に基づき、平成２９年度新規理事・事務局長就任予定者研修会の実施

に向けた進捗状況の報告があった。 

 

（２）平成３０年度事業実施委員会事業計画について 

事務局から、資料５に基づき、平成３０年度事業実施委員会事業計画について報告

があった。 

 

（３）平成３０年度国立大学法人総合損害保険の基本方針及び商品改定、引受保険会社の決

定等について 

    事務局から、資料６～９に基づき、平成３０年度国立大学法人総合損害保険の基本

方針及び商品改定、引受保険会社の決定等について報告があった。 

 

（４）平成３０年度ユニバーシティ・デザイン・ワークショップ（ＵＤＷＳ）について 

    事務局から、資料１０に基づき、平成３０年度ユニバーシティ・デザイン・ワーク

ショップ（ＵＤＷＳ）について報告があった。 

 

〔議事〕 

（１）平成３０年度研修等事業計画（案）について 

    事務局から、資料１１～資料１９に基づき、平成３０年度研修等事業計画（案）に

ついて説明があった後、意見交換を行い、原案どおり了承された。 

    なお、研修事業の講演者等について、本委員会後も推薦者がいる場合は事務局まで

連絡いただきたい旨、委員長から発言があった。併せて、各研修等事業を進めていく

過程において、変更等が生じた場合には、委員長一任とすることについて了承された。 

 

（２）その他 

    委員長から、次回の事業実施委員会については、４月１３日（金）に開催する旨発

言があった。 

以上 
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平成 29 年度第１回国立大学法人総合損害保険運営委員会 議事概要 

  

１ 日 時  平成 29 年８月２日（水）14:30～16:30 

２ 場 所  学術総合センター１階 特別会議室 101・102 

３ 出席者  戸渡座長、近見副座長、米田、堀川、森田、渡邊、德田、岩澤 各委員 

（国大協サービス）早田社長、島田副社長、藤井事業部長 

４ 議事の経過及び結果 

（１）平成 29 年度総合損害保険運営委員会の体制について 

   戸渡座長から、総合損害保険運営委員会の体制について資料 1-1 及び 1-2 に基づき

確認した。 

 

（２）平成 29 年度国立大学法人総合損害保険（以下、国大協保険）について 

  ①国大協保険の概要について 

    国大協サービス（以下、KDS）から、国大協保険の概要について資料 2-1 及び 2-2

に基づき説明があった。 

  ②平成 29 年度国大協保険の商品改定状況等について 

    事務局から、平成 29 年度国大協保険の商品改定内容について資料 2-3 から 2-6

に基づき報告があった。 

  ③平成 29 年度国大協保険の加入状況及び保険料、保険金の支払状況について 

    事務局並びに KDS から、国大協保険の加入状況及び保険料額の支払状況について

資料 2-7～2-10 に基づき説明があった。 

 

（３）国立大学法人総合損害保険に関する会員校からの要望等に対する今後の対応について 

   事務局から、国立大学法人総合損害保険に関する会員校からの要望等に対する今後の

対応について、資料 3-1～3-4 に基づき説明があった後、意見交換を行った結果、以下

の２点が了承された。 

１）資料 3-2 に記載された 10 点の要望事項に対する委員会の対応としては、「今後

の対応について（案）」に記載の内容とすること。しかし、同資料における「技術

的な対応の可否」及び「今後の対応について（案）」に記載の「不適」「見送り」

といった表記について、資料 2-5 の表記との間で齟齬が生じている部分が見受け

られることから、見直しを行うこと。 

２）以下の４項目を含めて平成 30 年度に向けての意見書を作成し、別途書面審議に諮

った上で、事業実施委員会へ提出すること。 

 

［平成 30 年度意見書に含める事項］ 

A）メニュー１の労災総合保険特約にかかる支払限度額パターンの新設 
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B）共同研究や受託研究に関する損害への補償範囲の拡大についての検討 

C）知的財産に関する損害への補償の新設についての検討 

D）雇用慣行賠償責任特約の導入についての再検討 

※B、C、D の３項目については、今年度に引き続き記載する。 

 

以上 

112



平成 2９年度第１回調査企画会議 議事概要 

 

１ 日 時 平成２９年５月２３日（火） 1５：00 ～ 1６：２５ 

２ 場 所 国大協専務理事室  

３ 出席者 大西座長 

山本(文)、山崎、金子、山本(清)、夏目、秦、川島、林、清水、 

早田、山本(健)、木谷各委員 

 

４ 議事の経過及び結果 

（１）国大協の政策研究及び調査機能の在り方に関する報告書について 

   山本専務理事より、資料１に基づき、「国大協の政策研究及び調査機能の

在り方に関する検討ＷＧ」の報告書について説明があった。続いて木谷常務

理事より、資料２に基づき、報告書を受け作成した政策研究所設置要項(案)

について説明があり、審議の結果、以下の点を修正の上、承認された。 

 

   ① 「２ 役割」に政策研究所は研究のテーマ、進捗状況及び研究成果を

理事会に報告する旨、及び研究成果の公表等の取り扱い方法については

理事会の了承を得る旨を追記する。 

   ② 「４ 構成員」の項に研究員について、追記する。 

   ③ 「５ (５) 謝金」について、「前項」を「第二項」に修正する。 

 

（２）その他 

   調査企画会議としての開催は最後となり、今後は政策研究所運営委員会と

して新たな体制で臨むことにあたり、展望等について意見交換を行った。 

 

以上 
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平成 29 年度第 1 回政策研究所運営委員会 議事概要 

 

 

１ 日 時 平成 2９年９月１３日（水） 10：00 ～ 12：00 

２ 場 所 学術総合センター１階 特別会議室 101、102  

３ 出席者 岡委員長 

石井、金子、林、深堀、三村、山本清、山本健慈、木谷各委員 

 

４  議事の経過及び結果 

（１）委員会の運営及び今年度の活動について 

①国立大学協会の調査研究体制について 

 山本健慈委員より、６月の国大協総会より改定された国大協の調査研究体制

について、参考資料１及び参考資料２に基づき説明があった。また、高等教育

に関する基礎データ等の調査研究グループの実施状況等について、参考資料３

に基づき報告があった。 

 なお、「高等教育に関する基礎データ等の調査研究グループの設置について」

（資料２）の改定については、原案どおり承認された。 

 

②国立大学協会の現在の活動状況等について 

 木谷委員より、「高等教育における国立大学の将来像（中間まとめ）」（机上

配布資料）及び参考資料４に基づき、国立大学の現状や課題、提言の意義・役

割等について説明があった。また、参考資料５に基づき、大学間連携と統合の

可能性について、中央教育審議会大学分科会将来構想部会における審議状況の

説明があった。続いて、国大協の現在の活動状況として、文科大臣及び議員連

盟幹部等に対し、平成３０年度の国立大学関係予算や税制改正に向けた要望活

動を行ったこと等について説明があった（参考資料６）。 

 

③平成２９年度の活動計画等について 

 資料３に基づき、意見交換を行った。平成２９年度の活動計画等については、

意見交換の結果を事務局で整理し、改めて委員に照会することとした。 

 

（２）その他 

  次回の委員会は、おって事務局から日程調整を行う旨連絡があった。 

 

以 上  
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平成 29 年度第 2 回政策研究所運営委員会 議事概要 

 

１ 日 時 平成３０年１月３０日（火） １０：００ ～ １１：４０ 

２ 場 所 学術総合センター２階 会議室２０２、２０３  

３ 出席者 岡委員長 

石井、羽田、林、深堀、水田、三村、山本清、山本健慈各委員 

 

４  議事の経過及び結果 

○報告事項 

（１）政策提言のためのエビデンスとなるデータの収集等について 

（高等教育に関する基礎データ等の調査研究グループからの報告） 

 山本健慈委員より、資料１に基づき、高等教育に関する基礎データ等の調

査研究グループの第３回、第４回会議の状況について報告があった。 

 

（２）茨城大学 IR に関する取組の意見交換会について 

事務局より、山本健慈委員及び事務局担当者が平成３０年１月２３日に茨

城大学を訪問し、三村委員、全学教育機構の嶌田准教授、大学戦略・IR 室職

員との意見交換会を実施したことについて、資料２に基づき報告があった。 

 

（３）2017 OECD Higher Education Stakeholder Forum について 

委 員 長 よ り 、 フ ラ ン ス （ パ リ ） で 開 催 さ れ た 2017 OECD Higher 

Education Stakeholder Forum について、秦委員から資料３のとおり提出

があった旨、報告があった（秦委員は欠席のため、内容説明は次回実施）。 

 

○協議事項 

（１）政策提言のためのエビデンスとなるデータの収集等について 

（国立大学法人基礎資料集の作成） 

事務局から、資料４-１、４-２に基づき説明があり、審議の結果、資料４-

２について原案どおり承認し、２月の理事会、３月の総会で報告後、国立大

学協会のホームページに掲載することとした。 

 

（２）来年度以降の活動について 

 山本健慈委員より、参考資料３、４に基づき、中央教育審議会大学分科会

将来構想部会等の審議状況や国立大学協会に設置されている各種 WG の状況

について説明があった。続いて、事務局より資料５に基づき説明があり、審

議の結果、本会議後事務局で討論内容を整理し、後日委員に照会することと

した。 
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（３）その他 

  次回の委員会は、おって事務局から日程調整を行う旨連絡があった。 

 

以 上  
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Ⅲ 意見、提言、要望書等 

資料番号 

１  「高大接続改革の進捗状況について」に対する意見〔別添１〕 

２  高等教育における国立大学の将来像（中間まとめ）〔別添２〕 

３  国立大学のガバナンス改革の強化に向けて（提言）〔別添３〕 

４  「大学入学共通テスト実施方針」（案）に関するコメント〔別添４〕 

５  平成３０年度予算・税制改正要望書〔別添５〕 

６  「第３期教育振興基本計画の策定に向けたこれまでの審議経過について」に対する意見 〔別添６〕  

７  平成 32 年度以降の国立大学の入学者選抜制度－国立大学協会の基本方針－〔別添７〕  

８  「平成 32 年度以降の国立大学の入学者選抜制度－国立大学協会の基本方針－」の策定に当たって（会長談話）〔別添８〕  

９  平成 30 年度個別学力検査等（前期日程）実施に係る静穏な環境の確保への協力について（要請）〔別添９〕  

１０  平成 30 年度国立大学関係予算及び税制改正等について【会長コメント】〔別添１０〕  

１１  高等教育における国立大学の将来像（最終まとめ）〔別添１１〕 

１２  英語民間試験の活用に関する国立大学協会の検討状況についての一部報道について〔別添１２〕

１３  英語民間試験の活用に関する国立大学協会検討状況についての再度の報道について〔別添１３〕

１４  高等教育無償化（負担軽減）について（声明）〔別添１４〕 

１５  教員の養成及び研修に果たす国立大学の使命とその将来設計の方向性（ＷＧ報告書）〔別添１５〕  

１６  大学入学共通テストの枠組みにおける英語認定試験及び記述式問題の活用に関するガイドライン〔別添１６〕  
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･等教育における国･･学の将来像 

（中間まとめ） 

平成２９年６･１４･
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資料２



「高等教育における国立大学の将来像(中間まとめ)」 

（概要） 

○本提言は、我が国及び世界の高等教育の歴史と現状、高等教育を取り巻く社会構造の変化に

ついて確認し、我が国における今後の高等教育の一層の重要性を強く再認識した上で、将来

の我が国の高等教育全体の在り方を考察し、その中で国立大学に求められる使命を確認して、

自らの将来像を提言し、その実現に向けた方策を示すものである。

○特に重要と考えるポイントは、将来の国立大学の方向性について、

①全国的な高等教育機会の提供及び今後の地域・地方活性化の中核として期待される役割を

踏まえること、 

②高い水準の研究を推進し、大学院の充実を基盤とした高度の教育研究を国際的競争力を持

って展開すること、 

③産業界及び自治体との連携を強化し、地域との教育研究両面における本格的な協働による

社会のイノベーションを先導すること、 

④優れた日本型教育システムの輸出を含む国際貢献を強化すること、 

を示した上で、 

⑤これらを支える大学運営・経営の効率化と基盤強化を図るために、「全国各都道府県に国

立大学を置く」との原則を維持しつつ、各種大学間等の多様な経営的な連携・融合の在り

方について、今後検討すべきモデルを提示したことである。 

○国立大学は、今後、少なくとも１０数年後以降の将来（２０３０年頃）の我が国と世界が直

面する状況を把握した上で、それまでに、①現在の国立大学が持つ機能を最大限に発揮でき

る環境を整備しつつ(国立大学の機能の最大化)、②将来の状況に対応できる準備を確実に進

める必要がある(将来に向けての準備)。

○「国立大学の機能の最大化」とは、新たな価値創造の基盤となる先進的な研究の高度化と地

域や産業界の変革や成長分野を切り拓きイノベーション創出を牽引できる人材を育む教育

の充実である。 

○「将来に向けての準備」とは、留学生や社会人を含む多様な入学者の受入れ拡大と教育の充

実のための国立大学総体としての連携・協働、経営力の強化と国・地域・産業界等からの戦

略的な投資の呼び込みなどである。 

国立大学の今後の使命とその実現のステップ 

提言の趣旨 
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教育 

○学部・大学院教育においては、学士・修士・博士などの学位に着目したプログラムの体系的

整備と学生の大学間の流動性の向上、大学間や地域・産業界とも連携した教養教育や学生の

主体的学習を含む実践活動・課外活動の充実を推進する。 

○特に大学院については、各大学の状況に応じ規模の拡充を図り、産業界と一体になった人材

育成、社会革新をリードする自然科学系大学院はもとより人文・社会科学系大学院の強化、

公私立大学を含む大学教員の養成、社会人を含む入学者の多様性拡大と流動性向上を推進す

る。 

○初等中等教育の教員養成の高度化に対応するため教員養成課程の再編も含めた機能の強化・

充実、教職大学院の拠点としての役割・機能の明確化を図る。 

○入学者選抜については、高大接続システム改革を着実に実現するとともに、国立大学全体と

しての統一的な入学者受入れシステムを構築することを目指した抜本的な改革の在り方を

検討する。 

 

研究 

○各専門分野の深く先鋭的な基礎研究に加えて、学部・研究科等の枠を越えた柔軟な組織を整

備し、学際・融合分野の研究を推進する。また、各大学が強みを持つ分野を核とした他大学・

研究機関とのネットワークを形成して、幅広い優れた研究者が交流・結集できる拠点を形成

する。 

○若手研究者を積極的に採用し、スタートアップ支援やテニュアトラック制の導入により、明

確なキャリアパスの見通しを持って、研究に専念できる環境を整備する。また、大学・研究

機関のネットワークを通じて、研究者の流動性を向上させる。 

○女性研究者について、ライフイベントに応じた支援体制や環境整備を行いつつ、積極的な採

用・登用を推進する。 

○民間企業の研究者や海外の優れた研究者を、年俸制やクロスアポイントメント制を活用して

積極的に招聘・採用する。 

 

産学連携・地域連携 

○教育面においては、インターンシップなどにより学生に幅広い学びの場を提供し、キャリア

意識とアントレプレナーシップ(起業家精神)の形成を図るとともに、産業界や地域との共同

による教育プログラムを開発する。 

○教職員の産業界との人事交流を推進し、産学連携共同教育・研究への意識を高めるとともに、

新たな視野と刺激をもたらし、更に大学マネジメントに関する能力開発を進める。 

○研究面においては、特に産学連携共同研究について組織ベースを基本とし、大学としての戦

略に基づいた大規模で長期間にわたる継続的な共同研究を推進する。また、企業・産業横断

的な課題について、大学・研究機関のネットワークと企業群が共同して、文理融合によりオ

ープン・イノベーションにつながる研究を推進する体制を構築し、その支援のための基金を

国立大学の将来像 

124



創設することも検討する。 

○地域との関係においては、各地方自治体における地域創生プラン等の立案に積極的に参画し、

その核となる地域の特色を生かしたイノベーションの創出に向けて、地方自治体や地域の産

業界と連携した人材育成と共同研究を推進する。また、地方自治体との連携の下に、地域の

国公私立大学の連携協働の取組を推進する。 

 

国際展開 

○学生交流については、海外からの学部留学生受入れのための国立大学総体としての統一的な

システムの導入の検討、英語による学位取得プログラムの拡充と日本語・日本文化教育やイ

ンターンシップの提供による日本企業への就職支援、大学院を中心としたダブル・ディグリ

ーやジョイント・ディグリーのプログラムの拡充を進める。 

○研究交流については、若手研究者や大学院生に対する海外における長期間の研究機会の確保、

大学としての戦略に基づく組織的な国際共同研究を推進する。 

○海外との交流拠点・ネットワークについては、複数大学による交流拠点の共同利用を推進し、

国立大学全体としての活用を進めるとともに、複数大学のコンソーシアムによる海外の大学

との交流協定締結と交流活動の実施を推進する。 

○海外からの国際協力の要請に対して、国立大学が連携・協働して対応する体制を構築し、案

件ごとに関係大学がコンソーシアムを形成して、役割分担等を調整して協力できるようにす

るとともに、特に我が国の外交政策上の課題でもある日本型教育システムの輸出については、

国立大学全体として積極的に役割を分担して対応し、教員養成系大学が連携して留学生が過

半数を占めるような教員養成プログラムを展開することも検討する。 

 

規模及び経営形態 

○国立大学全体の規模は、留学生、社会人、女子学生などを含め優れた資質・能力を有する多

様な入学者の確保に努めつつ、少なくとも現状程度を維持し、特に大学院の規模は各大学の

特性に応じて拡充を図るとともに、学部の規模についても、進学率が低く国立大学の占める

割合が高い地域にあっては、更に進学率が低下することのないように配慮する。 

○全都道府県に少なくとも１つの国立大学を設置するという戦後の国立大学発足時の基本原

則は、教育の機会均等や我が国全体の均衡ある発展に大きく貢献してきたものであり、この

原則は堅持する。 

○国立大学の１大学当たりの規模については、スケールメリットを生かした資源の有効活用や

教育研究の高度化・シナジー効果を生み出すために、規模を拡大して経営基盤を強化するこ

とを検討する。このため、アメリカのカリフォルニア大学システムやフランスの複数大学に

よる連合体の成果や課題を参考にしながら、全都道府県に独立性・自律性を持った国立大学

(キャンパス)を維持しつつも、複数の地域にまたがって、より広域的な視野から戦略的に国

立大学(キャンパス)間の資源配分、役割分担等を調整・決定する経営体を導入することを検

討する。 

○また、附属病院及び附置研究所について、大学との緊密な連携を確保しつつも、その経営の

独立性・自律性を高める観点から、国立大学法人の独立した事業部門としての位置付けをよ
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り明確にするなどの方策についても検討する。 

○ 附属学校については、少子化や多様な教育課程への対応を踏まえ、地域の状況や各学校の

機能にも留意しつつ、教員養成大学・学部の機能強化につながるように、その組織・運営

形態を含めた適切な制度設計を検討する。 

 

マネジメント 

○国立大学の学長は、経営と教学のすべてを統括するものであるが、資源の有効活用や新たな

資源の獲得などの困難な経営上の課題に対応するため、経営に関する高度な専門的知識・経

験を有する人材の経営担当理事・副学長としての活用などを進める。 

○学長をはじめとする国立大学の将来の経営層を育成するシステムや研修プログラムを、国立

大学の共同により構築する。 

○変化する社会のニーズや学術の進展に対応して、教育プログラムや研究プロジェクトを柔軟

に編成するとともに、学際・融合分野にも機動的に対応できるようにするため、教育組織と

教員組織の分離などの望ましい組織の在り方を検討する。 

○教育研究の活性化を図り、教員のモチベーションを高めるため、各教員のエフォート管理、

業績評価、処遇への反映等の適切な制度の在り方を検討する。また、民間企業や海外の大学

等を含めて人事交流が実効的に促進されるようにするため、年俸制やクロスアポイントメン

トを含む制度設計についても、国立大学全体で連携・協働して検討・普及を進める。 

○事務職員等の職員の企画力や専門性の向上を図るとともに、URA等の専門職の位置付けを明

確化するため、国立大学が連携・協働して人材の育成・活用方策や望ましい制度の在り方を

検討する。 

○経営の効率化と IR 機能の強化による教育研究の向上や経営戦略の立案を進めるため、各種

の基盤システムを統一化し、クラウドサービスを利用して国立大学全体で連携・協働して維

持・運用することを検討する。 

○財源の確保と多様化のため、産業界との組織的で大規模な共同研究の拡充と間接経費の確保

に努めるとともに、複数大学のネットワークによる共同研究やキャンパス内への企業の研究

拠点の誘致を進める。また、寄附金については、税額控除制度を活用して修学支援基金の拡

大に努めるとともに、税額控除の対象範囲拡大などを求めていく。 

 

 

 

 

○我が国の高等教育全体の将来像の検討に当たっては、国公私立大学のそれぞれが描く独自の

将来像を尊重しながら、国公私立の間での率直かつ緊密な討議を行うとともに、広く社会の

各方面との意見交換を進めていかなければならない。 

○今回の提言は、それらの真摯な議論の端緒となることを期待して示したものであり、各方面

の忌憚のないご意見を期待するとともに、提言の深化・発展を図るべく検討を継続していき

たい。 

 

今後の検討の進め方 
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はじめに 

 人口減少社会の到来により生産年齢人口が減少するとともに高齢人口が増加する中、

高度知識基盤社会を支える知を継承し、かつ継続的に知を生み出し、またそれを牽

引する人材を育成することこそが、我が国全体（一億総活躍社会）にとっても、地域

の活性化（地方創生）にとっても最重要課題である。大学には、この課題解決に向け

て大きな役割が期待されている。 

 国立大学は欧米のシステムに学びながら、独自の発展を遂げてきた。そして創設

の頃から我が国の政策・施策を支える高等教育機関として、卓越した研究力を発揮

し、その研究力を基盤とする教育は地域と国を牽引する人材を輩出してきた。国立

大学は、今求められている責務を十分に認識し、自主的な改革を進める中で、より高

い水準での研究教育の実践と課題解決のためのイノベーション創出に向けた取組を

進めている。実際、ガバナンス改革に係る法改正などを踏まえ、国立大学では学長の

リーダーシップの下、 戦略的な資源配分、多様な財源の確保など経営的な視点に基

づく改革も進められている。 

 諸外国で高等教育への投資の重要性が認識される中、我が国の高等教育に対する

支援については財政の観点からの議論が柱となっており、中期、長期にわたる将来

像の在り方の観点からの議論が集約されているとは言い難い状況である。これまで

も、ノーベル賞受賞者を輩出し、多くの新産業創出にも関わってきた国立大学が、求

められている使命を果たすために、国及び産業界からの大きな支援が必要である。 

 国立大学協会は、このような認識のもと我が国の高等教育の在り方を含め国立大

学の将来における在り方についての議論を続けてきた。本提言書は、国立大学の創

設以来の歴史を振り返り、諸外国の高等教育機関の在り方を見つめ、高等教育の課

程、分野、設置者／設置地域などについて考慮しながら、我が国が迎える将来の姿と

課題を洞察した上で、特にⅤ.(P.17-21)においては「将来の状況変化を踏まえた我

が国の高等教育全体の在り方」を考察し、その上でⅥ.(P.21-32)において、国立大学

に求められる使命を確認して、具体的に「我が国の高等教育における国立大学の将

来像」を提言し、その実現に向けた方策を示すものである。 

 この提言書が示す国立大学の将来像を実現するためには、更に多様な観点から、

国公私立大学のそれぞれが描く独自の将来像を尊重しながらも、国公私立の間での

率直かつ緊密な討議が必要だと考えている。 
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【Ⅰ.高等教育の歴史と現状――社会の移り変わりを背景に】 

１ 我が国の高等教育制度の歴史 

(1)近代高等教育制度の成り立ち 

○ 我が国の体系的な近代教育制度は、1886年の帝国大学令、師範学校令、小学校令、

中学校令等の制定によって確立された。帝国大学は「国家の須要に応ずる学術技

芸を教授し及び其の蘊奥を攻究する」ことを目的として、まず東京に設置され、

その後昭和14年までの間に、京都、東北、九州、北海道、京城、台北、大阪、名

古屋の順に設置されたが、その規模は極めて限られたものであった。 

○ 一方、近代国家を支える多様な専門職業人養成の需要に応えるため、1903年の専

門学校令の制定により、「高度の学術技芸を教授する」専門学校が高等教育機関

として位置付けられた。これにより、官立の医学専門学校や私立の法律・経済分

野等の専門学校が認可された。また、同時に実業学校令が改正され、農業、工業、

商業等の分野で官立の多くの実業専門学校が設置されていった。 

○ 日清戦争、日露戦争を経て近代産業の発達に伴い、高度な専門的人材の需要と専

門学校の大学昇格への要望が高まる中で、1918年に大学令が制定され、帝国大学

以外の官立や公私立の大学も認められることになり、伝統ある専門学校が順次大

学に昇格していった。1945年の終戦時における日本の大学は、外地を除いて帝国

大学7校、官立単科大学12校、公立大学2校、私立大学27校であった。 

○ このように、官立大学及びその前身の各学校は、明治以来の日本の近代化の過程

で、官界、産業界、法曹界、学界などの各界を支え発展させる人材を育成し、近

代社会の確立に貢献してきた。 

○ これらの日本の近代的高等教育の特徴は、帝国大学が法学、医学、工学、農学等

の応用的な学問分野を中心に発足したことに見られるように、実学への志向が強

いことである。帝国大学は当初複数の分科大学によって構成され、それぞれ独立

した組織の統合体としての性格を持っていたことも特徴として挙げられる。 

○ また、戦前の学校制度は、中学校から高等学校(又は大学予科)を経て大学へと進

むコースと中学校から専門学校へと進む専門家養成コースという複線型を基本

としており、大学令の制定以降も、高等教育機関在学者の多数は専門学校に在学

していた。 

○ 学術研究面については、明治初期、政府は多数の外国人教員・技術者を招致する

とともに留学生を海外に派遣して先進諸国の科学技術の移植・導入を進めた結果、

明治中期になると国内にかなり定着した。例えば、1877年の東京大学理学部の教

授15名中外国人が12名を占めたが、1886年には13名中2名となった。大正年

間には帝国大学に有力な研究所(現在の東北大学金属材料研究所の前身など)が

設置され、財団法人理化学研究所も創設された。また、1920年に学術研究会議が、

1931年には財団法人学術振興会が設置され、研究者に対する研究奨励金も拡充さ

れていった。 

(2)戦後の教育改革と高等教育の量的拡大 

○ 戦後の教育改革における最大の変化は、1947年の学校教育法の制定により戦前の

複線型制度から6・3・3・4という単線型制度になったことであり、高等教育につ

いても４年制の一元的な大学制度が導入された。 

○ 国立大学については、1949年の国立学校設置法により、戦前の帝国大学を含む19

の大学、26の高等学校、62の専門学校、83の師範学校等が統合され、70の新制

大学へ移行した。その際の最も重要な方針は、「教育の機会均等を実現するため、

一府県一大学を設置する」ということであった。 

○ こうしていち早く整備された国立大学が育成した人材が、戦後の経済復興におい
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て、経済・財政・産業政策の立案・実行、日本企業の経営や国際展開のために果

たした役割は大きい。 

○ 1951年のサンフランシスコ講和条約調印頃から、我が国が戦後の経済復興の道を

歩みだした中で、産業界からは中堅技術者の育成と大学レベルでの理工系人材養

成及び経営・管理等に関わる文系人材養成に対する要請が高まってきた。また、

戦後のいわゆるベビーブームによる高等学校卒業者の急増への対応の必要性も

高まってきた。 

○ その中で、1962年に中堅技術者の育成を目的として中学校卒業後5年間の一貫教

育を行う高等専門学校制度が創設された。また、1964年には、戦後暫定的な措置

として設けられた短期大学制度について、比較的少ない経済的負担で短期間に実

際的な教育が受けられる身近な高等教育機関としての意義や必要性が認識され

恒久的な制度とされた。更に４年制大学においては、数次にわたる理工系学生増

募が計画・実行されたほか、文系についても私学を中心に定員増が進んだ。 

○ この結果、1960年には大学・短期大学の在学者数は71万人、進学率10.3%であ

ったが、1975年には209万人、38.4%と著しく増加し、大学はいわゆる大衆化の

時代を迎えることとなった。この間、特に女子の進学率は、短期大学を中心に高

まり、5.5%から32.9%に増加した。 

○ 学術研究面については、戦後の民主的改革の中で、1949年に日本学術会議が設置

され、学術施策の在り方について相次いで要望・提案が出された。これを受けて、

1953年には国立大学に従来の附置研究所以外に共同利用研究所を設置すること

ができるようになった(東京大学宇宙線研究所、京都大学基礎物理学研究所など)。

また、研究者の自由な発想に基づく基礎研究を奨励する科学研究費補助金制度は、

大正期にその起源を持つものであるが、1965年に現在につながる骨格が整えられ

た。 

○ 一方、科学技術行政については、1956年に科学技術庁、1959年には科学技術会

議が設置され、人文科学や大学の研究を除く科学技術振興施策が推進されたが、

大学を中心とする人文科学を含む学術研究の一体的な振興を目指す文部省の施

策との調和調整には困難な面もあった。 

○ 国際交流については、戦争により中断されていた研究・教育の国際交流が、フル

ブライト計画によるアメリカとの交流を中心として、諸外国とも拡大していった。

また、1954年には東南アジア諸国をはじめとする国費外国人留学生の制度も始ま

り、当初の23人から1971年には2,500人に達した。 

(3)1971年中教審答申と高等教育計画の策定 

○ 高等教育の量的拡大に伴い、教育の質の確保・向上が課題となってきた。さらに、

1960年代から1970年代にかけて大規模な大学紛争が各地で頻発し、大学の在り

方自体について各方面から多くの問題が指摘された。 

○ 一方、中央教育審議会は、1963年に「大学教育の改善について」答申し、その中

で科学技術の進歩や産業経済の発展等を背景に、高等教育の対象が選ばれた少数

者から、能力、適性等において幅のある広い階層へと変わってきていることを踏

まえ、高等教育機関の種別化、教育内容・方法の改善、大学の管理運営の在り方

等について提言を行った。さらに、1971年には「今後における学校教育の総合的

な拡充整備のための基本的施策について」答申し、これまでの高等教育に対する

考え方やその制度的な枠組みが、高等教育の普及と科学技術の急速な進歩及び経

済の高度成長に伴う社会の複雑高度化による複合した要請に適切に対応できな

くなっているとして、高等教育の多様化、弾力化、開放化、計画的整備など多岐

にわたる高等教育改革の基本構想を提言した。 

○ 1971年の中教審答申における初等中等教育段階の学校体系の見直しや高等教育
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段階での博士課程相当の「研究院」制度創設、国立大学の法人化や管理運営体制

の見直しなどの革新的提言については強い批判があり実現しなかったものも多

いが、その後、漸次、高等教育計画の策定による大学新増設や定員の抑制、高等

教育制度の多様化・弾力化(一般教育科目の教育課程編成の弾力化、単位互換の

制度化など)、新構想大学(筑波大学など)の創設、独立大学院制度の創設などが

実施に移された。また、この頃から私立大学等に対する国の助成が始まり、1975

年には法的裏付けとして私立学校振興助成法が制定された。同年には、学校教育

法改正により専修学校制度が発足し、そのうち高等学校卒業生を受け入れる専門

課程(専門学校)は、特に実践的教育中心の短期高等教育機関として規模を大きく

発展させた。これにより、戦後の単線型学校制度から一定の複線化が進んだもの

と言えるが、専修学校は「職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教

養の向上を図る」ための実践的な職業教育、専門的な技術教育を行う教育機関と

され、大学における学術・研究に基礎を置いた「実学」とは性格を異にしている。 

○ 大学の大衆化とともに受験競争の激化が深刻な問題となってきた。大学入試は各

大学が独自に実施するのが基本であったが、難問・奇問が多い等の批判が高まり、

国立大学協会と文部省が協力して1979年から国公立大学に共通一次試験の制度

を導入することとなった。 

○ 学術研究面においては、学問の専門分化と境界・複合領域の発展、高エネルギー、

宇宙など大規模設備を必要とするいわゆるビッグ・サイエンスの登場、国際交流

の活発化、学術情報の増大などの研究上の要請とともに、社会の諸課題への対応

の要請も増大してきた。こうした中で、国立大学等の研究施設・設備の整備、科

学研究費の拡充、国際共同研究の推進等が進められるとともに、1971年には特定

大学に属さず関係する様々な研究者が共同利用・共同研究できる大学共同利用機

関の制度が創設され、高エネルギー物理学研究所等の機関が設置されていった。

1986年には学術情報ネットワークの構築の中心的な役割を担う学術情報センタ

ーが設置された。また、各種の社会的要請に応えるための国立大学と産業界等と

の研究協力も推進され、1982年には民間等からの委託による受託研究制度の改

善、1983年には国立大学の民間等との共同研究制度、1987年には寄附講座・寄

附研究部門の制度が創設され、これらの利用が拡大していった。 

○ 国際交流面では、1983年に留学生受入れ数を当時の約1万人から21世紀初頭に

は10万人にするとの計画が打ち出され、国費留学生制度の拡充、私費留学生へ

の支援、宿舎整備など諸般の施策が推進された。 

(4)自律性と評価・競争を重視した大学改革と国立大学の法人化 

○ 1980年代には、いわゆる「臨調行革路線」による緊縮財政政策が始まり、臨時教

育審議会の提言により1987年に設置された大学審議会の各種の答申に基づき、

規制緩和と自己責任を基本とする大学改革が推進されていった。大学審議会は、

1991年に大学設置基準の大綱化、自己点検・評価の導入、学位授与機関の創設、

大学院の量的拡大等に関する提言を行い、それらが相次いで実施された。その中

で、国立大学においては、教養教育から専門教育にわたる教育課程の見直し、大

学院の定員増と教員所属の移管(大学院重点化)などが進んでいったが、一方で教

養部の廃止による教養教育の弱体化、大学院修了者と社会的需要のミスマッチに

よるポスドク浪人の増加などの問題も指摘されるようになった。 

○ 大学入試については、1991年から、国公立大学の共通一次試験に代わって大学入

試センター試験が実施されることになった。これは主として受験者の高等学校に

おける学習の到達度を測定することを目標とするもので、どの教科・科目の結果

を入学者選抜に利用するかは各大学・学部にまかされ、私立大学も参加できる制

度となった。共通一次試験から大学入試センター試験を経て、入試における難問・

131



6 

奇問は減少し、国公私立大学が共通に利用できる枠組みとして定着した。一方、

高校生がセンター試験で課されない教科・科目の学習を重視しなくなり、知識に

偏りがある学生が増えたなどの問題も指摘されるようになり、国立大学協会は

2001年に国立大学受験生に対して原則５教科７科目の受験を求める方針をまと

めた。 

○ 1998年に大学審議会は、「21世紀の大学像と今後の改革方策について」答申を行

った。答申は、それまでの審議の集大成とも言えるもので、①課題探求能力の育

成―教育研究の質の向上、②教育研究システムの柔構造化―大学の自律性の確保、

③責任ある意思決定と実行―組織運営体制の整備、④多元的な評価システムの確

立―大学の個性化と教育研究の不断の改善という4つの基本理念に基づく総合的

な改革を提言し、制度改正が行われた。 

○ 1990年以降、行政改革の推進において、各分野における規制緩和と競争原理の導

入が一層求められる中で、国立大学が独立行政法人制度構想の対象とされた。文

部科学省においては、独立行政法人制度の枠組みを利用しつつ、大学の自主性・

自律性を尊重した「国立大学法人」制度を創設することとし、2004年に国立大学

が法人化された。そのねらいは、独立した法人格の付与と規制緩和による自律的

な運営の確保、学外者も参画した民間的手法のマネジメントの導入、信頼性・透

明性の高い第三者評価とそれに基づく資源配分などである。 

○ また同時に、国公私立大学を通じて、事前規制から事後確認への移行という方向

性の下で、大学の設置認可に係る規制緩和と認証評価制度の導入が進められた。

これにより大学の数が増加する一方、都市部への大学の集中の問題や教育の質保

証と情報公開システムの充実の必要性が指摘されるようになった。 

○ 大学審議会は2001年に中央教育審議会に統合され、中央教育審議会は2005年に

「我が国の高等教育の将来像」の答申(以下「2005年将来像答申」という)を取り

まとめた。この答申では、国は将来にわたって高等教育に責任を負うべきとしな

がらも、国の役割は「高等教育計画の策定と各種規制」の時代から「将来像の提

示と政策誘導」の時代へと移行するとしている。また、新時代の高等教育は、全

体として多様化して学習者の様々な需要に的確に対応するため、各学校種の位置

付けや期待される役割・機能を踏まえた教育・研究を展開するとともに、個々の

学校の個性・特色を一層明確化すべきものとされた。さらに、大学教育の充実の

ため、学部等の組織に着目した整理から学士等の学位を与える課程中心の考え方

に再整理する必要があるとしている。 

○ 学術研究面においては、1999年に学術審議会が「科学技術創造立国を目指す我が

国の学術研究の総合的推進について－「知的存在感のある国」を目指して」と題

する総合的な答申を出し、優れた研究者の養成・確保(大学院博士課程、ポスドク

等)、研究組織・体制の機動的整備(附置研究所、大学共同利用機関等)、競争的研

究環境の整備(基盤的資金と競争的資金によるデュアルサポートの意義等)、社会

的連携・協力の推進(産学コーディネーターの配置、産学連携ルールの明確化等)

などについて提言している。なお、大学共同利用機関は、2004年の国立大学の法

人化と同時に、分野ごとにそれぞれ複数の研究所・施設等を有する4つの大学共

同利用機関法人とされた。 

○ 一方、1995年には科学技術基本法が制定され、これに基づいて1996年以降5年

ごとに政府が科学技術基本計画を策定・推進している。また、2001年の省庁再編

により、文部省と科学技術庁が統合して文部科学省となるとともに、内閣府に総

合科学技術会議(現在は総合科学技術イノベーション会議)が設置され、従来の学

術行政と科学技術行政が融合して進められるとともに、その他の省庁における関

連施策を含めた政府全体としての司令塔機能が強化された。 

○ 国際交流面においては、留学生数は2003年に10万人を超え、2008年には、日本
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を世界により開かれた国とし「グローバル戦略」を展開する一環として、2020年

を目途に30万人の留学生受入れを目指す「留学生30万人計画」が政府として決

定された。一方、2013年に初めて策定された政府の「日本再興戦略」においては、

日本の若者を世界で活躍できるグローバル人材に育て上げるため、2020年までに

大学生の海外留学を現在の6万人から12万人に倍増させるとの目標が掲げられ、

政府予算による取組に加え、2014年から民間企業等からの支援を得た「官民協働

海外留学支援制度～トビタテ！留学JAPAN日本代表プログラム～」がスタートし

ている。 

(5)現在の高等教育改革の動向 

○ 現在の改革は、これまでに整備してきた自律性と評価・競争を重視した制度の枠

組みを基本的に維持しつつ、それが社会から目に見える改革につながっていない

という指摘を受けて、各種のプラン等の策定や重点支援により、改革を加速する

ための政策的誘導を強化する方向にある(大学改革実行プラン、ミッションの再

定義、国立大学経営力戦略、第3期中期目標期間の３つの重点支援など)。 

○ 科学技術政策の面では、2016年にスタートした第5期科学技術基本計画において

は、世界に先駆けた「超スマート社会」の実現（Society 5.0）を目指し、そのた

めに必要なイノベーションの基盤的な力の強化や産学の本格的連携の推進に向

けた大学、特に国立大学の改革や取組を強く要請している。 

○ また、我が国の成長戦略の重要な柱であるイノベーションの創出や地方創生につ

いて、大学の果たす役割への期待が大きく、教育・学術政策の域を越えて、社会・

経済・文化全般にわたる議論を通じて、政策の方向性が形成されるようになった

(産業競争力会議、日本再興戦略、まち・ひと・しごと創生基本方針など)。特に、

イノベーションの創出については、政府や産業界から本格的な産学官連携の推進

の重要性が指摘され、地方創生については、全国知事会議等から地方の国立大学

等の果たす役割への期待や大学の東京一極集中の是正の必要性が指摘されてい

る。 

○ さらに、1976年の専修学校制度の創設以来の新たな学校種として、我が国の産業

の成長を生産・サービスの現場の中核において牽引するとともに、自ら新規事業

を創出することのできる人材の育成を目指して、産業界との密接な連携・協力の

下に実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関を制度化する方針が中央教育

審議会において2016年に決定された。 

○ 高校教育・入学者選抜・大学教育の三位一体改革を目指す高大接続システム改革

においては、大学入試センター試験に代わる新たな試験を開発し、論理的思考力、

判断力、表現力等を評価する記述式問題を導入するなどの制度的な改革を行う一

方で、各大学の個別試験の改革をいかに促進するかという議論に重点が置かれて

いる。また、学士課程におけるアドミッション・カリキュラム・ディプロマとい

う入口から出口までの一貫した具体的なポリシーの策定が求められるとともに、

学位プログラムの考え方のさらなる徹底を目指す検討も始められようとしてい

る。 

○ 中教審においては、2018年から始まる第3期教育振興基本計画の検討が開始され

ており、将来の産業・人口動態等を見据えた上で、各高等教育機関の役割・機能、

大学と社会・産業界の協働体制の構築などの在り方に加え、高等教育の量的規模

についても検討されることになっている。高等教育政策全般について、量的規模

も含め、総合的な議論が行われるのは久し振りであり、我が国の高等教育のグラ

ンドデザイン構築に向けて大きな意義を有するものである。なお、並行して、私

立大学の将来像全般に関し「私立大学等の振興に関する検討会議」で審議が行わ

れている。さらに、中教審においては2017年3月に、文部科学大臣より「我が
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国の高等教育に関する将来構想について」の諮問が行われた。 

２ 諸外国の高等教育の歴史と現状 

(1)ドイツ 

○ 日本の近代大学の成立に大きな影響を与えたドイツの場合、総合大学は、哲学を

軸とした各専門分野の学問研究を行い、博士号及び大学教授資格の授与を行える

機関として慣習的に認められてきた機関である。哲学・神学等の伝統的な学問分

野に加え、近代以降は自然科学系の領域も包摂し、幅広い学問分野を持つ総合大

学は展開されている。そうした総合大学においては、ゼミナールや実験を通じて、

教授と学生はともに研究に取り組む主体として位置づけられ、こうした研究中心

主義は、1810年に創設されたベルリン大学を嚆矢として、ドイツの大学の基調を

なしてきている。 

○ 注意すべきは、こうした大学と、専門技術者養成のための高等教育機関（職業訓

練を行う学校が発展したもの）とは別系統で展開されてきたこと、及び総合大学

とは別に教育大学・芸術大学・神学大学といった専科大学が設けられていること

である。それゆえ、教員養成の分野で言えば、総合大学への進学予備門としての

性格を持つギムナシウムの教員は総合大学で養成され、初等学校の教員は教育大

学で養成される、という同系繁殖の構造が今もなお根強く残っている。 

○ ドイツの大学はほとんどが州立であり、基本的に州からの財政支援で運営されて

いる。一時期、一部の州で授業料徴収が導入されたが、最近は再び廃止される傾

向にある。また、近年、連邦政府の大学に対する恒常的な財政支援を可能とする

法改正が行われており、連邦政府は、2005年以来、エクセレンス・イニシアチブ

の名の下に大学院、研究クラスター、大学の機関全体としての将来構想を支援す

る事業を3期にわたって推進している。2017年までに46億ユーロが提供された

が、この資金の75%が連邦政府、25%が州政府によって負担された。 

○ EU全体としては、フランス、イギリスなどとともに、ボローニャ・プロセスによ

る域内高等教育の質保障を伴うハーモナイゼーション、エラスムス及びエラスム

ス・ムンドゥスによる域内及び域外との留学生交流の促進、欧州研究圏(ERA)構

想、「欧州2020」、Horizon2020などに基づく域内全体の基礎科学から応用研究・

産学連携までの研究開発の戦略的推進が進められている。 

(2)フランス 

○ フランスにおいては、伝統的な大学は、国家試験によって認定される大学入学資

格（バカロレア）によって基礎づけられている。バカロレアは、成人年齢に達し

た若者が大学にアクセスするための要件であると同時に、以降の学士・修士・博

士といった学位を得るための修業の起点ともなるものである。こうした伝統的な

大学は、人文・社会科学から自然科学に及ぶそれぞれの学問分野ごとの研究組織

を包含した総合性を持ち、教養形成を目指した教育研究機関として、今もなお存

在している。 

○ こうした総合大学とは別に、科学技術や商業・政治といった実際的な分野におい

ては、実践的な能力の養成を主目的とした高等専門学校（グランゼコール）が発

展し、この「総合大学」と「グランゼコール」の二元性が、今もなおフランスの

高等教育の基調をなしている。 

○ 政府は、高等教育機関の資源の共有による効率性、認知度及び魅力の向上を目的

として、2006年に複数の機関の連携・協働による研究・高等教育拠点(PRES)の創

設と重点的な支援を推進することとし、2012年までに27地区に設置された。各
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拠点にはその運営方針を決定する管理運営評議会が置かれ、加盟機関の代表の他、

外部有識者や地域関係者、加盟機関の教職員・学生で構成された。PRES自体は、

2013年の法改正により新たに大学・高等教育機関共同体(COMUE)の制度に置き換

えられたが、その組織はPRESよりも更に統合性の強い制度であると言われてい

る。また、並行して政府のエクセレンス・イニシアチブ等の大規模な競争的資金

に触発される形で、2009年のストラスブールの3大学統合をはじめとして、今日

までボルドー、マルセイユ、パリなど各地域で大学統合が進んでいる。 

(3)イギリス 

○ イギリスの場合も、オックスフォード・ケンブリッジ等の中世以来の伝統を持つ

大学が広範囲に及ぶ専門分野の研究と教育を行う機関として発展し、今もなお学

術研究をリードする立場にあるが、他のヨーロッパ諸国と比した際の特質として、

カレッジ（学寮）が挙げられよう。このカレッジは、もともとは学生の宿泊施設

として発足したが、それが学生のみならず大学教員も含めた共同生活の場として

発展し、それがエリートの学問や教養の形成とともに人格陶冶の機能をも担うよ

うになった。こうしたホリスティックな高等教育の在り方は、ドイツの研究中心

主義と好対照をなしている。また、こうしたカレッジが、卒業生や貴族の寄附を

原資として自治的に運営されてきたことが、大学の自治のありようの基本を形成

している。この後、各種の「カレッジ」と呼ばれる高等教育機関が数多く創設さ

れ、イギリスの高等教育が展開されてきている。 

○ こうした、学問研究と人格陶冶の機能の併存は、例えばイギリス統治下の香港に

おいて1963年に創設された香港中文大学が、「カレッジ（書院）」を教育研究や

学生自治の基礎的な単位としていることなどに投影されている。これは、古代中

国からの伝統的な教育機関である「書院」と、イギリス流のカレッジの在り方と

が融合された存在として興味深い。 

○ イギリスでは、2006年から大学の授業料を年3,000ポンドを上限に各大学が設定

できるようになり、2012年には上限額が9,000ポンドに引き上げられるととも

に、高等教育財政カウンシルからの補助金は漸減している。この結果、大学の収

入構造におけるカウンシル補助金の割合は2005年の39%から2014年には16%ま

で低下し、授業料の割合は24%から47%に増加した。ただし、この授業料相当額

は在学中は政府保有会社が奨学金として貸与し、学生は卒業後の所得に応じて返

還する制度となっており、政府は奨学金の完済率を45%と想定していることを考

慮すると高等教育への公的支援の総額はむしろ増大していると言える。 

○ また、イギリスでは、高等教育財政カウンシルの補助金が学生定員数等の規模に

よって基本的に配分されることから、大学ごとの定員管理方策を講じるとともに、

大学進学への需要の増大に対応して定員を拡大してきたが、2015年から定員枠を

撤廃した。これについては高等教育への参加機会の拡大を歓迎する一方、入学者

の質の低下を懸念する声も出ている。 

○ 昨年決定したEUからの離脱については、前述したEUの高等教育・科学技術政策

との関係が離脱後にどのようになるのかが注目される。 

(4)アメリカ 

○ アメリカの大学は、1636年に創設されたハーバード大学に代表されるように私立

のリベラルアーツ・カレッジから始まり、その後も私立大学を中心に大学院教育

や高度の研究、プロフェッショナル・スクールによる高度専門職業人の育成へと

発展してきた。一方、州立大学は、1862年のモリル法により連邦所有地を州に払

い下げ、高等教育機会の拡大と農学・工学を中心とした実学へのニーズに資する

ために多くの州で設置されるようになった。現在では、大学数は私立76%、州立
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24%であるが、学生数は私立40%、州立60%となっている。また、カーネギー分類

による研究大学(R1:Doctoral Universities–Highest Research Activity)115校

のうち、私立34校、州立81校となっている。 

○ 1970年代以降、1990年ころまでは州立大学に対する運営費交付金（state 

appropriation）は、年々増加（年率0.4％）していたが、直近15年では、2003

年をピークに年率3.7％の割合で急激に減少している。それと反比例する形で、

学生当たり授業料収入は2005年以降年率2％で増加の一途をたどっている。大学

の授業料は過去30年間で平均2.5倍に上昇、学生は卒業時に平均2万3千ドル

（約260万円-１US$=114円換算）の借金を抱え、学生ローン残高は全米で1 

trillionドル（1兆ドル＝114兆円）を超えている。卒業しても実戦的なスキル

が身についていないことも多く就職が困難であるため、学費に見合ったバリュー

が提供できていない。このほか4年間（undergraduate）での就職率が低い（州立

のnon-flagship校=19％、flagship校=36％）、African-American, Hispanic 系

学生の中退率が特に高い、等の問題がある。大学へは、「make college more 

accessible, affordable, and attainable for all American families」の要請

が高まっており、様々な改革が政府レベル、大学レベルで活発に展開されている。 

○ 米国における州立大学のガバナンスの仕方は、州知事により任命されたメンバー

（各界を代表する１０人程度のtrustee、regentなど）で構成されるボード（理

事会）が学長（president、chancellor）を雇用し、大学運営を委任している。

PresidentやChancellorの仕事は主に学外の事項、州政府との調整、産業界との

ネットワーク、同窓生関係業務など対外的に当該州立大学の「顔」となる業務が

多い。他方、学内の業務については、学長からプロボスト、副学長、学部長等に

更に委任されている場合が多い。Chancellor、Provost、Deanといった大学執行

部の外に tenure をもつ教員等から構成されるFaculty Senate（大学評議会）が

ある。理事会の下、大学執行部とFaculty Senateの二つの組織がShared 

Governance（共同統治）を実現している。特に、カリフォルニア州ではFaculty 

Senateの権限役割が大きい。 

○ 最近の米国における大学改革事例としては以下の様なものがある。すなわち、①

Performance Based Funding （PBF）（学生を支援する大学のperformanceによっ

て財政的インセンティブを与える仕組み）、②College Scorecard（大学のパフォ

ーマンスに係る情報をScorecardにまとめて公開）、③Race to the Top（卒業率

の向上、学費上昇の回避のために構造的な改革を行う州政府に対してThe Race 

to the Top: College Affordability and Completion Challengeとして、総額

$1Bの支援を連邦政府が行う）、④Tenure の見直しや大幅な予算削減（ウィスコ

ンシン州など）、⑤Endowment Fundの拡充（学長にはfund raising能力が要求さ

れる）、⑥Debt Financingの活用（州債の発行、ノースカロライナ州など）、

⑦Competency-based Education（授業を履修したこと証明する学位よりも、スキ

ル・能力を評価した上での学位の発行）、⑧学位とcertificateの両方を同時に

提供（学位に加え、複数の実務的なcertificateを同時に得られるようにカリキ

ュラム）、⑨Dual Enrollment（高校に在籍しながら、大学の授業の履修、単位の

獲得を認める制度）などで、政府レベル、大学レベルで様々な試みが行われてい

る。 

(5)アジア 

○ 中国には3,000を超える高等教育機関が存在するが、政府は1990年代から世界

水準の一流大学構築を目指す「985プロジェクト」(2013年までに39校を指定)

と高等教育機関約100校を学科単位で重点的に整備する「211プロジェクト」(同

じく112校を指定)を推進している。また、留学交流においては、国家留学基金
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管理委員会を中心に公費による派遣・受入れを推進し、派遣については北米、ヨ

ーロッパ等の一流大学に留学させ帰国後の国家への貢献を義務付けるとともに、

受入れについては現在の約26万人の留学生を2020年までに50万人とすること

を目標としている。 

○ 韓国では、1990年代以降、経済成長の進展と大学設置等に関する規制緩和が進ん

だ結果、大学生数が200万人以上に急増し、大学進学率も70%を超えている。一

方、現在少子化が急速に進んでいることから、2000年代に入ると大学構造改革の

必要性が議論されるようになり、2014年に発表された政府の推進計画では、2023

年までに入学定員を16万人削減するとの数値目標を掲げ、政府の大学評価を通

じて大学をランク分けし、評価の低い大学には大幅な定員削減を義務付けるなど

の方針が示されている。また、国立大学を拠点大学、地域中心大学、特殊目的大

学などの類型別に分類して改革を促す支援事業(PoINT)も進められている。留学

交流については、2012年に2020年までに留学生20万人を誘致するとの計画を

発表したが、2014年現在約8万4千人とやや伸び悩んでいる。 

○ ASEAN諸国においては、それぞれの国情に応じて高等教育機関の整備充実を進め

るほか、東南アジア教育大臣機構・高等教育開発センター(SEAMEO-RIHED)のAIMS

プログラムや各国の有力大学のネットワークであるASEAN大学連合(AUN)を通じ

て、域内の教育研究協力や質保障を伴った学生交流を促進するとともに、日中韓

やヨーロッパなど域外との交流にも力を入れている。 

【Ⅱ.現在の各種高等教育機関の役割・機能】 

１ 各種高等教育機関の目的・機能 

(1)大学

○ 大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授

研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする(学校教育

法83条)。 

○ 2005年将来像答申では、大学は全体として①世界的研究・教育拠点、②高度専門

職業人養成、③幅広い職業人養成、④総合的教養教育、⑤特定の専門的分野（芸

術、体育等）の教育・研究、⑥地域の生涯学習機会の拠点、⑦社会貢献機能（地

域貢献、産学官連携、国際交流等）等の各種の機能を併有するが、各大学の選択

により、保有する機能や比重の置き方は異なり、それにより各機関の個性・特色

が強化されるとしている。この方策は各大学の緩やかな機能別分化につながって

いくことになる。 

○ 同答申では、大学の「学士課程」について、「21 世紀型市民」の育成・充実を目

的としつつ、教養教育と専門基礎教育を中心に主専攻・副専攻を組み合わせた「総

合的教養教育型」や「専門教育完成型」など、様々な個性・特色を持つものに分

化し、多様で質の高い教育を展開することが期待されるとしている。 

(2)大学院 

○ 大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥を極め、又は高度の専

門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の

進展に寄与することを目的とする(学校教育法99条)。 

○ 2005年将来像答申では、大学院教育については、課程制大学院制度の趣旨を踏

まえて、それぞれの課程の目的・役割を明確にした上で、大学院における教育

の課程の組織的展開の強化（大学院教育の実質化）を図る必要があるとし、各
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課程について次のように述べている。 

①修士課程:研究者等養成（の第1段階）、高度専門職業人養成及び「21世紀

型市民」の高度な学習需要への対応の三つの機能を担うものであり、これに

沿った体系的な教育課程を編成する必要がある。 

②博士課程:創造性豊かな優れた研究・開発能力を持ち、産学官を通じたあら

ゆる研究・教育機関の中核を担う研究者等及び確かな教育能力と研究能力を

兼ね備えた大学教員を養成する。このため、体系的な教育課程を編成する必

要がある。 

今後の知識基盤社会にあっては、博士号取得者が、研究・教育機関ばかり

ではなく企業経営、ジャーナリズム、行政機関、国際機関等の多様な場で中

核的人材として活躍することが期待される。 

なお、将来像答申後、平成23年度に開始された「博士課程教育リーディ

ングプログラム」は、この考え方が具体化されたものであり、優秀な学生を

俯瞰力と独創力を備え広く産学官の各方面におけるグローバルに活躍するリ

ーダーへと導くため、産学官の参画を得つつ、専門分野の枠を超えて博士課

程前期・後期一貫した学位プログラムで、その実績は各方面から高く評価さ

れている。 

③専門職学位課程:多様な分野（例えば、法曹、MBA・MOT、公共政策、教員養

成等）での創設・拡充等が必要である。 

(3)短期大学 

○ 短期大学は、深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育

成することを主な目的とする(学校教育法108条)。 

○ 2005年将来像答申では、短期大学の課程の機能について、①教養と実務が結合し

た専門的職業教育、②より豊かな社会生活の実現を視野に入れた教養や高度な資

格取得のための教育、③地域社会の必要に根ざしながら社会人や高齢者などを含

む幅広いライフサイクルに対応した多様な生涯学習機会の提供等を挙げ、昨今の

各種職業資格の高度化の動向等を勘案すれば、①と②の機能は事実上一体化して

重要性を増しており、③の機能は更に充実が望まれる状況にあるとしている。 

(4)高等専門学校 

○ 高等専門学校は、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを

目的とする(学校教育法115条)。 

○ 2005年将来像答申では、高等専門学校について、5年一貫の実践的・創造的技術

者等の養成という教育目的や、早期からの体験重視型の専門教育等の特色を一層

明確にしつつ、今後とも応用力に富んだ実践的・創造的技術者等を養成する教育

機関として重要な役割を果たすことが期待されるとしている。 

２ 各種高等教育機関の教育・研究分野 

○ 高等教育機関の教育・研究分野は、人文科学、社会科学、理学、工学、農学、保

健(医学、歯学、薬学、看護など)、家政、教育、芸術、体育など各般にわたって

いるが、学校種や設置主体によって特徴が見られる。 

○ まず各種高等教育機関の全体規模について、学校種ごとの在籍者数を見ると、大

学学部が約255万6千人、大学院が約24万9千人、短期大学が約13万3千人、

高等専門学校が約5万8千人である(平成27年度学校基本調査、以下同じ)。 

○ 高等学校卒業者の大学等(大学学部と短期大学)への進学率を見ると54.5%(男子

52.1%、女子56.9%)であり、大学学部だけでは48.8%(男子51.0%、女子46.6%)で

ある。このように、大学等進学率は女子が男子を上回っており、４年制大学につ
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いては依然として男子が多いもののその差はごくわずかになってきている。 

○ 大学の学部学生数の専攻分野別割合は、国公私立大学全体では社会科学32.4%、

工学15.2%、人文科学14.4%などとなっているが、国立大学に限れば、工学29.6%、

社会科学15.2%、教育14.9%などとなっている。学部学生数全体において国立大

学の占める割合は17.5%であるが、分野別に見ると農学39.9%、理学39.1%、教育

34.8%、工学33.9%などが高くなっている。 

○ 大学院学生の専攻分野別割合は、修士課程については工学41.8%、社会科学10.2%

など、博士課程については保健38.1%、工学17.9%など、専門職課程については

社会科学76.9%、教育10.3%などとなっている。大学院の学生数については、そ

もそも国立大学の占める割合が修士課程58.8%、博士課程68.6%、専門職課程

36.1%と高いが、分野別では農学85.2%、教育80.4%、理学74.5%、工学67.8%及

び保健61.4%が特に高くなっており、文系分野でも、人文科学38.8%、社会科学

33.4%で、学部に比して高い比率となっている。 

○ 短期大学の学生の専攻分野別割合は、教育37.8%、家政18.5%、保健9.8%などで

ある。また、高等専門学校の学生の専攻分野はほとんどが工学である。 

３ 各種高等教育機関の地域別設置状況 

○ 大学の学部学生数の都道府県別比率を見ると、いわゆる三大都市圏(埼玉、千葉、

東京、神奈川、愛知、京都、大阪、兵庫)の比率が66.0%と高く、それ以外は34.0%

となっている。しかし、国立大学では三大都市圏が31.6%、それ以外が68.4%で

ある。都道府県ごとの学部学生数の内の国立大学在籍者の比率は、島根80.6%、

鳥取80.3%をはじめ、富山、佐賀、山形、長野、鹿児島、香川、高知、和歌山、

茨城、徳島、愛媛の13県で50%以上となっている。 

○ 大学院の学生数は、全体で三大都市圏が60.9%、それ以外が39.1%であるが、国

立大学では三大都市圏が47.5%、それ以外が52.5%である。都道府県ごとの大学

院学生数の内の国立大学在籍者の比率は、鳥取99.4%、茨城97.5%をはじめ、徳

島、愛媛、佐賀、島根、宮崎、香川、宮城、長野、鹿児島、山形、長崎、三重、

山口の15県で90%以上となっている。 

○ 短期大学の学生数は、三大都市圏が47.7%、それ以外が52.3%である。また、高等

専門学校の学生数は、三大都市圏が17.1%、それ以外が82.9%である。 

○ 文部科学省の「地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC+)事業」は、大学

を拠点とした地域創生をねらいとしているが、平成27年度に選定された42件の

幹事校は国立大学36、公立大学4、私立大学2となっており、参加大学の総数は

国立大学46、公立大学40、私立大学108に上っている。 

４ 各種高等教育機関の研究・産学連携活動の状況 

○ 研究活動の状況について、人文・社会科学から自然科学まで全ての分野にわたり、

基礎から応用までのあらゆる学術研究を対象とする科学研究費補助金の採択結

果から見ると、平成27年度の研究機関種別配分額(新規+継続)は国立大学64.4%、

公立大学5.3%、私立大学17.9%、短期大学・高等専門学校0.8%などとなっている。 

○ 採択件数上位50機関の内訳は国立大学35、私立大学8、公立大学5、国立研究開

発法人2であり、国立大学の中にはいわゆる旧7帝大や三大都市圏の大学以外

に、筑波、広島、岡山、金沢、新潟、長崎など地方に立地する多くの大学が含ま

れている。また、分野の細目ごとに見ると、新潟の歯周治療系歯学、富山の天然

資源系薬学、広島の教育学等、愛媛の環境リスク制御・評価、長崎の寄生虫学等

などが採択件数１位となっている。 

○ 一方、自然科学領域で世界的に引用が高い論文の発表数が多い我が国の上位20

機関の内訳は、国立大学12、私立大学2、大学共同利用機関2、研究開発法人等
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4となっている。国立大学には、旧7帝大のほか東京工業、筑波、岡山、広島、

神戸の各大学が含まれている(トムソンロイター2016年4月)。 

○ 産学連携活動の状況について、民間企業との共同研究及び受託研究による研究

費受入合計額の大学設置者別割合を見ると、国立大学70.4%、公立大学5.5%、

私立大学24.1%となっている。また、民間企業との共同研究による研究費受入額

の上位30大学を見ると、国立大学26(三大都市圏10、それ以外16)、公立大学

1(三大都市圏)、私立大学3(三大都市圏)である。同一県内中小企業との共同研

究の件数の上位31大学(同数があるため)を見ると、国立大学29(三大都市圏

8、それ以外21)、公立大学1(三大都市圏)、私立大学1(三大都市圏)となってい

る(平成27年度文部科学省)。 

○ 我が国の産業界の世界展開にこれまで寄与し、また将来寄与することが期待され

る先端技術には、国立大学が生み出した基礎研究の成果を応用・発展させたり、

国立大学との共同研究により開発されたりしたものが多く含まれている(青色

LED(名古屋大学赤﨑勇教授他)、超高速・長距離光ファイバー通信(東京工業大学

末松安晴教授)、ロボットスーツ(筑波大学山海嘉之教授)、iPS細胞(京都大学山

中伸弥教授)など)。 

５ 各種高等教育機関の国際交流・協力活動の状況 

○ 外国人留学生受入数の機関別割合を見ると、学部では私立大学が81.1%であるが、

大学院では国立大学が61.7%となっている(日本学生支援機構平成27年度)。 

○ 日本人学生の海外大学との交流協定に基づく派遣数の機関別割合では、私立大学

が63.2%、国立大学が33.6%である(日本学生支援機構平成27年度)。 

○ 研究者の海外との交流状況を見ると、短期派遣者数の60.7%、長期派遣者数の

60.8%、短期受入れ者数の83.6%、長期受入れ者数の61.7%が国立大学である(文

部科学省平成25年度)。 

○ このように海外の大学等との間の学生交流については、私立大学では、特に学部

学生について盛んに行われているが、大学院生の交流や国際共同研究については

国立大学が中心になっている。 

○ 我が国の外国人留学生のうち2/3程度は日本での就職を希望しているが、在留資

格の「留学」から「就労」への変更許可件数の現状から見ると、希望者数の約半

数しか就職できていないと推計されている(日本学生支援機構、法務省入国管理

局)。また、留学生に対するアンケート調査によれば、日本語能力の不足のほか、

日本企業の就職情報やインターンシップの充実、在留資格変更手続きの簡素化な

どが課題として挙げられている(日本学生支援機構)。 

○ また、近年、開発途上国における高等教育機関の整備に関する協力要請が増えて

おり、国立大学を中心に公私立大学とも連携して対応している例が多い。例えば、

政府間協力によって設立されたエジプト日本科学技術大学(E-JUST)の日本側支

援大学は国立9校、私立3校であり、マレーシア・日本国際工科院（MJIIT）の日

本側支援大学コンソーシアムは国立・私立各13校で構成され、派遣教員の所属

は国立大学から13名、私立大学から5名等となっている。さらに、最近は日本

特有の制度である高等専門学校における技術者育成やカリキュラム・教員養成を

含む質の高い初等中等教育制度への関心が高まり、日本型教育システムの海外展

開を推進するための大学を含む官民協働プラットフォーム(EDU-Portニッポン)

が形成されている。 
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【Ⅲ.高等教育を取り巻く我が国の社会構造の変化】 

１ 人口構成 

○ 我が国の人口総数は、2015年10月実施の国勢調査で、1億2700万人余りで、前

回の2010年と比べて96万人余減少した。第2次世界大戦後の減少を除けば、

1920年に国勢調査が始まって以来、初めて人口総数が減少したことになる。（国

勢調査報告）人口年齢構成を見ると、更に高齢化が進み、65歳以上の高齢者は

26.9％となった。国による将来推計では、人口総数は、合計特殊出生率の回復が

見通せないために、今後も減少を続け、2040年代の後半には1億人を、2050年

代半ばには9,000万人を切るとされる。 

○ 大学入学年齢の18歳人口は最多時には249万人（1966年）だったものが、現在

では120万人、今後更に減少を続け、2030年には100万人、2060年には63万人

になると推計されている。出生率の向上は必須命題となるが、当面大学への進学

者は、進学率が大幅に増加しない限り、これに伴って減少することになる。 

２ 財政・家計所得の状況 

○ 我が国の財政は、一般会計の歳出決算額で100兆円に迫る額となっている。一方

で、国の債務残高は、2015年末で834兆円、対GDP比で151％であり、先進工業

国の中でも最も債務の多い国となっている。よく指摘されるように、高齢化に伴

う社会保障費（医療費、年金費等）の増加が、財政を圧迫しており、抜本的改革

がされない限り、この傾向は今後も強まるものと考えられる。 

○ 世帯間の所得格差は、1980年代から拡大しており、近年は特に低所得層の増加と

中間層の減少が顕著である。大学生の家庭の年収別割合を見ると、2006年度から

2014年度の間に500万円以下が19.2%から26.2％に増加し、500～900万円が

50.0%から42.4%に減少している(学生支援機構「学生生活調査」)。家計の教育支

出は、子ども1人を、国公立大学を卒業させた場合にも1,000万円、すべて私立

の場合には2,300万円と試算されておりその負担は大きい。つまり、教育費が多

くの家計を圧迫していることが大学進学率の頭打ち、並びに少子化の要因となっ

ていると指摘できよう。これらの結果、我が国の大学進学率は、48％と、OECD諸

国の平均値である57％を大きく下回っている。 

３ 産業構造 

○ 大学卒業者は、社会の様々な分野で活躍しているが、大学で育成した専門人材数

と社会が求める人材数のバランスが取れていないと指摘される。このことについ

ては新卒一括採用などをはじめ企業を含む我が国のキャリア形成の在り方全般

とも関連するものであるが、社会のニーズの変化のスピードに、大学における教

育体制整備のスピードが対応していない結果とも見られる。 

○ 一方で、国内市場の縮小傾向に伴って、企業の国際化は一段と加速しており、こ

れに伴って、海外工場・事務所等で活躍できる語学力や多文化に対する適応力を

持った人材が求められている。このようにグローバルに活躍できる日本人を育成

するのみならず、海外から高度な能力を有する優れた人材を留学生等として受け

入れ、我が国あるいは海外の現場などでの活躍の場を与える体制の整備も重要な

課題である。 

○ 産業界をはじめあらゆる分野における女性の活躍を拡大することは、男女共同参

画社会の理念から当然の要請であるのみならず、我が国の産業の発展にとっても

極めて重要である。 

○ 国内で将来の産業構造を展望すれば、高齢化社会の進行に対応した高齢者福祉関

連産業従事者へのニーズが高まることが想定されるが、待遇などの問題が解決さ
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れることが必要である。 

○ ITおよびIT関連技術の急速な発展は、これまでの産業の在り方を大きく変える

と予測されている。高齢の農業従事者が自宅に居ながらにして、農作物生産現場

の状況を把握し、対応策を検討できる時代となりつつある。こうしたことに鑑み

れば、第一次産業を始めとして各種産業に就業する者に求められる知識・技術の

変化、あるいは技術革新による地域産業現場での産業・就業構造の変化などが見

込まれている。 

○ 少子高齢化、債務の累積に代表される我が国の経済社会の傾向が継続すれば、働

き手が不足し、経済規模が縮小、債務を償還できず、窮乏化するという暗い将来

が展望されるから、これを打開するための、産業・社会における革新（イノベー

ション）を可能とする人材への期待が高まる。同時に出生率を高める政策と企業

の意識改革は必須である。イノベーションは、新しい工業製品や生産方法はもと

より、社会制度や生活における価値観の変革に至る根本的な問題にまで及ばない

限り、現状打開は難しい。高等教育機関の重要な役割は、既成社会の後継者を養

成することばかりではなく、全く新しい発想を持って、社会を変革する担い手を

養成することでもある。 

【Ⅳ.世界の高等教育・学術研究動向の変化】 

１ 高度知識基盤社会における国家戦略としての位置付け 

○ これからの高度知識基盤社会において、新しい知識・情報・技術を創造・継承・

発展させる場としての大学の重要性が世界的に注目されている。このため、各国

ともに国の成長戦略として高等教育や科学技術への投資に力を入れている。 

○ 高等教育機関への公財政支出の推移を見ると、2000年の水準を100とすると、

2009年時点で韓国183、米国138、フランス122、ドイツ120、イギリス117など

となっており、OECD平均が138であるが、日本は105と伸び悩んでいる。科学技

術関係予算の推移においても、同じく2000年を100として2015年時点で中国

1121、韓国474、米国163、ドイツ159、イギリス152に対して日本は106にとど

まっている(文部科学省)。 

○ 米国では、オバマ政権は「2020年までに大学卒業者比率を世界一に」と宣言し、

コミュニティ・カレッジ卒業者を500万人増加する計画を開始している。欧州で

は、2020年までの欧州の経済成長と雇用に関する包括的な計画「欧州2020」に

おいて、高等教育修了者の増加に向け、高等教育に社会の様々な層を惹き付け、

中退者数を減少させることを掲げている。中国やASEAN諸国でも、教育計画や経

済社会計画において高等教育の拡大や質の向上を謳っている。科学技術やイノベ

ーションについても同様である。 

２ 高等教育のグローバル化と競争の激化 

○ 社会や経済のグローバル化が進展する中、学生や研究者の国際的な流動性が高ま

り、全世界の留学生数は1990年の130万人から2012年には450万人に急増した

(OECD)。留学生の獲得を重要な輸出産業の１つと位置付ける考え方も生まれ、ま

た優れた留学生を惹きつけることによって自国の成長につなげるために、世界的

に熾烈な人材獲得競争が展開されている。 

○ その中でTimes Higher Education (THE)やQS World University Rankingsに代

表される世界大学ランキングが注目されている。その評価方法等については疑問

も提示されているが、留学先や共同研究の相手を選ぶための重要な指標となって
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いることは事実であり、国際展開を意図する大学にとっては意識せざるを得ない

ものとなっている。 

３ 世界共通の課題への対応と国際協働 

○ 競争が激化する一方で、国際社会の持続的発展に向けた基盤を確立するためには、

人類が協働して取り組まなければならない新たな課題も増加している。現在73

億人といわれる世界の人口は、2050年には97億人に増加し2100年には112億

人に達すると見積もられている(国連)。これに伴う水、食糧、資源エネルギーの

不足、地球温暖化、自然災害、生物多様性の保全などの地球規模問題の一層の顕

在化や、南北格差の拡大が予想される。グローバル化の進展は、経済面を中心に

各国の結びつきを深める一方で、国際テロ事件などのセキュリティ確保の問題、

各種の新興・再興感染症への対応など、安心して暮らせる安全な社会の確立に向

けた課題も生じている。これらの課題について、国際協働による学術研究の推進

が期待されている。 

○ また、開発途上国においては、世界的な高度知識基盤社会への移行に持続的に対

応できるようにするため、短期的な人材育成や技術協力プロジェクトにとどまら

ず、自国の高等教育・学術研究機関を中長期的視点で整備・充実を図ることにつ

いての国際協力要請が高まってきている。 

○ こうした中で、教育・科学技術面における国際協力・協働・交流活動を外交の重

要な柱に位置付ける「教育外交」「科学技術外交」という視点が重要になってい

る。すなわち、イノベーションと人材育成により地球規模の課題の解決と持続可

能な世界の実現に貢献することを基本としながら、個別の当面する課題の解決に

向けてそれぞれの強みや資源を生かした協働の取組を推進して双方にメリット

をもたらすとともに、時々の政治情勢等に振り回されず、未来志向で長期的な友

好・協力関係の構築に貢献することが求められている。 

【Ⅴ.将来の状況変化を踏まえた我が国の高等教育全体の在り方】 

１ 基本的な考え方 

○ 高度知識基盤社会における国の成長の基盤として、高度人材の育成、イノベーシ

ョンの創出、グローバル社会への対応など大学に対する期待は一層高まるが、同

時に大学は国際的な激しい競争にさらされている。 

○ 一方、少子高齢化の進行や厳しい財政状況については、国として、国力の基盤で

ある一定の人口を将来にわたって確保するために実効ある出生率向上策と併行

して海外の優れた高度人材を我が国に呼び込むことを含めて抜本的な施策を講

じ、また経済成長や資源配分の見直しを通じて未来への投資である高等教育予算

の確保に努めることを望むものである。 

○ その中で、我が国の大学が、持てる資源を最大限に有効活用して社会の期待に応

えるためには、国公私立大学がそれぞれの役割や強み・特色についての基本的な

認識を共有した上で、強みをより強化するとともに、設置者の違いを越えて相互

の連携・協働・補完などの関係を強化し、我が国の大学が本来の特色を活かしな

がら全体として最大の力を発揮するシステムを構築することが不可欠である。 

○ 高等教育政策の重点は、政府による「規制」「計画」から、大学間の「競争」と社

会による「評価」に大きく変化してきたが、今後は大学関係者自らが作り上げる

主体的な「連携」「協働」「役割分担」や自律的な「質保証」「説明」が極めて重要

になる。 
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２ 人材育成の在り方 

○ 将来の産業・社会構造の変化について明確な見通しを持つことは極めて困難な時

代であるが、高度知識基盤社会が一層進行し、新たに多様な知識・情報・価値を

生み出すことにより、それらの変化に対応していくことがますます重要になるこ

とは確かだと考える。 

○ AI技術の発展により現在の多くの職業がなくなるとの予測があるが、一方で、新

しい価値観の創成や人と人とのきめ細かいコミュニケーションに関わる仕事が

AIにとって代わられることはなく、むしろそのような分野での新たな仕事が創成

されていくことが必要である。 

○ 現在、高等教育における人材育成に関し、社会や産業のニーズとのマッチングの

重要性が強調されることが多いが、重要なのは単に短期的なニーズに応えるので

はなくむしろ未来の社会や産業を切り拓き新たなニーズを生み出していくこと

ができる人材を育成し研究のシーズを広げていくことである。 

○ すなわち、これからの時代に求められるのは、個々の能力・適性に合った専門的

な知識とともに、幅広い分野や考え方を俯瞰して、自らの判断をまとめ表現する

力を備えた人材である。また、求められる人材は一様ではなく、むしろそれぞれ

が異なる強みや個性を持った多様な人材によって成り立つ社会を構築すること

が、社会全体としての各種変化に対する柔軟な強靭さにつながるものである。 

○ 一時、人文・社会科学系の存在意義についての議論があったが、社会を俯瞰し、

人間と社会の在り方を洞察する人材を育成するためには、むしろその重要性が一

層高まるはずである。 

○ また、留学生、社会人など受け入れる学生の多様性に配慮した教育プログラムの

開発を進めることも必要である。 

○ したがって、高等教育段階の人材育成においては、まず学校種別(大学、大学院、

短期大学、高等専門学校等)や教育研究分野別の観点に立った将来像を考え、機

関ごとの特色を生かした多様性を確保することが重要である。それとともに、学

生が、所属する機関の中あるいはその枠を越え、教育研究活動を通じて、他の学

生や社会と交流する機会を積極的に作ることも求められる。 

３ 研究の在り方 

○ これからの高度知識基盤社会において、新しい知識・情報・技術を創造・継承・

発展させる場としての大学の重要性は世界的にも高まっており、この傾向は将来

ともにますます強くなるものと考えられる。 

○ 最近は知識集約型の経済活動がもたらす付加価値が成長の大きな要素であると

して、いわゆる「出口志向」の応用研究・開発研究が注目されがちであるが、そ

れらも真理の探究を目的とする深く幅広い基礎研究の成果の上に発展するもの

であることを忘れてはならない。そして、大学こそが、多様な研究者が集い柔軟

な思考と斬新な発想を持って互いに刺激を与え合いながら研究を行う環境を提

供する使命を持っているものである。 

○ また、「イノベーション」についても、ともすれば短期的経済効果をもたらす技術

革新という狭い意味で用いられることが少なくないが、本来は「技術革新にとど

まらず、これまでとは全く違った新たな考え方、仕組みを取り入れて、新たな価

値を生み出し、社会的に大きな変化を起こすこと」であり、自然科学のみならず

人文・社会科学を含む幅広い学術研究を通じて知を創出することが基盤として不

可欠である。 

○ 一方、情報技術の進展により広範な自然現象や社会現象に関する認識が進み、い

わゆるビッグデータの統合による新たな学問領域が台頭するとともに、生命科学、
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材料科学など広範な領域で学際的・分野融合的領域が展開するなど、学術研究の

フロンティアが急速に拡大している。大学は、伝統的な学問領域の枠にとどまら

ない柔軟な組織原理を取り入れるとともに、大学の枠を超えて国内外を問わずネ

ットワークを構築して異なる価値や文化と切磋琢磨しつつ対話と協働を重ねら

れる環境を整備することが急務である。 

○ 前述の通り、基礎研究は大学固有の使命であるが、近年では基礎研究・応用研究・

開発研究がリニアではなくスパイラル的に進展してイノベーションにつながる

ケースも増え、民間企業でもいわゆる自前主義ではなく組織内外の知識・技術を

活用するオープン・イノベーションの手法が取り入れられつつある。このような

中で、大学が産学連携を始めとする共同研究を本格的に推進し、その拠点として

の機能を果たすことは、産業界及び大学の双方にとって大きなメリットがあると

考えられる。 

○ なお、大学の教育は高いレベルの研究に裏付けられたものでなければならず、特

に大学院については学生自身も研究に参画することによってその能力を伸長さ

せ視野を広げることができるという大きな教育的意義を有しており、研究者や民

間企業等への就職などの進路に関わらず人材育成上の重要な役割を併せ持つも

のであることを認識する必要がある。 

○ 最後に、大学が社会からの支持と信頼を得続けるためには、大学で行われている

研究の社会的・学問的意義や成果を社会に分かりやすく発信・説明するとともに、

近年の研究不正等の事案を真摯に反省し、研究者の質と倫理観の確保について主

体的・自律的にたゆまぬ努力を行っていくことが重要である。 

４ 将来的な規模の在り方 

○ 18歳人口の減少は確実であるが、我が国の大学進学率はOECD諸国の中で高い方

ではない(OECD2015によると日本48%、OECD平均57%)。 

○ 学士課程における社会人学生の比率は極めて低い(OECD2015によると25歳以上

の入学者は日本1.8%、OECD平均17.6%)。 

○ 都道府県別に高等学校卒業者の大学学部への進学率を見ると、全国平均は48.8%

であるが、東京63.9%、京都60.6%のように60%を超える都道府県がある一方、鹿

児島30.1%、鳥取33.1%をはじめ30%台にとどまる都道府県が18に上る(学校基

本調査平成27年度)。 

○ 修士課程について、人口100万人当たり修士号取得者数を主要国と比較すると、

日本は極めて低い水準である(日本624人、イギリス3,765人、アメリカ2,395

人、ドイツ2,168人:科学技術指標2015)。専攻別の構成比で見ると、日本は「工

学」分野の割合が大きく、他の国は「法経等」、「教育・教員養成」といった分野

の割合が大きい。 

○ 博士課程について、人口100万人当たり博士号取得者数を主要国と比較しても、

やはり日本は少ない(日本125人、イギリス348人、アメリカ247人、ドイツ327

人)。専攻別では、各国とも自然科学の割合が大きいが、日本は「医・歯・薬・保

健」及び「工学」が特に大きく、ドイツやイギリスでは「理学」の割合も大きい。 

○ 大学院生における社会人学生の割合は、2000 年度の12.1％から2014 年度では

22.3％と約2 倍になったが、近年は伸び悩んでおり、特に理工系の修士・博士課

程の社会人学生数は減少傾向にある。 

○ 企業の研究者に占める博士号取得者の割合をアメリカと比較すると、日本の4.3%

に対しアメリカは10.0%である。また、アメリカの上場企業の人事・営業・経理

部長の４～６割が大学院卒であるが、日本の企業役員では6%程度にとどまる(総

務省等)。 

○ 我が国の大学における外国人留学生数は2000年の約6万4千人から2015年の約
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15万2千人までほぼ順調に増加しているが、大学在籍者数に占める留学生の比率

は3.4%で、オーストラリア18.3%、イギリス18.2%、フランス9.8%、ドイツ7.2%、

アメリカ4.2%、OECD平均6.4%などと比較するとまだ低い(OECD2016)。 

○ 以上を総合的に勘案すると、我が国全体の大学の将来的な規模については、次の

ように考えることが適当である。 

・ 大学学部の規模については、当面、少なくとも現状程度を維持し、社会の多

様化・複雑化と知識基盤の高度化に伴う需要に応えて進学率の更なる向上を

促すとともに、特にいまだ進学率の低い地域の進学率が更に低下しないよう

配慮する。 

・ 学士課程及び修士・博士課程における社会人の受入れと出口について、体制・

環境を整備して拡大を図る。 

・ 大学院については、専門職大学院のみならず一般の修士課程・博士課程にお

いても、産業界と連携し、研究者のみならず高度専門職業人育成のための実

践的な教育研究プログラムを開発しつつ、規模の拡大を図る。 

・ 規模の維持又は拡大については、各大学の現状の分野や教員構成にとらわれ

ず、高校生の志向や社会・産業界のニーズをデータに基づいて十分に勘案し

つつ、大胆な再編を含めて対応する。 

・ 外国人留学生の受入れについては、学部・大学院のいずれにおいても拡大を

図る。 

・ 短期大学及び高等専門学校についても、それぞれの役割・特色を一層明確に

しつつ、現状程度の規模を維持するとともに、学生や社会・産業界のニーズ

を踏まえて、大学との連携・接続を強化する。 

○ これらについて、すべての大学が一様に対応するのではなく、我が国の大学の多

様性を維持・推進するためにも各大学がそれぞれの強み・特色やこれまでの実績、

所在する地域の特性を踏まえ、かつ、自律的に質保障を確保しつつ、役割分担や

連携・協働を推進し、高度な専門的知識・能力を備えるとともに、人文・社会科

学系と自然科学系を含む多様な学問分野を学び、深い洞察力を身に付けた人材の

育成及び学際的な発展が可能な方策を構築していくことが重要である。 

５ 大学の経営基盤(財政構造、規模)の在り方 

○ 我が国の大学の財政構造(附属病院を除く収入の内訳)について見ると、国公立大

学では国又は地方自治体からの運営費交付金、私立大学では授業料等の学生納付

金に大きく依存している。公的な研究経費支援や産業界からの共同研究等に係る

研究開発投資は近年増えているものの、大学によって差が大きく、かつ、諸外国

に比べると規模が小さい。寄附金も少なく、特に個人寄附金の比率はわずかにと

どまる。したがって、基金も小規模で資産運用収入もわずかである。 

○ また、我が国の1大学当たりの学生数、教員数、財政等の規模は、一般的に諸外

国と比べて小さいと言われている。 

○ アメリカの私立大学では、授業料が高額であるとともに、寄附金等による基金の

額が桁違いに大きく、資産運用収入の占める割合が高い。州立大学でも、近年州

からの運営費交付金が削減され、授業料が高額化するとともに寄附金等の獲得に

も努めている。 

○ イギリスでは、近年、国からの運営費交付金が削減され、授業料が高額化された

が、国の全額出資による会社が授業料相当分をローンとして提供し大学に直接支

払うため、学生は卒業後の収入に応じて返済すればよい。 

○ フランスやドイツでは、依然として国からの運営費交付金による収入が大きく、

授業料への依存度は小さい。 

○ 多くの国において、日本と比較すると大学の研究に対する民間の負担・投資が大
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きい(経済産業省によると、大学における研究費の民間負担率はドイツ14.0%、ア

メリカ4.5%、イギリス4.0%、日本2.7%。企業が大学に投じる研究開発費と研究

開発費総額中の割合は、ドイツ2,042億円(3.65%)、イギリス490億円(1.7%)、

アメリカ2,620億円(1.02%)、日本923億円(0.73%))。 

○ 大学の規模については、個々の大学のアイデンティティを尊重しながら、スケー

ルメリットを生かした資源の有効活用や教育研究の高度化・シナジー効果を生み

出す工夫は、それぞれの状況に応じて試みられている。特にフランスでは、2000

年代後半から政府の主導により複数の大学・高等教育機関の連合や統合による拠

点形成が推進されている。イギリスでも、マンチェスター大学が2004年に工科

大学を統合して大きく地位を向上させたことが知られている。アメリカでは、国

際交流等において複数大学が主体的にコンソーシアムを形成して活動すること

が盛んに行われている。また、カリフォルニア大学システムは、10のキャンパス

が独立性・自律性を保持しつつ、州政府への予算要求や予算配分はシステムとし

て決定するというユニークなガバナンスを確立している。 

○ 以上の諸外国の例を参考にしつつ、我が国の大学においても、次のような経営基

盤の強化方策を検討することが適当である。 

・ 国公私立大学を通じて、特に教育に係る基盤的経費については、高等教育投

資の社会全体の発展への寄与に関する費用対効果を踏まえて、長期的・安定

的に確保される制度を確立する。 

・ 産業界からの研究開発投資や個人・法人からの寄附金を大学に呼び込むため

の税制優遇措置をはじめとする制度的なインセンティブを充実する。 

・ 研究開発投資や寄附金については、個別大学の獲得努力を促すのみならず、

我が国の投資や寄附に係る文化を醸成するため、大学全体に対する資金供与

を受け入れる基金を創設し、厳格な審査・マッチングを経て配分し、更には

効果的な運用により収益を挙げるような仕組みを作ることも検討する(参考:

スポーツ振興基金、芸術文化振興基金、トビタテJAPAN、ふるさと納税制度な

ど)。 

・ 設置者の異なる複数大学が一部事務組合を組織して、教育プログラムの提供

や国際交流活動などを共同で実施する枠組みを整備する。 

・ 国公私立大学の枠の内外において、個々の大学のアイデンティティを尊重し

ながら、スケールメリットを生かした資源の有効活用や教育研究の高度化・

シナジー効果を生み出すための経営統合や連携の仕組みを研究し、そのモデ

ルを提示する。 

【Ⅵ.我が国の高等教育における国立大学の将来像】 

１ 国立大学が今後特に果たすべき役割・機能 

(1)国立大学の今後の使命 

 我が国の高等教育は、欧米のシステムに学びながら、独自の発展を遂げてきた。そ

の中で、国立大学は、我が国の高等教育システムの基調を形成しながら、一方で創設

の頃から我が国の人口動態、産業・経済動態、あるいは財政状況などに対応する国の

政策・施策を支えるとともに、社会・経済の発展に貢献する高等教育機関であった。

国立大学は卓越した研究力を発揮し、その研究力を基盤として続けられてきた教育

は地域と国を牽引する人材を輩出してきた。 

 国立大学が今後の自らの使命を考えるに当たっては、少なくとも10数年後(2030

年頃)以降の将来の我が国と世界が直面する物理的な状況（[Ⅲ]でまとめた人口構成、
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財政状況、産業構造など）についてしっかりと把握した上で、現在からその時までに

かけては、①現在の国立大学が持つ機能を最大限に発揮できる環境を整備しつつ(国

立大学の機能の最大化)、②将来の状況に対応できる準備を確実に進める必要がある

(将来に向けての準備)。国立大学の中期目標期間との関係でいえば、第３期(2016-

2021)には国立大学の機能の最大化のための具体的な改革を進めるとともに将来に

向けて十分な準備を開始し、第４期(2022-2027)では我が国の大学の全体像を念頭に

置いた国立大学のマネジメント・ガバナンス体制の改革を進め、第５期(2028-2033)

以降の高等教育の展開に資する。 

 グローバル化や産業構造等の高等教育を取り巻く状況は大きく変容しつつある。

また、現在進められている国立大学に対する支援は、各大学の個性や強みに基づい

た機能強化の方向で進められている。このような状況を認識した上で、国立大学の

機能の最大化（①）の意味するところは、「新たな価値創造の基盤となる先進的な研

究の高度化」と「地域や産業界の変革を、あるいは成長分野を切り拓きイノベーショ

ン創出を牽引できる人材を育む教育」を充実することである。 

 ノーベル賞受賞者を輩出してきた国立大学にとっては、新たな知の創造と地球規

模課題の解決に向けて、一層の研究力強化を推進する使命がある。将来の国力を左

右するような研究を支える支援も含めた体制の充実が求められる。加えて、価値創

造を継承する人材である高度専門職業人及び先端的研究者を育成する大学院の充実

が重要である。特に、優秀な学生が博士課程に進学するための研究体制、教育能力養

成機能を含む教育体制、それらを支える社会との連携体制、そして経済的支援体制

などの充実が求められる。さらに、社会はますます高度な知識基盤社会へと変容し

ていくことが確実であり、全国及び各地域においてこれを支え、その活力の中核的

役割を果たす人材は今以上に必要となる。したがって、高等教育への進学率が他の

先進諸国と比べて必ずしも高くはない我が国においては、しばらくは大学進学率を

増加させる施策が必要であり、国立大学は持てる機能を向上させて、社会の中核を

担う人材、すなわち経済社会のグローバル化の進展を支え、第4次産業革命を含む

産業構造変化を牽引し、創造性の高い高付加価値を持つ産業を担う人材の育成に努

めなければならない。 

 こうした国立大学の機能の最大化（①）を進める一方で、将来に向けての準備（②）

を進めることも重要である。18歳人口や生産年齢人口の減少、あるいは地方におけ

る急激な人口減少などは現在回避できる状況にはない。2030年には18歳人口は100

万人を下回る。国立大学の使命である地域と国を牽引する人材育成目標を達成する

ためには、国立大学の人材養成目的を変更する選択ではなく、これまでにできてい

なかったキャンディデートを発掘することに加えて、優秀な留学生あるいは社会人

を入学させ、高度知識基盤社会を支える人材を育成する具体的な方策を考え、政策

的にも推進する必要がある。前者については、現在進められている高大接続改革を

契機と捉えて、各国立大学の多様な工夫が期待される。後者のうち、社会人について

は大学の学び直し機能の強化が必要である。留学生については日本人学生の国際化

や教育外交にも資する観点から積極的に推進すべきである。しかし、留学生のリク

ルート・選抜、あるいは現地での教育展開について、特に学士課程に関しては、個々

の大学の努力には限界があると考えられる。国立大学総体で連携したリクルート・

選抜方策や連携・協業による教育体制の構築を抜本的に考えていかなければならな

い。 

 国の財政状況の将来像を考えると、必ずしも明るい展望ばかりではない。国立大

学はその機能を鑑みれば、国の支援を受ける必要があるが、独自に経営力強化を図

る必要もある。新たな産業創出、社会のイノベーション推進、そしてそれを担う人材

育成の観点からは、国立大学は国、地域及び産業界からの戦略的な投資対象になら
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なければならない。教育展開については、それぞれが特色を持つ国立大学がそれを

発揮しつつ、リソースが十分ではない部分については相互に補完する方策が考えら

れる。国立大学は、それぞれがその地域の知の拠点であり、地域の入学希望者からも

支持されていることから、それぞれが個性を発揮するとともに、連携・協働の価値を

十分に生かすことが可能である。こうした教育における連携・協働、あるいは発展

的・国際的な教育展開を可能にするためには、教育組織の設置についてのルールの

改変も必要である。研究推進については、共同研究などにおいて個人対企業から組

織対企業への転換が推奨されている。さらに、企業群対大学群という枠組みで、企業

側が競争的な研究費プールを創成するようなことは、産業界にとって問題が明らか

で解決の価値の高い課題の解決に資すると期待できる。 

 産業構造や就業構造の変化は想像をはるかに超えた次元で進展する可能性がある。

したがって、これに対応できる人材を育成できる教育システムを準備し、稼働させ

る必要がある。現在も求められており、今後更に要請されるコンピテンシーは、多様

な文化、社会に柔軟かつ積極的に対応できる能力である。我が国及び世界の様々な

コミュニティについてのしっかりとした認識の上に立って、個々人がその能力を向

上させる方策が求められる。また、これまでになかった学術分野の創成による研究

教育の展開とそれに沿った人材育成が必要である。後者については、強化された個々

の大学の研究力を基盤に、学内外の組織を超えた学際的な展開が期待される。 

(2)今後重点的に向上・発展させるべき役割・機能 

○ 上記の国立大学の使命と前述の【Ⅱ.現在の各種高等教育機関の役割・機能】等を

踏まえ、これまで国立大学が特に果たしてきた役割・機能を更に重点的に向上・

発展させることが重要である。 

○ 第一に、国立大学は、高度な専門的知識・能力を備えるとともに、人文・社会科

学系と自然科学系を含む多様な学問分野を学び、深い洞察力を身に付けた人材の

育成及び学際的な学問分野の開拓を牽引する役割を担い、そのための体制を維持

するためには大学間の教育研究連携をより強化していかなければならない。特に、

国立大学は、大学院教育では中心的な役割を果たし、世界トップレベルの研究を

先導してきた。また、産学連携共同研究による技術開発や経営・法務等の高度専

門職業人の育成を通じて我が国の企業の成長に大きく寄与してきた。世界的に高

度知識基盤社会が進展し、イノベーションの創出が国の発展の基盤とされる中で、

国立大学の高度な教育研究機能は、大学院の質・量の両面における拡充を含め、

ますます向上・発展させていかなければならない。 

○ 第二に、国立大学は、すべての都道府県に設置され、全国各地域の社会・経済・

産業・文化・教育・医療・福祉の拠点として、我が国全体の均衡ある発展に貢献

してきた。各地域の高等教育進学率の確保、若者の地域定着、地方自治体や地域

産業界のリーダー養成などに果たしてきた役割は大きい。今日、地方創生が国の

重要課題となっているが、将来の社会の姿として想定されている超スマート社会

においては、産業形態が大規模集積型から遠隔分散型へとパラダイムがシフトし、

各地方に高度な教育研究機能を持つ大学が存在することの意義はますます大き

くなる。全国の国立大学が、地方自治体との緊密な連携の下に、地域の人材育成

と地域の個性・特色を生かしたイノベーションの創出に貢献し、地域の国公私立

大学の連携の中核拠点としての役割・機能を果たすことが求められる。さらに、

グローバル化の時代にあってあらゆる地域の社会・産業は世界と直結しており、

真の地方創生に貢献するためには、地域に根ざしたテーマやシーズを意識しつつ

も、世界に通用するイノベーションの創出や国際交流・協力など、グローバル化

に対応した教育研究を推進し、地域と世界をつなぐ窓口としての役割を果たすこ

とが不可欠である。 
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○ 第三に、国立大学は、国としての政策的な人材養成需要に応え、教員養成、理工

系人材育成、医師養成等において中心的な役割を果たしてきた。これらについて

は、公私立大学においても行われているとは言え、養成に係る費用や地域配置の

問題もあり、依然として国立大学の果たすべき役割は大きく、当該分野のすべて

の大学の連携・共同の拠点としての機能を果たすことが期待される。 

○ 第四に、国立大学は、時々の流行や短期的な需要のみに過度に振り回されること

なく、基礎的・伝統的な幅広い学問分野の研究を維持・継承してきた。特に、人

文・社会科学分野では、我が国や世界の社会、経済、法制等の研究や様々な地域

の歴史、文化、言語等の研究が行われ、国際的な諸事象の理解と諸課題への対応

に重要な示唆を与えてきた。また、理系分野においても、BSE問題のように突発

的な事件への対応に大いに貢献した例も記憶に新しい。将来の見通しが困難な時

代、また新しい価値観の創造が求められる時代にあって、国立大学が全体として

の多様性を確保し柔軟な対応を可能にする観点から、これらの分野について、将

来ともに各大学の役割分担を行いながら維持・継承、発展していくことが求めら

れる。 

○ 第五に、国立大学は、海外の大学・研究機関との学術研究交流を中心的に牽引し

てきた。また、開発途上国に対する技術指導や医療協力なども積極的に進め、最

近では高等教育機関の整備にも貢献してきている。国際共同研究や学生・研究者

交流をはじめとするグローバル化の推進により我が国の学術研究の水準を一層

高め、また世界で活躍できるグローバル人材の養成を推進するとともに、「教育

外交」「科学技術外交」における政策的な要請にも応えていくことが、国立大学に

とっての喫緊の課題である。 

(3)克服・改善すべき課題 

国立大学はこれまで様々な改革を進め変貌してきたとは言え、その使命を果たす

ためには、なお教育・研究面や組織運営面において改善すべき課題は多く、更に重点

的に向上・発展させるべき役割・機能も多い。 

①教育プログラムと組織 

・ 国立大学は、かつては戦前のエリート養成の意識からなかなか脱却できず、研

究を通じて学生を教育するという考え方の下で、組織的・体系的な教育課程の

構築に必ずしも熱心でなかったことは認めざるを得ない。 

・ この状況は近年大きく変化し、各国立大学は教育改革に積極的に取り組んでい

るが、学部や研究科という個別の組織の枠内での改革が中心であり、それらの

組織を越えた大学全体としての学生や社会のニーズに応える教育プログラム

の再編はまだ十分とは言えない。 

・ 今後は、組織を基盤とするのではなく、与える学位に着目した学位プログラム

の理念を実質化させ、アドミッション・カリキュラム・ディプロマという入口

から出口までの一貫したポリシーを一層具体的に明確化し、全学的な理念・方

針・支援体制の下に、一人一人の学生の個性に合った能力の向上を図る教育を

行うという考え方を徹底する。 

・ 最近、多くの大学において教育組織と教員組織の分離が行われており、このこ

とは学際的な教育プログラムを柔軟に構築・実施する上に有効と考えられるが、

まだ緒に就いたばかりで手探りの状況であり、今後、望ましい組織の在り方に

ついて検討することが急務である。従来の履修主義の教育から、個人の能力を

伸ばしその質保証を明確にする教育への変化に対応し、教員配置についても養

成する能力や必要な知識・技術に応じた方法への転換が求められている。例え

ば、学部・学科単位の専任教員数をベースとする現在の設置基準を、提供する
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カリキュラムをベースとして全学の教員の構成・質が担保されているかを確認

するように改めるなどの抜本的改革も必要である。 

②研究の活性化 

・ 国立大学は、我が国のすべてのノーベル賞受賞者を生み出してきたことに見ら

れるように、世界最高水準の先端的な研究を推進してきた。しかし、運営費交

付金の削減等により特に若手研究者の減少や研究環境の悪化が進み、将来が危

惧される状況にあることはよく指摘されているところである。 

・ このことについては、財政面の改善が必要であることはもちろんであるが、国

立大学における制度的な改善の取組も必要であることは否定できない。 

・ まず、研究においても、教育と同様に、学部や研究科という組織を基盤として

推進され、いわゆる学際的・融合的な研究が必ずしも十分に推進されてこなか

ったことである。附置研究所や横断的な研究組織を設置するなどの取組は行わ

れてきたが、それ自体が硬直化する恐れもある。その意味で、教育組織と教員

組織の分離は、研究についても時々の課題に応じた柔軟な組織・グループを構

築することに寄与するものと考えられる。 

③教員及び職員に係る人事制度の改革 

・ 人事制度については、教員(研究者)の採用・昇任は、原則として公募制とされ、

厳正な業績評価の下に行われているが、いったん採用・昇任された後について

は、多くの大学において、自己申告をベースにした評価制度を導入しているも

のの、処遇等への反映を含め必ずしも十分に機能する制度とはなっていない。

今後、教育、研究、社会貢献、大学運営等への各教員のエフォートを明示化し

た上で、それに応じた厳正な評価を行い、インセンティブとして業績給に反映

させる等の適切な制度の在り方を検討する。また、年俸制やクロスアポイント

メントについても現在導入が進められているが、未だ成熟した制度になってい

るとはいえない。民間企業や海外の大学等を含めて人事交流が実効的に促進さ

れるような制度の改善を進める。 

・ また、職員についても、各大学は優れた人材の確保に努め、「教職協働」という

言葉もあるように、財務・施設等の管理業務や教育・研究支援業務のみならず、

大学全体の経営や教育研究推進に係る戦略の企画立案における積極的な役割

も期待されているが、そうした人材を育成する方法やキャリアパスは必ずしも

確立されていない。さらに、後述するように各方面(産業界、地域、国際等)と

の連携や学生支援などにおける専門職の位置付けや育成等についても課題が

多い。これらについては、国立大学が連携協働して人材の育成・活用方策を検

討する。また、「事務職員」という名称について、その多様性・専門性等の実態

を踏まえて見直すことも検討すべきである。 

④学生に対するキャリア形成支援と経済的支援 

・ 国立大学においては、かつては学生の進路選択は学生自身に任せ、大学として

の就職支援にはあまり熱心ではないと言われたが、近年では就職支援やキャリ

ア教育に積極的に取り組んでいる。しかし、専門的な知識・経験に裏付けられ

た組織的な支援という観点からはまだ十分ではなく、今後そのための人材育成

を含めて体制を強化する。 

・ また、国立大学は教育分野を問わず一律の比較的低廉な授業料を設定し、全都

道府県に存在することで、教育の機会均等の実現に寄与してきたが、近年の家

計所得の伸び悩みや所得格差の顕在化により、地域・家庭によっては経済的理

由により国立大学への進学も困難な学生が増加している。政府による給付型奨
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学金の創設や所得連動返還型奨学金の導入は歓迎すべき政策であり、その活用

を図ることは当然であるが、国立大学としては、民間からの寄附金等による基

金を創設して、大学独自の奨学金や授業料免除を拡充するなど、学生に対する

経済的支援の充実を進める。一方で、教育研究分野や教育課程によっては、教

育に必要なコストも異なり、また就学者の将来像も異なることなどから、一定

の幅での授業料の増減について考察する必要もある。 

⑤各方面(産業界、地域、国際等)との戦略的・組織的な連携 

・ 産業界や地域との連携については、国立大学はかつて必ずしも積極的ではない

との声も聞かれたが、近年では、ほとんどの教員がその重要性を認識し積極的

に推進している。 

・ しかし、まだ教員個人や研究室のレベルあるいは学部・研究科等の部局ごとの

連携が主体であり、大学全体としての戦略に基づく大規模で継続的な連携は十

分とは言えない。また、地域の中小企業にはいまだに国立大学の敷居が高いと

いうイメージもあり、大学側からより積極的に働きかけるという姿勢を示すこ

とが重要である。 

・ また、従来は研究中心の連携が多かったが、学生にアクティブラーニングやPBL、

インターンシップなどの主体的・実践的な活動の場を提供するとともに将来の

キャリアを考えさせる機会を与えるために、教育面での連携を一層強化する。 

・ 国際連携についても同様であり、個人や部局単位ではなく、大学全体としての

連携や学生交流を推進する。 

・ これらの取組においては、教員や一般事務職員のみならずURAなどの専門職の

果たす役割が大きく各大学において様々に工夫しているが、今後、国立大学全

体として、その位置付けや確保、育成、交流などの在り方について検討する。 

⑥大学間の連携・協働と国立大学総体としての総合力の発揮 

・ 各国立大学は、これまでそれぞれの置かれている状況の中で個別に改革に取り

組んできたが、限られた資源の中で多様な教育・研究を充実・発展させるため

には、大学間の連携・協働を強化し、人的・物的資源の共有を進めることが不

可欠である。各方面との連携においても、個別大学ではなく複数大学によるコ

ンソーシアムを形成して展開することを考えるべきである。この場合、国立大

学の枠にとらわれず、公私立大学や高等専門学校をはじめとする各種教育研究

機関とも連携し、特に地方の国立大学は地域の高等教育機関の中核としての機

能を果たすことが求められる。また、産業界との連携研究などにおいても、大

学共同利用機関の参画も含め大学群を形成して、解決が求められる問題に挑戦

するような仕組みを検討する。 

・ 一方、国立大学は、それぞれ多様な個性・特色を有するものの、基本的には同

一の法制度の下で多くの特徴を共有しており、国からの財政支援を効率的に活

用する観点からも、連携・協働や役割分担を積極的に推進し、国立大学総体と

しての総合力の発揮に努める。このため、様々な課題に応じたコンソーシアム、

ネットワーク、拠点等を形成することはもとより、国立大学間で主体的に各分

野の教育・研究についての役割分担を調整する仕組みを設けることも検討する。

例えば、教育において共通の水準を明確にし、科目ナンバリングなどでそれを

明示することにより、学生が一つの大学内又は複数の大学をまたぐ教育プログ

ラムを履修することが可能となる。 

⑦法人化のメリットの最大限の活用とさらなる制度改善の積極的提案 

・ 国立大学の法人化は、国立大学の自律性を高め戦略的な経営を可能とすること
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を目的として行われ、各大学における1つの独立した経営体としての意識や取

組は確実に進んだが、依然として法人化以前の財務・人事上の思い込みや慣行

が残り法人化のメリットを必ずしも活用しきれていないことは否定できない。 

・ また、学部や研究科等の部局の自律性と大学全体としての経営との関係につい

ても、特に大規模総合大学においては全構成員による意識の共有と徹底が十分

ではないと指摘されている。 

・ 国立大学が法人化のメリットを最大限に生かすために、あらためて業務の点

検・見直しや管理運営体制の在り方の検討を行うことが求められる。 

・ 一方、法人化のメリットを十分に活用できない背景には、各種競争的資金を含

む予算の柔軟な執行や長期借入金をはじめ各種の制度上の制約が存在するこ

とも事実であり、これらについては国立大学全体として十分に検討・整理し、

政府に対して積極的に具体的な改善方策の提案・働きかけを行っていく。 

２ 国立大学の教育の方向性 

(1)学部・大学院教育の方向性 

○ 各大学の個性・特色を一層明確に打ち出しつつ、国立大学全体としての質保証を

伴った教育システムの構築を目指して、学士・修士・博士のそれぞれの課程の達

成目標やカリキュラムを明確に示した上で、各大学共通の科目ナンバリングによ

る高度な単位互換などの枠組みを整備し、学生の大学間の流動性を高める。また、

インプットである単位数のみに着目するのではなく、アウトカムである実際に学

生が修得した内容を重視・評価する。 

○ 学部・大学院を通じて、幅広い教養教育、PBLなどの学生の主体的学習を含む実

践活動、更には課外活動を充実させ、高い専門性とともに学際的な分野融合に関

わる視野の育成に努め、豊かな人間性とチャレンジ精神を備えた総合的な人材育

成を図る。そのため、異なる専門分野の教員や学生が参加する学習・対話の機会

の設定、ICTを活用した大学間の授業の相互提供、地域の自治体・企業等との連

携協力によるインターンシップ、ボランティア活動等の学外教育や課外活動など

を拡充する。 

○ 大学院については、各大学の状況に応じ規模の拡充を図る。その場合、特定の専

門分野の研究力だけではなく総合的・俯瞰的な判断力・調整力・表現力等の向上

に留意し、産業界との共同研究にも積極的に参画させ、インダストリアル・ドク

ターの導入を含め、産業界と大学が一体となって社会で幅広く活躍できる人材育

成を重視する。社会革新をリードするアントレプレナーシップ(起業家精神)を備

えた高度人材育成の観点からは、特に人文社会科学系の大学院の強化を図る。一

方、博士課程には公私立大学を含め大学の教育研究を担う人材を養成するという

重要な機能もあり、我が国の高等教育の質の充実向上に資する観点からの充実も

必要である。大学院の入学者受入れにおいては、自大学の学部卒業生の割合は抑

制し、公私立大学を含めた他大学に広く門戸を開いて多様性を向上させる。また、

社会人の受入れを拡大するための環境整備や魅力あるプログラムの開発を進め

る。さらに、後述する海外の大学との間のみならず、国内の大学間でもダブル・

ディグリーやジョイント・ディグリーのプログラムを開発・実施する。なお、優

れた学生の大学院(特に博士課程)への進学を後押しするために、授業料免除、TA・

RAとしての採用、大学独自の奨学金などを充実する。 

○ 我が国の将来を支える人材を育成するためには、初等中等段階からの教育が重要

であり、教員養成大学・学部の役割は極めて大きい。たしかに少子化による教員

需要減の影響はあるが、教員養成の高度化や多様な児童生徒に対する教育の充実

を図るためには、地域の特性に留意しつつ、広域的に機能別又は得意分野に特化

した課程に再編することも含め、学校現場のニーズに応える教員養成・支援の機
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能を強化する方策を検討する必要がある。さらに、博士課程修了者を初等中等教

育で積極的に活用するなど多様な教員免許状取得の方法を検討するとともに、地

域の初等中等教育機関への研究者派遣、研修、リカレント教育、実務家教員や専

門的支援人材の養成、教育行政をリードする人材の育成などを充実させる必要も

ある。また、教職大学院については、その役割・機能を一層明確化して、優れた

入学者の確保と修了者が活躍できる環境を整備し、教員養成の高度化の拠点とし

て位置付けるべきである。 

(2)国立大学の入学者選抜の方向性 

○ 国立大学は、これまでも、全国立大学が共有する入学者選抜制度を通して高等学

校教育と大学教育の適切な接続の構築と維持において主導的な役割を担ってき

た。今後の人口減少社会を見据えれば、一人一人の能力の高度化が必須であり、

大学教育自体の高度化とともに、質の保証を伴った18歳人口の大学進学率の向

上が必要である。そのために、国立大学は現在進行中の高大接続システム改革に

おいてリーダーシップを発揮し、初等中等教育の改革を推進する中心的な役割を

担う。 

○ 国立大学の入学者選抜においては、①限られた教科・科目にとどまらない幅広い

基礎的・基本的な学力・教養、②知識を関連付けて最善解を導く論理的思考力と

コミュニケーション能力、③学問に対する強い関心と社会貢献への意欲を備えた

入学者を受け入れるために、当面、現在進められている高大接続システム改革を

着実に実施し、個別試験における高度な記述式試験の導入、推薦入試、AO入試、

国際バカロレア入試等の拡大などを推進する。 

○ 将来的には、更に先を見通して、国立大学の統一的な入学者受入れシステムを構

築することを目指した抜本的な改革の在り方を検討する。すなわち、各大学のア

ドミッションポリシーに基づく特色ある多様な選抜を行うという理念は維持し

つつも、受験者の便宜や学生の流動性に配慮して、各大学が連携・協働できると

ころは共通化するという観点から、例えば、国立大学への出願のための統一的な

窓口を設け、受験者が希望する学問分野等を踏まえてあらかじめ複数の国立大学

への入学希望を提出し、書類審査、面接等を経てマッチングを行い、最終的には

共通テストの結果により確定する方法などが考えられる（参考:イギリスのUCAS）。 

○ 地域の高等学校との連携や広報活動を充実させ、地域の実情に応じて地域選抜枠

を導入することを検討する。特に国立大学の学生数における女性の比率は、学部

で約37%、大学院では30%以下であり、工学分野では学部でも約12%にとどまる。

理工系の学部について、女子学生の進学を促すための広報活動や環境整備を進め

る必要がある。 

○ 「入口」としての入学者選抜は、入学後の教育、「出口」としての就職や進学まで

を見通して、一貫した責任あるポリシーの下に行われる必要があり、そのための

十分なニーズ調査や支援を行う。 

３ 国立大学の研究の方向性 

○ 国立大学はナショナル・センターとして日本の学術・研究の基盤を形成する役割

を担っている。科学技術政策研究所がまとめた「研究論文に着目した日本とドイ

ツの大学システムの定量的比較分析」の中の両国間での直近20年間の研究論文

生産の比較データによると、日本は少数の大規模大学が引っ張る状況にあるが、

ドイツでは多くの中規模大学が層をなして論文生産に大きな貢献をしており、そ

のことが両国間の研究力の差につながっていることが分かる。いわゆるトップ大

学のみならず各地域に存在する幅広い大学の研究力を強化し、多様性のある研究

成果を世界に発信することを、我が国の研究力向上の重要な戦略の一つとすべき
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である。 

○ 各大学において、各専門分野の深く先鋭的な基礎研究に加えて、学部・研究科等

の枠を越えた柔軟な組織を整備し、学際・融合分野の研究を推進する。また、各

大学が強みを持つ分野を核とした他大学・研究機関とのネットワークを形成して、

幅広い優れた研究者が交流・結集できる拠点を形成する。その際、大学共同利用

機関を活用するとともに、各大学の附置研究所の共同利用機能を一層強化し、将

来的には共同利用機関化することも検討する。一方、全国ベースよりは小規模の

複数大学による多様なプチ共同研究拠点の形成も積極的に進める。 

○ 若手研究者を積極的に採用し、スタートアップ支援やテニュアトラック制の導入

により、明確なキャリアパスの見通しを持って、研究に専念できる環境を整備す

る。また、大学・研究機関のネットワークを通じて、複数の大学等で様々な刺激

と経験を得られるよう、流動性を向上させる。 

○ 女性研究者について、ライフイベントに応じた支援体制や環境整備を行いつつ、

積極的な採用・登用を推進する。 

○ 民間企業の研究者や海外の優れた研究者を、年俸制やクロスアポイントメント制

を活用して積極的に招聘・採用する。 

４ 国立大学の産学連携・地域連携の方向性 

○ 産業界及び地域との連携・協働は、教育・研究の両面において極めて重要である。 

○ 教育面においては、インターンシップなどにより学生に幅広い学びの場を提供し、

キャリア意識やアントレプレナーシップ(起業家精神)の形成に寄与する。また、

産業界や地域で活躍する優れた人材と共同して教育プログラムを開発し、外部教

員としても協力してもらうことで、学生のみならず学内の教員に新たな視野と刺

激をもたらすことができる。さらに、よく指摘される産業界・地域と大学との間

の意識のギャップや人材育成のミスマッチの解消にもつながる。国立大学は、こ

うした教育面の連携を人文・社会科学系、自然科学系などの分野を問わず組織的

に強化していく。 

○ 学生のインターンシップに加えて、教職員についても産業界との人事交流を推進

する。教職員の産学連携共同教育・研究に対する意識を高めるとともに、これま

で学内に閉じた中で醸成されてきた能力に広がりを持たせるとともに、特に大学

マネジメントに関して、潜在的な能力の発掘と開発を進める。 

○ 研究面においては、特に産学連携共同研究について、研究者個人ベースではなく

組織ベースを基本とし、全学的な窓口を通じて大学としての戦略に基づいた大規

模で長期間にわたる継続的な共同研究を推進する。また、個々の大学・企業間の

みならず、企業・産業横断的な課題について、大学・研究機関のネットワークと

企業群が共同して、文理融合によりオープン・イノベーションにつながる研究を

推進する体制を構築し、その支援のための基金を創設することも検討する。 

○ 地域との関係においては、各地方自治体における地域創生プラン等の立案に積極

的に参画し、その核となる地域の特色を生かしたイノベーションの創出に向けて、

地方自治体や地域の産業界と連携した人材育成と共同研究を推進する。また、地

方自治体との連携の下に、地域の国公私立大学の連携協働の取組を推進する。 

５ 国立大学の国際展開の方向性 

(1)学生交流 

○ 海外からの留学生受入れについては、各大学の強みや特色を生かしてその拡大を

図ることが基本であるが、学部段階の留学生を大幅に拡大するためには大学ごと

の取組だけでは限界があり、国立大学が共同してリクルート(募集)及びアドミッ

ション(選抜)を行い、留学中の大学間の流動性も確保するような枠組を構築する
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ことが望ましい。こうした観点から、現在進められている高大接続システム改革

における新テストを英語でも実施する可能性を検討するほか、２(2)の入学者選

抜改革に先行して、国立大学総体としての統一的なシステムの導入を検討する。

国立大学の共同による選抜試験を開発し、留学生は希望に応じて複数の国立大学

の中から受入れ大学の調整を受けることができるほか、留学期間中に異なる地域

の複数大学での学修を経験できるようにする。海外の高校生を直接日本に呼び込

むことができるように、特にアジア地域を中心とする海外において国立大学共同

の拠点を設け、留学情報の提供、合同説明会や選抜試験の実施等を行う。 

○ 英語による学位取得プログラムを拡充するとともに、それらの留学生に対しても

日本語・日本文化に関する教育やインターンシップの機会を積極的に提供し、日

本企業への就職を支援する。 

○ 大学院を中心として、海外の大学とのダブル・ディグリーやジョイント・ディグ

リーのプログラムを拡充する。 

(2)研究交流 

○ 若手研究者や大学院生に対して、海外の大学・研究機関において長期間研究に携

わることができる機会を確保する。 

○ 個々の研究者ベースのみならず、大学としての戦略に基づく国際共同研究を積極

的に推進する。 

○ 国際共同研究を推進し、海外協力の窓口機能を担っている大学共同利用機関を積

極的に活用する。 

(3)交流拠点・ネットワーク 

○ 各大学が設置する海外の交流拠点について、複数大学による共同利用を推進し、

国立大学全体についての広報、留学生募集、共同研究・協力案件の募集・提案、

シンポジウムの開催、留学生OB・OGネットワークの構築などを進める。 

○ 海外の大学との交流協定について、個々の大学ベースのみならず、複数大学のコ

ンソーシアムによる協定締結と交流活動の実施を推進する。 

(4)国際協力 

○ 海外からの国際協力の要請に対して、国立大学が連携・協働として対応する体制

を構築し、案件ごとに関係大学がコンソーシアムを形成して、役割分担等を調整

して協力できるようにする。 

○ 特に近年多くなっている初等中等教育から高等教育にわたる日本型教育システ

ムへのニーズへの対応は、我が国の外交政策上の大きな目標の１つでもあり、国

立大学全体で積極的に役割を分担して、当該国の初等中等学校や大学の教員養成

を含む人材の育成やカリキュラム・教材開発を支援するための人材派遣を行うと

ともに、将来母国で教員として働く意思と能力のある学生を我が国に受け入れる

ことも必要である。そのためには、例えば教員養成系大学が連携して留学生が過

半数を占めるような教員養成プログラムを展開するようなことも期待される。 

６ 国立大学の規模及び経営形態の方向性 

(1)全体規模 

○ 国立大学全体の規模は、留学生、社会人、女子学生などの様々な属性に留意しつ

つ、優れた資質・能力を有する多様な入学者の確保に努めつつ、少なくとも現状

程度を維持する。 

○ 特に国立大学の強みである高度な教育・研究機能を維持・強化する観点から、大

学院の規模については、各大学の特性に応じて拡充を図る。 

○ 一方、学部の規模については縮小も検討する必要があるが、進学率が低く、進学

者の国立大学の占める割合が高い地域にあっては、更に進学率が低下することの

ないように配慮すべきである。 
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○ 全都道府県に少なくとも１つの国立大学を設置するという戦後の国立大学発足

時の基本原則は、教育の機会均等や我が国全体の均衡ある発展に大きく貢献して

きたものであり、この原則は堅持すべきである。特に地域創生の中核としての役

割・機能を十分に果たすためには、各地域において全体として地域のニーズに応

じた文系・理系にわたる幅広い分野をカバーし、大学院を含む高度な教育研究機

能を有する国立大学（キャンパス）が存在することが重要である。 

(2)各大学の規模と経営形態 

○ 国立大学の１大学当たりの規模は、諸外国の有力大学と比較すると小さい。スケ

ールメリットを生かした資源の有効活用や教育研究の高度化・シナジー効果を生

み出すためには、規模を拡大して経営基盤を強化することを検討する必要がある。

このことはたんなる効率化や経費削減ではなく、むしろ一層の資源の集中的な投

資により最先端の教育研究や国際競争力の強化による国際展開の推進において

最大限の効果を挙げるための受け皿を整備するものであることを忘れてはなら

ない。 

○ そのためには、複数の大学を統合することも１つの方策であるが、各大学が長年

にわたって形成してきた強み・特色やアイデンティティが損なわれ、かえって活

力や特色が薄れる恐れもある。規模が小さいことにより学生間や教職員と学生と

の距離を近くなり、きめ細かい教育と人間性の涵養にプラスに働くというメリッ

トがあることにも留意しなければならない。また、前述したように全都道府県に

地域のニーズに応じた文系・理系にわたる幅広い分野の高度な教育研究機能を有

する国立大学（キャンパス）を置くという基本原則は堅持すべきである。 

○ こうした観点からは、アメリカのカリフォルニア大学システムやフランスの複数

大学による連合体の成果や課題を検証し、それらを参考にしながら、我が国の状

況に合った様々な経営形態の在り方を研究する必要がある。例えば、全都道府県

に独立性・自律性を持った国立大学(キャンパス)を維持しつつも、複数の地域に

またがって、より広域的な視野から戦略的に国立大学(キャンパス)間の資源配分、

役割分担等を調整・決定する経営体を導入することも検討すべきである。 

○ また、機能的に重複して保有することとなる資産については、整理・有効活用の

ほか、再配置を検討することにより、広域的な視野から見た国立大学（キャンパ

ス）の機能強化につなげる必要がある。 

○ 一方、多くの国立大学は、その教育研究に必要な施設として附属病院及び附置研

究所を有しているが、これらの施設の運営については学部、研究科等と異なる独

自の理念や配慮が必要であり、かつ、大学全体の中で相当の規模を占めている。

これらの施設について、大学との緊密な連携を確保しつつも、その経営の独立性・

自律性を高める観点から、国立大学法人の独立した事業部門としての位置付けを

より明確にする、法人から切り離していわば分社化するなどの方策についても検

討する必要がある。また、附属学校については、少子化や多様な教育課題への対

応を踏まえ、地域の状況や各学校の機能にも留意しつつ、教員養成大学・学部の

機能強化につながるように、その組織・運営形態を含めた適切な制度設計を検討

すべきである。 

７ 国立大学のマネジメントの方向性

(1)学長の在り方と経営層の育成 

○ 国立大学法人制度においては、経営と教学は一体であるとの考え方から、学長が

すべてを統括することとされている。しかし、近年、厳しい財政状況の中で限ら

れた資源をいかに有効活用するか、新たな資源をいかに獲得するかなど、極めて

困難な経営上の課題が山積しており、これらの判断においては教学面とは大きく
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異なる知識、経験等が必要である。 

○ 前述した複数の大学(キャンパス)をまとめる経営体が実現すれば、その長と各大

学(キャンパス)の長は分かれることになるが、現行制度の下においても、経営に

関する高度な専門的知識・経験を有する人材を経営担当理事・副学長として、そ

の権限・責任を明確にするなどの対応が考えられる。 

○ 国立大学のガバナンスの問題として、学長の選考方法がよく議論されるが、問題

はその前提として、学長をはじめとする国立大学の経営層を育成するシステムが

存在しないことである。今後、国立大学は、共同して将来の経営層を育成する研

修プログラムを構築していく必要がある。 

(2)組織及び人事制度 

○ 変化する社会のニーズや学術の進展に対応して、教育プログラムや研究プロジェ

クトを柔軟に編成するとともに、学際・融合分野にも機動的に対応できるように

するために、教育組織と教員組織の分離などのより望ましい組織の在り方を検討

する。 

○ 教育研究の活性化を図り、教員のモチベーションを高めるために、各教員のエフ

ォート管理、業績評価、処遇への反映等の適切な制度の在り方を検討する。また、

民間企業や海外の大学等を含めて人事交流が実効的に促進されるようにするた

めに、年俸制やクロスアポイントメントを含む制度設計についても、国立大学全

体で連携・協働して検討・普及を進める。 

○ 事務職員等の職員についても、その企画力や専門性の向上を図るとともに、URA

等の専門職の位置付けを明確化する必要があり、国立大学が連携協働して人材の

育成・活用方策や望ましい制度の在り方を検討する。 

(3)経営の効率化のためのシステム構築 

○ 国立大学法人においては、その運営に必要な各種の基盤システムを維持・運用し

ているが、その多くは各大学が独自に開発したものである。人事給与システムや

財務会計システムについては、多くの大学が共通に利用するシステムが存在する

が、教務、学生支援、研究などに関する多くのシステムは、学内でも統一されて

いないケースもあるなど、共通化が進んでいない。 

○ これらを統一することは、経営の効率化やコスト削減になるのみならず、IR機能

の強化による教育研究の向上や経営戦略の立案にも大きく寄与するものと考え

られる。今後、国立大学全体で連携・協働してクラウドサービスの利用によりシ

ステムを共有することを検討する。 

○ また、例えば複数の大学により法人を構築する場合、事務組織についても重複し

た部門の整理・統合により経営の効率化を図るほか、共同調達のさらなる推進な

どによるコスト削減といった効果についても検討する。 

(4)財源の確保と多様化 

○ 産業界に対しては、前述した各大学の組織的な産学連携窓口を通じて大規模な共

同研究の拡充と間接経費の確保に努めるほか、複数大学のネットワークによる共

同研究も推進する。また、キャンパス内への企業の研究拠点の誘致を進める。 

○ 寄附金については、税額控除制度を活用して修学支援基金を設け、卒業生などに

対する情報提供などのサービスを向上させつつ拡大に努めるとともに、税額控除

の対象範囲拡大を求めていく。 

○ 不動産の活用や資産運用の弾力化を通じて、収益の確保に努める。 

○ 正規の教育課程以外の社会人・企業対象の教育プログラムやコンサルタント業務

について、適正な対価を設定し、収益の確保に努める。 
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【おわりに】 

我々は、我が国の高等教育の歴史・現状とその中での国立大学の役割を振り返り、

更に高等教育を取り巻く今後の状況変化を見通した上で、我が国の高等教育全体の

在り方、そしてその中での国立大学の将来像を提言した。 

我々が今後の国立大学の在り方として特に重要と考えるポイントは、①国立大学

の誕生以来の全国的な高等教育機会の提供という理念及び今後の地域・地方活性化

の中核として期待される役割を踏まえ、②研究力を一層強化するとともに大学院課

程を充実し、これらを基盤とした国際的競争力のある教育研究を展開し、③産業界

や地域との教育研究両面における本格的な連携による社会のイノベーションを先導

し、④優れた教育システムの輸出を含む国際貢献を強化することである。 

そして、⑤これらの実現を支える大学運営・経営の効率化と基盤強化を図る観点

から、多様な経営的な連携・融合の形態の在り方を探り、その上で、少なくとも「全

国各都道府県に幅広い分野の高度な教育研究機能を有する国立大学（キャンパス）

を置く」との原則を維持した上で、各種大学間及び産業界その他社会各方面との連

携強化を推進できるよう、様々な経営形態の選択肢を含むスキームを構築すること

が重要と考えている。今回の提言は、そのために今後更に検討すべきモデルを提示

したものである。 

一方、我が国の高等教育全体の将来像を考える際には、以上に述べてきたような

多様な観点から、国公私立大学のそれぞれが描く独自の将来像を尊重しながらも、

国公私立の間での率直かつ緊密な討議が必要である。更には広く社会の各方面の

方々との意見交換ももちろん進めていかなければならない。 

 今回の提言は、それらの真摯な議論の端緒となることを期待して示したものであ

り、我々としては、各方面の忌憚のないご意見が寄せられることを期待するととも

に、そうした議論を重ねつつ、更にこの提言の深化・発展を図るべく検討を継続して

いきたい。 
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高等教育における国立大学の将来像に 

関するワーキンググループ 委員名簿 

座 長 永 田  恭 介 筑波大学長 

委 員 岩 渕 明 岩手大学長 

〃 出 口  利 定 東京学芸大学長 

〃 山 口  宏 樹 埼玉大学長 

〃 松 尾  清 一 名古屋大学長 

〃 大 西 隆 豊橋技術科学大学長 

〃 山 極  壽 一 京都大学長 

〃 古 山  正 雄 京都工芸繊維大学長 

〃 脇 口 宏 高知大学長 

〃 山 本  健 慈 国立大学協会専務理事 

〃 木 谷  雅 人 国立大学協会常務理事 

高等教育における国立大学の将来像に 

関するワーキンググループ 検討期間・開催回数 

平成２８年５月 ～ 平成２９年６月 計１３回開催 
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国立大学のガバナンス改革の強化に向けて

（提言） 

平成２９年 5 月 23日 

一般社団法人国立大学協会 
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１．はじめに 

国立大学は大学の自立的運営による教育研究の活性化、運営の効率化を目指して法人化

され、これまで、弾力的な大学運営体制のもとで、魅力ある国立大学の実現を目指して様々

な改革を進めてきた。現在、国立大学は、グローバル化や知的基盤社会の到来、少子高齢化

の進行等、様々な課題に直面している中で、基盤的経費である運営費交付金は減額傾向にあ

り、若手教員の減少や施設整備の老朽化も進み、教育研究の基盤維持にも困難が生ずる状況

にある。一方で、国立大学は、「日本再興戦略」や「科学技術基本計画」の原動力として政

府、産業界をはじめ各方面からますます大きな期待が寄せられており、こうした困難な状況

にあっても、今日の社会的要請に応え、今後、さらに自主財源獲得に向けた取り組みの強化

とビジョン実現に向けた改革に全力で取り組む必要がある。特に大学運営には、中長期的視

点が不可欠であり、多様で優れた人材を安定的に確保することが極めて重要である。これら

の改革をより一層推進するためにも、ガバナンス改革が強く求められており、平成２７年４

月に学校教育法及び国立大学法人法の改正が施行されたところである。さらに、独立行政法

人制度改革の一環として行われた独立行政法人法の改正に伴い、国立大学法人法の改正が

平成２７年４月に施行され、監事について、調査権限の明確化、監査報告の作成義務、法律

の規定による許認可等に係る書類等の調査義務、役員の不正又は法令違反に関する学長及

び文部科学大臣への報告義務等が法律上明記されるとともに、その任期が４年とされたと

ころである。 

また、国立大学においては、多額の公的財政支援や寄附金等の外部資金を得ていることを

踏まえ、内部ガバナンスの強化のみではなく、業務運営を法人外部の意見等により改善する

ことも考慮すると、大学のビジョン、改革構想や財政状況等について、納税者、寄附者をは

じめとした社会への説明責任をより積極的に果たすことが極めて重要となっている。 

そこで、国立大学協会では、制度改正から１年が経過し、各大学の実質的なガバナンス改

革の取組を調査しつつ、先進的な事例等の情報を共有するとともに、ガバナンスに関する諸

課題を抽出し、その解決の方向性を調査研究するため、理事会の下に「国立大学法人のガバ

ナンスに関する調査研究ワーキンググループ」を設置し、各大学に対する状況調査アンケー

トや外部有識者との意見交換等、様々な検討を行い、本報告書を取りまとめた。

２．学長のリーダーシップについて 

(1)調査結果

今回の調査結果により、各国立大学では、学長のリーダーシップの確立を図るため、教育、

研究、地域連携、国際協働、大学間連携等の大学運営面や大学経営面にわたり、学長を支え

る補佐体制の構築や戦略的な資源配分の推進に積極的に取り組んでいることが明らかにな

った。 

（学長を支える補佐体制の構築） 

学長を支える補佐体制の構築としては、次のような取組がある。 

・理事、副学長、学長補佐などの配置による執行部体制の強化
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・学長が大学運営を戦略的に推進するため、大学改革等に関する企画・立案、調整につ

いて機動的かつ柔軟に対処する学長直下の組織である学長戦略室などの設置

・学長の判断による全学的視点からの学部長、部局長等の選考・任命

・グローバル化対応、産学連携の推進等に資する高度専門職員の配置

・ＩＲ室等の設置による学内情報の集約と活用

特に、学長を支える組織として、７８大学で学長直属の企画立案組織を整備し、３９大

学でＩＲ機能を有する組織を整備している。 

 また、学部長、部局長等の選考手続においては、５９大学で部局から候補者の推薦を得

て学長が選考・任命しているが、ほとんどの場合、複数の候補者の推薦を求めている。３

４大学では、学長や役員会等が候補者の面談等を行った上で、最終的な選考・任命を行う

こととしている。１５大学では、部局からの推薦ではなく、学長が独自に関係者からの意

見聴取等を行い候補者の選考・任命を行っている。 

（戦略的な資源配分の推進） 

戦略的な資源配分の推進としては、次のような取組がある。 

・人事、予算、組織再編等についての学長裁量枠の設定による戦略的な資源配分

・全学的視点に立った既存部局からの定員等の再配分による新しい学部等の設置

特に、教員の配置については、ほとんどの大学で全学の教員人事委員会等を設置し、学長

裁量枠を活用した重点配置を行っている。具体的な選考・採用においても、４４大学で全学

委員会の議を経ることとしている。 

また、予算については、学長裁量経費を確保・活用するとともに、当初予算額の一定割合

を留保して各部局の執行内容等を評価の上、再配分するなどのメリハリある配分を実施し

ている大学も多い。 

これらの取組は、多くの大学では第２期中期計画期間に導入しているが、各大学では、そ

れぞれに課題も認識しており、主に、財政基盤の安定性の確保・強化、ＩＲ活動の意思決定

への反映方法、専門性の高い職員の育成・確保、構成員と学長や執行部との意思疎通などが

挙げられている。特に財政基盤については、産学連携及び寄附金収入の拡大、効率的な資産

運用等の財源の多元化が喫緊の課題とされている。 

(2)外部有識者の意見

外部有識者からは、次のような意見があった。

・リーダーにはクリエイティブな仕事が求められ、そのためには時間的余裕が必要であ

る。国立大学の学長には大学運営（教学）と大学経営に責任を有しているが、それぞれ

にマネジメント方法や求められる能力が異なり、１人の学長が担うのは容易ではない

ことから、適切に理事・副学長等に権限を委譲することが必要である。

・学長がリーダーシップを発揮するためには、資金や人材の配分に係る権限を持つととも

に、学長が明確な大学の将来ビジョンを示し、部局長や構成員との意思疎通を図って、

ポリシーを作成することが重要である。そのためには、特に、執行部と部局長との連携

を強化し、執行部が学内外へ情報発信し、構成員との信頼関係の構築や構成員の当事者

意識の醸成を図るべきである。 

165

3



(3)提言

学長には、明確な大学の将来ビジョンを示し、部局長や構成員との意思疎通を図るととも

に、学内外のステークホルダーに発信して、国立大学に求める役割についての議論を深め、

継続的・持続的に各種改革を進めていくリーダーシップが求められる。 

大学は教育・研究の特性や専門性が多種多様であり、学長がすべてを完全に把握・理解し

た上で責任をもって判断することは実質的に困難である。しかし、国立大学においては、学

長が大学運営と大学経営を一体的に掌握し、学長のリーダーシップの下で機能強化の取組

を推進する必要があるため、学長補佐体制の充実・強化を図る中で適切な役割分担を進める

べきである。 

学長補佐体制としては、理事、副学長等のみならず、学長直属の企画立案組織等が重要で

あり、さらに学部長、部局長等は、経営協議会、教育研究評議会等の委員として大学の経営・

運営に大きな役割を果たすとともに、執行部と部局構成員の意思疎通の要となる存在であ

ることから、全学的視点に立って適任者を選考することが重要である。 

さらに、学長のリーダーシップを実質的に発揮するための手段として、全学的視点からの

人事、予算、組織再編等における戦略的な資源配分の仕組みを一層充実していく必要がある。 

また、今日の大学改革においては、経営戦略の企画・立案をはじめとして職員の果たす役

割が大きく、高度な専門性を必要とする業務も増えていることから、学長は、職員の採用、

学内外で行われる研修、さらには能力・適性に応じたキャリア形成支援全般を通じて職員の

能力向上を図るとともに、職員の能力を最大限に発揮できるような事務体制を整備・強化す

ることが必要である。また、国立大学協会として、あるいは地域の複数の大学が連携して、

幹部職員研修や専門的人材育成のための研修の実施により高度人材の育成を図ることや国

立大学間はもとより広く関係機関との職員人事交流を積極的に進めることが大学のガバナ

ンス力を高める上で重要となる。

これらのことから、学長が大学運営と大学経営の責任者として強いリーダーシップを発

揮し、マネジメントを行うことができるようにするために、各大学の実情に応じ、以下の取

組を推進すべきである。 

① 学長が明確な大学の将来ビジョンを示し、学内外に積極的な情報発信を行い、意思

疎通を図って、学内外からの理解と支持を得ること。 

② 学長が大学運営と大学経営の双方に責任を有することから、理事、副学長などの学

長補佐体制の充実・強化を図る中で適切な役割分担を推進すること。 

③ 学部長、部局長等について、全学的視点に立って執行部と部局をつなぐ適任者が選

考・任命される手続等を整備すること。 

④ 人事、予算、組織再編等における戦略的な資源配分の仕組みを一層充実すること。

３．学長選考等・任期及び将来の経営人材の育成について 

(1)調査結果

今回の調査結果により、各国立大学では、学長選考会議の権限と責任の明確化、学長任期

の見直し、将来の経営人材の育成について、様々な工夫をしながら取り組んでいることが明
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らかになった。 

（学長の選考等） 

全ての大学において、学長選考は、法令改正の趣旨を踏まえ、学長選考会議が定める「求

めるべき学長像」を明示した上で公募し、意向投票の結果は、学長選考会議での参考と位置

付けている。 

また、意向投票については、実施しないと回答した大学は１１大学であるが、実施すると

回答した大学においても、１８大学で「意向聴取」、１７大学で「意向調査」、３大学で「意

向調査投票」、２大学で「意向聴取投票」とするなど、従来の「意向投票」と異なり学内の

意向を調査・確認する手続きであって、最終的な選考の責任と権限は学長選考会議にあるこ

とを明確にしている。さらに、所信表明、ヒアリング、公開討論など、候補者の大学運営に

関する考え方を確認し、構成員に周知する仕組みを併せて整備している。 

なお、学外公募についても、積極的に実施している大学があることを確認できた。 

学長就任後の業績評価については、多くの大学が、１年から３年ごとに、監事監査報告書、

事業報告書、所信表明書、国立大学法人評価委員会の評価結果、学長の自己評価書、アクシ

ョンプラン等を活用し、ヒアリングを実施して行うとしている。 

（学長の任期） 

今回の調査結果では、任期４年が５３大学（６２％）で最も多く、次に６年が１８大学（２

１％）、３年が１５大学（１７％）となっている。再任については、４年任期の場合は５４％

が２年、３年任期の場合は全大学が３年であり、６年任期の場合は３大学を除いて再任なし

である。再任回数は１回がほとんどであるが、２大学が２回、６大学が無制限としている。

これらの結果、再任を含めると、学長の在任期間の上限は３大学が４年と短期間であるが、

６年が６６大学、６年を超えるのが１７大学となっている。 

また、各大学の考える望ましい学長任期としては、基本の任期を６年に延長したり、再任

期間・回数の制限を緩和したりするなど、現在よりも若干の長期化を図る意見が比較的多か

った。また、中期目標期間との連動を意識し、学長の選出時期について、次期学長が次期中

期目標の策定が行えるよう、就任１年前に次期学長を選出することが望ましいとの意見も

あった。 

（学長を含む大学経営人材の養成） 

今回の調査結果では、学長補佐、副理事等への登用、副学長、理事への登用を通じ、早い

段階で経営に参画させることにより、将来の経営人材育成を行っているとの回答がみられ

た。しかし、多くの大学で、「大学経営に関する経験者を確保するために、学内で将来の経

営層を育てる方法を考え、人材を育成する必要がある」という課題意識を抱いていることも

分かった。 

なお、現在の国立大学長の経歴を、国立大学協会事務局において調査したところ、当該大

学において、理事経験のある者は４３名、副学長経験のある者は５９名で、８６名中６４名

は理事又は副学長のいずれかの経験を有していた。さらに、重複はあるが、病院長経験のあ

る者１５名、学部長経験のある者４２名となっている。このように、多くの学長が当該大学
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における経営への参画の経験を経て就任していることが確認できた。一方、当該大学での常

勤教員の経験がない者は２名となっている。 

(2)外部有識者の意見

外部有識者からは、学長選考手続きに関し、特に、学外から候補者を募ることと意向投票

との関係について、学外から候補者を求めるのであれば意向投票は不要であり、学内からの

候補者のみであれば、学長就任後の改革への支持を得る観点から意向投票が必要であると

する意見がみられた。また、意向投票については、学長選考会議において候補者を一本化で

きれば必要ないとする意見もあり、また、出身組織の規模に左右されるという課題も指摘さ

れていることからその是非を議論するべきであるとの意見もあった。さらに、学長選考会議

の候補者選考にあたっては、候補者の経営能力の有無の判断において、学外委員の役割が極

めて重要であり、大学の現状、将来の計画等について十分に説明を行う必要性が指摘された。 

学長の任期については、「４年＋４年」が良いのではないか、中期目標期間との関連を踏

まえれば、任期６年で再任可とすることが良いのではないかとの意見があった。 

将来の経営人材の育成については、大学経営を経験することなく学長に就任するケース

もあることから、学長に必要な能力を身に付ける研修や大学経営層の育成の必要性が指摘

された。 

(3)提言

 学長選考に関しては、各大学において、学長選考会議の権限と責任の明確化を図り、学内

外を含め幅広く適任者を求めるよう努めている。意向投票については、部局の規模に影響さ

れたり人気投票になったりするという問題が指摘されることがあるが、構成員の大学全体

の経営に対する理解・認識を深め、積極的な参画意識を醸成するという効果も大きい。また、

候補者の大学運営に関する考え方を構成員に周知し理解を深める意義があることやむしろ

意向投票によって学外の適任者を幅広く求めることができるとの意見もある。したがって、

意向投票の実施については、各大学において実情に即しつつされるべきものであるが、実施

する場合には、意向投票が構成員の意向を調査・確認して学長選考会議の参考に供する趣旨

であることを明確にするとともに、全学的な視点から大学の発展に寄与できる人材を選考

するという構成員の意識を高めるよう改善を図ることが重要である。 

 なお、私立大学においても、例えば上智大学は最近次のような選考手続きの改革を行って

いる。すなわち、①まず大学の将来ビジョンに基づく次期学長の取組への期待に関する構成

員の意向調査を実施し、②それを踏まえて策定した学長選任基準に基づき教職員から推薦

のあった者について選考委員会が書類審査・面接を行った上で学長候補者を選定し、③学長

候補者の所信説明に関する動画を含む資料を公開して構成員の意向調査を行い、④選考委

員会によるこれらの報告を理事会が総合的に検討・審議して次期学長を選任するというも

のである。このような取組は、国立大学の学長選考に際しても参考となるものと考える。 

学長の任期については、中期目標期間との連動も意識しつつ、学長が自らのビジョンの実

現のためにリーダーシップを発揮し構成員の理解を得て実効的な取組ができるように、適

切な期間を設定する必要がある。 

将来の経営人材の育成については、現在、国立大学においては、学長をはじめとする将来
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の経営人材を組織的に育成するシステムが存在しないことが課題であり、学長の選考方法

以上に大きな問題とも考えられる。このことについては、各大学における工夫のみならず、

国立大学全体としての取組を検討することも必要である。 

これらのことから、学長の選考等・任期及び将来の経営人材の育成については、学長に

ふさわしい人材を幅広く確保することができるようにするために、各大学の実情に応じ、

以下の取組を推進すべきである。 

① 学長選考会議においては、学内外も含めて幅広く適切な学長候補者の確保に努める

こと。 

② 学長選考会議が十分な情報に基づき責任を持って学長候補者を選考することができ

るよう、所信表明等の手続の充実、意向投票を実施する場合の位置付けの明確化及び

構成員に対する大学の当面する課題や候補者の所信等の周知と大学経営への参画意識

の醸成、選考会議の学外委員に対する大学の現状等についての丁寧な説明等に努める

こと。 

③ 学長の業績評価については、これから本格化する具体的な評価に備え、学長選考会

議が策定した求める学長像に照らし、適切な評価が行われるようにすること。 

④ 学長の任期については、学長選考会議において、中期目標期間との連動も意識しつ

つ、学長が自らのビジョンの実現のために実効的な取組ができるよう適切な期間を設

定すること。 

⑤ 将来の経営人材の育成については、各大学において長期的視点に立って若い人材に

大学経営への参画の機会を与えるよう工夫するとともに、国立大学全体として学長を

含む大学経営人材の育成のための研修プログラムなどのシステム構築を検討すること。 

４．経営協議会について 

(1)調査結果

今回の調査結果では、経営協議会の委員総数は、「１５～１９名」とする大学が３１校（約

３６％）と最も多く、次いで「１０～１４名」が２１校（約２４％）で、定めのない大学が

１１校（約１３％）となっている。 

 各大学における経営協議会学外委員の選出方法については、それぞれ独自に定められて

いるが、国立大学協会事務局において、平成２７年９月１日現在の学外委員の構成について

調査したところ、学外委員総数７３４名中、産業界が３０９名（約４２％）と最も多く、次

いで元国立大学長を含む大学関係者１２５名（約１７％）、自治体関係者７３名（約１０％）

の順となっており、教育長、同窓会会長を委員としている例も見られた（次頁表参照）。 
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※その他…独立行政法人、ＮＰＯ法人、高等学校校長 等

経営協議会の平成２７年度の会議開催実績は、最小４回、最大１０回で、平均では約６回

となっている。実質的な議論が行えるよう会議開催回数を増やす大学も見られ、会議運営上、

ポイントを絞った論点整理や自由な意見交換の時間の確保など、限られた時間で効果的な

議論が可能となるよう工夫が行われている。 

さらに、学長と経営協議会学外委員との良好な関係の構築のため、懇談会の開催、大学視

察、大学行事への招待、大学の状況説明・意見交換などが行われている一方で、一定の緊張

感を維持できる関係が重要であるとの意見もあった。 

また、各大学の課題としては、学外委員の大学の現状の十分な理解、議論の実質化、学外

委員からの提案等の大学運営への反映、日程調整の難しさ等が認識されている。 

なお、経営協議会においては、平成２７年以来、多くの大学の経営協議会の学外委員が、

それぞれの大学が地域で果たしている役割と現状についての各方面の理解と運営費交付金

の確保を求める声明を公表するなど、大学と社会をつなぐためにも寄与していただいてい

る。 

(2)外部有識者からの意見

外部有識者からは、経営協議会委員に対する情報提供として、大学の研究の強みは何か、

どのような研究者がどのような研究を行っているか、今後その研究をどのように大学の発

展につなげるかのみならず、不祥事事案についても、事案内容のみならず、どのように対応

したかについても説明することが重要であるとの指摘があった。 

(3)提言

これらのことから、経営協議会については、経営に関する重要事項の審議のみならず、外

部からの大学運営に対する意見を聴取する貴重な場であり、会議において実質的な議論が

行えるようにするために、各大学の実情に応じ、以下の取組を推進すべきである。 

① 議題や論点の整理を行い、適切な会議開催回数にすることにより、会議における意

見交換の時間を確保すること。 

産業界

42%

大学関係者

17%医師

3%

弁護士

2%

自治体関係者

10%

教育長

2%

その他

24%

経営協議会学外委員 構成比

86 大学 

734 名 
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② 学外委員に対しては、適切な関係を構築する取組を行うほか、大学の現状等を十分

に理解していただくため、自大学の強み（研究等）や研究者についての情報はもとよ

り、不祥事などのネガティブな事案についても丁寧かつ詳細に説明すること。 

５．教育研究評議会について 

(1)調査結果

今回の調査結果では、教育研究評議会の委員総数は、「２０～２９名」とする大学が３２

校（約３７％）と最も多く、次いで「１０～１９名」が１７校（約２０％）、定めのない大

学が９校（約１０％）で、５０名以上の大学も５校（約６％）となっている。 

平成２７年度の会議開催実績は、最小５回、最大２４回、平均では約１２回となっている。

各大学では、実質的な議論を行うため、前段階の部局長会議等との審議項目の調整や、資料

の事前配布、構成員のスリム化などの工夫が行われている。また、各大学の課題としては、

管理・運営的な議題が多く教育研究の向上等の議論ができないことや委員から部局の立場

を優先した発言が多いこと、経営協議会や下部の会議の議題との重複等が認識されている。 

(2)提言

これらのことから、教育研究評議会が教育研究に関する重要事項を審議する場としての

機能を十分に果たすことができるようにするために、各大学の実情に応じ、以下の取組を推

進すべきである。 

○ 大学全体の教育研究等の質的向上を目指した建設的で実質的な意見交換を行うとい

う趣旨を委員全員に徹底するとともに、部局長会議や経営協議会など他の会議との議

題整理、会議開催回数や委員構成の適正化を検討すること。 

６．監事について 

(1)調査結果

今回の調査結果では、各大学２名の監事について、常勤２名が１大学、常勤１名と非常勤

１名が４８大学、非常勤２名が３７大学となっている。 

監事の任命については、各大学の意向を踏まえた上で文部科学大臣が行っているところ

であるが、国立大学協会事務局において、平成２８年１０月１日現在の監事の現職等につい

て調査したところ、産業界が５１名（約３０％）、税理士・公認会計士が３９名（約２３％）、

大学関係者３５名（約２０％）、弁護士１７名（約１０％）、地方公共団体が１４名（約８％）

となっている（次頁表参照）。なお、他大学の元国立大学長は５名、当該大学の役職員であ

った者は３名となっている。 
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※その他…教育長、高等学校校長、国家公務員 等

監事と学長や執行部との間の意思疎通については、役員懇談会の開催、学長との定期意

見交換会の開催などの取組を行っている。また、監事監査報告書については、学長をはじ

めとする執行部はもちろんであるが、役員会、経営協議会、教育研究評議会等で報告いた

だき、指摘事項に対する対応を報告している。 

監事の役割強化や業務の拡大への対応としては、主として、監査室員の増員等の監事補

佐体制の強化が図られている。 

各大学においては、監事の常勤化や支援職員の高度化の必要性が認識される一方で、財

政上の予算措置が課題とされている。また、国立大学の重要な業務である教育、研究、社

会貢献に関する監事監査の在り方や監事監査と内部監査の目的、機能分担の明確化が指摘

されている。 

(2)外部有識者の意見

外部有識者からは、次のような指摘があった。

・監事は、実行上、業務に関する事項、重点業務監査事項、会計経理に関する事項等の

年度計画を策定して学長に提出し、監査業務を実施するとともに、学内の重要な会議

に出席し、必要に応じて監事としての意見を述べている。

・法令改正に伴い、監査報告の作成義務が法律上明記されたほか、監事の役割が強化さ

れ、業務が拡大しており、各大学において、監事の勤務実態を把握したうえで、常勤

化の議論を行うとともに、監事補佐体制の整備が必要である。 

・リスクを未然にチェックするため業務監査の重要性が指摘されているが何をどこま

で監査すべきかについて整理が必要である。

・大規模大学の監事については、３名以上を配置できるよう制度改正すべきである。

・監事の業務に関する研鑽が必要であり、研修を行うことも重要である。

産業界

30%

大学関係者

20%

税理士・公認会計

士

23%

弁護士

10%

自治体関係者

8%

その他

9%

監事 構成比

86 大学 

172 名 
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・大学のガバナンス改革の推進方策に関する検討会議では、監事の選考に際し、選考会

議を設置するなど、求める人材像を明確化した上で、透明性のあるプロセスによって

選考する必要性が指摘されており、今後、留意が必要である。 

(3)提言

これらのことから、監事の適切な業務遂行を確保するために、各大学の実情に応じ、以下

の取組を推進すべきである。 

① 各大学において、監事の機能や業務が拡大していることや財政状況も踏まえつつ、

監事の常勤化や監事補佐体制の強化について検討すること。 

② 監事は国立大学法人の業務を監査することを踏まえ、各大学において、教育、研究、

社会貢献に関する監事監査の在り方について監事と連携・協議して検討するとともに、

監事監査と内部監査の目的、適切な役割分担等について検討すること。 

③ 監事としての研鑽や監事同士の連携を強化することが必要であり、文部科学省や監

事協議会を中心とした監事研修の充実に支援・協力すること。 

７．社会に対する説明責任について 

(1)調査結果

今回の調査では、社会に対する説明責任や広報活動については、調査事項には含まれてい

ないが、自由記述において、卒業生や地元企業からの理解を深めるための同窓会・校友会の

活動や、地元自治体や企業との連携を実質化することが重要な課題と認識されていた。 

(2)外部有識者の意見

外部有識者からは、大学は学内外に対し将来ビジョン等の情報発信に努めるべきであり、

国立大学総体として対外的発信力を高めることは各大学のガバナンスにとっても重要であ

ること、広報戦略を定め大学をアピールすることが外部資金の獲得や運営費交付金の充実

にもつながること、同窓生とのつながりを密にすることも重要であることなどの指摘があ

った。 

(3)提言

これらのことから、各大学が社会に対する説明責任を一層果たすために、各大学の実情に

応じ、以下の取組を推進すべきである。 

① 大学構成員全体が広報意識を持つとともに、広報戦略を定め、将来ビジョンや財政

状況等を含めて、学外に対して積極的なアピールをして理解を深めるよう努めること。 

② 特に、国立大学が多額の公的財政支援を受けていることを踏まえた納税者に対する

説明、寄附金を原資とした活動状況や資金の使用状況など寄附者に対する説明、外部

資金による研究活動や間接経費の使途など産業界に対する説明に留意するなど、社会

への説明責任をより積極的に果たすこと。 
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８．提言 

上記の検討結果に基づき、今後の国立大学における学長のリーダーシップの確立やガバ

ナンスの強化を図るため、以下のとおり提言するものである。

(1) 学長のリーダーシップについて

学長が大学運営と大学経営の責任者として強いリーダーシップを発揮し、マネジメント

を行うことができるようにするために、各大学の実情に応じ、以下の取組を推進すべきで

ある。 

① 学長が明確な大学の将来ビジョンを示し、学内外に積極的な情報発信を行い、意思

疎通を図って、学内外からの理解と支持を得ること。 

② 学長が大学運営と大学経営の双方に責任を有することから、理事、副学長などの学

長補佐体制の充実・強化を図る中で適切な役割分担を推進すること。 

③ 学部長、部局長等について、全学的視点に立って執行部と部局をつなぐ適任者が選

考・任命される手続等を整備すること。 

④ 人事、予算、組織再編等における戦略的な資源配分の仕組みを一層充実すること。

(2) 学長選考等・任期及び将来の大学経営人材の育成について

学長の選考等・任期及び将来の経営人材の育成については、学長にふさわしい人材を幅

広く確保することができるようにするために、各大学の実情に応じ、以下の取組を推進す

べきである。 

① 学長選考会議においては、学内外も含めて幅広く適切な学長候補者の確保に努める

こと。 

② 学長選考会議が十分な情報に基づき責任を持って学長候補者を選考することができ

るよう、所信表明等の手続の充実、意向投票を実施する場合の位置付けの明確化及び

構成員に対する大学の当面する課題や候補者の所信等の周知と大学経営への参画意識

の醸成、選考会議の学外委員に対する大学の現状等についての丁寧な説明等に努める

こと。 

③ 学長の業績評価については、これから本格化する具体的な評価に備え、学長選考会

議が策定した求める学長像に照らし、適切な評価が行われるようにすること。 

④ 学長の任期については、学長選考会議において、中期目標期間との連動も意識しつ

つ、学長が自らのビジョンの実現のために実効的な取組ができるよう適切な期間を設

定すること。 

⑤ 将来の経営人材の育成については、各大学において長期的視点に立って若い人材に

大学経営への参画の機会を与えるよう工夫するとともに、国立大学全体として学長を

含む大学経営人材の育成のための研修プログラムなどのシステム構築を検討すること。 

(3) 経営協議会について

経営協議会については、経営に関する重要事項の審議のみならず、外部からの大学運営

に対する意見を聴取する貴重な場であり、会議において実質的な議論が行えるようにする
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ために、各大学の実情に応じ、以下の取組を推進すべきである。 

① 議題や論点の整理を行い、適切な会議開催回数にすることにより、会議における意

見交換の時間を確保すること。 

② 学外委員に対しては、適切な関係を構築する取組を行うほか、大学の現状等を十分

に理解していただくため、自大学の強み（研究等）や研究者についての情報はもとよ

り、不祥事などのネガティブな事案についても丁寧かつ詳細に説明すること。 

(4) 教育研究評議会について

教育研究評議会が教育研究に関する重要事項を審議する場としての機能を十分に果たす

ことができるようにするために、各大学の実情に応じ、以下の取組を推進すべきである。 

○ 大学全体の教育研究等の質的向上を目指した建設的で実質的な意見交換を行うとい

う趣旨を委員全員に徹底するとともに、部局長会議や経営協議会など他の会議との議

題整理、会議開催回数や委員構成の適正化を検討すること。 

(5) 監事について

監事の適切な業務遂行を確保するために、各大学の実情に応じ、以下の取組を推進すべき

である。 

① 各大学において、監事の機能や業務が拡大していることや財政状況も踏まえつつ、

監事の常勤化や監事補佐体制の強化について検討すること。 

② 監事は国立大学法人の業務を監査することを踏まえ、各大学において、教育、研究、

社会貢献に関する監事監査の在り方について監事と連携・協議して検討するとともに、

監事監査と内部監査の目的、適切な役割分担等について検討すること。 

③ 監事としての研鑽や監事同士の連携を強化することが必要であり、文部科学省や監

事協議会を中心とした監事研修の充実に支援・協力すること。 

(6) 社会に対する説明責任について

各大学が社会に対する説明責任を一層果たすために、各大学の実情に応じ、以下の取組を

推進すべきである。 

① 大学構成員全体が広報意識を持つとともに、広報戦略を定め、将来ビジョンや財政

状況等を含めて、学外に対して積極的なアピールをして理解を深めるよう努めること。 

② 特に、国立大学が多額の公的財政支援を受けていることを踏まえた納税者に対する

説明、寄附金を原資とした活動状況や資金の使用状況など寄附者に対する説明、外部資

金による研究活動や間接経費の使途など産業界に対する説明に留意するなど、社会への

説明責任をより積極的に果たすこと。 
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審議経過 

【国立大学のガバナンスの在り方に関する状況調査】 

○平成２８年５月９日発出

○平成２８年５月２７日回答締切

【国立大学のガバナンスの在り方に関する調査研究ＷＧ】 

○ 第一回ＷＧ(平成２８年６月８日)

・状況調査結果報告、意見交換等

○ 第二回ＷＧ(平成２８年９月５日)

・意見交換、論点整理等

○ 第三回ＷＧ(平成２８年１０月３１日)

・有識者との意見交換

東京国立博物館館長 銭谷眞美氏

○ 第四回ＷＧ(平成２８年１２月５日)

・有識者との意見交換

学校法人津田塾大学理事長 島田精一氏

電気通信大学監事 松山優治氏

○ 第五回ＷＧ(平成２９年１月２５日)

・論点整理

○ 第六回ＷＧ(平成２９年２月２８日)

・最終報告作成

付属資料１ 
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国立大学法人のガバナンスの在り方に関する状況調査 

まとめ 

付属資料２ 
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国立大学協会 

国立大学法人のガバナンスの在り方に関する状況調査 概要 
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     ③選考会議での意向投票については、どのような観点で参考としているか 

④選考方法全体の流れ 

⑤その他、学長選考について、貴学の特徴的な取組や課題と思われる点 

 

  問 8 学長選考会議での業績評価・・・・・・・・・・・・・・・・・30 

     ①評価期間 

     ②職務が適切に遂行されたかの評価方法及び観点 

     ③業績評価においての監事の役割 

  問 9 学長適任者(学長の後継者)育成の仕組み・・・・・・・・・・・31 

 

4．各種会議体について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32 

  問 10 経営協議会について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32 

      ①全体の定数及び学外委員の定数等 

      ②学長と経営評議会委員との良好な関係構築のための試み 

      ③その他、経営協議会について今後の課題など自由記述 

      

  問 11 教育研究評議会について・・・・・・・・・・・・・・・・・34 

      ①定数等 

      ②実質的な議論を行うための工夫 

      ③その他、教育研究評議会について自由記述 

 

  問 12 全学の意思決定のための会議体について・・・・・・・・・・35 

      ①会議体の有無 

      ②会議体の名称 

      ③定数 

      ④構成 

      ⑤審議事項 

      ⑥他の会議体との関係 

      ⑦会議体について自由記述 

              

5．監事について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36 

  問 13 監事について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36 
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大学別分類 

本概要にて使用した大学分類 

区分 定義 属する大学(下線の大学は回答未提出) 
本調査概要に 

おける大学数 

Ａグループ 

学生収容定員 1万人

以上、学部等数概ね

10学部以上の大学 

北海道大学、東北大学、筑波大学、東京大学、千

葉大学、新潟大学、名古屋大学、京都大学、大阪

大学、神戸大学、岡山大学、広島大学、九州大学 

13 

Ｂグループ 

医科系学部を有さ

ず、学生収容定員に

占める理工系学生数

が文化系学生数の概

ね二倍を上回る大学 

室蘭工業大学、帯広畜産大学、北見工業大学、東

京農工大学、東京工業大学、東京海洋大学、電気

通信大学、長岡技術科学大学、名古屋工業大学、

豊橋技術科学大学、京都工芸繊維大学、九州工業

大学、鹿屋体育大学 

13 

Ｃグループ 

医科系学部を有さ

ず、学生収容定員に

占める文化系学生数

が理工系学生数の概

ね二倍を上回る大学 

小樽商科大学、福島大学、筑波技術大学、東京外

国語大学、東京藝術大学、一橋大学、滋賀大学 
7 

Ｄグループ 
医科系学部のみで構

成される大学 

旭川医科大学、東京医科歯科大学、浜松医科大

学、滋賀医科大学 
4 

Ｅグループ 
教育系学部のみで構

成される大学 

北海道教育大学、宮城教育大学、東京学芸大学、

上越教育大学、愛知教育大学、京都教育大学、大

阪教育大学、兵庫教育大学、奈良教育大学、鳴門

教育大学、福岡教育大学 

11 

Ｆグループ 
大学院のみで構成さ

れる大学 

北陸先端科学技術大学院大学、奈良先端科学技

術大学院大学、総合研究大学院大学、政策研究大

学院大学 

4 

Ｇグループ 

医科系学部を有し、

上記いずれにも属さ

ない大学 

弘前大学、秋田大学、山形大学、群馬大学、富山

大学、金沢大学、福井大学、山梨大学、信州大学、

岐阜大学、三重大学、鳥取大学、島根大学、山口

大学、徳島大学、香川大学、愛媛大学、高知大学、

佐賀大学、長崎大学、熊本大学、大分大学、宮崎

大学、鹿児島大学、琉球大学 

25 

Ｈグループ 

医科系学部を有さ

ず、上記いずれにも

属さない大学 

岩手大学、茨城大学、宇都宮大学、埼玉大学、お

茶の水女子大学、横浜国立大学、静岡大学、奈良

女子大学、和歌山大学 

9 

計 86 
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※ 文部科学省科学技術政策研究所 第一調査グループ発行 「国立大学法人の財務分析」でのグループ分

けを準用 

国立大学法人のガバナンスの在り方に関する状況調査 概要 

平成 28年 8月 17日現在 86全大学から回答有 

学長のリーダーシップ確立について 

問 1 大学運営にあたり、学長がリーダーシップをとるための体制についての下記設問に回

答してください 

【調査結果】 

学校教育法の一部改正により、副学長は、学長を補佐するのみならず、学長から指示を

受けた範囲の校務について自らの権限で処理することができるようになった。 

副学長については、各大学が配置しており、・入試担当、ＩＲ担当、国際担当、広報担

当、評価担当、医療担当、地域連携担当、ハラスメント防止、障害学生支援担当、附属図

書館担当、産学連携担当などを担当している。 

問３の調査において、学長補佐については、法改正後、増員した大学が多数みられた。 

「総括副学長」や「総括理事」の配置については２０大学で配置されている※。 

※名称に総括を含むものの他、職務内容に「総括」とあるものを含む。

①理事等の構成

グループ名 回答大学数 
理事数 

平均 

副学長数 

平均 ※ 

その他の学長補佐 

平均 

Ａグループ 13 6.46 5.15 11.85 

Ｂグループ 13 3.46 3.23 4.31 

Ｃグループ 7 3.43 1.57 4.43 

Ｄグループ 4 4.25 2.75 5.00 

Ｅグループ 11 3.09 3.45 2.91 

Ｆグループ 4 3.50 1.75 8.75 

Ｇグループ 25 5.08 3.80 7.00 

Ｈグループ 9 4.00 4.00 5.56 

全体 86 4.16 3.21 6.22 

※ 理事を兼務しているものは含めない

主な業務 

（理事） 

・総務担当

・財務担当
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・人事・労務担当

・教育担当

・病院担当

・大学改革担当

・入試担当

・国際担当

・学術担当

・法務・コンプライアンス担当

・学長特命担当

（副学長） 

・入試担当

・ＩＲ担当

・国際担当

・広報担当

・評価担当

・医療担当

・地域連携担当

・ハラスメント防止・障害学生支援担当

・附属図書館担当

・産学連携担当

(学長補佐・副理事等) 

・ハラスメント対応担当

・財務分析担当

・情報担当

・男女共同参画担当

・基金・同窓会担当

・新学部担当

・カリキュラム担当

・地（知）の拠点整備

・付属学校園担当

・禁煙・健康増進担当

問 2 学長がリーダーシップを発揮できる体制(学長直轄の企画戦略体制など) 

【調査結果】①～③ 

・８６大学中、７８大学において、学長が大学運営を戦略的に推進するため、大学改革等

に関する企画・立案、調整について機動的かつ柔軟に対処する学長直下の組織が設置さ

れている。 

・構成員については、教員・事務職員で構成する大学が半分を占めている。また、高度専
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門職員を配置している大学が１１大学あった。 

・組織の設置においては、第２期中期目標期間中に設置した大学が４６大学である。

①組織名

※特徴的な組織

・教育推進本部

・教育戦略室

・グローバルプロミネント研究基幹

・国際室

・国際連携戦略本部

・社会科学高等研究院

・国際未来教育基幹院

・産学連携戦略本部

・教育向上推進室

・入学試験改善室

・学生就職支援室

・障害学生支援室

・研究開発推進室

・社会連携推進室

・次世代大学力強化推進会議

②構成員数

教員のみで構成する組織  8大学 

事務職員のみで構成する組織  9大学 

教員・事務職員で構成する組織    50大学 

教員・事務職員・高度専門職員で構成する組織  10大学 

教員・高度専門職員で構成する組織  1大学 

該当組織無し、未記入  8大学 

  計 86大学 

※ 該当する組織が複数ある場合は最も新しい組織を対象

③設置年

第 1期中期目標期間中に設置 13大学 

第 2期中期目標期間中に設置  46大学  

第 3期中期目標期間中に設置  16大学 

設置年記載なし  4大学 

該当組織無し・未記入  7大学 

計 86大学 
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※ 該当する組織が複数ある場合は最も新しい組織を対象

④設置の経緯

【調査結果】 

学長の総括的で円滑な大学運営、学長への意思決定のサポート、学長の特命事項等の

企画・調整及び推進、学長の方針の具体化と評価活動への連動（IR推進）、部局間調整、

学長の権限の集中と執行部の強化などのガバナンス体制強化に取り組んでいる。 

⑤具体的な活動例

【調査結果】 

・学長ミーティング

・大学改革に関する重要事項について企画立案

・学内情報の集約・分析

・アクションプラン・ロードマップの策定及び検証

・教育研究組織の設置、再編の方針

・中期目標・中期計画及び年度計画、概算要求の策定

・海外の大学、研究機関等との連携を推進

・新学部の設置に向けた検討

・研究活動の現状分析

・資金獲得戦略

・大学国際化を推進

・大学ランキング対策

・学部入学者の入試成績と就職状況との関連についての追跡調査

⑥学長のリーダーシップに関する今後の課題

【調査結果】 

各大学では、ガバナンス改革における大学の機能（教育・研究・社会貢献等）をさらに充実さ

せるため、大学の意思決定の効率化、迅速化、説明責任の明確化のために主に以下の意見

があった。 

・大学執行部と各部局（学部長等）との間の連携強化

・ＩR機能によって裏付けられた，学長の意思決定を支援する体制強化

(客観的なデータ収集と分析、根拠データに基づく議論) 

・専門性の高い職員の確保

・大学構成員からのボトムアップと学長からのトップダウンを併用しながら、大学構成員のや

る   気（インセンティブ）を引き起こす 

・予算の裏付け
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(回答概要) 複数回答 

今後の課題 回答数 

予算の裏付け 28 

人事面での権限 3 

構成員（部局）との意思疎通（仕組みの確立） 18 

学内外データの収集，分析（IR)と改善 16 

学長補佐体制の強化（リーダーシップを発揮できる仕組み） 13 

種々の制度や組織の整備、業務改善 8 

意思決定システム 7 

専門性の高い職員の確保（養成） 6 

大学構成員からのボトムアップと学長からのトップダウンを併用しながら、大学構成

員のやる気（インセンティブ）を引き出す 

3 

学長のリーダーシップによる各種改革は持続性のあるものでなければならない（学長

の任期、学長の任期と中期目標期間の周期との整合性、リーダーシップが発揮しや

すいチーム作り、改革のアクションプランに沿った学長任期の設定、学長や一部個人

の能力に頼りすぎる構造） 

3 

学長の資質 リーダーシップ 4 

大学経営におけるリーダーシップのあり方の検討 1 

学長のリーダーシップに関する様々な事柄を習得する機会を設ける 1 

⑦その他リーダーシップの確立に関する自由記述

主な意見としては、大学の経営方法として、まず、学内の意思疎通が重要という意見が

多く、具体的には、意思疎通を図る機会の確保と教職員との信頼関係の構築とともに大

学のビジョンを十分理解させるというものであり、学内の情報伝達の在り方も意識して

いる。 

また、ガバナンス体制の強化として、学長の意思決定を支える体制とビジョンに裏付

けを与える客観的なデータ、教員一人一人の位置づけと果たすべき役割，及び部局毎の

役割を明確にするなどの意見があった。また、財政面での支援充実の観点から、卒業生や

地元企業からの理解を深めるための同窓会の活動や、地元自治体や企業との産官学連携

を実質化など社会の理解・協力を得るための努力が挙げられている。 

経営者等の養成では、学内で将来の経営層を育成する方法と大学経営に精通した人材

確保などが課題として挙げられている。 
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問 3 学長補佐体制に関し、これまでに行った、もしくは行う予定の特徴的な改革 

【調査結果】 

学長補佐体制の整備としては、主に、ＩＲ室の設置、高度専門職員の採用・育成、事務

職員の高度化、学長補佐体制の整備（組織、人員配置）、全学の組織整備（教員組織の一

元化など）に大きく分けられる。 

具体的には、総括副学長の配置、学長直下の企画室等設置、スタッフの増員、ＵＲＡの

配置、事務職員の語学研修の実施などであり、学長がリーダーシップを発揮するための

仕組み、権限配分などを整備している。 

(回答概要) 

区分 近年の主な取組 

IR室の設置 【H27.3以前設置】 

３１大学 

【H28.4設置】 

８大学 

【今後設置予定】 

６大学 

【検討中】 

２大学 

高度専門職員の採用・育成(ＵＲＡ配置) １８大学 

事務職員の高度化 １１大学 

学長補佐体制の整備（新組織の設置・改変等） ２３大学 

学長補佐体制の整備（理事、副理事、学長補佐な

ど） 

【総括理事、総括副学長の設置】 

８大学 

【理事に外部人材を登用】 

２大学 

【副理事の配置・増員】 

４大学 

【副学長の増員】 

７大学 

【学長補佐の配置、増員】 

２７大学 

【その他】 

・大学執行役の配置

全学組織整備 ８大学 

その他 ・ＣＯＣ推進本部を設置

・中期経営基本戦略を新たに策定
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・「経営品質」の考え方（顧客本位、独自能力、

社員重視、社会との調和）を導入）

問 4 下記 1～3における学長のリーダーシップのとり方について 

① 全学的な教員の選考、重点配置、学長裁量ポストについて

【調査結果】 

教員の配置においてほとんどの大学では、全学の教員人事委員会等を設置して、一元

管理し、大学のビジョンなどの全学的な視点に基づき審議を経て学長が決定している。

また、毎年学内において、一定数を確保しながら、学長裁量枠（ポイント）を活用し，年

俸制なども取り入れながら本学の強みや特色のある研究分野への重点配置を行ってい

る。なお、アクションプランを策定し、学長裁量枠定員の確保や部局等戦略定員の設定等

を行っている大学もあった。 

選考においては、部局からの推薦があり、全学の教員人事委員会の審議を経て学長が

選考しているケースが多く、権限が集中しているところである。なお、候補者に対して学

長の面接などを取り入れている大学もあった。 

(回答概要) 

教授会の議を経て採用する大学 4 

全学委員会の議を経て採用する大学 36 

教授会及び全学委員会の議を経て採用する大学 8 

不明・無回答等 38 

計 86 

部局が作成する人事案の学長による事前承認が必要な大学 8 

② 学内予算の重点配分、学長裁量経費の確保について

【調査結果】 

各大学では、学長のビジョンや中期目標・中期計画に基づく機能強化・大学改革の加速に資

する経費として、学長裁量経費を確保しており、前年度増額や文部科学省から示される学長

裁量経費の額以上を確保している大学も複数あった。また、当初配分額の一定割合を留保

し、各部局の活動計画に基づいた予算執行計画内容等を評価した上で，予算を再配分するな

どのメリハリある配分を実施している大学も多い。各部局が中期目標達成のために取り組む

「事業計画」とともに中間進捗，実績に対する執行部（学長，理事，副学長）の評価に基づき配

分を行っている大学もあった。また、全学的な重点経費として、教育，研究，地域連携，国際化

経費，部局長裁量等の重点経費に細分化されているところもある。 

なお、寄附金等の拡充に関する記載は特になかった。 

③ 新組織設置のための既存部局からの定員等の配分について

【調査結果】 

従来の学問領域を超えた教学組織の再編成、整備のために主に以下の取組が行われて

いる。 
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・教員組織と教育組織の分離による学生の動向に応じた教員の再配分(５大学・検討中２

大学) 

・全学の教員人事委員会の設置も含めて、全学的見地に立ったマネジメントにより、教員

ポストの戦略的配置(１１大学) 

・大学改革推進室、教員配置戦略会議などを設置し、全学的な観点で、方向性を定めつつ

教員の定員等の配分を一括管理（９大学） 

・学長のリーダーシップにより新しい組織の必要性，目標を明示（１大学）

・学長裁量職員枠や各部局からの拠出分を用いて再配分(１０大学)

・「高度教養教育・学生支援機構」の設置により高等教育推進を全学体制により実施（１

大学) 

・教員組織を「教育研究院」等に一元化し、教員人事の全学管理及び教員資源の円滑な再

配分による、柔軟な教員人事及び教員資源の効率的活用に取り組む（３大学) 

・新組織の母体となる部局以外からの定員再配置を伴う新組織の設置は計画していない。

（１大学） 

・ポイント制による人事ポイントで管理し、配分するポイントを見直すことで柔軟に対

応（５大学) 

・大学教員の定数配分に係る基本方針等を作成し、将来的な学部入学定員の見直しや社

会の変化に対応出来る教育研究組織への見直しの必要性を踏まえ，再配分のための必要

な定数を確保（１大学） 

・学部・研究科といった教育組織等との関係は「主担当」・「副担当」とする新たな方式を

導入（１大学） 

・学長が，教員組織を総合的に判断し，配置について検討を行うこととなる。（１大学）

・アクションプランにおける各部局等の学長裁量枠定員の供出計画に基づき措置（１大

学） 

・標準教員数と貢献度等により算出した「貢献数」を加味した部局の「基本教員数」を算

出する教員再配置システムを構築（１大学） 

問 5 学部長・部局長の任命方法について、下記設問に回答してください 

① 学部長・部局長の任命方法の流れ

【調査結果】 

各大学では、(①部局からの推薦により学長が任命、②理事を含めた会議を経て学長が

任命、③学長が任命)となっており、最終的には学長の判断により学部長を任命しており、

その責務を果たすにふさわしい人材を選考できる仕組みになっていると思われる。 

 なお、部局からの推薦により学長が任命の場合、推薦者が１名の大学があったが、ほと

んどの大学が複数推薦（順位を付す場合と付さない場合あり）であり、また、学長からの

ヒアリングを実施している大学も複数見られた。
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（回答概要） 

任命方法 大学 

部局からの推薦により学長が選出 ５９大学 

うち１名推薦 ４大学 

学長が選考（学長が指名）し，任命する。 １５大学 

部局等により異なる ２大学 

該当なし ９大学 

計 ８５大学 

② 学部長、部局長の任命基準

【調査結果】 

全体としては、大学のビジョン、中期目標、ミッションの再定義と部局の現状をよく把

握し、リーダーシップを持って部局の運営にあたる人材、部局をとりまとめる力のある

人材、学長と基本的な方向性を共有するとともに、十分な意思疎通が図れる人材などが

挙げられている。なお、基準がないと回答した大学や、「選考基準による」など具体的な

記載のない大学も複数見受けられた。 

③再任における評価期間

【調査結果】 

ほとんどの大学において部局長等としての任期を評価期間としている。 

2年 46大学 

3年 1大学  

特に定まっていない 25大学 

その他       14大学 

④職務が適切に遂行されたかの評価方法及び観点

【調査結果】 

全体としては、中期目標・中期計画や学長のビジョンに沿った部局のミッション、学長

からの要求事項などによるその達成度をもとに、最終的には学長が評価するようになっ

ている。しかし、具体的な評価項目や評価実施要項、業績評価シートなどを作成、活用し

ている大学は７大学程度にとどまる。評価について明確になっていない大学も多数あっ

た。 
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（回答概要） 複数回答 

評価方法 大学 

中期目標・中期計画・学長のビジョン・部局の目標・各種課題・活動の

達成度 

３５大学 

部局長実績の評価項目・業績評価シート・年間計画シート・評価実施要

項などの基準を設けている。 

７大学 

学長から求める部局長像・当該部局の課題などを提示し、その達成度 ４大学 

リーダーシップ、適切なマネジメントなど １２大学 

なし １４大学 

明確な記載なし ５大学 

総合的に評価 ７大学 

該当なし ３大学 
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学長選考・任期・業績評価について 

問 6 学長選考に関し、下記設問に回答してください 

【調査結果】①～④ 

学長の任期については、４年が６２％で多く、次に３年が１７％、６年が２１％となっ

ている。再任については、４年任期の場合は、５４％が２年、３年任期の場合は、全大学

が３年、６年任期の場合は、ほぼ再任なして、全体でみると、再任１回を含めると、学長

の任期は、７６％が６年となる。なお、任期３年と４年のうち、４大学で再任なしと比較

的短期間の大学もあった。逆に任期無しの長期の就任が可能な大学が７大学あった。 

①学長選考会議の構成

  定員 

回答大学数 6～9 10～14 15～19 20～ その他 

Ａグループ 13 1 7 3 1 1 

Ｂグループ 13 4 8 1 

Ｃグループ 7 2 3 2 

Ｄグループ 4 1 2 1 

Ｅグループ 11 6 3 2 

Ｆグループ 4 3 1 

Ｇグループ 25 1 16 5 3 

Ｈグループ 9 4 4 1 

計 86 19 46 15 4 2 
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②学長の任期

③現職学長が再任された場合の再任期間

④再任可能回数

回答 

大学

数 

3年 

再任 

3年 

4年 

再任 

2年 

4年 

再任 

無し 

4年 

再任 

4年 

6年 

再任 

無し 

6年 

通算 

10年 

6年 

再任 6 

年 

6年 

再任 2 

年 

Ａグルー

プ 
13 6 2 4 1 

Ｂグルー

プ 
13 3(*1) 8(#1) 2 

Ｃグルー

プ 
7 6 1(*1) 

Ｄグルー

プ 
4 1 1(*1) 2 

Ｅグルー

プ 
11 2 7 1 1 

Ｆグルー

プ 
4 1 1 1 1 

Ｇグルー

プ 
25 6(#1) 8 5(*2) 6 

Ｈグルー

プ 
9 2(*1) 4 1 1 1 

計 86 15 40 3 10 15 1 1 1 

※ ( )内は内数、*再任回数制限なし #再任２回まで それ以外は再任 1回

⑤学長選考について、任期や中期目標との関係も踏まえた自由記述

【調査結果】 

全体としては、中期計画の重要性に鑑み、学長任期については、再任の有無を問わ

ず、６年間という意見が多数であった。近年に再任無して１期６年に設定している大

学もいくつかあった。また、最初の任期を延ばすことで、より大学運営に注力できる仕

組みとするため、３＋３を４＋２として最初の任期を延長したり、３＋３から４＋４

に両方とも任期を延長させた大学も見られた。逆に、短期での成果が求められている

ことから、４＋２から３＋３に最初の任期を短縮した大学もある。 

学長の交代時期については、中期計画の策定及び実施と連動させることが必要であ

り、学長候補者が就任後の 1～2年の間に次期中期目標・中期計画を策定することによ

り、スムーズに中期目標・中期計画に取りかかることができる仕組み作りを行うとい
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う意見が多かった。 

（回答概要） 

学長任期について、望ましいと思う期間 複数回答あり 

（ ）内は内数。現行

の規定と同じ大学 

任期６年（再任なし） １６大学(６大学) 

最長６年（再任含む） ７大学(１大学) 

最低６年（再任あり） ２大学(１大学) 

８年（4年＋2年＋2年） １大学(１大学) 

８年（4年＋4年） ４大学(１大学) 

６年（4年＋2年） ９大学(８大学) 

６年（3年＋3年） ３大学(２大学) 

４年（再任なし） １大学(１大学) 

再任回数制限なし(4年＋4年) １大学(２大学) 

任期は 6 年以上 8年以内がよいと考える。 ２大学 

過度に短い期間でなければ(１期４年程度ならば)リーダーシップの

発揮は可能 

１大学 

任期の制度は撤廃するべき。但し、あまり長すぎるのも良くない。

業務評価に基づいて選考会議が高度な判断をするのが良いのでは。 

１大学 

任期を最長 10年程度に延長できる仕組みにしてはどうか。 １大学 

中期計画目標の立案と遂行の期間が合致していることが望ましい。 １大学 

改選の時期について 

学長候補者が就任前の 1～2 年の間に次期中期目標・中期計画を策定

期間があるのが望ましい。 

５大学 

新期間が始まる 2 年前（すなわち，前期間の 4 年目）に選考される

ことが望ましい。 

１０大学(３大学) 

新期間が始まる１年前に選考されることが望ましい。 １１大学(３大学) 

年度途中だった任期を４月１日からと改めた ２大学 

中期目標期間と同一の 6 年で交代時期となっていないので、検討必

要 

１大学 

中期目標期間と同一の 6 年で交代時期を向えており、選出された新

学長は、中期計画の策定に関わることがなく検討が必要 

３大学 

その他 

より長期的な大学運営の観点から選考がなされることが肝要であ

る。 

１大学 

多様性のある次世代執行部人材育成に時間を要する。 １大学 

選考会議は、外部委員を過半数にすべき １大学 

学長として掲げたマニフェストがどれだけ達成されたか、目標達成 １大学 
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のためにどのような努力をしたか、ガバナンスやマネジメントの能

力が実際の大学運営面でどのように発揮されたか、明確な指標で判

断されるべきである。 

問 7 学長の選考時の意向投票について 

①意向投票の有無

回答大学数 行う 行わない 行うことができる 

Ａグループ 13 10 3 

Ｂグループ 13 12 1 

Ｃグループ 7 7 

Ｄグループ 4 2 1 1 

Ｅグループ 11 9 2 

Ｆグループ 4 2 2 

Ｇグループ 25 20 2 3 

Ｈグループ 9 7 1 1 

計 86 69 11 6 

②意向投票の回数および意向投票の方法等、特徴的なこと

【調査結果】 

・意向投票の回数は、１回という大学が多数であった。また、再任の場合や候補者が１名

の場合は、意向投票を実施しない大学が７大学ある。 

・問７①のとおり、意向投票を実施していない大学は 11大学あり、文部科学省の調査（平

成 26年 5月時点）では、全 86大学中、5大学であったことから、増加傾向にある。 

・投票有資格者は、教員（教授，准教授・講師及び助教）、事務系職員、技術職員及び医

療職員の常勤というのが多数であるが、事務職員は、課長補佐以上、係長以上、主任以

上、9年以上在職などが大学によって取り扱いが異なっている。また、附属学校の教諭に

おいても対象としている大学と除外している大学がある。 

（回答概要） 

【意向投票の回数】 

上記表「行う」とした６９大学中 

１回６２大学  ２回５大学 ※１  その他２大学 ※２ 

※１ 複数回行うことが前提の大学のみカウント、候補者が過半数の得票を得ることがで

きなかった場合、決選投票の規定がある大学は「１回」として数えている。 

※２ ・検討中

・実施回数は学長選考会議が判断する

・再任の場合、意向投票を行わないとしている大学 ３大学

・候補者が１名の場合、意向投票を行わない大学  ４大学 
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③ 選考会議での意向投票については、どのような観点で参考としているか

【調査結果】 

意向投票の結果はあくまで参考の一つであり、学長選考会議がその権限と責任におい

て学長候補者を最終的に決定している。 

④選考方法全体の流れ

【調査結果】 

各大学では、法改正により、求められる学長像として、学長選考会議による選考基準を

作成しており、ホームページに公開している大学も多い。また、学長選考の手続き・方法

については、選考日程の公示、所信表明、ヒアリング、公開討論、意向投票など、ほぼ同

様の流れとなっている。 

なお、「選考会議があらかじめ一次選考等を行った後で、意向投票を行う大学」と「意

向投票自体を実施しない大学」で５０大学あり、半数以上の大学では、学長選考会議で主

体的に選考していると思われる。 

学長候補者を学外に広く公募していると回答した大学も２大学あった。 

また、再任の場合は、意向投票をせずに、学長会議の再任審査等で選考する回答が多

い。 

（回答概要） 

・選考会議が一時選抜を行うなど、学長選考会議で選出した上で、意向投票を実施している

大学（３９大学） 

・意向投票を行わない大学（１１大学）

・意向投票の結果による推薦者を学長選考会議で選考している大学（従来どおりの選考過

程）（３３大学）

⑤その他、学長選考について、貴学の特徴的な取組や課題と思われる点

【調査結果】 

 意向投票を廃止し、学長選考会議が学長候補者を主体的に選考する方法を取り入れて

いる大学も見られるが、まだ１１大学である。他に大きな特徴は見られなかったが、意向

投票の在り方の検討、学長の業績評価の在り方などを課題掲げている大学が多く見られ

た。 

195

33



問 8 学長選考会議での業績評価について、下記に記入してください。 

①評価期間

1年間で評価  32大学 

2年間で評価  8大学 

3年以上で評価 17大学 

検討中・未定 19大学 

その他  10大学 

計 86大学 

②職務が適切に遂行されたかについての評価方法及び観点

【調査結果】 

回答があった６６大学はほぼ同様の方法であり、以下のとおりである。 

・所信表明書

・法人評価委員会による業務に関する評価結果

・監査報告書、事業報告書

・学長の自己評価書

・アクションプラン

・中期目標・計画

などを活用して学長選考会議や監事のヒアリングを経て評価している。 

なお、上記の項目においては、あらかじめ、学長選考会議において、検証項目を定めて

いる中で、活用している大学もあるがそうでない場合もある。ただし、新たな評価方法及

び観点、エビデンスについて検討していくと記載している大学も多かった。 

また、問８①のとおり、業績評価期間は、「毎年」と回答した大学が３１ともっとも多

く、次に中間評価である３年となっている。 

③業績評価においての監事の役割

【調査結果】 

ほとんどの大学においては、監事監査報告書及び事業報告書に活用、学長選考会議へ

の参加、意見を求める。監事へのヒアリングなど、業務執行状況について、監事による恒

常的な確認が行われている。 

（回答概要） 複数回答 

監事の役割 回答数 

監事監査報告書、事業報告書の活用 18 

学長選考会議の参加・連携 33 

監事による学長へのヒアリング 3 
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役員等との意見交換 1 

 

 

問 9 学長適任者(学長の後継者)を育成する仕組み、取り組み 

【調査結果】 

現行の大学のキャリアパス制度としては、部局で貢献している比較的若い教員を学長

補佐や副理事などに登用して、早い段階で経営に参画させ、副学長、理事の経験を積ませ

ながら人材育成を実施している。しかしながら、各大学では、特別な仕組みがないことに

大きな課題を抱いている。 

各種会議体について 

 

問 10 経営協議会について下記設問に回答してください。 

 

①全体の定数および学外委員の定数等 

 

・全体の定数 

 回答 

大学数 
～9 10～14 15～19 20～25 25～29 定め無し その他 

Ａグループ 13   4 1 4 1 3 

Ｂグループ 13 1 1 7  1 3  

Ｃグループ 7  3 3 1    

Ｄグループ 4 1 1 1   1  

Ｅグループ 11  7 1   2 1 

Ｆグループ 4   1   1 2 

Ｇグループ 25  5 12 4  1 3 

Ｈグループ 9  4 2   2 1 

計 86 2 21 31 6 5 11 10 

 

・学外委員の定数 

人数の規定がある大学  45大学 

過半数となっている大学 35大学 

その他(○人以上など)  6大学 

 

 

・平成 27年度の開催回数 

最少 4回  

最大 10回  

平均 5.96回 
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②学長と経営協議会学外委員との良好な関係構築のための試み

【調査結果】 

各大学では、経営協議会とは別に懇談会の開催や行事の招待、その他意見を聞く場を設

けるなど委員と直接会う機会を設けて大学の理解と関係性を深めている。また、経営協議

会においても、ポイントを絞った論点整理や自由な意見交換の時間を確保するなど、限ら

れた時間の中で、外部委員にわかりやすい工夫と、意見を集約しやすい環境を設けるなど

効果的な議論に努めている。 

（回答概要） 複数回答 

取り組み 回答数 

懇親会の開催 30 

経営協議会以外の学外委員会に登用 1 

大学の状況説明等のヒアリング・意見交換 34 

学内視察・学内行事への招待 9 

テレビ会議の開催 1 

学外委員主催のイベント等に積極的に参加 2 

③経営協議会に関し、今後の課題など自由記述

【調査結果】 

各大学では、経営協議会において、大学の運営に学外者の意見が的確に反映されるこ

と、大学の現状を把握してもらうこと、委員との良好な関係を保つことに対して、様々な

工夫が行われている。 

(回答概要)  

実施した取り組み・工夫 回答数 

学外委員の増員 1 

開催場所の工夫 1 

開催回数の増加 1 

運営面の工夫 5 

今後の課題 回答数 

運営面の工夫 14 

議題・論点の整理 7 

会議場所、開催日程等の調整 6 

外国人委員への対応 1 

委員謝金の増額 1 
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その他 5 

 

 

 

問 11 教育研究評議会について、下記設問に回答してください。 

 

①全体の定数等 

・定数  

 回答 

大学数 
10～19 20～29 30～39 40～49 50～ 定め無し その他 

Ａグループ 13   1 6 5 1  

Ｂグループ 13 4 6  1  2  

Ｃグループ 7 2 5      

Ｄグループ 4 3     1  

Ｅグループ 11 4 4 1   2 1 

Ｆグループ 4 1     1 1 

Ｇグループ 25 1 12 8 1  1 2 

Ｈグループ 9 2 5 1   1  

計 86 17 32 11 8 5 9 4 

平成 27年度の開催回数 

最少 5回  

最大 24回  

平均 12.4回 

 

②実質的な議論を行うための運営上の工夫 

【調査結果】 

前段階の部局長会議等との、審議項目の調整、資料の事前配布、又は構成員のスリム

化、議題の精査、など各大学にて工夫している。 

 

(回答概要)                    複数回答 

取り組み 回答数 

事前にメンバーや関係組織と打ち合わせを行う 12 

資料の事前送付やＷＥＢ掲載 25 

組織の変更や他の会議体との議題の調整 10 

議題や進行の工夫 14 

その他 4 

 

③その他、教育研究評議会に関し、今後の課題など自由記述 

【調査結果】 

大学教育向上や研究推進を議論すべきであるが、大学の管理・運営的な議題が多い、部
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局員が部局の立場を優先した発言が多い、下部の会議で議論しており重複しているなど

の意見があった。 

 

 

問 12 教育研究評議会・経営協議会以外の全学的な意思決定のための会議体について 

 

①会議体の有無 

該当する会議体有  53大学 

該当する会議体なし 32大学 

計         85大学 

 

※ 法定会議である役員会を除く 

 

②会議体の名称 

③定数 

④構成 

⑤審議事項 

⑥他の会議体との関係 

⑦教育研究評議会、経営協議会以外のすべての会議体について、今後の課題など自由に記

述してください。 

※ 詳細については省略 

 

監事について 

 

問 13 監事について、下記設問に回答してください。 

 

①現在の監事について 

 回答 

大学数 
常勤 2名 

常勤 1名 

非常勤 1名 
非常勤 2名 

Ａグループ 13 1 12  

Ｂグループ 13  2 11 

Ｃグループ 7   7 

Ｄグループ 4  3 1 

Ｅグループ 11  3 8 

Ｆグループ 4   4 

Ｇグループ 25  25  

Ｈグループ 9  3 6 

計 86 1 48 37 
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②監事と学長や執行部の意思疎通のためのシステム・工夫

【調査結果】 

回答した大学は、役員懇談会や各種会議の参加、意見交換会などの機会を設けており、

情報収集や監事としての意見を述べている。 

役員懇談会等の実施 ９大学 

役員会、経営協議会、教育研究評議会等の参加と意見述べる。 ４０大学 

学長との定期意見交換会 

（理事、学部長ヒアリングなど） 

２７大学 

学長と他の監査組織(経営監査室、監査法人等)を含めた意見交換会 １２大学 

③監査報告書の活用状況について

【調査結果】 

ほとんどの大学では、大学によって、多少の違いがあるものの、役員会、経営協議会、

教育研究評議会などに報告してもらい、監事の指摘に対して、具体的に必要な措置を行

い、監事に報告している。しかし、ＨＰに公表している以外特になしという大学もあっ

た。 

④ 監事の役割強化のため、行ったこと、検討中のこと

【調査結果】 

（体制強化） 

全体としては、体制強化に取り組んでいる大学は少数であった。その中では、監査室の

増員に取り組む大学が多く見られた。監事の常勤化にシフトした大学は、予算の関係上

まだ少数である。待遇改選に取り組む大学も見られた。 

（その他） 

意見交換の機会の増、監事報告書の活用の強化策などの回答が多く、実質的な体制の

強化に至っていない大学が多数を占めた。 

（主な回答）()内は内数、検討中 

監査室員の増や常勤職員配置等の体制強化 １６大学(４大学) 

監事の常勤化（非常勤２→常勤１、非常勤１） ５大学(１大学) 

非常勤監事の勤務日数増加 １大学 

手当を日給から月給与へ（待遇改善） ７大学 

監事の任期の延長 １大学 
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監事予算新設 １大学 

監事コーディネーター配置（短期） １大学 

 

⑤ 監事について、今後の課題など自由記述 

【調査結果】 

学長リーダーシップの強化により、学長の業務チェック機能が高まっており、監査機

能強化が必要と答えた大学が大半を占めている。具体的には、監事の常勤化や監事を支

援する職員の高度化などが挙げられているが、同時に常勤化などの機能強化を求められ

ているが国からの財源の支援がないことを課題としている大学も多い。また、監事自身

のスキル向上のための研修の強化も課題として掲げられている。なお、多様な研修を含

めた監事同士の連携強化を監事協議会はじめ国大協にも依頼したいという回答もあっ

た。 

 

（回答概要） 

監事の常勤化 ８大学 

監事を支援する職員の高度化（補佐体制整備） １１大学 

女性登用 １大学 

財政の問題（予算措置） １１大学 

待遇改善 １大学 

監事研修の強化 ８大学 

全国監事協議会の専従事務局が必要 １大学 

常勤・非常勤の役割分担 ２大学 
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国立大学法人のガバナンスに関する調査研究 

ワーキンググループの設置について 

 

 

平成 28 年 4 月 22 日 

理 事 会 了 承 

 

１．趣旨 

平成 27 年４月、学校教育法及び国立大学法人法の改正が施行されたとこ

ろであるが、国立大学法人のガバナンスの在り方については、様々な意見が

交わされているところである。ついては、各大学の主体的なガバナンス改革

に資するため、各大学の取組を調査して先進的な事例等の情報を共有すると

ともに、ガバナンスに関する諸課題を抽出して、その解決の方向性を調査研

究するため、理事会の下に「国立大学法人のガバナンスに関する調査研究ワ

ーキンググループ」（以下「ＷＧ」という。）を置く。 

 

２．役割 

① 各大学の取組を調査して先進的な事例等の情報を共有すること。 

② ガバナンスに関する諸課題を抽出して、その解決の方向性を調査研究する

こと。 

③ 上記①、②に関して、調査研究結果等をとりまとめ、理事会に報告するこ

と。 

 

３．構成 

  ＷＧは、次の各号に掲げる委員で構成する。 

①  会長の指名する副会長 若干名 

②  会長の指名する会員代表者 若干名 

③  専務理事及び常務理事 

④ 本 WG には、座長の指名により、本 WG の役割に関し専門的な知識・経

験を有する専門委員を置くことができる。 

 

４．運営等 

 ① ＷＧに座長を置き、会長の指名する副会長をもって充てる。 

 ② ＷＧの会議は、座長が招集し、議長となる。 

 ③ WG での検討に際し、必要に応じて、学識経験者等の意見を聴くことが

できるものとする。 

④ 会議の具体的運営等については、ＷＧが定めるものとする。 

付属資料３ 
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５．設置期間 

  このＷＧは、平成 27 年 2 月 22 日に設置し、平成 29 年 6 月の通常総会

終結まで存続するものとする。 

 

６．会議出席謝金 

  専門委員及び学識経験者等には、会議出席謝金を支払う。 

 

７．その他 

 ① 検討結果については必要の都度理事会に報告し、理事会が適切に処理す

る。 

 ② ＷＧの庶務は、本協会事務局が担当する。 
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平成 28 年 4 月 22 日現在 

国立大学法人のガバナンスに関する 

調査研究ワーキンググループ 委員名簿 

座 長 大 西 隆 豊橋技術科学大学長（副会長） 

委 員 空 閑  良 壽 室蘭工業大学長 

  〃 小 山  清 人 山形大学長 

  〃 蓼 沼  宏 一 一橋大学長（理事） 

  〃 髙 橋    姿 新潟大学長（副会長） 

  〃 武 田    廣 神戸大学長 

  〃 岡    正 朗 山口大学長（理事） 

  〃 久 保  千 春 九州大学長（理事） 

  〃 山 本  健 慈 国立大学協会専務理事 

  〃 木 谷  雅 人 国立大学協会常務理事 

付属資料４ 
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「第３期教育振興基本計画の策定に向けたこれまでの審議経過について」に対する意見 

平 成 ２ ９ 年 １ ０ 月 １ ３ 日 

一般社団法人国立大学協会 

第３期教育振興基本計画は、我が国の教育政策を総括し、計画期間である平成３０年度からの５

年間のみならず、その後の教育振興政策にも引き継がれる重要な計画であるものと認識している。

本計画の審議経過報告は、初等教育から高等教育における現状と課題及び社会の活力や持続可能な

成長を確かなものとするための要件を多角的に述べているものである。本計画が実効性のあるもの

となることを強く期待し、以下のとおり意見を述べる。 

基礎研究そのものを強化する観点について 

 第１部、第２部を通して、イノベーションを牽引する人材を育成するという観点から研究力の強

化について言及しているものの、一方で高等教育における基礎研究及びそれを担う次代の研究者育

成の重要性が見えにくくなっている。高度な研究力は高等教育の基盤であるため、基礎研究そのも

のを強化する観点をイノベーション創出の観点と分けて記載するべきである。また、その具体的な

施策としては、大学の基盤的経費や研究者個人への助成の確保・充実を図ること等が挙げられる。

知識集約型の経済活動がもたらす付加価値が成長の大きな要素であるとして、いわゆる「出口志向」

の研究が注目されがちであるが、それも真理の探究を目的とする深く幅広い基礎研究の成果の上に

発展するものであることを忘れてはならない。 

人材育成におけるダイバーシティの観点について 

 我が国の高等教育システムにおいては、ダイバーシティ、特にいわゆる理系女子や女性研究者の

育成に向けた取組（例えば、理工系人材育成に関する産学官円卓会議による「理工系人材育成に関

する産学官行動計画」等）が進められているところであるが、第１部、第２部を通して、女性の人材

育成については、主にリカレント教育の観点からの記述となっている。女性の活躍を拡大すること

は、男女共同参画社会の理念から当然の要請であるのみならず、イノベーションの創出と持続可能

な社会の発展実現のために極めて重要であることから、リカレント教育に限らず、高等教育システ

ムにおける女性の人材育成について記載するべきである。

「第１部 我が国における今後の教育政策の方向性」について 

２．社会の持続的な発展を牽引するための多様な力を育成する（イノベーションを牽引する人材の

育成） 

大学院の博士後期課程定員未充足による研究者の減少が論文数の低下を招き、日本の研究力の

低下を引き起こしていることについて言及するべきである。また、その点を踏まえて、第２部の

「目標（８）イノベーションを牽引する人材の育成」の「○ 大学院教育改革の推進」等の施策を

より充実させるべきである。 

５．教育政策推進のための基盤を整備する（教育政策推進の基盤） 

現在の危機的状況、特に大学の財政基盤の劣化について明確に記載するべきである。また、そ

の点に関する目標・施策を第２部において明示するべきである。 
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「第２部 今後５年間の教育政策の目標と施策群（案）」について 

目標（７）グローバルに活躍する人材の育成 

・ 測定指標候補として、「英語による授業を実施している大学の数及び割合の増加」が挙がってい

るが、グローバル化は英語化と同義ではないことや、学部と大学院の違いにも考慮するべきであ

る。 

・ 優秀な外国人留学生を確保し、内なる国際化を推進するための施策が「奨学金等の経済的支援、

外国人留学生に対する企業と連携した就職支援等」だけでは弱い。大学が教育・研究力を高め、外

国から見て魅力的な存在になることが肝要である。

目標（１４）家庭の経済状況や地理的条件への対応 及び 目標（１８）安全・安心で質の高い教

育研究環境の整備 

目標（１４）に「教育費負担の軽減」のための取組として奨学金制度や授業料免除の充実があ

り、目標（１８）に「私立学校の基盤的経費に対する公財政支援」が記載されている一方で、「国

立大学の公財政支援」については言及されていない。「国立大学の基盤的経費である運営費交付金

の充実」についても記載が必要である。 

目標（２０）持続的な高等教育システムの構築 

地方創生の理念を踏まえた施策の検討が必要である。 

以 上 
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「高等教育における国立大学の将来像(最終まとめ)」 

（概要） 

 

 

 

○ 本提言は、我が国及び世界の高等教育の歴史と現状、高等教育を取り巻く社会構造の変化

について確認し、我が国における今後の高等教育の一層の重要性を強く再認識した上で、

将来の我が国の高等教育全体の在り方を考察し、その中で国立大学に求められる使命を確

認して、自らの将来像を提言し、その実現に向けた方策を示すものである。 

○ 特に重要と考えるポイントは、将来の国立大学の方向性について、 

① 全国的な高等教育機会の提供及び今後の地域・地方活性化の中核として期待される役割

を踏まえること、 

② 高い水準の研究を推進し、大学院の充実を基盤とした高度の教育研究を国際的競争力を

持って展開すること、 

③ 産業界及び自治体との連携を強化し、地域との教育研究両面における本格的な協働によ

る社会のイノベーションを先導すること、 

④ 優れた日本型教育システムの輸出を含む国際貢献を強化すること、 

 を示した上で、 

⑤ これらを支える大学運営・経営の効率化と基盤強化を図るために、「全国各都道府県に国

立大学を置く」との原則を維持しつつ、各種大学間等の多様な経営的な連携・融合の在

り方について、今後検討すべきモデルを提示したことである。 

 

 

 

 

○ 国立大学は、今後、少なくとも１０数年後以降の将来（２０３０年頃）の我が国と世界が

直面する状況を把握した上で、それまでに、①現在の国立大学が持つ機能を最大限に発揮

できる環境を整備しつつ(国立大学の機能の最大化)、②将来の状況に対応できる準備を確

実に進める必要がある(将来に向けての準備)。 

○ 「国立大学の機能の最大化」とは、新たな価値創造の基盤となる先進的な研究の高度化と

地域や産業界の変革や成長分野を切り拓きイノベーション創出を牽引できる人材を育む

教育の充実である。 

○ 「将来に向けての準備」とは、留学生や社会人を含む多様な入学者の受入れ拡大と教育の

充実のための国立大学総体としての連携・協働、経営力の強化と国・地域・産業界等から

の戦略的な投資の呼び込みなどである。 

 

 

 

 

 

国立大学の今後の使命とその実現のステップ 

提言の趣旨 
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教育 

○ 学部・大学院教育においては、学士・修士・博士などの学位に着目したプログラムの体系

的整備と学生の大学間の流動性の向上、大学間や地域・産業界とも連携した教養教育や学

生の主体的学習を含む実践活動・課外活動の充実を推進する。 

○ 特に大学院については、各大学の状況に応じ規模の拡充を図り、産業界と一体になった人

材育成、社会革新をリードする自然科学系大学院はもとより人文・社会科学系大学院の強

化、公私立大学を含む大学教員の養成、社会人を含む入学者の多様性拡大と流動性向上を

推進する。 

○ 社会人の学び直しの機会を提供するリカレント教育については、大学院において、学術研

究の基礎とともに実践性を重要視したプログラムを積極的に提供する。 

○ 初等中等教育の教員養成の高度化に対応するため教員養成課程については、広域エリア内

での国公私を越えた連携・統合も含めて検討を行い、機能の強化・充実、教職大学院の拠

点としての役割・機能の明確化を図る。 

○ 入学者選抜については、高大接続システム改革を着実に実現するとともに、国立大学全体

としての統一的な入学者受入れシステムを構築することを目指した抜本的な改革の在り

方を検討する。 

 

研究 

○ 各専門分野の深く先鋭的な基礎研究に加えて、学部・研究科等の枠を越えた柔軟な組織を

整備し、学際・融合分野の研究を推進する。また、各大学が強みを持つ分野を核とした他

大学・研究機関とのネットワークを形成して、幅広い優れた研究者が交流・結集できる拠

点を形成する。 

○ 若手研究者を積極的に採用し、スタートアップ支援やテニュアトラック制の導入により、

明確なキャリアパスの見通しを持って、研究に専念できる環境を整備する。また、大学・

研究機関のネットワークを通じて、研究者の流動性を向上させる。 

○ 女性研究者について、ライフイベントに応じた支援体制や環境整備を行いつつ、積極的な

採用・登用を推進する。 

○ 民間企業の研究者や海外の優れた研究者を、年俸制やクロスアポイントメント制を活用し

て積極的に招聘・採用する。 

 

産学連携・地域連携 

○ 教育面においては、インターンシップなどにより学生に幅広い学びの場を提供し、キャリ

ア意識とアントレプレナーシップ(起業家精神)の形成を図るとともに、産業界や地域との

共同による教育プログラムを開発する。 

○ 教職員の産業界との人事交流を推進し、産学連携共同教育・研究への意識を高めるととも

に、新たな視野と刺激をもたらし、更に大学マネジメントに関する能力開発を進める。 

○ 研究面においては、特に産学連携共同研究について組織ベースを基本とし、大学としての

戦略に基づいた大規模で長期間にわたる継続的な共同研究を推進する。また、企業・産業

国立大学の将来像 
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横断的な課題について、大学・研究機関のネットワークと企業群が共同して、文理融合に

よりオープン・イノベーションにつながる研究を推進する体制を構築し、その支援のため

の基金を創設することも検討する。 

○ 地域との関係においては、各地方自治体における地域創生プラン等の立案に積極的に参画

し、その核となる地域の特色を生かしたイノベーションの創出に向けて、地方自治体や地

域の産業界と連携した人材育成と共同研究を推進する。また、地方自治体との連携の下に、

地域の国公私立大学の連携協働の取組を推進する。 

 

国際展開 

○ 学生交流については、海外からの学部留学生受入れのための国立大学総体としての統一的

なシステムの導入の検討、英語による学位取得プログラムの拡充と日本語・日本文化教育

やインターンシップの提供による日本企業への就職支援、大学院を中心としたダブル・デ

ィグリーやジョイント・ディグリーのプログラムの拡充を進める。 

○ 研究交流については、若手研究者や大学院生に対する海外における長期間の研究機会の確

保、大学としての戦略に基づく組織的な国際共同研究を推進する。 

○ 海外との交流拠点・ネットワークについては、複数大学による交流拠点の共同利用を推進

し、国立大学全体としての活用を進めるとともに、複数大学のコンソーシアムによる海外

の大学との交流協定締結と交流活動の実施を推進する。 

○ 海外からの国際協力の要請に対して、国立大学が連携・協働して対応する体制を構築し、

案件ごとに関係大学がコンソーシアムを形成して、役割分担等を調整して協力できるよう

にするとともに、特に我が国の外交政策上の課題でもある日本型教育システムの輸出につ

いては、国立大学全体として積極的に役割を分担して対応し、教員養成系大学が連携して

留学生が過半数を占めるような教員養成プログラムを展開することも検討する。 

 

規模及び経営形態 

○ 国立大学全体の規模は、留学生、社会人、女子学生などを含め優れた資質・能力を有する

多様な入学者の確保に努めつつ、少なくとも現状程度を維持し、特に大学院の規模は各大

学の特性に応じて拡充を図るとともに、学部の規模についても、進学率が低く国立大学の

占める割合が高い地域にあっては、更に進学率が低下することのないように配慮する。 

○ 全都道府県に少なくとも１つの国立大学を設置するという戦後の国立大学発足時の基本

原則は、教育の機会均等や我が国全体の均衡ある発展に大きく貢献してきたものであり、

この原則は堅持する。 

○ 国立大学の１大学当たりの規模については、スケールメリットを生かした資源の有効活用

や教育研究の高度化・シナジー効果を生み出すために、規模を拡大して経営基盤を強化す

ることを検討する。このため、アメリカのカリフォルニア大学システムやフランスの複数

大学による連合体の成果や課題を参考にしながら、全都道府県に独立性・自律性を持った

国立大学(キャンパス)を維持しつつも、複数の地域にまたがって、より広域的な視野から

戦略的に国立大学(キャンパス)間の資源配分、役割分担等を調整・決定する経営体を導入

することを検討する。 

○ また、附属病院及び附置研究所について、大学との緊密な連携を確保しつつも、その経営
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の独立性・自律性を高める観点から、国立大学法人の独立した事業部門としての位置付け

をより明確にするなどの方策についても検討する。 

○ 附属学校については、少子化や多様な教育課程への対応を踏まえ、地域の状況や各学校の

機能にも留意しつつ、教員養成大学・学部の機能強化につながるように、その組織・運営

形態を含めた適切な制度設計を検討する。 

 

マネジメント 

○ 国立大学の学長は、経営と教学のすべてを統括するものであるが、資源の有効活用や新た

な資源の獲得などの困難な経営上の課題に対応するため、経営に関する高度な専門的知

識・経験を有する人材の経営担当理事・副学長としての活用などを進める。 

○ 学長をはじめとする国立大学の将来の経営層を育成するシステムや研修プログラムを、国

立大学の共同により構築する。 

○ 変化する社会のニーズや学術の進展に対応して、教育プログラムや研究プロジェクトを柔

軟に編成するとともに、学際・融合分野にも機動的に対応できるようにするため、教育組

織と教員組織の分離などの望ましい組織の在り方を検討する。 

○ 教育研究の活性化を図り、教員のモチベーションを高めるため、各教員のエフォート管理、

業績評価、処遇への反映等の適切な制度の在り方を検討する。また、民間企業や海外の大

学等を含めて人事交流が実効的に促進されるようにするため、年俸制やクロスアポイント

メントを含む制度設計についても、国立大学全体で連携・協働して検討・普及を進める。 

○ 事務職員等の職員の企画力や専門性の向上を図るとともに、URA 等の専門職の位置付けを

明確化するため、国立大学が連携・協働して人材の育成・活用方策や望ましい制度の在り

方を検討する。 

○ 経営の効率化と IR 機能の強化による教育研究の向上や経営戦略の立案を進めるため、各

種の基盤システムを統一化し、クラウドサービスを利用して国立大学全体で連携・協働し

て維持・運用することを検討する。 

○ 財源の確保と多様化のため、産業界との組織的で大規模な共同研究の拡充と間接経費の確

保に努めるとともに、複数大学のネットワークによる共同研究やキャンパス内への企業の

研究拠点の誘致を進める。また、寄附金については、税額控除制度を活用して修学支援基

金の拡大に努めるとともに、税額控除の対象範囲拡大などを求めていく。 

 

 

 
  

○ 中央教育審議会や政府の各種会議において議論されている、大学の規模を含めた高等教育

の将来構想や、国立大学の人事給与マネジメント改革及びガバナンス改革の必要性につい

ては、今回の提言でも方向性を示しているが、今後更に改革の在り方や改革促進のために

必要な制度改正や施策の在り方を含めて早急に検討し、具体的な方策案を示していく。 

○ この提言が示す国立大学の将来像の実現に向け、国立大学協会及び各国立大学において早

急に具体的な行動計画を立て、国、地方自治体、産業界を始め広く社会の理解と支援を得

ながら改革を加速していく。 

今後の改革の進め方 
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はじめに 

人口減少社会の到来により生産年齢人口が減少するとともに高齢人口が増加する中、

高度知識基盤社会を支える知を継承し、かつ継続的に知を生み出し、またそれを牽

引する人材を育成することこそが、我が国全体（一億総活躍社会）にとっても、地域

の活性化（地方創生）にとっても最重要課題である。大学には、この課題解決に向け

て大きな役割が期待されている。 

 国立大学は欧米のシステムに学びながら、独自の発展を遂げてきた。そして創設

の頃から我が国の政策・施策を支える高等教育機関として、卓越した研究力を発揮

し、その研究力を基盤とする教育は地域と国を牽引する人材を輩出してきた。国立

大学は、今求められている責務を十分に認識し、自主的な改革を進める中で、より高

い水準での研究教育の実践と課題解決のためのイノベーション創出に向けた取組を

進めている。実際、ガバナンス改革に係る法改正などを踏まえ、国立大学では学長の

リーダーシップの下、 戦略的な資源配分、多様な財源の確保など経営的な視点に基

づく改革も進められている。

 諸外国で高等教育への投資の重要性が認識される中、我が国の高等教育に対する

支援については財政の観点からの議論が柱となっており、中期、長期にわたる将来

像の在り方の観点からの議論が集約されているとは言い難い状況である。これまで

も、ノーベル賞受賞者を輩出し、多くの新産業創出にも関わってきた国立大学が、求

められている使命を果たすために、国及び産業界からの大きな支援が必要である。 

 国立大学協会は、このような認識のもと我が国の高等教育の在り方を含め国立大

学の将来における在り方についての議論を続けてきた。平成２８年６月に中間まと

めを公表した後も、全国立大学長による集中的な議論を行い、また、経済界等を含め

た各方面とも対話を重ねた上で、このたび最終まとめを行うに至ったものである。

本提言書は、国立大学の創設以来の歴史を振り返り、諸外国の高等教育機関の在り

方を見つめ、高等教育の課程、分野、設置者／設置地域などについて考慮しながら、

我が国が迎える将来の姿と課題を洞察した上で、特にⅤ.(P.17-22)においては「将

来の状況変化を踏まえた我が国の高等教育全体の在り方」を考察し、その上で

Ⅵ.(P.22-34)において、国立大学に求められる使命を確認して、具体的に「我が国の

高等教育における国立大学の将来像」を提言し、その実現に向けた方策を示すもの

である。 

 この提言書が示す国立大学の将来像を実現するため、国立大学協会及び各国立大

学は、平成２７年９月に提示したアクションプランの見直しとさらなる具体化を行

い、国公私立大学のそれぞれが描く独自の将来像を尊重しながらも、国公私立の間

での率直かつ緊密な対話を行うとともに、国、地方自治体、産業界をはじめ広く社会

の理解と支援を得ながら改革を加速していきたいと考えている。 
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【Ⅰ.高等教育の歴史と現状――社会の移り変わりを背景に】 

 

１ 我が国の高等教育制度の歴史 

(1) 近代高等教育制度の成り立ち 

○ 我が国の体系的な近代教育制度は、1886 年の帝国大学令、師範学校令、小学校令、

中学校令等の制定によって確立された。帝国大学は「国家の須要に応ずる学術技

芸を教授し及び其の蘊奥を攻究する」ことを目的として、まず東京に設置され、

その後昭和 14 年までの間に、京都、東北、九州、北海道、京城、台北、大阪、名

古屋の順に設置されたが、その規模は極めて限られたものであった。 

○ 一方、近代国家を支える多様な専門職業人養成の需要に応えるため、1903 年の専

門学校令の制定により、「高度の学術技芸を教授する」専門学校が高等教育機関

として位置付けられた。これにより、官立の医学専門学校や私立の法律・経済分

野等の専門学校が認可された。また、同時に実業学校令が改正され、農業、工業、

商業等の分野で官立の多くの実業専門学校が設置されていった。 

○ 日清戦争、日露戦争を経て近代産業の発達に伴い、高度な専門的人材の需要と専

門学校の大学昇格への要望が高まる中で、1918 年に大学令が制定され、帝国大学

以外の官立や公私立の大学も認められることになり、伝統ある専門学校が順次大

学に昇格していった。1945 年の終戦時における日本の大学は、外地を除いて帝国

大学 7 校、官立単科大学 12 校、公立大学 2 校、私立大学 27 校であった。 

○ このように、官立大学及びその前身の各学校は、明治以来の日本の近代化の過程

で、官界、産業界、法曹界、学界などの各界を支え発展させる人材を育成し、近

代社会の確立に貢献してきた。 

○ これらの日本の近代的高等教育の特徴は、帝国大学が法学、医学、工学、農学等

の応用的な学問分野を中心に発足したことに見られるように、実学への志向が強

いことである。帝国大学は当初複数の分科大学によって構成され、それぞれ独立

した組織の統合体としての性格を持っていたことも特徴として挙げられる。 

○ また、戦前の学校制度は、中学校から高等学校(又は大学予科)を経て大学へと進

むコースと中学校から専門学校へと進む専門家養成コースという複線型を基本

としており、大学令の制定以降も、高等教育機関在学者の多数は専門学校に在学

していた。 

○ 学術研究面については、明治初期、政府は多数の外国人教員・技術者を招致する

とともに留学生を海外に派遣して先進諸国の科学技術の移植・導入を進めた結果、

明治中期になると国内にかなり定着した。例えば、1877 年の東京大学理学部の教

授 15 名中外国人が 12 名を占めたが、1886 年には 13 名中 2 名となった。大正年

間には帝国大学に有力な研究所(現在の東北大学金属材料研究所の前身など)が

設置され、財団法人理化学研究所も創設された。また、1920 年に学術研究会議が、

1931 年には財団法人学術振興会が設置され、研究者に対する研究奨励金も拡充さ

れていった。 

 

(2)戦後の教育改革と高等教育の量的拡大 

○ 戦後の教育改革における最大の変化は、1947 年の学校教育法の制定により戦前の

複線型制度から 6・3・3・4 という単線型制度になったことであり、高等教育につ

いても４年制の一元的な大学制度が導入された。 

○ 国立大学については、1949 年の国立学校設置法により、戦前の帝国大学を含む 19

の大学、26 の高等学校、62 の専門学校、83 の師範学校等が統合され、70 の新制

大学へ移行した。その際の最も重要な方針は、「教育の機会均等を実現するため、

一府県一大学を設置する」ということであった。 
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○ こうしていち早く整備された国立大学が育成した人材が、戦後の経済復興におい

て、経済・財政・産業政策の立案・実行、日本企業の経営や国際展開のために果

たした役割は大きい。 

○ 1951 年のサンフランシスコ講和条約調印頃から、我が国が戦後の経済復興の道を

歩みだした中で、産業界からは中堅技術者の育成と大学レベルでの理工系人材養

成及び経営・管理等に関わる文系人材養成に対する要請が高まってきた。また、

戦後のいわゆるベビーブームによる高等学校卒業者の急増への対応の必要性も

高まってきた。 

○ その中で、1962 年に中堅技術者の育成を目的として中学校卒業後 5 年間の一貫教

育を行う高等専門学校制度が創設された。また、1964 年には、戦後暫定的な措置

として設けられた短期大学制度について、比較的少ない経済的負担で短期間に実

際的な教育が受けられる身近な高等教育機関としての意義や必要性が認識され

恒久的な制度とされた。更に４年制大学においては、数次にわたる理工系学生増

募が計画・実行されたほか、文系についても私学を中心に定員増が進んだ。 

○ この結果、1960 年には大学・短期大学の在学者数は 71 万人、進学率 10.3%であ

ったが、1975 年には 209 万人、38.4%と著しく増加し、大学はいわゆる大衆化の

時代を迎えることとなった。この間、特に女子の進学率は、短期大学を中心に高

まり、5.5%から 32.9%に増加した。 

○ 学術研究面については、戦後の民主的改革の中で、1949 年に前述の学術研究会議

の機能を吸収し、日本学術会議が設置され、学術施策の在り方について相次いで

要望・提案が出された。これを受けて、1953 年には国立大学に従来の附置研究所

以外に共同利用研究所を設置することができるようになった(東京大学宇宙線研

究所、京都大学基礎物理学研究所など)。また、研究者の自由な発想に基づく基礎

研究を奨励する科学研究費補助金制度は、大正期にその起源を持つものであるが、

1965 年に現在につながる骨格が整えられた。 

○ 一方、科学技術行政については、1956 年に科学技術庁、1959 年には科学技術会

議が設置され、人文科学や大学の研究を除く科学技術振興施策が推進されたが、

大学を中心とする人文科学を含む学術研究の一体的な振興を目指す文部省の施

策との調和調整には困難な面もあった。 

○ 国際交流については、戦争により中断されていた研究・教育の国際交流が、フル

ブライト計画によるアメリカとの交流を中心として、諸外国とも拡大していった。

また、1954 年には東南アジア諸国をはじめとする国費外国人留学生の制度も始ま

り、当初の 23 人から 1971 年には 2,500 人に達した。 

 

(3)1971 年中教審答申と高等教育計画の策定 

○ 高等教育の量的拡大に伴い、教育の質の確保・向上が課題となってきた。さらに、

1960 年代から 1970 年代にかけて大規模な大学紛争が各地で頻発し、大学の在り

方自体について各方面から多くの問題が指摘された。 

○ 一方、中央教育審議会は、1963 年に「大学教育の改善について」答申し、その中

で科学技術の進歩や産業経済の発展等を背景に、高等教育の対象が選ばれた少数

者から、能力、適性等において幅のある広い階層へと変わってきていることを踏

まえ、高等教育機関の種別化、教育内容・方法の改善、大学の管理運営の在り方

等について提言を行った。さらに、1971 年には「今後における学校教育の総合的

な拡充整備のための基本的施策について」答申し、これまでの高等教育に対する

考え方やその制度的な枠組みが、高等教育の普及と科学技術の急速な進歩及び経

済の高度成長に伴う社会の複雑高度化による複合した要請に適切に対応できな

くなっているとして、高等教育の多様化、弾力化、開放化、計画的整備など多岐

にわたる高等教育改革の基本構想を提言した。 
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○ 1971 年の中教審答申における初等中等教育段階の学校体系の見直しや高等教育

段階での博士課程相当の「研究院」制度創設、国立大学の法人化や管理運営体制

の見直しなどの革新的提言については強い批判があり実現しなかったものも多

いが、その後、漸次、高等教育計画の策定による大学新増設や定員の抑制、高等

教育制度の多様化・弾力化(一般教育科目の教育課程編成の弾力化、単位互換の

制度化など)、新構想大学(筑波大学など)の創設、独立大学院制度の創設などが

実施に移された。また、この頃から私立大学等に対する国の助成が始まり、1975

年には法的裏付けとして私立学校振興助成法が制定された。同年には、学校教育

法改正により専修学校制度が発足し、そのうち高等学校卒業生を受け入れる専門

課程(専門学校)は、特に実践的教育中心の短期高等教育機関として規模を大きく

発展させた。これにより、戦後の単線型学校制度から一定の複線化が進んだもの

と言えるが、専修学校は「職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教

養の向上を図る」ための実践的な職業教育、専門的な技術教育を行う教育機関と

され、大学における学術・研究に基礎を置いた「実学」とは性格を異にしている。 

○ 大学の大衆化とともに受験競争の激化が深刻な問題となってきた。大学入試は各

大学が独自に実施するのが基本であったが、難問・奇問が多い等の批判が高まり、

国立大学協会と文部省が協力して 1979 年から国公立大学に共通一次試験の制度

を導入することとなった。 

○ 学術研究面においては、学問の専門分化と境界・複合領域の発展、高エネルギー、

宇宙など大規模設備を必要とするいわゆるビッグ・サイエンスの登場、国際交流

の活発化、学術情報の増大などの研究上の要請とともに、社会の諸課題への対応

の要請も増大してきた。こうした中で、国立大学等の研究施設・設備の整備、科

学研究費の拡充、国際共同研究の推進等が進められるとともに、1971 年には特定

大学に属さず関係する様々な研究者が共同利用・共同研究できる大学共同利用機

関の制度が創設され、高エネルギー物理学研究所等の機関が設置されていった。

1986 年には学術情報ネットワークの構築の中心的な役割を担う学術情報センタ

ーが設置された。また、各種の社会的要請に応えるための国立大学と産業界等と

の研究協力も推進され、1982 年には民間等からの委託による受託研究制度の改

善、1983 年には国立大学の民間等との共同研究制度、1987 年には寄附講座・寄

附研究部門の制度が創設され、これらの利用が拡大していった。 

○ 国際交流面では、1983 年に留学生受入れ数を当時の約 1 万人から 21 世紀初頭に

は 10 万人にするとの計画が打ち出され、国費留学生制度の拡充、私費留学生へ

の支援、宿舎整備など諸般の施策が推進された。 

 

(4)自律性と評価・競争を重視した大学改革と国立大学の法人化 

○ 1980 年代には、いわゆる「臨調行革路線」による緊縮財政政策が始まり、臨時教

育審議会の提言により 1987 年に設置された大学審議会の各種の答申に基づき、

規制緩和と自己責任を基本とする大学改革が推進されていった。大学審議会は、

1991 年に大学設置基準の大綱化、自己点検・評価の導入、学位授与機関の創設、

大学院の量的拡大等に関する提言を行い、それらが相次いで実施された。その中

で、国立大学においては、教養教育から専門教育にわたる教育課程の見直し、大

学院の定員増と教員所属の移管(大学院重点化)などが進んでいったが、一方で教

養部の廃止による教養教育の弱体化、大学院修了者と社会的需要のミスマッチに

よるポスドク浪人の増加などの問題も指摘されるようになった。 

○ 大学入試については、1991 年から、国公立大学の共通一次試験に代わって大学入

試センター試験が実施されることになった。これは主として受験者の高等学校に

おける学習の到達度を測定することを目標とするもので、どの教科・科目の結果

を入学者選抜に利用するかは各大学・学部にまかされ、私立大学も参加できる制

253



6 
  

度となった。共通一次試験から大学入試センター試験を経て、入試における難問・

奇問は減少し、国公私立大学が共通に利用できる枠組みとして定着した。一方、

高校生がセンター試験で課されない教科・科目の学習を重視しなくなり、知識に

偏りがある学生が増えたなどの問題も指摘されるようになり、国立大学協会は

2001 年に国立大学受験生に対して原則５教科７科目の受験を求める方針をまと

めた。 

○ 1998 年に大学審議会は、「21 世紀の大学像と今後の改革方策について」答申を行

った。答申は、それまでの審議の集大成とも言えるもので、①課題探求能力の育

成―教育研究の質の向上、②教育研究システムの柔構造化―大学の自律性の確保、

③責任ある意思決定と実行―組織運営体制の整備、④多元的な評価システムの確

立―大学の個性化と教育研究の不断の改善という 4 つの基本理念に基づく総合的

な改革を提言し、制度改正が行われた。 

○ 1990 年以降、行政改革の推進において、各分野における規制緩和と競争原理の導

入が一層求められる中で、国立大学が独立行政法人制度構想の対象とされた。文

部科学省においては、独立行政法人制度の枠組みを利用しつつ、大学の自主性・

自律性を尊重した「国立大学法人」制度を創設することとし、2004 年に国立大学

が法人化された。そのねらいは、独立した法人格の付与と規制緩和による自律的

な運営の確保、学外者も参画した民間的手法のマネジメントの導入、信頼性・透

明性の高い第三者評価とそれに基づく資源配分などである。 

○ また同時に、国公私立大学を通じて、事前規制から事後確認への移行という方向

性の下で、大学の設置認可に係る規制緩和と認証評価制度の導入が進められた。

これにより大学の数が増加する一方、都市部への大学の集中の問題や教育の質保

証と情報公開システムの充実の必要性が指摘されるようになった。 

○ 大学審議会は 2001 年に中央教育審議会に統合され、中央教育審議会は 2005 年に

「我が国の高等教育の将来像」の答申(以下「2005 年将来像答申」という)を取り

まとめた。この答申では、国は将来にわたって高等教育に責任を負うべきとしな

がらも、国の役割は「高等教育計画の策定と各種規制」の時代から「将来像の提

示と政策誘導」の時代へと移行するとしている。また、新時代の高等教育は、全

体として多様化して学習者の様々な需要に的確に対応するため、各学校種の位置

付けや期待される役割・機能を踏まえた教育・研究を展開するとともに、個々の

学校の個性・特色を一層明確化すべきものとされた。さらに、大学教育の充実の

ため、学部等の組織に着目した整理から学士等の学位を与える課程中心の考え方

に再整理する必要があるとしている。 

○ 学術研究面においては、1999 年に学術審議会が「科学技術創造立国を目指す我が

国の学術研究の総合的推進について－「知的存在感のある国」を目指して」と題

する総合的な答申を出し、優れた研究者の養成・確保(大学院博士課程、ポスドク

等)、研究組織・体制の機動的整備(附置研究所、大学共同利用機関等)、競争的研

究環境の整備(基盤的資金と競争的資金によるデュアルサポートの意義等)、社会

的連携・協力の推進(産学コーディネーターの配置、産学連携ルールの明確化等)

などについて提言している。なお、大学共同利用機関は、2004 年の国立大学の法

人化と同時に、分野ごとにそれぞれ複数の研究所・施設等を有する 4 つの大学共

同利用機関法人とされた。 

○ 一方、1995 年には科学技術基本法が制定され、これに基づいて 1996 年以降 5 年

ごとに政府が科学技術基本計画を策定・推進している。また、2001 年の省庁再編

により、文部省と科学技術庁が統合して文部科学省となるとともに、内閣府に総

合科学技術会議(現在は総合科学技術イノベーション会議)が設置され、従来の学

術行政と科学技術行政が融合して進められるとともに、その他の省庁における関

連施策を含めた政府全体としての司令塔機能が強化された。 
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○ 国際交流面においては、留学生数は 2003 年に 10 万人を超え、2008 年には、日本

を世界により開かれた国とし「グローバル戦略」を展開する一環として、2020 年

を目途に 30 万人の留学生受入れを目指す「留学生 30 万人計画」が政府として決

定された。一方、2013 年に初めて策定された政府の「日本再興戦略」においては、

日本の若者を世界で活躍できるグローバル人材に育て上げるため、2020 年までに

大学生の海外留学を現在の 6 万人から 12 万人に倍増させるとの目標が掲げられ、

政府予算による取組に加え、2014 年から民間企業等からの支援を得た「官民協働

海外留学支援制度～トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラム～」がスタートし

ている。

(5)現在の高等教育改革の動向

○ 現在の改革は、これまでに整備してきた自律性と評価・競争を重視した制度の枠

組みを基本的に維持しつつ、それが社会から目に見える改革につながっていない

という指摘を受けて、各種のプラン等の策定や重点支援により、改革を加速する

ための政策的誘導を強化する方向にある(大学改革実行プラン、ミッションの再

定義、国立大学経営力戦略、第 3 期中期目標期間の３つの重点支援など)。

○ 科学技術政策の面では、2016 年にスタートした第 5 期科学技術基本計画において

は、世界に先駆けた「超スマート社会」の実現（Society 5.0）を目指し、そのた

めに必要なイノベーションの基盤的な力の強化や産学の本格的連携の推進に向

けた大学、特に国立大学の改革や取組を強く要請している。

○ また、我が国の成長戦略の重要な柱であるイノベーションの創出や地方創生につ

いて、大学の果たす役割への期待が大きく、教育・学術政策の域を越えて、社会・

経済・文化全般にわたる議論を通じて、政策の方向性が形成されるようになった

(産業競争力会議、日本再興戦略、まち・ひと・しごと創生基本方針など)。特に、

イノベーションの創出については、政府や産業界から本格的な産学官連携の推進

の重要性が指摘され、地方創生については、全国知事会議等から地方の国立大学

等の果たす役割への期待や大学の東京一極集中の是正の必要性が指摘されてい

る。

○ さらに、1976 年の専修学校制度の創設以来の新たな学校種として、我が国の産業

の成長を生産・サービスの現場の中核において牽引するとともに、自ら新規事業

を創出することのできる人材の育成を目指して、産業界との密接な連携・協力の

下に実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関を制度化する方針が中央教育

審議会において 2016 年に決定された。

○ 高校教育・入学者選抜・大学教育の三位一体改革を目指す高大接続システム改革

においては、大学入試センター試験に代わる新たな試験を開発し、論理的思考力、

判断力、表現力等を評価する記述式問題を導入するなどの制度的な改革を行う一

方で、各大学の個別試験の改革をいかに促進するかという議論に重点が置かれて

いる。また、学士課程におけるアドミッション・カリキュラム・ディプロマとい

う入口から出口までの一貫した具体的なポリシーの策定が求められるとともに、

学位プログラムの考え方のさらなる徹底を目指す検討も始められようとしてい

る。

○ 中教審においては、2018 年から始まる第 3 期教育振興基本計画の検討が開始され

ており、将来の産業・人口動態等を見据えた上で、各高等教育機関の役割・機能、

大学と社会・産業界の協働体制の構築などの在り方に加え、高等教育の量的規模

についても検討されることになっている。高等教育政策全般について、量的規模

も含め、総合的な議論が行われるのは久し振りであり、我が国の高等教育のグラ

ンドデザイン構築に向けて大きな意義を有するものである。なお、並行して、私

立大学の将来像全般に関し「私立大学等の振興に関する検討会議」で審議が行わ
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れている。さらに、中教審においては 2017 年 3 月に、文部科学大臣より「我が

国の高等教育に関する将来構想について」の諮問が行われた。 

 

 

 

２ 諸外国の高等教育の歴史と現状 

(1)ドイツ 

○ 日本の近代大学の成立に大きな影響を与えたドイツの場合、総合大学は、哲学を

軸とした各専門分野の学問研究を行い、博士号及び大学教授資格の授与を行える

機関として慣習的に認められてきた機関である。哲学・神学等の伝統的な学問分

野に加え、近代以降は自然科学系の領域も包摂し、幅広い学問分野を持つ総合大

学が展開されている。そうした総合大学においては、ゼミナールや実験を通じて、

教授と学生はともに研究に取り組む主体として位置づけられ、こうした研究中心

主義は、1810 年に創設されたベルリン大学を嚆矢として、ドイツの大学の基調を

なしてきている。 

○ 注意すべきは、こうした大学と、専門技術者養成のための高等教育機関（職業訓

練を行う学校が発展したもの）とは別系統で展開されてきたこと、及び総合大学

とは別に教育大学・芸術大学・神学大学といった専科大学が設けられていること

である。それゆえ、教員養成の分野で言えば、総合大学への進学予備門としての

性格を持つギムナシウムの教員は総合大学で養成され、初等学校の教員は教育大

学で養成される、という同系繁殖の構造が今もなお根強く残っている。 

○ ドイツの大学はほとんどが州立であり、基本的に州からの財政支援で運営されて

いる。一時期、一部の州で授業料徴収が導入されたが、最近は再び廃止される傾

向にある。また、近年、連邦政府の大学に対する恒常的な財政支援を可能とする

法改正が行われており、連邦政府は、2005 年以来、エクセレンス・イニシアチブ

の名の下に大学院、研究クラスター、大学の機関全体としての将来構想を支援す

る事業を 3 期にわたって推進している。2017 年までに 46 億ユーロが提供された

が、この資金の 75%が連邦政府、25%が州政府によって負担された。 

○ EU 全体としては、フランス、イギリスなどとともに、ボローニャ・プロセスによ

る域内高等教育の質保障を伴うハーモナイゼーション、エラスムス及びエラスム

ス・ムンドゥスによる域内及び域外との留学生交流の促進、欧州研究圏(ERA)構

想、「欧州 2020」、Horizon2020 などに基づく域内全体の基礎科学から応用研究・

産学連携までの研究開発の戦略的推進が進められている。 

 

(2)フランス 

○ フランスにおいては、伝統的な大学は、国家試験によって認定される大学入学資

格（バカロレア）によって基礎づけられている。バカロレアは、成人年齢に達し

た若者が大学にアクセスするための要件であると同時に、以降の学士・修士・博

士といった学位を得るための修業の起点ともなるものである。こうした伝統的な

大学は、人文・社会科学から自然科学に及ぶそれぞれの学問分野ごとの研究組織

を包含した総合性を持ち、教養形成を目指した教育研究機関として、今もなお存

在している。 

○ こうした総合大学とは別に、科学技術や商業・政治といった実際的な分野におい

ては、実践的な能力の養成を主目的とした高等専門学校（グランゼコール）が発

展し、この「総合大学」と「グランゼコール」の二元性が、今もなおフランスの

高等教育の基調をなしている。 

○ 政府は、高等教育機関の資源の共有による効率性、認知度及び魅力の向上を目的

として、2006 年に複数の機関の連携・協働による研究・高等教育拠点(PRES)の創
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設と重点的な支援を推進することとし、2012 年までに 27 地区に設置された。各

拠点にはその運営方針を決定する管理運営評議会が置かれ、加盟機関の代表の他、

外部有識者や地域関係者、加盟機関の教職員・学生で構成された。PRES 自体は、

2013 年の法改正により新たに大学・高等教育機関共同体(COMUE)の制度に置き換

えられたが、その組織は PRES よりも更に統合性の強い制度であると言われてい

る。また、並行して政府のエクセレンス・イニシアチブ等の大規模な競争的資金

に触発される形で、2009 年のストラスブールの 3 大学統合をはじめとして、今日

までボルドー、マルセイユ、パリなど各地域で大学統合が進んでいる。 

(3)イギリス

○ イギリスの場合も、オックスフォード・ケンブリッジ等の中世以来の伝統を持つ

大学が広範囲に及ぶ専門分野の研究と教育を行う機関として発展し、今もなお学

術研究をリードする立場にあるが、他のヨーロッパ諸国と比した際の特質として、

カレッジ（学寮）が挙げられよう。このカレッジは、もともとは学生の宿泊施設

として発足したが、それが学生のみならず大学教員も含めた共同生活の場として

発展し、それがエリートの学問や教養の形成とともに人格陶冶の機能をも担うよ

うになった。こうしたホリスティックな高等教育の在り方は、ドイツの研究中心

主義と好対照をなしている。また、こうしたカレッジが、卒業生や貴族の寄附を

原資として自治的に運営されてきたことが、大学の自治のありようの基本を形成

している。この後、各種の「カレッジ」と呼ばれる高等教育機関が数多く創設さ

れ、イギリスの高等教育が展開されてきている。

○ こうした、学問研究と人格陶冶の機能の併存は、例えばイギリス統治下の香港に

おいて 1963 年に創設された香港中文大学が、「カレッジ（書院）」を教育研究や

学生自治の基礎的な単位としていることなどに投影されている。これは、古代中

国からの伝統的な教育機関である「書院」と、イギリス流のカレッジの在り方と

が融合された存在として興味深い。

○ イギリスでは、2006 年から大学の授業料を年 3,000 ポンドを上限に各大学が設定

できるようになり、2012 年には上限額が 9,000 ポンドに引き上げられるととも

に、高等教育財政カウンシルからの補助金は漸減している。この結果、大学の収

入構造におけるカウンシル補助金の割合は 2005 年の 39%から 2014 年には 16%ま

で低下し、授業料の割合は 24%から 47%に増加した。ただし、この授業料相当額

は在学中は政府保有会社が奨学金として貸与し、学生は卒業後の所得に応じて返

還する制度となっており、政府は奨学金の完済率を 45%と想定していることを考

慮すると高等教育への公的支援の総額はむしろ増大していると言える。

○ また、イギリスでは、高等教育財政カウンシルの補助金が学生定員数等の規模に

よって基本的に配分されることから、大学ごとの定員管理方策を講じるとともに、

大学進学への需要の増大に対応して定員を拡大してきたが、2015 年から定員枠を

撤廃した。これについては高等教育への参加機会の拡大を歓迎する一方、入学者

の質の低下を懸念する声も出ている。

○ 昨年決定した EU からの離脱については、前述した EU の高等教育・科学技術政策

との関係が離脱後にどのようになるのかが注目される。

(4)アメリカ

○ アメリカの大学は、1636 年に創設されたハーバード大学に代表されるように私立

のリベラルアーツ・カレッジから始まり、その後も私立大学を中心に大学院教育

や高度の研究、プロフェッショナル・スクールによる高度専門職業人の育成へと

発展してきた。一方、州立大学は、1862 年のモリル法により連邦所有地を州に払

い下げ、高等教育機会の拡大と農学・工学を中心とした実学へのニーズに資する
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ために多くの州で設置されるようになった。現在では、大学数は私立 76%、州立

24%であるが、学生数は私立 40%、州立 60%となっている。また、カーネギー分類

による研究大学(R1:Doctoral Universities–Highest Research Activity)115 校

のうち、私立 34 校、州立 81 校となっている。 

○ 1970 年代以降、1990 年ころまでは州立大学に対する運営費交付金（state 

appropriation）は、年々増加（年率 0.4％）していたが、直近 15 年では、2003

年をピークに年率 3.7％の割合で急激に減少している。それと反比例する形で、

学生当たり授業料収入は 2005 年以降年率 2％で増加の一途をたどっている。大学

の授業料は過去 30 年間で平均 2.5 倍に上昇、学生は卒業時に平均 2 万 3 千ドル

（約 260 万円-１US$=114 円換算）の借金を抱え、学生ローン残高は全米で 1 

trillion ドル（1 兆ドル＝114 兆円）を超えている。卒業しても実戦的なスキル

が身についていないことも多く就職が困難であるため、学費に見合ったバリュー

が提供できていない。このほか 4 年間（undergraduate）での就職率が低い（州立

の non-flagship 校=19％、flagship 校=36％）、African-American, Hispanic 系

学生の中退率が特に高い、等の問題がある。大学へは、「make college more 

accessible, affordable, and attainable for all American families」の要請

が高まっており、様々な改革が政府レベル、大学レベルで活発に展開されている。 

○ 米国における州立大学のガバナンスの仕方は、州知事により任命されたメンバー

（各界を代表する１０人程度の trustee、regent など）で構成されるボード（理

事会）が学長（president、chancellor）を雇用し、大学運営を委任している。

President や Chancellor の仕事は主に学外の事項、州政府との調整、産業界との

ネットワーク、同窓生関係業務など対外的に当該州立大学の「顔」となる業務が

多い。他方、学内の業務については、学長からプロボスト、副学長、学部長等に

更に委任されている場合が多い。Chancellor、Provost、Dean といった大学執行

部の外に tenure をもつ教員等から構成される Faculty Senate（大学評議会）が

ある。理事会の下、大学執行部と Faculty Senate の二つの組織が Shared 

Governance（共同統治）を実現している。特に、カリフォルニア州では Faculty 

Senate の権限役割が大きい。 

○ 最近の米国における大学改革事例としては以下の様なものがある。すなわち、①

Performance Based Funding （PBF）（学生を支援する大学の performance によっ

て財政的インセンティブを与える仕組み）、②College Scorecard（大学のパフォ

ーマンスに係る情報を Scorecard にまとめて公開）、③Race to the Top（卒業率

の向上、学費上昇の回避のために構造的な改革を行う州政府に対して The Race 

to the Top: College Affordability and Completion Challenge として、総額

$1B の支援を連邦政府が行う）、④Tenure の見直しや大幅な予算削減（ウィスコ

ンシン州など）、⑤Endowment Fund の拡充（学長には fund raising 能力が要求さ

れる）、⑥Debt Financing の活用（州債の発行、ノースカロライナ州など）、

⑦Competency-based Education（授業を履修したこと証明する学位よりも、スキ

ル・能力を評価した上での学位の発行）、⑧学位と certificate の両方を同時に

提供（学位に加え、複数の実務的な certificate を同時に得られるようにカリキ

ュラム）、⑨Dual Enrollment（高校に在籍しながら、大学の授業の履修、単位の

獲得を認める制度）などで、政府レベル、大学レベルで様々な試みが行われてい

る。 

 

(5)アジア 

○ 中国には 3,000 を超える高等教育機関が存在するが、政府は 1990 年代から世界

水準の一流大学構築を目指す「985 プロジェクト」(2013 年までに 39 校を指定)

と高等教育機関約 100 校を学科単位で重点的に整備する「211 プロジェクト」(同
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じく 112 校を指定)を推進している。また、留学交流においては、国家留学基金

管理委員会を中心に公費による派遣・受入れを推進し、派遣については北米、ヨ

ーロッパ等の一流大学に留学させ帰国後の国家への貢献を義務付けるとともに、

受入れについては現在の約 26 万人の留学生を 2020 年までに 50 万人とすること

を目標としている。 

○ 韓国では、1990 年代以降、経済成長の進展と大学設置等に関する規制緩和が進ん

だ結果、大学生数が 200 万人以上に急増し、大学進学率も 70%を超えている。一

方、現在少子化が急速に進んでいることから、2000 年代に入ると大学構造改革の

必要性が議論されるようになり、2014 年に発表された政府の推進計画では、2023

年までに入学定員を 16 万人削減するとの数値目標を掲げ、政府の大学評価を通

じて大学をランク分けし、評価の低い大学には大幅な定員削減を義務付けるなど

の方針が示されている。また、国立大学を拠点大学、地域中心大学、特殊目的大

学などの類型別に分類して改革を促す支援事業(PoINT)も進められている。留学

交流については、2012 年に 2020 年までに留学生 20 万人を誘致するとの計画を

発表したが、2014 年現在約 8 万 4 千人とやや伸び悩んでいる。

○ ASEAN 諸国においては、それぞれの国情に応じて高等教育機関の整備充実を進め

るほか、東南アジア教育大臣機構・高等教育開発センター(SEAMEO-RIHED)の AIMS

プログラムや各国の有力大学のネットワークである ASEAN 大学連合(AUN)を通じ

て、域内の教育研究協力や質保障を伴った学生交流を促進するとともに、日中韓

やヨーロッパなど域外との交流にも力を入れている。

【Ⅱ.現在の各種高等教育機関の役割・機能】 

１ 各種高等教育機関の目的・機能 

(1)大学

○ 大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授

研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする(学校教育

法 83 条)。

○ 2005 年将来像答申では、大学は全体として①世界的研究・教育拠点、②高度専門

職業人養成、③幅広い職業人養成、④総合的教養教育、⑤特定の専門的分野（芸

術、体育等）の教育・研究、⑥地域の生涯学習機会の拠点、⑦社会貢献機能（地

域貢献、産学官連携、国際交流等）等の各種の機能を併有するが、各大学の選択

により、保有する機能や比重の置き方は異なり、それにより各機関の個性・特色

が強化されるとしている。この方策は各大学の緩やかな機能別分化につながって

いくことになる。

○ 同答申では、大学の「学士課程」について、「21 世紀型市民」の育成・充実を目

的としつつ、教養教育と専門基礎教育を中心に主専攻・副専攻を組み合わせた「総

合的教養教育型」や「専門教育完成型」など、様々な個性・特色を持つものに分

化し、多様で質の高い教育を展開することが期待されるとしている。

(2)大学院

○ 大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥を極め、又は高度の専

門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の

進展に寄与することを目的とする(学校教育法 99 条)。

○ 2005 年将来像答申では、大学院教育については、課程制大学院制度の趣旨を踏

まえて、それぞれの課程の目的・役割を明確にした上で、大学院における教育
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の課程の組織的展開の強化（大学院教育の実質化）を図る必要があるとし、各

課程について次のように述べている。 

①修士課程:研究者等養成（の第 1 段階）、高度専門職業人養成及び「21 世紀

型市民」の高度な学習需要への対応の三つの機能を担うものであり、これに

沿った体系的な教育課程を編成する必要がある。 

②博士課程:創造性豊かな優れた研究・開発能力を持ち、産学官を通じたあら

ゆる研究・教育機関の中核を担う研究者等及び確かな教育能力と研究能力を

兼ね備えた大学教員を養成する。このため、体系的な教育課程を編成する必

要がある。 

今後の知識基盤社会にあっては、博士号取得者が、研究・教育機関ばかり

ではなく企業経営、ジャーナリズム、行政機関、国際機関等の多様な場で中

核的人材として活躍することが期待される。 

なお、将来像答申後、平成 23 年度に開始された「博士課程教育リーディ

ングプログラム」は、この考え方が具体化されたものであり、優秀な学生を

俯瞰力と独創力を備え広く産学官の各方面におけるグローバルに活躍するリ

ーダーへと導くため、産学官の参画を得つつ、専門分野の枠を超えて博士課

程前期・後期一貫した学位プログラムで、その実績は各方面から高く評価さ

れている。 

③専門職学位課程:多様な分野（例えば、法曹、MBA・MOT、公共政策、教員養

成等）での創設・拡充等が必要である。 

 

(3)短期大学 

○ 短期大学は、深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育

成することを主な目的とする(学校教育法 108 条)。 

○ 2005 年将来像答申では、短期大学の課程の機能について、①教養と実務が結合し

た専門的職業教育、②より豊かな社会生活の実現を視野に入れた教養や高度な資

格取得のための教育、③地域社会の必要に根ざしながら社会人や高齢者などを含

む幅広いライフサイクルに対応した多様な生涯学習機会の提供等を挙げ、昨今の

各種職業資格の高度化の動向等を勘案すれば、①と②の機能は事実上一体化して

重要性を増しており、③の機能は更に充実が望まれる状況にあるとしている。 

 

(4)高等専門学校 

○ 高等専門学校は、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを

目的とする(学校教育法 115 条)。 

○ 2005 年将来像答申では、高等専門学校について、5 年一貫の実践的・創造的技術

者等の養成という教育目的や、早期からの体験重視型の専門教育等の特色を一層

明確にしつつ、今後とも応用力に富んだ実践的・創造的技術者等を養成する教育

機関として重要な役割を果たすことが期待されるとしている。 

 

２ 各種高等教育機関の教育・研究分野 

○ 高等教育機関の教育・研究分野は、人文科学、社会科学、理学、工学、農学、保

健(医学、歯学、薬学、看護など)、家政、教育、芸術、体育など各般にわたって

いるが、学校種や設置主体によって特徴が見られる。 

○ まず各種高等教育機関の全体規模について、学校種ごとの在籍者数を見ると、大

学学部が約 255 万 6 千人、大学院が約 24 万 9 千人、短期大学が約 13 万 3 千人、

高等専門学校が約 5 万 8 千人である(平成 27 年度学校基本調査、以下同じ)。 

○ 高等学校卒業者の大学等(大学学部と短期大学)への進学率を見ると 54.5%(男子

52.1%、女子 56.9%)であり、大学学部だけでは 48.8%(男子 51.0%、女子 46.6%)で
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ある。このように、大学等進学率は女子が男子を上回っており、４年制大学につ

いては依然として男子が多いもののその差はごくわずかになってきている。 

○ 大学の学部学生数の専攻分野別割合は、国公私立大学全体では社会科学 32.4%、

工学 15.2%、人文科学 14.4%などとなっているが、国立大学に限れば、工学 29.6%、

社会科学 15.2%、教育 14.9%などとなっている。学部学生数全体において国立大

学の占める割合は 17.5%であるが、分野別に見ると農学 39.9%、理学 39.1%、教育

34.8%、工学 33.9%などが高くなっている。 

○ 大学院学生の専攻分野別割合は、修士課程については工学 41.8%、社会科学 10.2%

など、博士課程については保健 38.1%、工学 17.9%など、専門職課程については

社会科学 76.9%、教育 10.3%などとなっている。大学院の学生数については、そ

もそも国立大学の占める割合が修士課程 58.8%、博士課程 68.6%、専門職課程

36.1%と高いが、分野別では農学 85.2%、教育 80.4%、理学 74.5%、工学 67.8%及

び保健 61.4%が特に高くなっており、文系分野でも、人文科学 38.8%、社会科学

33.4%で、学部に比して高い比率となっている。 

○ 短期大学の学生の専攻分野別割合は、教育 37.8%、家政 18.5%、保健 9.8%などで

ある。また、高等専門学校の学生の専攻分野はほとんどが工学である。 

 

３ 各種高等教育機関の地域別設置状況 

○ 大学の学部学生数の都道府県別比率を見ると、いわゆる三大都市圏(埼玉、千葉、

東京、神奈川、愛知、京都、大阪、兵庫)の比率が 66.0%と高く、それ以外は 34.0%

となっている。しかし、国立大学では三大都市圏が 31.6%、それ以外が 68.4%で

ある。都道府県ごとの学部学生数の内の国立大学在籍者の比率は、島根 80.6%、

鳥取 80.3%をはじめ、富山、佐賀、山形、長野、鹿児島、香川、高知、和歌山、

茨城、徳島、愛媛の 13 県で 50%以上となっている。 

○ 大学院の学生数は、全体で三大都市圏が 60.9%、それ以外が 39.1%であるが、国

立大学では三大都市圏が 47.5%、それ以外が 52.5%である。都道府県ごとの大学

院学生数の内の国立大学在籍者の比率は、鳥取 99.4%、茨城 97.5%をはじめ、徳

島、愛媛、佐賀、島根、宮崎、香川、宮城、長野、鹿児島、山形、長崎、三重、

山口の 15 県で 90%以上となっている。 

○ 短期大学の学生数は、三大都市圏が 47.7%、それ以外が 52.3%である。また、高等

専門学校の学生数は、三大都市圏が 17.1%、それ以外が 82.9%である。 

○ 文部科学省の「地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC+)事業」は、大学

を拠点とした地域創生をねらいとしているが、平成 27 年度に選定された 42 件の

幹事校は国立大学 36、公立大学 4、私立大学 2 となっており、参加大学の総数は

国立大学 46、公立大学 40、私立大学 108 に上っている。 

 

４ 各種高等教育機関の研究・産学連携活動の状況 

○ 研究活動の状況について、人文・社会科学から自然科学まで全ての分野にわたり、

基礎から応用までのあらゆる学術研究を対象とする科学研究費補助金の採択結

果から見ると、平成 27 年度の研究機関種別配分額(新規+継続)は国立大学 64.4%、

公立大学 5.3%、私立大学 17.9%、短期大学・高等専門学校 0.8%などとなっている。 

○ 採択件数上位 50 機関の内訳は国立大学 35、私立大学 8、公立大学 5、国立研究開

発法人 2 であり、国立大学の中にはいわゆる旧 7 帝大や三大都市圏の大学以外

に、筑波、広島、岡山、金沢、新潟、長崎など地方に立地する多くの大学が含ま

れている。また、分野の細目ごとに見ると、新潟の歯周治療系歯学、富山の天然

資源系薬学、広島の教育学等、愛媛の環境リスク制御・評価、長崎の寄生虫学等

などが採択件数１位となっている。 

○ 一方、自然科学領域で世界的に引用が高い論文の発表数が多い我が国の上位 20
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機関の内訳は、国立大学 12、私立大学 2、大学共同利用機関 2、研究開発法人等

4 となっている。国立大学には、旧 7 帝大のほか東京工業、筑波、岡山、広島、

神戸の各大学が含まれている(トムソンロイター2016 年 4 月)。 

○ 産学連携活動の状況について、民間企業との共同研究及び受託研究による研究

費受入合計額の大学設置者別割合を見ると、国立大学 70.4%、公立大学 5.5%、

私立大学 24.1%となっている。また、民間企業との共同研究による研究費受入額

の上位 30 大学を見ると、国立大学 26(三大都市圏 10、それ以外 16)、公立大学

1(三大都市圏)、私立大学 3(三大都市圏)である。同一県内中小企業との共同研

究の件数の上位 31 大学(同数があるため)を見ると、国立大学 29(三大都市圏

8、それ以外 21)、公立大学 1(三大都市圏)、私立大学 1(三大都市圏)となってい

る(平成 27 年度文部科学省)。 

○ 我が国の産業界の世界展開にこれまで寄与し、また将来寄与することが期待され

る先端技術には、国立大学が生み出した基礎研究の成果を応用・発展させたり、

国立大学との共同研究により開発されたりしたものが多く含まれている(青色

LED(名古屋大学赤﨑勇教授他)、超高速・長距離光ファイバー通信(東京工業大学

末松安晴教授)、ロボットスーツ(筑波大学山海嘉之教授)、iPS 細胞(京都大学山

中伸弥教授)など)。 

 

５ 各種高等教育機関の国際交流・協力活動の状況 

○ 外国人留学生受入数の機関別割合を見ると、学部では私立大学が 81.1%であるが、

大学院では国立大学が 61.7%となっている(日本学生支援機構平成 27 年度)。 

○ 日本人学生の海外大学との交流協定に基づく派遣数の機関別割合では、私立大学

が 63.2%、国立大学が 33.6%である(日本学生支援機構平成 27 年度)。 

○ 研究者の海外との交流状況を見ると、短期派遣者数の 60.7%、長期派遣者数の

60.8%、短期受入れ者数の 83.6%、長期受入れ者数の 61.7%が国立大学である(文

部科学省平成 25 年度)。 

○ このように海外の大学等との間の学生交流については、私立大学では、特に学部

学生について盛んに行われているが、大学院生の交流や国際共同研究については

国立大学が中心になっている。 

○ 我が国の外国人留学生のうち 2/3 程度は日本での就職を希望しているが、在留資

格の「留学」から「就労」への変更許可件数の現状から見ると、希望者数の約半

数しか就職できていないと推計されている(日本学生支援機構、法務省入国管理

局)。また、留学生に対するアンケート調査によれば、日本語能力の不足のほか、

日本企業の就職情報やインターンシップの充実、在留資格変更手続きの簡素化な

どが課題として挙げられている(日本学生支援機構)。 

○ また、近年、開発途上国における高等教育機関の整備に関する協力要請が増えて

おり、国立大学を中心に公私立大学とも連携して対応している例が多い。例えば、

政府間協力によって設立されたエジプト日本科学技術大学(E-JUST)の日本側支

援大学は国立 9 校、私立 3 校であり、マレーシア・日本国際工科院（MJIIT）の日

本側支援大学コンソーシアムは国立・私立各 13 校で構成され、派遣教員の所属

は国立大学から 13 名、私立大学から 5 名等となっている。さらに、最近は日本

特有の制度である高等専門学校における技術者育成やカリキュラム・教員養成を

含む質の高い初等中等教育制度への関心が高まり、日本型教育システムの海外展

開を推進するための大学を含む官民協働プラットフォーム(EDU-Port ニッポン)

が形成されている。 
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【Ⅲ.高等教育を取り巻く我が国の社会構造の変化】 

１ 人口構成 

○ 我が国の人口総数は、2015 年 10 月実施の国勢調査で、1 億 2700 万人余りで、前

回の 2010 年と比べて 96 万人余減少した。第 2 次世界大戦後の減少を除けば、

1920 年に国勢調査が始まって以来、初めて人口総数が減少したことになる。（国

勢調査報告）人口年齢構成を見ると、更に高齢化が進み、65 歳以上の高齢者は

26.9％となった。国による将来推計では、人口総数は、合計特殊出生率の回復が

見通せないために、今後も減少を続け、2040 年代の後半には 1 億人を、2050 年

代半ばには 9,000 万人を切るとされる。

○ 大学入学年齢の 18 歳人口は最多時には 249 万人（1966 年）だったものが、現在

では 120 万人、今後更に減少を続け、2030 年には 100 万人、2060 年には 63 万人

になると推計されている。出生率の向上は必須命題となるが、当面大学への進学

者は、進学率が大幅に増加しない限り、これに伴って減少することになる。

２ 財政・家計所得の状況 

○ 我が国の財政は、一般会計の歳出決算額で 100 兆円に迫る額となっている。一方

で、国の債務残高は、2015 年末で 834 兆円、対 GDP 比で 151％であり、先進工業

国の中でも最も債務の多い国となっている。よく指摘されるように、高齢化に伴

う社会保障費（医療費、年金費等）の増加が、財政を圧迫しており、抜本的改革

がされない限り、この傾向は今後も強まるものと考えられる。

○ 世帯間の所得格差は、1980 年代から拡大しており、近年は特に低所得層の増加と

中間層の減少が顕著である。大学生の家庭の年収別割合を見ると、2006 年度から

2014 年度の間に 500 万円以下が 19.2%から 26.2％に増加し、500～900 万円が

50.0%から 42.4%に減少している(学生支援機構「学生生活調査」)。家計の教育支

出は、子ども 1 人を、国公立大学を卒業させた場合にも 1,000 万円、すべて私立

の場合には 2,300 万円と試算されておりその負担は大きい。つまり、教育費が多

くの家計を圧迫していることが大学進学率の頭打ち、並びに少子化の要因となっ

ていると指摘できよう。これらの結果、我が国の大学進学率は、48％と、OECD 諸

国の平均値である 57％を大きく下回っている。

３ 産業構造 

○ 今日、Society 5.0、超スマート社会、第４次産業革命などと言われるように、

IoT や AI 技術によるサイバー空間とフィジカル空間を融合させて人間の様々な

ニーズに応える新たな社会を構築することが課題とされている。その中で、産業

形態が大規模集積型から遠隔分散型へとパラダイムシフトしていくことが想定

され、まさに地方創生を牽引していくことが期待されている。また、人口減少社

会が到来する中で、一人ひとりの能力向上による生産性向上と働き方改革、誰も

が意欲を持って多様な形で活躍できる社会の実現が求められている。将来の高等

教育の在り方を考える際には、これらの変化を念頭に置くことが重要である。

○ 大学卒業者は、社会の様々な分野で活躍しているが、大学で育成した専門人材数

と社会が求める人材数のバランスが取れていないと指摘される。このことについ

ては新卒一括採用などをはじめ企業を含む我が国のキャリア形成の在り方全般

とも関連するものであるが、社会のニーズの変化のスピードに、大学における教

育体制整備のスピードが対応していない結果とも見られる。

○ 一方で、国内市場の縮小傾向に伴って、企業の国際化は一段と加速しており、こ

れに伴って、海外工場・事務所等で活躍できる語学力や多文化に対する適応力を
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持った人材が求められている。このようにグローバルに活躍できる日本人を育成

するのみならず、海外から高度な能力を有する優れた人材を留学生等として受け

入れ、我が国あるいは海外の現場などでの活躍の場を与える体制の整備も重要な

課題である。 

○ 産業界をはじめあらゆる分野における女性の活躍を拡大することは、男女共同参

画社会の理念から当然の要請であるのみならず、我が国の産業の発展にとっても

極めて重要である。 

○ 国内で将来の産業構造を展望すれば、高齢化社会の進行に対応した高齢者福祉関

連産業従事者へのニーズが高まることが想定されるが、待遇などの問題が解決さ

れることが必要である。 

○ IT および IT 関連技術の急速な発展は、これまでの産業の在り方を大きく変える

と予測されている。高齢の農業従事者が自宅に居ながらにして、農作物生産現場

の状況を把握し、対応策を検討できる時代となりつつある。こうしたことに鑑み

れば、第一次産業を始めとして各種産業に就業する者に求められる知識・技術の

変化、あるいは技術革新による地域産業現場での産業・就業構造の変化などが見

込まれている。 

○ 少子高齢化、債務の累積に代表される我が国の経済社会の傾向が継続すれば、働

き手が不足し、経済規模が縮小、債務を償還できず、窮乏化するという暗い将来

が展望されるから、これを打開するための、産業・社会における革新（イノベー

ション）を可能とする人材への期待が高まる。同時に出生率を高める政策と企業

の意識改革は必須である。イノベーションは、新しい工業製品や生産方法はもと

より、社会制度や生活における価値観の変革に至る根本的な問題にまで及ばない

限り、現状打開は難しい。高等教育機関の重要な役割は、既成社会の後継者を養

成することばかりではなく、全く新しい発想を持って、社会を変革する担い手を

養成することでもある。 

 

 

 

【Ⅳ.世界の高等教育・学術研究動向の変化】 

 

１ 高度知識基盤社会における国家戦略としての位置付け 

○ これからの高度知識基盤社会において、新しい知識・情報・技術を創造・継承・

発展させる場としての大学の重要性が世界的に注目されている。このため、各国

ともに国の成長戦略として高等教育や科学技術への投資に力を入れている。 

○ 高等教育機関への公財政支出の推移を見ると、2000 年の水準を 100 とすると、

2009 年時点で韓国 183、米国 138、フランス 122、ドイツ 120、イギリス 117 など

となっており、OECD 平均が 138 であるが、日本は 105 と伸び悩んでいる。科学技

術関係予算の推移においても、同じく 2000 年を 100 として 2015 年時点で中国

1121、韓国 474、米国 163、ドイツ 159、イギリス 152 に対して日本は 106 にとど

まっている(文部科学省)。 

○ 米国では、オバマ政権は「2020 年までに大学卒業者比率を世界一に」と宣言し、

コミュニティ・カレッジ卒業者を 500 万人増加する計画を開始している。欧州で

は、2020 年までの欧州の経済成長と雇用に関する包括的な計画「欧州 2020」に

おいて、高等教育修了者の増加に向け、高等教育に社会の様々な層を惹き付け、

中退者数を減少させることを掲げている。中国や ASEAN 諸国でも、教育計画や経

済社会計画において高等教育の拡大や質の向上を謳っている。科学技術やイノベ

ーションについても同様である。 
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２ 高等教育のグローバル化と競争の激化 

○ 社会や経済のグローバル化が進展する中、学生や研究者の国際的な流動性が高ま

り、全世界の留学生数は 1990 年の 130 万人から 2012 年には 450 万人に急増した

(OECD)。留学生の獲得を重要な輸出産業の１つと位置付ける考え方も生まれ、ま

た優れた留学生を惹きつけることによって自国の成長につなげるために、世界的

に熾烈な人材獲得競争が展開されている。

○ その中で Times Higher Education (THE)や QS World University Rankings に代

表される世界大学ランキングが注目されている。その評価方法等については疑問

も提示されているが、留学先や共同研究の相手を選ぶための重要な指標となって

いることは事実であり、国際展開を意図する大学にとっては意識せざるを得ない

ものとなっている。

３ 世界共通の課題への対応と国際協働 

○ 競争が激化する一方で、国際社会の持続的発展に向けた基盤を確立するためには、

人類が協働して取り組まなければならない新たな課題も増加している。現在 73

億人といわれる世界の人口は、2050 年には 97 億人に増加し 2100 年には 112 億

人に達すると見積もられている(国連)。これに伴う水、食糧、資源エネルギーの

不足、地球温暖化、自然災害、生物多様性の保全などの地球規模問題の一層の顕

在化や、南北格差の拡大が予想される。グローバル化の進展は、経済面を中心に

各国の結びつきを深める一方で、国際テロ事件などのセキュリティ確保の問題、

各種の新興・再興感染症への対応など、安心して暮らせる安全な社会の確立に向

けた課題も生じている。これらの課題について、国際協働による学術研究の推進

が期待されている。

○ また、開発途上国においては、世界的な高度知識基盤社会への移行に持続的に対

応できるようにするため、短期的な人材育成や技術協力プロジェクトにとどまら

ず、自国の高等教育・学術研究機関を中長期的視点で整備・充実を図ることにつ

いての国際協力要請が高まってきている。

○ こうした中で、教育・科学技術面における国際協力・協働・交流活動を外交の重

要な柱に位置付ける「教育外交」「科学技術外交」という視点が重要になってい

る。すなわち、イノベーションと人材育成により地球規模の課題の解決と持続可

能な世界の実現に貢献することを基本としながら、個別の当面する課題の解決に

向けてそれぞれの強みや資源を生かした協働の取組を推進して双方にメリット

をもたらすとともに、時々の政治情勢等に振り回されず、未来志向で長期的な友

好・協力関係の構築に貢献することが求められている。

【Ⅴ.将来の状況変化を踏まえた我が国の高等教育全体の在り方】 

１ 基本的な考え方 

○ 高度知識基盤社会における国の成長の基盤として、高度人材の育成、イノベーシ

ョンの創出、グローバル社会への対応など大学に対する期待は一層高まるが、同

時に大学は国際的な激しい競争にさらされている。

○ 一方、少子高齢化の進行や厳しい財政状況については、国として、国力の基盤で

ある一定の人口を将来にわたって確保するために実効ある出生率向上策と併行

して海外の優れた高度人材を我が国に呼び込むことを含めて抜本的な施策を講

じ、また経済成長や資源配分の見直しを通じて未来への投資である高等教育予算
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の確保に努めることを望むものである。 

○ 少子化が進む中での我が国の高等教育を単に量の問題からではなく、我が国が将

来にわたって諸課題に対応でき（生産性の向上、産業構造の転換、イノベーショ

ンの創出、超高齢社会の克服など）、持続的に発展できるために必要な質の高い

人材育成の観点から考えることが極めて重要である。

○ その中で、我が国の大学が、持てる資源を最大限に有効活用して社会の期待に応

えるためには、国公私立大学がそれぞれの役割や強み・特色についての基本的な

認識を共有した上で、強みをより強化するとともに、設置者の違いを越えて相互

の連携・協働・補完などの関係を強化し、我が国の大学が本来の特色を活かしな

がら全体として最大の力を発揮するシステムを構築することが不可欠である。

○ 高等教育政策の重点は、政府による「規制」「計画」から、大学間の「競争」と社

会による「評価」に大きく変化してきたが、今後は大学関係者自らが作り上げる

主体的な「連携」「協働」「役割分担」や自律的な「質保証」「説明」が極めて重要

になる。

２ 人材育成の在り方 

○ 将来の産業・社会構造の変化について明確な見通しを持つことは極めて困難な時

代であるが、高度知識基盤社会が一層進行し、新たに多様な知識・情報・価値を

生み出すことにより、それらの変化に対応していくことがますます重要になるこ

とは確かだと考える。

○ AI 技術の発展により現在の多くの職業がなくなるとの予測があるが、一方で、新

しい価値観の創成や人と人とのきめ細かいコミュニケーションに関わる仕事が

AI にとって代わられることはなく、むしろそのような分野での新たな仕事が創成

されていくことが必要である。

○ 現在、高等教育における人材育成に関し、社会や産業のニーズとのマッチングの

重要性が強調されることが多いが、一方では社会や産業のニーズに柔軟に対応で

きる教育プログラム導入の仕組みの検討を進めるとともに、重要なのは単に短期

的なニーズに応えるのではなくむしろ未来の社会や産業を切り拓き新たなニー

ズを生み出していくことができる人材を育成し研究のシーズを広げていくこと

である。

○ すなわち、これからの時代に求められるのは、個々の能力・適性に合った専門的

な知識とともに、幅広い分野や考え方を俯瞰して、自らの判断をまとめ表現する

力を備えた人材である。また、求められる人材は一様ではなく、むしろそれぞれ

が異なる強みや個性を持った多様な人材によって成り立つ社会を構築すること

が、社会全体としての各種変化に対する柔軟な強靭さにつながるものである。

○ 一時、人文・社会科学系の存在意義についての議論があったが、社会を俯瞰し、

人間と社会の在り方を洞察する人材を育成するためには、むしろその重要性が一

層高まるはずである。

○ また、留学生、社会人など受け入れる学生の多様性に配慮した教育プログラムの

開発を進めることも必要である。

○ したがって、高等教育段階の人材育成においては、まず学校種別(大学、大学院、

短期大学、高等専門学校等)や教育研究分野別の観点に立った将来像を考え、機

関ごとの特色を生かした多様性を確保することが重要である。それとともに、学

生が、所属する機関の中あるいはその枠を越え、教育研究活動を通じて、他の学

生や社会と交流する機会を積極的に作ることも求められる。

３ 研究の在り方 

○ これからの高度知識基盤社会において、新しい知識・情報・技術を創造・継承・
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発展させる場としての大学の重要性は世界的にも高まっており、この傾向は将来

ともにますます強くなるものと考えられる。 

○ 最近は知識集約型の経済活動がもたらす付加価値が成長の大きな要素であると

して、いわゆる「出口志向」の応用研究・開発研究が注目されがちであるが、そ

れらも真理の探究を目的とする深く幅広い基礎研究の成果の上に発展するもの

であることを忘れてはならない。そして、大学こそが、多様な研究者が集い柔軟

な思考と斬新な発想を持って互いに刺激を与え合いながら研究を行う環境を提

供する使命を持っているものである。 

○ また、「イノベーション」についても、ともすれば短期的経済効果をもたらす技術

革新という狭い意味で用いられることが少なくないが、本来は「技術革新にとど

まらず、これまでとは全く違った新たな考え方、仕組みを取り入れて、新たな価

値を生み出し、社会的に大きな変化を起こすこと」であり、自然科学のみならず

人文・社会科学を含む幅広い学術研究を通じて知を創出することが基盤として不

可欠である。 

○ 一方、情報技術の進展により広範な自然現象や社会現象に関する認識が進み、い

わゆるビッグデータの統合による新たな学問領域が台頭するとともに、生命科学、

材料科学など広範な領域で学際的・分野融合的領域が展開するなど、学術研究の

フロンティアが急速に拡大している。大学は、伝統的な学問領域の枠にとどまら

ない柔軟な組織原理を取り入れるとともに、大学の枠を超えて国内外を問わずネ

ットワークを構築して異なる価値や文化と切磋琢磨しつつ対話と協働を重ねら

れる環境を整備することが急務である。 

○ 前述の通り、基礎研究は大学固有の使命であるが、近年では基礎研究・応用研究・

開発研究がリニアではなくスパイラル的に進展してイノベーションにつながる

ケースも増え、民間企業でもいわゆる自前主義ではなく組織内外の知識・技術を

活用するオープン・イノベーションの手法が取り入れられつつある。このような

中で、大学が産学連携を始めとする共同研究を本格的に推進し、その拠点として

の機能を果たすことは、産業界及び大学の双方にとって大きなメリットがあると

考えられる。 

○ なお、大学の教育は高いレベルの研究に裏付けられたものでなければならず、特

に大学院については学生自身も研究に参画することによってその能力を伸長さ

せ視野を広げることができるという大きな教育的意義を有しており、研究者や民

間企業等への就職などの進路に関わらず人材育成上の重要な役割を併せ持つも

のであることを認識する必要がある。 

○ 最後に、大学が社会からの支持と信頼を得続けるためには、大学で行われている

研究の社会的・学問的意義や成果を社会に分かりやすく発信・説明するとともに、

近年の研究不正等の事案を真摯に反省し、研究者の質と倫理観の確保について主

体的・自律的にたゆまぬ努力を行っていくことが重要である。 

 

４ 将来的な規模の在り方 

○ 18 歳人口の減少は確実であるが、高等教育の規模については、我が国が将来に

わたって諸課題に対応しつつ持続的に発展するために必要な質の高い人材育成

を行っていくとの観点、長寿社会において、また経済・社会環境が加速度的に変

化する時代において、社会人の学び直しの機会を提供するリカレント教育が極め

て重要になっていくとの観点、海外から優れた留学生を惹きつけることによって

我が国の成長・発展につなげるとともに、開発途上国における課題解決に貢献す

るとの観点を含めて検討することが重要である。 

○ 我が国の大学進学率は OECD 諸国の中で高い方ではない(OECD2015 によると日本

48%、OECD 平均 57%)。 
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○ 学士課程における社会人学生の比率は極めて低い(OECD2015 によると 25 歳以上

の入学者は日本 1.8%、OECD 平均 17.6%)。 

○ 都道府県別に高等学校卒業者の大学学部への進学率を見ると、全国平均は 48.8%

であるが、東京 63.9%、京都 60.6%のように 60%を超える都道府県がある一方、鹿

児島 30.1%、鳥取 33.1%をはじめ 30%台にとどまる都道府県が 18 に上る(学校基

本調査平成 27 年度)。 

○ 修士課程について、人口 100 万人当たり修士号取得者数を主要国と比較すると、

日本は極めて低い水準である(日本 624 人、イギリス 3,765 人、アメリカ 2,395

人、ドイツ 2,168 人:科学技術指標 2015)。専攻別の構成比で見ると、日本は「工

学」分野の割合が大きく、他の国は「法経等」、「教育・教員養成」といった分野

の割合が大きい。 

○ 博士課程について、人口 100 万人当たり博士号取得者数を主要国と比較しても、

やはり日本は少ない(日本 125 人、イギリス 348 人、アメリカ 247 人、ドイツ 327

人)。専攻別では、各国とも自然科学の割合が大きいが、日本は「医・歯・薬・保

健」及び「工学」が特に大きく、ドイツやイギリスでは「理学」の割合も大きい。 

○ 大学院生における社会人学生の割合は、2000 年度の 12.1％から 2014 年度では

22.3％と約 2 倍になったが、近年は伸び悩んでおり、特に理工系の修士・博士課

程の社会人学生数は減少傾向にある。 

○ 企業の研究者に占める博士号取得者の割合をアメリカと比較すると、日本の 4.3%

に対しアメリカは 10.0%である。また、アメリカの上場企業の人事・営業・経理

部長の４～６割が大学院卒であるが、日本の企業役員では 6%程度にとどまる(総

務省等)。 

○ 我が国の大学における外国人留学生数は 2000 年の約 6 万 4 千人から 2015 年の約

15 万 2 千人までほぼ順調に増加しているが、大学在籍者数に占める留学生の比率

は 3.4%で、オーストラリア 18.3%、イギリス 18.2%、フランス 9.8%、ドイツ 7.2%、

アメリカ 4.2%、OECD 平均 6.4%などと比較するとまだ低い(OECD2016)。 

○ 以上を総合的に勘案すると、我が国全体の大学の将来的な規模については、次の

ように考えることが適当である。 

・ 大学学部の規模については、当面、少なくとも現状程度を維持し、社会の多

様化・複雑化と知識基盤の高度化に伴う需要に応えて進学率の更なる向上を

促すとともに、特にいまだ進学率の低い地域の進学率が更に低下しないよう

配慮する。 

・ 学士課程及び修士・博士課程における社会人の受入れと出口について、体制・

環境を整備して拡大を図る。 

・ 大学院については、専門職大学院のみならず一般の修士課程・博士課程にお

いても、産業界と連携し、研究者のみならず高度専門職業人育成のための実

践的な教育研究プログラムを開発しつつ、規模の拡大を図る。特に、外国か

らの留学生の獲得に一層組織的・戦略的に取り組み、留学生にとって快適な

環境を整える。 

・ 規模の維持又は拡大については、各大学の現状の分野や教員構成にとらわれ

ず、高校生の志向や社会・産業界のニーズをデータに基づいて十分に勘案し

つつ、大胆な再編を含めて対応する。 

・ 外国人留学生の受入れについては、学部・大学院のいずれにおいても拡大を

図る。特に、大学院については、知識社会を支える優秀な留学生の確保に全

力をあげるべきであろう。 

・ 短期大学及び高等専門学校についても、それぞれの役割・特色を一層明確に

しつつ、現状程度の規模を維持するとともに、学生や社会・産業界のニーズ

を踏まえて、大学との連携・接続を強化する。 
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○ これらについて、すべての大学が一様に対応するのではなく、我が国の大学の多

様性を維持・推進するためにも各大学がそれぞれの強み・特色やこれまでの実績、

所在する地域の特性を踏まえ、かつ、自律的に質保障を確保しつつ、役割分担や

連携・協働を推進し、高度な専門的知識・能力を備えるとともに、人文・社会科

学系と自然科学系を含む多様な学問分野を学び、深い洞察力を身に付けた人材の

育成及び学際的な発展が可能な方策を構築していくことが重要である。 

 

５ 大学の経営基盤(財政構造、規模)の在り方 

○ 我が国の大学の財政構造(附属病院を除く収入の内訳)について見ると、国公立大

学では国又は地方自治体からの運営費交付金、私立大学では授業料等の学生納付

金に大きく依存している。公的な研究経費支援や産業界からの共同研究等に係る

研究開発投資は近年増えているものの、大学によって差が大きく、かつ、諸外国

に比べると規模が小さい。寄附金も少なく、特に個人寄附金の比率はわずかにと

どまる。したがって、基金も小規模で資産運用収入もわずかである。 

○ また、我が国の 1 大学当たりの学生数、教員数、財政等の規模は、一般的に諸外

国と比べて小さいと言われている。 

○ アメリカの私立大学では、授業料が高額であるとともに、寄附金等による基金の

額が桁違いに大きく、資産運用収入の占める割合が高い。州立大学でも、近年州

からの運営費交付金が削減され、授業料が高額化するとともに寄附金等の獲得に

も努めている。 

○ イギリスでは、近年、国からの運営費交付金が削減され、授業料が高額化された

が、国の全額出資による会社が授業料相当分をローンとして提供し大学に直接支

払うため、学生は卒業後の収入に応じて返済すればよい。 

○ フランスやドイツでは、依然として国からの運営費交付金による収入が大きく、

授業料への依存度は小さい。 

○ 多くの国において、日本と比較すると大学の研究に対する民間の負担・投資が大

きい(経済産業省によると、大学における研究費の民間負担率はドイツ 14.0%、ア

メリカ 4.5%、イギリス 4.0%、日本 2.7%。企業が大学に投じる研究開発費と研究

開発費総額中の割合は、ドイツ 2,042 億円(3.65%)、イギリス 490 億円(1.7%)、

アメリカ 2,620 億円(1.02%)、日本 923 億円(0.73%))。 

○ 大学の規模については、個々の大学のアイデンティティを尊重しながら、スケー

ルメリットを生かした資源の有効活用や教育研究の高度化・シナジー効果を生み

出す工夫は、それぞれの状況に応じて試みられている。特にフランスでは、2000

年代後半から政府の主導により複数の大学・高等教育機関の連合や統合による拠

点形成が推進されている。イギリスでも、マンチェスター大学が 2004 年に工科

大学を統合して大きく地位を向上させたことが知られている。アメリカでは、国

際交流等において複数大学が主体的にコンソーシアムを形成して活動すること

が盛んに行われている。また、カリフォルニア大学システムは、10 のキャンパス

が独立性・自律性を保持しつつ、州政府への予算要求や予算配分はシステムとし

て決定するというユニークなガバナンスを確立している。 

○ 以上の諸外国の例を参考にしつつ、我が国の大学においても、次のような経営基

盤の強化方策を検討することが適当である。 

・ 国公私立大学を通じて、特に教育に係る基盤的経費については、高等教育投

資の社会全体の発展への寄与に関する費用対効果を踏まえて、長期的・安定

的に確保される制度を確立する。 

・ 産業界からの研究開発投資や個人・法人からの寄附金を大学に呼び込むため

の税制優遇措置をはじめとする制度的なインセンティブを充実する。 

・ 研究開発投資や寄附金については、個別大学の獲得努力を促すのみならず、

269



22 
  

我が国の投資や寄附に係る文化を醸成するため、大学全体に対する資金供与

を受け入れる基金を創設し、厳格な審査・マッチングを経て配分し、更には

効果的な運用により収益を挙げるような仕組みを作ることも検討する(参考:

スポーツ振興基金、芸術文化振興基金、トビタテ JAPAN、ふるさと納税制度な

ど)。 

・ 設置者の異なる複数大学が一部事務組合を組織して、教育プログラムの提供

や国際交流活動などを共同で実施する枠組みを整備する。 

・ 国公私立大学の枠の内外において、個々の大学のアイデンティティを尊重し

ながら、スケールメリットを生かした資源の有効活用や教育研究の高度化・

シナジー効果を生み出すための経営統合や連携の仕組みを研究し、そのモデ

ルを提示する。 

 

 

 

【Ⅵ.我が国の高等教育における国立大学の将来像】 

 

１ 国立大学が今後特に果たすべき役割・機能 

(1)国立大学の今後の使命 

 我が国の高等教育は、欧米のシステムに学びながら、独自の発展を遂げてきた。そ

の中で、国立大学は、我が国の高等教育システムの基調を形成しながら、一方で創設

の頃から我が国の人口動態、産業・経済動態、あるいは財政状況などに対応する国の

政策・施策を支えるとともに、社会・経済の発展に貢献する高等教育機関であった。

国立大学は卓越した研究力を発揮し、その研究力を基盤として続けられてきた教育

は地域と国を牽引する人材を輩出してきた。 

 国立大学が今後の自らの使命を考えるに当たっては、少なくとも 10 数年後(2030

年頃)以降の将来の我が国と世界が直面する物理的な状況（[Ⅲ]でまとめた人口構成、

財政状況、産業構造など）についてしっかりと把握した上で、現在からその時までに

かけては、①現在の国立大学が持つ機能を最大限に発揮できる環境を整備しつつ(国

立大学の機能の最大化)、②将来の状況に対応できる準備を確実に進める必要がある

(将来に向けての準備)。国立大学の中期目標期間との関係でいえば、第３期(2016-

2021)には国立大学の機能の最大化のための具体的な改革を進めるとともに将来に

向けて十分な準備を開始し、第４期(2022-2027)では我が国の大学の全体像を念頭に

置いた国立大学のマネジメント・ガバナンス体制の改革を進め、第５期(2028-2033)

以降の高等教育の展開に資する。 

 

 グローバル化や産業構造等の高等教育を取り巻く状況は大きく変容しつつある。

また、現在進められている国立大学に対する支援は、各大学の個性や強みに基づい

た機能強化の方向で進められている。このような状況を認識した上で、国立大学の

機能の最大化（①）の意味するところは、「新たな価値創造の基盤となる先進的な研

究の高度化」と「地域や産業界の変革を、あるいは成長分野を切り拓きイノベーショ

ン創出を牽引できる人材を育む教育」を充実することである。 

 ノーベル賞受賞者を輩出してきた国立大学にとっては、新たな知の創造と地球規

模課題の解決に向けて、一層の研究力強化を推進する使命がある。将来の国力を左

右するような研究を支える支援も含めた体制の充実が求められる。加えて、価値創

造を継承する人材である高度専門職業人及び先端的研究者を育成する大学院の充実

が重要である。特に、外部資金による博士学生の経済的支援体制を拡充させ、優秀な

学生が博士課程への進学を希望するよう、研究体制、教育能力養成機能を含む教育

体制、それらを支える社会との連携体制などの充実が求められる。さらに、社会はま
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すます高度な知識基盤社会へと変容していくことが確実であり、全国及び各地域に

おいてこれを支え、その活力の中核的役割を果たす人材は今以上に必要となる。し

たがって、高等教育への進学率が他の先進諸国と比べて必ずしも高くはない我が国

においては、しばらくは大学進学率を増加させる施策が必要であり、国立大学は持

てる機能を向上させて、社会の中核を担う人材、すなわち経済社会のグローバル化

の進展を支え、第 4 次産業革命を含む産業構造変化を牽引し、創造性の高い高付加

価値を持つ産業を担う人材の育成に努めなければならない。 

 こうした国立大学の機能の最大化（①）を進める一方で、将来に向けての準備（②）

を進めることも重要である。18 歳人口や生産年齢人口の減少、あるいは地方におけ

る急激な人口減少などは現在回避できる状況にはない。2030 年には 18 歳人口は 100

万人を下回る。国立大学の使命である地域と国を牽引する人材育成目標を達成する

ためには、国立大学の人材養成目的を変更する選択ではなく、これまでにできてい

なかったキャンディデートを発掘することに加えて、優秀な留学生あるいは社会人

を入学させ、高度知識基盤社会を支える人材を育成する具体的な方策を考え、政策

的にも推進する必要がある。前者については、現在進められている高大接続改革を

契機と捉えて、各国立大学の多様な工夫が期待される。後者のうち、社会人について

は大学の学び直し機能の強化が必要である。留学生については日本人学生の国際化

や教育外交にも資する観点から積極的に推進すべきである。しかし、留学生のリク

ルート・選抜、あるいは現地での教育展開について、特に学士課程に関しては、個々

の大学の努力には限界があると考えられる。国立大学総体で連携したリクルート・

選抜方策や連携・協業による教育体制の構築を抜本的に考えていかなければならな

い。 

 国の財政状況の将来像を考えると、必ずしも明るい展望ばかりではない。国立大

学はその機能を鑑みれば、国の支援を受ける必要があるが、独自に経営力強化を図

る必要もある。新たな産業創出、社会のイノベーション推進、そしてそれを担う人材

育成の観点からは、国立大学は国、地域及び産業界からの戦略的な投資対象になら

なければならない。教育展開については、それぞれが特色を持つ国立大学がそれを

発揮しつつ、リソースが十分ではない部分については相互に補完する方策が考えら

れる。国立大学は、それぞれがその地域の知の拠点であり、地域の入学希望者からも

支持されていることから、それぞれが個性を発揮するとともに、連携・協働の価値を

十分に生かすことが可能である。こうした教育における連携・協働、あるいは発展

的・国際的な教育展開を可能にするためには、教育組織の設置についてのルールの

改変も必要である。研究推進については、共同研究などにおいて個人対企業から組

織対企業への転換が推奨されている。さらに、企業群対大学群という枠組みで、企業

側が競争的な研究費プールを創成するようなことは、産業界にとって問題が明らか

で解決の価値の高い課題の解決に資すると期待できる。 

 産業構造や就業構造の変化は想像をはるかに超えた次元で進展する可能性がある。

したがって、これに対応できる人材を育成できる教育システムを準備し、稼働させ

る必要がある。現在も求められており、今後更に要請されるコンピテンシーは、多様

な文化、社会に柔軟かつ積極的に対応できる能力である。我が国及び世界の様々な

コミュニティについてのしっかりとした認識の上に立って、個々人がその能力を向

上させる方策が求められる。また、これまでになかった学術分野の創成による研究

教育の展開とそれに沿った人材育成が必要である。後者については、強化された個々

の大学の研究力を基盤に、学内外の組織を超えた学際的な展開が期待される。 

 

(2)今後重点的に向上・発展させるべき役割・機能 

○ 上記の国立大学の使命と前述の【Ⅱ.現在の各種高等教育機関の役割・機能】等を

踏まえ、これまで国立大学が特に果たしてきた役割・機能を更に重点的に向上・
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発展させることが重要である。 

○ 第一に、国立大学は、高度な専門的知識・能力を備えるとともに、人文・社会科

学系と自然科学系を含む多様な学問分野を学び、深い洞察力を身に付けた人材の

育成及び学際的な学問分野の開拓を牽引する役割を担い、そのための体制を維持

するためには大学間の教育研究連携をより強化していかなければならない。特に、

国立大学は、大学院教育では中心的な役割を果たし、世界トップレベルの研究を

先導してきた。また、産学連携共同研究による技術開発や経営・法務等の高度専

門職業人の育成を通じて我が国の企業の成長に大きく寄与してきた。世界的に高

度知識基盤社会が進展し、イノベーションの創出が国の発展の基盤とされる中で、

国立大学の高度な教育研究機能は、大学院の質・量の両面における拡充を含め、

ますます向上・発展させていかなければならない。 

○ 第二に、国立大学は、すべての都道府県に設置され、全国各地域の社会・経済・

産業・文化・教育・医療・福祉の拠点として、我が国全体の均衡ある発展に貢献

してきた。各地域の高等教育進学率の確保、若者の地域定着、地方自治体や地域

産業界のリーダー養成などに果たしてきた役割は大きい。今日、地方創生が国の

重要課題となっているが、将来の社会の姿として想定されている超スマート社会

においては、産業形態が大規模集積型から遠隔分散型へとパラダイムがシフトし、

各地方に高度な教育研究機能を持つ大学が存在することの意義はますます大き

くなる。全国の国立大学が、地方自治体との緊密な連携の下に、地域の人材育成

と地域の個性・特色を生かしたイノベーションの創出に貢献し、地域の国公私立

大学の連携の中核拠点としての役割・機能を果たすことが求められる。さらに、

グローバル化の時代にあってあらゆる地域の社会・産業は世界と直結しており、

真の地方創生に貢献するためには、地域に根ざしたテーマやシーズを意識しつつ

も、世界に通用するイノベーションの創出や国際交流・協力など、グローバル化

に対応した教育研究を推進し、地域と世界をつなぐ窓口としての役割を果たすこ

とが不可欠である。 

○ 第三に、国立大学は、国としての政策的な人材養成需要に応え、教員養成、理工

系人材育成、医師養成等において中心的な役割を果たしてきた。これらについて

は、公私立大学においても行われているとは言え、養成に係る費用や地域配置の

問題もあり、依然として国立大学の果たすべき役割は大きく、当該分野のすべて

の大学の連携・共同の拠点としての機能を果たすことが期待される。 

○ 第四に、国立大学は、時々の流行や短期的な需要のみに過度に振り回されること

なく、基礎的・伝統的な幅広い学問分野の研究を維持・継承してきた。特に、人

文・社会科学分野では、我が国や世界の社会、経済、法制等の研究や様々な地域

の歴史、文化、言語等の研究が行われ、国際的な諸事象の理解と諸課題への対応

に重要な示唆を与えてきた。また、理系分野においても、BSE 問題のように突発

的な事件への対応に大いに貢献した例も記憶に新しい。将来の見通しが困難な時

代、また新しい価値観の創造が求められる時代にあって、一方では社会や産業の

ニーズに柔軟に対応できる教育プログラム導入の仕組みの検討を進めるととも

に、国立大学が全体としての多様性を確保し柔軟な対応を可能にする観点から、

これらの分野について、将来ともに各大学の役割分担を行いながら維持・継承、

発展していくことが求められる。 

○ 第五に、国立大学は、海外の大学・研究機関との学術研究交流を中心的に牽引し

てきた。また、開発途上国に対する技術指導や医療協力なども積極的に進め、最

近では高等教育機関の整備にも貢献してきている。国際共同研究や学生・研究者

交流をはじめとするグローバル化の推進により我が国の学術研究の水準を一層

高め、また世界で活躍できるグローバル人材の養成を推進するとともに、「教育

外交」「科学技術外交」における政策的な要請にも応えていくことが、国立大学に
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とっての喫緊の課題である。 

(3)克服・改善すべき課題

国立大学はこれまで様々な改革を進め変貌してきたとは言え、その使命を果たす

ためには、なお教育・研究面や組織運営面において改善すべき課題は多く、更に重点

的に向上・発展させるべき役割・機能も多い。 

①教育プログラムと組織

・ 国立大学は、かつては戦前のエリート養成の意識からなかなか脱却できず、研

究を通じて学生を教育するという考え方の下で、組織的・体系的な教育課程の

構築に必ずしも熱心でなかったことは認めざるを得ない。

・ この状況は近年大きく変化し、各国立大学は教育改革に積極的に取り組んでい

るが、学部や研究科という個別の組織の枠内での改革が中心であり、それらの

組織を越えた大学全体としての学生や社会のニーズに応える教育プログラム

の再編はまだ十分とは言えない。

・ 今後は、組織を基盤とするのではなく、与える学位に着目した学位プログラム

の理念を実質化させ、アドミッション・カリキュラム・ディプロマという入口

から出口までの一貫したポリシーを一層具体的に明確化し、全学的な理念・方

針・支援体制の下に、一人一人の学生の個性に合った能力の向上を図る教育を

行うという考え方を徹底する。

・ 最近、多くの大学において教育組織と教員組織の分離が行われており、このこ

とは学際的な教育プログラムを柔軟に構築・実施する上に有効と考えられるが、

まだ緒に就いたばかりで手探りの状況であり、今後、望ましい組織の在り方に

ついて検討することが急務である。従来の履修主義の教育から、個人の能力を

伸ばしその質保証を明確にする教育への変化に対応し、教員配置についても養

成する能力や必要な知識・技術に応じた方法への転換が求められている。例え

ば、学部・学科単位の専任教員数をベースとする現在の設置基準を、提供する

カリキュラムをベースとして全学の教員の構成・質が担保されているかを確認

するように改めるなどの抜本的改革も必要である。

②研究の活性化

・ 国立大学は、我が国のすべてのノーベル賞受賞者を生み出してきたことに見ら

れるように、世界最高水準の先端的な研究を推進してきた。しかし、運営費交

付金の削減等により特に若手研究者の減少や研究環境の悪化が進み、将来が危

惧される状況にあることはよく指摘されているところである。

・ このことについては、財政面の改善が必要であることはもちろんであるが、国

立大学における制度的な改善の取組も必要であることは否定できない。

・ まず、研究においても、教育と同様に、学部や研究科という組織を基盤として

推進され、いわゆる学際的・融合的な研究が必ずしも十分に推進されてこなか

ったことである。附置研究所や横断的な研究組織を設置するなどの取組は行わ

れてきたが、それ自体が硬直化する恐れもある。その意味で、教育組織と教員

組織の分離は、研究についても時々の課題に応じた柔軟な組織・グループを構

築することに寄与するものと考えられる。

③教員及び職員に係る人事制度の改革

・ 人事制度については、教員(研究者)の採用・昇任は、原則として公募制とされ、

厳正な業績評価の下に行われているが、いったん採用・昇任された後について
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は、多くの大学において、自己申告をベースにした評価制度を導入しているも

のの、処遇等への反映を含め必ずしも十分に機能する制度とはなっていない。

今後、教育、研究、社会貢献、大学運営等への各教員のエフォートを明示化し

た上で、それに応じた厳正な評価を行い、インセンティブとして業績給に反映

させる等の適切な制度の在り方を検討する。また、年俸制やクロスアポイント

メントについても現在導入が進められているが、未だ成熟した制度になってい

るとはいえない。民間企業や海外の大学等を含めて人事交流が実効的に促進さ

れるような制度の改善を進める。 

・ また、職員についても、各大学は優れた人材の確保に努め、「教職協働」という

言葉もあるように、財務・施設等の管理業務や教育・研究支援業務のみならず、

大学全体の経営や教育研究推進に係る戦略の企画立案における積極的な役割

も期待されているが、そうした人材を育成する方法やキャリアパスは必ずしも

確立されていない。さらに、後述するように各方面(産業界、地域、国際等)と

の連携や学生支援などにおける専門職の位置付けや育成等についても課題が

多い。これらについては、国立大学が連携協働して人材の育成・活用方策を検

討する。また、「事務職員」という名称について、その多様性・専門性等の実態

を踏まえて見直すことも検討すべきである。 

 

④学生に対するキャリア形成支援と経済的支援 

・ 国立大学においては、かつては学生の進路選択は学生自身に任せ、大学として

の就職支援にはあまり熱心ではないと言われたが、近年では就職支援やキャリ

ア教育に積極的に取り組んでいる。しかし、専門的な知識・経験に裏付けられ

た組織的な支援という観点からはまだ十分ではなく、今後そのための人材育成

を含めて体制を強化する。 

・ また、国立大学は教育分野を問わず一律の比較的低廉な授業料を設定し、全都

道府県に存在することで、教育の機会均等の実現に寄与してきたが、近年の家

計所得の伸び悩みや所得格差の顕在化により、地域・家庭によっては経済的理

由により国立大学への進学も困難な学生が増加している。政府による給付型奨

学金の創設や所得連動返還型奨学金の導入は歓迎すべき政策であり、その活用

を図ることは当然であるが、国立大学としては、民間からの寄附金等による基

金を創設して、大学独自の奨学金や授業料免除を拡充するなど、学生に対する

経済的支援の充実を進める。一方で、教育研究分野や教育課程によっては、教

育に必要なコストも異なり、また就学者の将来像も異なることなどから、一定

の幅での授業料の増減について考察する必要もある。 

 

⑤各方面(産業界、地域、国際等)との戦略的・組織的な連携 

・ 産業界や地域との連携については、国立大学はかつて必ずしも積極的ではない

との声も聞かれたが、近年では、ほとんどの教員がその重要性を認識し積極的

に推進している。 

・ しかし、まだ教員個人や研究室のレベルあるいは学部・研究科等の部局ごとの

連携が主体であり、大学全体としての戦略に基づく大規模で継続的な連携は十

分とは言えない。また、地域の中小企業にはいまだに国立大学の敷居が高いと

いうイメージもあり、大学側からより積極的に働きかけるという姿勢を示すこ

とが重要である。 

・ また、従来は研究中心の連携が多かったが、学生にアクティブラーニングや PBL、

インターンシップなどの主体的・実践的な活動の場を提供するとともに将来の

キャリアを考えさせる機会を与えるために、教育面での連携を一層強化する。 

・ 国際連携についても同様であり、個人や部局単位ではなく、大学全体としての
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連携や学生交流を推進する。 

・ これらの取組においては、教員や一般事務職員のみならず URA などの専門職の

果たす役割が大きく各大学において様々に工夫しているが、今後、国立大学全

体として、その位置付けや確保、育成、交流などの在り方について検討する。 

⑥大学間の連携・協働と国立大学総体としての総合力の発揮

・ 各国立大学は、これまでそれぞれの置かれている状況の中で個別に改革に取り

組んできたが、限られた資源の中で多様な教育・研究を充実・発展させるため

には、それぞれの個性や強み・特色を生かしつつ、それらを一層発展させたり

補完し合ったりするための大学間の連携・協働を強化し、人的・物的資源の共

有を進めることが不可欠である。各方面との連携においても、個別大学ではな

く複数大学によるコンソーシアムを形成して展開することを考えるべきであ

る。この場合、国立大学の枠にとらわれず、公私立大学や高等専門学校をはじ

めとする各種教育研究機関とも連携し、特に地方の国立大学は地域の高等教育

機関の中核としての機能を果たすことが求められる。また、産業界との連携研

究などにおいても、大学共同利用機関の参画も含め大学群を形成して、解決が

求められる問題に挑戦するような仕組みを検討する。

・ 一方、国立大学は、それぞれ多様な個性・特色を有するものの、基本的には同

一の法制度の下で多くの特徴を共有しており、国からの財政支援を効率的に活

用する観点からも、連携・協働や役割分担を積極的に推進し、国立大学総体と

しての総合力の発揮に努める。このため、様々な課題に応じたコンソーシアム、

ネットワーク、拠点等を形成することはもとより、国立大学間で主体的に各分

野の教育・研究についての役割分担を調整する仕組みを設けることも検討する。

例えば、教育において共通の水準を明確にし、科目ナンバリングなどでそれを

明示することにより、学生が一つの大学内又は複数の大学をまたぐ教育プログ

ラムを履修することが可能となる。

⑦法人化のメリットの最大限の活用とさらなる制度改善の積極的提案

・ 国立大学の法人化は、国立大学の自律性を高め戦略的な経営を可能とすること

を目的として行われ、各大学における 1 つの独立した経営体としての意識や取

組は確実に進んだが、依然として法人化以前の財務・人事上の思い込みや慣行

が残り法人化のメリットを必ずしも活用しきれていないことは否定できない。 

・ また、学部や研究科等の部局の自律性と大学全体としての経営との関係につい

ても、特に大規模総合大学においては全構成員による意識の共有と徹底が十分

ではないと指摘されている。

・ 国立大学が法人化のメリットを最大限に生かすために、あらためて業務の点

検・見直しや管理運営体制の在り方の検討を行うことが求められる。

・ 一方、法人化のメリットを十分に活用できない背景には、各種競争的資金を含

む予算の柔軟な執行や長期借入金をはじめ各種の制度上の制約が存在するこ

とも事実であり、これらについては国立大学全体として十分に検討・整理し、

政府に対して積極的に具体的な改善方策の提案・働きかけを行っていく。

２ 国立大学の教育の方向性 

(1)学部・大学院教育の方向性

○ 各大学の個性・特色を一層明確に打ち出しつつ、国立大学全体としての質保証を

伴った教育システムの構築を目指して、学士・修士・博士のそれぞれの課程の達

成目標やカリキュラムを明確に示した上で、各大学共通の科目ナンバリングによ

る高度な単位互換などの枠組みを整備し、学生の大学間の流動性を高める。また、
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インプットである単位数のみに着目するのではなく、アウトカムである実際に学

生が修得した内容を重視・評価する。

○ 学部・大学院を通じて、幅広い教養教育、PBL などの学生の主体的学習を含む実

践活動、更には課外活動を充実させ、高い専門性とともに学際的な分野融合に関

わる視野の育成に努め、豊かな人間性とチャレンジ精神を備えた総合的な人材育

成を図る。そのため、異なる専門分野の教員や学生が参加する学習・対話の機会

の設定、ICT を活用した大学間の授業の相互提供、地域の自治体・企業等との連

携協力によるインターンシップ、ボランティア活動等の学外教育や課外活動など

を拡充する。

○ 大学院については、各大学の状況に応じ規模の拡充を図る。その場合、特定の専

門分野の研究力だけではなく総合的・俯瞰的な判断力・調整力・表現力等の向上

に留意し、産業界との共同研究にも積極的に参画させ、インダストリアル・ドク

ターの導入を含め、産業界と大学が一体となって社会で幅広く活躍できる人材育

成を重視する。社会革新をリードするアントレプレナーシップ(起業家精神)を備

えた高度人材育成の観点からは、特に人文社会科学系の大学院の強化を図る。

○ 博士人材の活用は、諸外国の統計からも明らかなように、生産性の向上と高い相

関があり、深い専門性と実践力、幅広い視野を備えた人材を育成するため、産業

界と連携して博士課程プログラムの内容の充実と規模の拡充を進めていくべき

である。一方、博士課程には公私立大学を含め大学の教育研究を担う人材を養成

するという重要な機能もあり、我が国の高等教育の質の充実向上に資する観点か

らの充実も必要である。大学院の入学者受入れにおいては、自大学の学部卒業生

の割合を抑制し、公私立大学を含めた他大学に広く門戸を開いて多様性を向上さ

せる。また、社会人の受入れを拡大するための環境整備や魅力あるプログラムの

開発を進める。さらに、後述する海外の大学との間のみならず、国内の大学間で

もダブル・ディグリーやジョイント・ディグリーのプログラムを開発・実施する。

なお、優れた学生の大学院(特に博士課程)への進学を後押しするために、授業料

免除、TA・RA としての採用、大学独自の奨学金などを充実する。

○ 人生 100 年時代とも言われる長寿社会において、また経済・社会環境が加速度的

に変化する時代において、社会人の学び直しの機会を提供するリカレント教育が

極めて重要になっている中で、18 歳からの若年層を主体とした大学教育の在り方

は大きく見直されなければならない。とりわけ、高度な教育研究を担う国立大学

においては、大学院において、学術研究の基礎とともに実践性を重視した教育プ

ログラムを社会人に対して積極的に提供していかなければならない。

○ 我が国の将来を支える人材を育成するためには、初等中等段階からの教育が重要

であり、教員養成大学・学部の役割は極めて大きい。少子化による教員需要への

影響はあるものの、Society5.0 の実現やグローバル化の一層の進展に対応した初

等中等教育の高度化を推進するとともに、多様な児童生徒に対する教育の充実を

図ることが重要であり、国立教員養成大学・学部はそれを主導する質の高い教員

の養成と研修を先導し牽引していく責務がある。このため、都道府県に対応した

地域や地域を越えた広域エリアにおいて、国立大学間にとどまらず公私立大学と

の間の連携・統合や総合大学においては学内の連携を積極的に検討し、教育委員

会とも連携・協働を図りながら、現職教員のリカレント教育を含む教員養成・研

修の高度化を推進する。例えば、地域の特性に留意しつつ、広域エリア内の大学

間で資源を補完し合う相補的分散協働型の連携を行うことや機能別又は得意分

野に特化した課程に再編することも含め、学校現場のニーズに応える教員養成・

研修の機能を強化する方策を検討する必要がある。また、教職大学院については、

その役割・機能を一層明確化して、優れた入学者の確保と修了者が活躍できる環

境を整備し、教員養成・研修の高度化の拠点として位置付ける。さらに、教員養
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成・研修を担う大学教員の博士課程での育成、博士課程修了者の初等中等教育で

の積極的活用、実務家教員や専門的支援人材の養成、教育行政をリードする人材

の育成なども充実させる必要がある。 

 

(2)国立大学の入学者選抜の方向性 

○ 国立大学は、これまでも、全国立大学が共有する入学者選抜制度を通して高等学

校教育と大学教育の適切な接続の構築と維持において主導的な役割を担ってき

た。今後の人口減少社会を見据えれば、一人一人の能力の高度化が必須であり、

大学教育自体の高度化とともに、質の保証を伴った 18 歳人口の大学進学率の向

上が必要である。また、伝統的な学力中心の選抜ではなく、様々な分野の優れた

才能を持った人材を発掘し、社会人や留学生を含めた多様な人材を受け入れるこ

とによって、新たな時代に求められる独創性、チャレンジ精神等を備えた多様な

リーダーを育成することが極めて重要である。そのために、国立大学は現在進行

中の高大接続システム改革においてリーダーシップを発揮し、初等中等教育の改

革を推進する中心的な役割を担う。 

○ 国立大学の入学者選抜においては、①限られた教科・科目にとどまらない幅広い

基礎的・基本的な学力・教養、②知識を関連付けて最善解を導く論理的思考力と

コミュニケーション能力、③学問に対する強い関心と社会貢献への意欲を備えた

入学者を受け入れるために、当面、現在進められている高大接続システム改革を

着実に実施し、個別試験における高度な記述式試験の導入、推薦入試、AO 入試、

国際バカロレア入試等の拡大などを推進する。 

○ 将来的には、更に先を見通して、国立大学の統一的な入学者受入れシステムを構

築することを目指した抜本的な改革の在り方を検討する。すなわち、各大学のア

ドミッションポリシーに基づく特色ある多様な選抜を行うという理念は維持し

つつも、受験者の便宜や学生の流動性に配慮して、各大学が連携・協働できると

ころは共通化するという観点から、例えば、国立大学への出願のための統一的な

窓口を設け、受験者が希望する学問分野等を踏まえてあらかじめ複数の国立大学

への入学希望を提出し、書類審査、面接等を経てマッチングを行い、最終的には

共通テストの結果により確定する方法などが考えられる（参考:イギリスの UCAS）。 

○ 地域の高等学校との連携や広報活動を充実させ、地域の実情に応じて地域選抜枠

を導入することを検討する。特に国立大学の学生数における女性の比率は、学部

で約 37%、大学院では 30%以下であり、工学分野では学部でも約 12%にとどまる。

理工系の学部について、女子学生の進学を促すための広報活動や環境整備を進め

る必要がある。 

○ 「入口」としての入学者選抜は、入学後の教育、「出口」としての就職や進学まで

を見通して、一貫した責任あるポリシーの下に行われる必要があり、そのための

十分なニーズ調査や支援を行う。 

 

３ 国立大学の研究の方向性 

○ 国立大学はナショナル・センターとして日本の学術・研究の基盤を形成する役割

を担っている。科学技術政策研究所がまとめた「研究論文に着目した日本とドイ

ツの大学システムの定量的比較分析」の中の両国間での直近 20 年間の研究論文

生産の比較データによると、日本は少数の大規模大学が引っ張る状況にあるが、

ドイツでは多くの中規模大学が層をなして論文生産に大きな貢献をしており、そ

のことが両国間の研究力の差につながっていることが分かる。いわゆるトップ大

学のみならず各地域に存在する幅広い大学の研究力を強化し、多様性のある研究

成果を世界に発信することを、我が国の研究力向上の重要な戦略の一つとすべき

である。 
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○ 各大学において、各専門分野の深く先鋭的な基礎研究に加えて、学部・研究科等

の枠を越えた柔軟な組織を整備し、学際・融合分野の研究を推進する。また、各

大学が強みを持つ分野を核とした他大学・研究機関とのネットワークを形成して、

幅広い優れた研究者が交流・結集できる拠点を形成する。その際、大学共同利用

機関を活用するとともに、各大学の附置研究所の共同利用機能を一層強化し、将

来的には共同利用機関化することも検討する。一方、全国ベースよりは小規模の

複数大学による多様なプチ共同研究拠点の形成も積極的に進める。 

○ 若手研究者を積極的に採用し、スタートアップ支援やテニュアトラック制の導入

により、明確なキャリアパスの見通しを持って、研究に専念できる環境を整備す

る。また、大学・研究機関のネットワークを通じて、複数の大学等で様々な刺激

と経験を得られるよう、流動性を向上させる。 

○ 女性研究者について、ライフイベントに応じた支援体制や環境整備を行いつつ、

積極的な採用・登用を推進する。 

○ 民間企業の研究者や海外の優れた研究者を、年俸制やクロスアポイントメント制

を活用して積極的に招聘・採用する。 

 

４ 国立大学の産学連携・地域連携の方向性 

○ 産業界及び地域との連携・協働は、教育・研究の両面において極めて重要である。 

○ 教育面においては、インターンシップなどにより学生に幅広い学びの場を提供し、

キャリア意識やアントレプレナーシップ(起業家精神)の形成に寄与する。また、

産業界や地域で活躍する優れた人材と共同して教育プログラムを開発し、外部教

員としても協力してもらうことで、学生のみならず学内の教員に新たな視野と刺

激をもたらすことができる。さらに、よく指摘される産業界・地域と大学との間

の意識のギャップや人材育成のミスマッチの解消にもつながる。国立大学は、こ

うした教育面の連携を人文・社会科学系、自然科学系などの分野を問わず組織的

に強化していく。 

○ 学生のインターンシップに加えて、教職員についても産業界との人事交流を推進

する。教職員の産学連携共同教育・研究に対する意識を高めるとともに、これま

で学内に閉じた中で醸成されてきた能力に広がりを持たせるとともに、特に大学

マネジメントに関して、潜在的な能力の発掘と開発を進める。 

○ 研究面においては、特に産学連携共同研究について、研究者個人ベースではなく

組織ベースを基本とし、全学的な窓口を通じて大学としての戦略に基づいた大規

模で長期間にわたる継続的な共同研究を推進する。また、個々の大学・企業間の

みならず、企業・産業横断的な課題について、大学・研究機関のネットワークと

企業群が共同して、文理融合によりオープン・イノベーションにつながる研究を

推進する体制を構築し、その支援のための基金を創設することも検討する。 

○ 地域との関係においては、各地方自治体との連携を強化し、地域創生プラン等に

おける高等教育の役割を明確に位置付けるなど、その立案に積極的に参画し、そ

の核となる地域の特色を生かしたイノベーションの創出に向けて、地方自治体や

地域の産業界と連携した人材育成と共同研究を推進する。また、地方自治体との

連携の下に、地域の国公私立大学の連携協働の取組を推進する。さらに、現在の

都道府県の枠組みを越えたより広域的な地方自治体や産業界が一体になった地

域創生の取組についても、関係大学が連携して積極的に貢献していく。 

 

５ 国立大学の国際展開の方向性 

(1)学生交流 

○ 海外からの留学生受入れについては、各大学の強みや特色を生かしてその拡大を

図ることが基本であるが、学部段階の留学生を大幅に拡大するためには大学ごと
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の取組だけでは限界があり、国立大学が共同してリクルート(募集)及びアドミッ

ション(選抜)を行い、留学中の大学間の流動性も確保するような枠組を構築する

ことが望ましい。こうした観点から、現在進められている高大接続システム改革

における新テストを英語でも実施する可能性を検討するほか、２(2)の入学者選

抜改革に先行して、国立大学総体としての統一的なシステムの導入を検討する。

国立大学の共同による選抜試験を開発し、留学生は希望に応じて複数の国立大学

の中から受入れ大学の調整を受けることができるほか、留学期間中に異なる地域

の複数大学での学修を経験できるようにする。海外の高校生を直接日本に呼び込

むことができるように、特にアジア地域を中心とする海外において国立大学共同

の拠点を設け、留学情報の提供、合同説明会や選抜試験の実施等を行う。 

○ 英語による学位取得プログラムを拡充するとともに、それらの留学生に対しても

日本語・日本文化に関する教育やインターンシップの機会を積極的に提供し、日

本企業への就職を支援する。 

○ 大学院を中心として、海外の大学とのダブル・ディグリーやジョイント・ディグ

リーのプログラムを拡充する。 

(2)研究交流 

○ 若手研究者や大学院生に対して、海外の大学・研究機関において長期間研究に携

わることができる機会を確保する。 

○ 個々の研究者ベースのみならず、大学としての戦略に基づく国際共同研究を積極

的に推進する。 

○ 国際共同研究を推進し、海外協力の窓口機能を担っている大学共同利用機関を積

極的に活用する。 

(3)交流拠点・ネットワーク 

○ 各大学が設置する海外の交流拠点について、複数大学による共同利用を推進し、

国立大学全体についての広報、留学生募集、共同研究・協力案件の募集・提案、

シンポジウムの開催、留学生 OB・OG ネットワークの構築などを進める。 

○ 海外の大学との交流協定について、個々の大学ベースのみならず、複数大学のコ

ンソーシアムによる協定締結と交流活動の実施を推進する。 

(4)国際協力 

○ 海外からの国際協力の要請に対して、国立大学が連携・協働として対応する体制

を構築し、案件ごとに関係大学がコンソーシアムを形成して、役割分担等を調整

して協力できるようにする。 

○ 特に近年多くなっている初等中等教育から高等教育にわたる日本型教育システ

ムへのニーズへの対応は、我が国の外交政策上の大きな目標の１つでもあり、国

立大学全体で積極的に役割を分担して、当該国の初等中等学校や大学の教員養成

を含む人材の育成やカリキュラム・教材開発を支援するための人材派遣を行うと

ともに、将来母国で教員として働く意思と能力のある学生を我が国に受け入れる

ことも必要である。そのためには、例えば教員養成系大学が連携して留学生が過

半数を占めるような教員養成プログラムを展開するようなことも期待される。 

 

６ 国立大学の規模及び経営形態の方向性 

(1)全体規模 

○ 国立大学全体の規模は、留学生、社会人、女子学生などの様々な属性に留意しつ

つ、優れた資質・能力を有する多様な入学者の確保に努めつつ、少なくとも現状

程度を維持する。 

○ 特に国立大学の強みである高度な教育・研究機能を維持・強化する観点から、大

学院の規模については、各大学の特性に応じて拡充を図る。 

○ 一方、学部の規模については縮小も検討する必要があるが、進学率が低く、進学
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者の国立大学の占める割合が高い地域にあっては、更に進学率が低下することの

ないように配慮すべきである。 

○ 全都道府県に少なくとも１つの国立大学を設置するという戦後の国立大学発足

時の基本原則は、教育の機会均等や我が国全体の均衡ある発展に大きく貢献して

きたものであり、この原則は堅持すべきである。特に地域創生の中核としての役

割・機能を十分に果たすためには、各地域において全体として地域のニーズに応

じた文系・理系にわたる幅広い分野をカバーし、大学院を含む高度な教育研究機

能を有する国立大学（キャンパス）が存在することが重要である。 

 

(2)各大学の規模と経営形態 

○ 国立大学の１大学当たりの規模は、諸外国の有力大学と比較すると小さい。スケ

ールメリットを生かした資源の有効活用や教育研究の高度化・シナジー効果を生

み出すためには、規模を拡大して経営基盤を強化することを検討する必要がある。

このことはたんなる効率化や経費削減ではなく、むしろ一層の資源の集中的な投

資により最先端の教育研究や国際競争力の強化による国際展開の推進において

最大限の効果を挙げるための受け皿を整備するものであることを忘れてはなら

ない。 

○ そのためには、複数の大学を統合することも１つの方策であるが、各大学が長年

にわたって形成してきた強み・特色やアイデンティティが損なわれ、かえって活

力や特色が薄れる恐れもある。規模が小さいことにより学生間や教職員と学生と

の距離を近くなり、きめ細かい教育と人間性の涵養にプラスに働くというメリッ

トがあることにも留意しなければならない。また、前述したように全都道府県に

地域のニーズに応じた文系・理系にわたる幅広い分野の高度な教育研究機能を有

する国立大学（キャンパス）を置くという基本原則は堅持すべきである。 

○ さらに、「世界の中の日本」という観点も重要であり、地域の大学であっても、ま

た、単科大学においても、その特性や強みを生かした個性的な教育研究を展開し、

世界に発信している例も多いことに留意する必要がある。 

○ こうした観点からは、アメリカのカリフォルニア大学システムやフランスの複数

大学による連合体の成果や課題を検証し、それらを参考にしながら、我が国の状

況に合った様々な経営形態の在り方を研究する必要がある。例えば、全都道府県

に独立性・自律性を持った国立大学(キャンパス)を維持しつつも、複数の地域に

またがって、より広域的な視野から戦略的に国立大学(キャンパス)間の資源配分、

役割分担等を調整・決定する経営体を導入することも検討すべきである。その場

合、各国立大学(キャンパス)の特性や個性・強みを失わせることなく、むしろそ

れらを一層発展させるように配慮する必要がある。 

○ また、機能的に重複して保有することとなる資産については、整理・有効活用の

ほか、再配置を検討することにより、広域的な視野から見た国立大学（キャンパ

ス）の機能強化につなげる必要がある。 

○ 一方、多くの国立大学は、その教育研究に必要な施設として附属病院及び附置研

究所を有しているが、これらの施設の運営については学部、研究科等と異なる独

自の理念や配慮が必要であり、かつ、大学全体の中で相当の規模を占めている。

これらの施設について、大学との緊密な連携を確保しつつも、その経営の独立性・

自律性を高める観点から、国立大学法人の独立した事業部門としての位置付けを

より明確にする、法人から切り離していわば分社化するなどの方策についても検

討する必要がある。また、附属学校については、少子化や多様な教育課題への対

応を踏まえ、地域の状況や各学校の機能にも留意しつつ、教員養成大学・学部の

機能強化につながるように、その組織・運営形態を含めた適切な制度設計を検討

すべきである。 
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７ 国立大学のマネジメントの方向性 

(1)学長の在り方と経営層の育成 

○ 国立大学法人制度においては、経営と教学は一体であるとの考え方から、学長が

すべてを統括することとされている。しかし、近年、厳しい財政状況の中で限ら

れた資源をいかに有効活用するか、新たな資源をいかに獲得するかなど、極めて

困難な経営上の課題が山積しており、これらの判断においては教学面とは大きく

異なる知識、経験等が必要である。 

○ 前述した複数の大学(キャンパス)をまとめる経営体が実現すれば、その長と各大

学(キャンパス)の長は分かれることになるが、現行制度の下においても、経営に

関する高度な専門的知識・経験を有する人材を経営担当理事・副学長として、そ

の権限・責任を明確にするなどの対応が考えられる。 

○ 国立大学のガバナンスの問題として、学長の選考方法がよく議論されるが、問題

はその前提として、学長をはじめとする国立大学の経営層を育成するシステムが

存在しないことである。今後、国立大学は、共同して将来の経営層を育成する研

修プログラムを構築していく必要がある。 

 

(2)組織及び人事制度 

○ 変化する社会のニーズや学術の進展に対応して、教育プログラムや研究プロジェ

クトを柔軟に編成するとともに、学際・融合分野にも機動的に対応できるように

するために、教育組織と教員組織の分離などのより望ましい組織の在り方を検討

する。 

○ 教育研究の活性化を図り、教員のモチベーションを高めるために、各教員のエフ

ォート管理、業績評価、処遇への反映等の適切な制度の在り方を検討する。また、

民間企業や海外の大学等を含めて人事交流が実効的に促進されるようにするた

めに、年俸制やクロスアポイントメントを含む制度設計についても、国立大学全

体で連携・協働して検討・普及を進める。 

○ 事務職員等の職員についても、その企画力や専門性の向上を図るとともに、URA

等の専門職の位置付けを明確化する必要があり、国立大学が連携協働して人材の

育成・活用方策や望ましい制度の在り方を検討する。 

 

(3)経営の効率化のためのシステム構築 

○ 国立大学法人においては、その運営に必要な各種の基盤システムを維持・運用し

ているが、その多くは各大学が独自に開発したものである。人事給与システムや

財務会計システムについては、多くの大学が共通に利用するシステムが存在する

が、教務、学生支援、研究などに関する多くのシステムは、学内でも統一されて

いないケースもあるなど、共通化が進んでいない。 

○ これらを統一することは、経営の効率化やコスト削減になるのみならず、IR 機能

の強化による教育研究の向上や経営戦略の立案にも大きく寄与するものと考え

られる。今後、国立大学全体で連携・協働してクラウドサービスの利用によりシ

ステムを共有することを検討する。 

○ また、例えば複数の大学により法人を構築する場合、事務組織についても重複し

た部門の整理・統合により経営の効率化を図るほか、共同調達のさらなる推進な

どによるコスト削減といった効果についても検討する。 

 

(4)財源の確保と多様化 

○ 産業界に対しては、前述した各大学の組織的な産学連携窓口を通じて大規模な共

同研究の拡充と間接経費の確保に努めるほか、複数大学のネットワークによる共

281



34 

同研究も推進する。また、キャンパス内への企業の研究拠点の誘致を進める。 

○ 寄附金については、税額控除制度を活用して修学支援基金を設け、卒業生などに

対する情報提供などのサービスを向上させつつ拡大に努めるとともに、税額控除

の対象範囲拡大を求めていく。

○ 不動産の活用や資産運用の弾力化を通じて、収益の確保に努める。

○ 正規の教育課程以外の社会人・企業対象の教育プログラムやコンサルタント業務

について、適正な対価を設定し、収益の確保に努める。

【おわりに】 

我々は、我が国の高等教育の歴史・現状とその中での国立大学の役割を振り返り、

更に高等教育を取り巻く今後の状況変化を見通した上で、我が国の高等教育全体の

在り方、そしてその中での国立大学の将来像を提言した。 

我々が今後の国立大学の在り方として特に重要と考えるポイントは、①国立大学

の誕生以来の全国的な高等教育機会の提供という理念及び今後の地域・地方活性化

の中核として期待される役割を踏まえ、②研究力を一層強化するとともに大学院課

程を充実し、これらを基盤とした国際的競争力のある教育研究を展開し、③産業界

や地域との教育研究両面における本格的な連携による社会のイノベーションを先導

し、④優れた教育システムの輸出を含む国際貢献を強化することである。 

そして、⑤これらの実現を支える大学運営・経営の効率化と基盤強化を図る観点

から、多様な経営的な連携・融合の形態の在り方を探り、その上で、少なくとも「全

国各都道府県に幅広い分野の高度な教育研究機能を有する国立大学（キャンパス）

を置く」との原則を維持した上で、各種大学間及び産業界その他社会各方面との連

携強化を推進できるよう、様々な経営形態の選択肢を含むスキームを構築すること

が重要と考えている。今回の提言は、そのために今後更に検討すべきモデルを提示

したものである。 

一方、中央教育審議会においては、昨年６月の我々の「中間まとめ」も踏まえつ

つ、国立大学法人の一法人複数大学制度の創設を可能とするための議論をも含む「今

後の高等教育の将来構想」が検討されている。さらには政府の各種会合において、国

立大学の教育研究の活性化を図るための人事給与マネジメント改革やイノベーショ

ン創出、地方創生、国際競争力強化などの観点からのガバナンス改革の必要性が指

摘されている。これらの点については、既に今回の提言においても方向性を示して

いるところであるが、国立大学協会としては、今後さらに改革の在り方や改革促進

のために必要な国の制度・施策の在り方を含めて早急に検討し、具体的な方策案を

含めたまとめを提言したいと考えている。

また、並行して、この提言書が示す国立大学の将来像の実現に向けては、国立大学

協会としてのみならず、各国立大学においても、早急に具体的な行動計画を立て、

国、地方自治体、産業界をはじめ広く社会の理解と支援を得ながら改革を加速して

いきたいと考えている。 
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高等教育における国立大学の将来像に 

関するワーキンググループ 委員名簿 
 

 

座 長   永 田  恭 介   筑波大学長 

 

     委 員   岩 渕    明   岩手大学長 

 

      〃    出 口  利 定   東京学芸大学長 

 

      〃    山 口  宏 樹   埼玉大学長 

 

      〃    松 尾  清 一   名古屋大学長 

 

      〃    大 西    隆   豊橋技術科学大学長 

 

      〃    山 極  壽 一   京都大学長 

 

      〃    古 山  正 雄   京都工芸繊維大学長 

 

      〃    脇 口    宏   高知大学長 

 

      〃    山 本  健 慈   国立大学協会専務理事 

 

      〃    木 谷  雅 人   国立大学協会常務理事 

 

 

 

 

高等教育における国立大学の将来像に 

関するワーキンググループ 検討期間・開催回数 
 

平成２８年５月 ～ 平成２９年６月  計１３回開催 
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高等教育における
国立大学の将来像 最終まとめ

平成30年1月26日
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高等教育無償化（負担軽減）について（声明）

平成３０年３月８日

一般社団法人 国立大学協会

会長 山 極 壽 一

○政府が昨年１２月に公表した「新しい経済政策パッケージ」においては、真

に支援の必要な子供たちに対して、授業料減免及び給付型奨学金の拡充を図

るとともに、支援対象者及び大学等の要件を定めることとしている。

○経済的に困難な学生にも高等教育を受ける機会を保証するために、経済的支

援を抜本的に拡充するという政府の基本的な方針には大いに賛同し歓迎する

ものである。

○また、多額の税金を投入する以上、公平性を担保するとともに教育内容等の

質保証を確保し国民に納得の得られる説明ができるよう、支援の対象となる

学生や大学等の機関について、意欲と能力のある学生が経済的理由により進

学を断念することなく、適切な教育水準等が確保された高等教育機関におい

て教育を受けられるようにするための一定の要件を求める必要があることは

理解できる。

○ただし、その要件を定める上においては、次の点に留意する必要があると考

えている。

①学生が学びたい分野・機関や将来活躍したい職業は多種多様であり、これ

らの希望を可能な限り尊重し、何よりも学生の利益を第一に考えて学生の

意欲と能力に基づいた進路選択の自由が阻害されることのないようにする

こと。

②各大学が、法令上の基準等に従って適切な水準を確保しつつ、自らの方針

に基づいて多様な教育を展開していくための大学の自律性・主体性が阻害

されることのないようにすること。

○国立大学は、教育、研究及び社会貢献を通じて、地域と国の発展を支え、世

界をリードするという重要な使命を担っており、特に近年の社会的要請に応

え、大学間はもとより産業界及び自治体など社会との連携も図りながら、基

礎的・先端的な学問追究のみならず外部人材の参画を得た実践的教育やリカ

レント教育の充実、さらには経営改革にも積極的に取り組んでいる。また、
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本年１月２６日に国立大学協会がとりまとめた「高等教育における国立大学

の将来像」では、国公私立大学の枠を越えた連携による新しい高等教育の創

出や国際展開の一層の推進を通じて、我が国及び人類の将来を担う人材育成

を目指すこととしている。国立大学は、今後ともこうした改革を一層推進す

るとともに、その取組を社会に対して説明・発信していく所存である。

○このような大学の主体的な取組を促進し、かつ、意欲と能力のある学生に多

様な学びの場を確保するためにも、今後の経済的支援の具体的な要件の検討

に当たっては、上述の点に十分留意していただきたい。
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1

大学入学共通テストの枠組みにおける英語認定試験及び記述式問題の 

活用に関するガイドライン 

１．はじめに 

（目的） 

  本ガイドラインは、「平成３２年度以降の国立大学の入学者選抜制度 －国立大

学協会の基本方針－」（以下、「基本方針」）１．（１）．④の規定に基づき、大学入

学共通テスト（以下、「新テスト」）の枠組みにおける英語認定試験及び記述式問

題（国語・数学）の活用に関する国立大学共通の指針を定めることを目的とする。 

２．英語認定試験 

（基本方針） 

新テストの枠組みにおいて、センターが認定した民間の資格・検定試験（以下、

「認定試験」）を活用することが有効であるが、十分な検証を行いつつ、その実

施・定着を図っていくことが必要であることから、国立大学としては、新テスト

の枠組みにおける５教科７科目の位置づけとして認定試験を「一般選抜」の全受

験生に課すとともに、平成３５年度までは、センターの新テストにおいて実施さ

れる英語試験を併せて課すこととし、それらの結果を入学者選抜に活用する。 

なお、国立大学協会としては、平成３６年度以降に向けて、認定試験の実施・

定着状況とともに入学者選抜機能としての実効性などを十分に検証しつつ、大学

入学者選抜における英語４技能評価の在り方について、引き続き検討する。 

（対象とする認定試験） 

 国立大学としては、受験生の受験機会の公平性を保証する観点から、センター

が認定した全ての資格・検定試験を対象とする。 

（認定試験結果の活用） 

  新テストの枠組みにおける認定試験結果の活用については、各大学・学部等の

方針に基づき、次の方法のいずれか、または双方を組み合わせて活用することを

基本とする。 

① 一定水準以上の認定試験の結果を出願資格とする。

② CEFR による対照表に基づき、新テストの英語試験の得点に加点する。
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 2

CEFR による対照表に基づき加点する点数等の具体的な設定については、各大

学・学部等が主体的に定めることとする。 

但し、①の方法を採用する場合には、他の教科・科目との関連性も踏まえ、受

験生の受験機会の確保について十分に配慮するものとする。また、②の方法を採

用する場合には、英語４技能の総合的な評価を重視するというこのたびの改革の

趣旨を踏まえつつ、制度の大幅な変更による受験生や高等学校教育への影響を鑑

み、英語全体に占める認定試験の比重については適切なものとなるよう十分に考

慮するものとする。 

各大学・学部等は、以上のような認定試験の具体的な活用方法等について、予

め募集要項等において受験生に対し明示する。 

なお、CEFR による対照表に基づき加点等を行う具体的な方法の例や障害等の

ある受験生への配慮に関する事項については別途示す。 

 

  注）本ガイドラインは、新テストの枠組みにおける英語の学力評価に関する

ものであり、個別試験における英語４技能評価及び英語の資格・検定試験

の活用の取扱いについては、各大学・学部等の判断に委ねられる 

 

３．新テストの記述式問題 

（基本方針） 
 

  国立大学としては、新テストの５教科７科目を課す原則の下、記述式問題を含

む国語及び数学を、「一般選抜」の全受験生に課すこととする。 

 

（国語の記述式試験結果の活用） 

  国語の記述式の段階別成績表示については、その結果を点数化しマークシート

式の得点に加点して活用することを基本とする。 

段階別成績表示に基づき加点する点数等の具体的な設定については、各大学・

学部等が主体的に定めることとする。 

各大学・学部等は、以上のような記述式問題の具体的な活用方法等について、

予め募集要項等において受験生に対し明示する。 

なお、記述式の段階別成績表示に基づき加点等を行う具体的な方法の例につい

ては別途示す。 
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 3

（数学の記述式試験結果の活用） 

  数学の記述式の段階別成績表示については、正誤のみの判定であること、及び

大問の中でマークシート式問題と一体で出題され記述式問題にも配点がなされ

ることから、従来のマークシート式と同様の取扱いとする。 

 

 

以 上 
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Ⅳ 平成 29 年度 国立大学協会概要 

 

 

（１） 国立大学協会組織図 

 

 

（平成 30 年 3 月 31 日現在） 
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会員（大学名） 学　　長 会員（大学名） 学　　長 会員（大学名） 学　　長

北海道大学 名和　豊春 埼玉大学 山口　宏樹 奈良女子大学  今岡　春樹

北海道教育大学 蛇穴　治夫 千葉大学 德久　剛史
奈良先端科学技術
大学院大学

横矢　直和

室蘭工業大学 空閑　良壽 横浜国立大学 長谷部　勇一 和歌山大学  瀧　寛和

小樽商科大学 和田　健夫
総合研究大学院
大学

長谷川　眞理子 鳥取大学  豐島　良太

帯広畜産大学 奥田　潔 新潟大学 髙橋　姿 島根大学  服部　泰直

旭川医科大学 吉田　晃敏 長岡技術科学大学 東　信彦 岡山大学  槇野　博史

北見工業大学 髙橋　信夫 上越教育大学 川崎　直哉 広島大学  越智　光夫

弘前大学 佐藤　敬 山梨大学 島田　眞路 山口大学  岡　正朗

岩手大学 岩渕　明 信州大学 濱田　州博 徳島大学  野地　澄晴

東北大学 里見　進 富山大学 遠藤　俊郎 鳴門教育大学  山下　一夫

宮城教育大学 見上　一幸 金沢大学 山崎　光悦 香川大学  長尾　省吾

秋田大学 山本　文雄
北陸先端科学技術
大学院大学

浅野　哲夫 （平成29年10月1日～） 筧　　善行

山形大学 小山　清人 福井大学 眞弓　光文 愛媛大学  大橋　裕一

福島大学 中井　勝己 岐阜大学 森脇　久隆 高知大学  脇口　宏

東京大学 五神　真 静岡大学 石井　潔 福岡教育大学  櫻井　孝俊

東京医科歯科大学 吉澤　靖之 浜松医科大学 今野　弘之 九州大学  久保　千春

東京外国語大学 立石　博高 名古屋大学 松尾　清一 九州工業大学  尾家　祐二

東京学芸大学 出口　利定 愛知教育大学 後藤ひとみ 佐賀大学  宮﨑　耕治

東京農工大学 大野　弘幸 名古屋工業大学 鵜飼　裕之 長崎大学  片峰　茂

東京芸術大学 澤　　和樹 豊橋技術科学大学 大西　隆 （平成29年10月1日～） 河野　茂

東京工業大学 三島　良直 三重大学 駒田　美弘 熊本大学  原田　信志

東京海洋大学 竹内　俊郎 滋賀大学 位田　隆一 大分大学  北野　正剛

お茶の水女子大学 室伏　きみ子 滋賀医科大学 塩田　浩平 宮崎大学  池ノ上　克

電気通信大学 福田　喬 京都大学 山極　壽一 鹿児島大学  前田　芳實

一橋大学 蓼沼　宏一 京都教育大学 細川　友秀 鹿屋体育大学  松下　雅雄

政策研究大学院
大学

田中　明彦 京都工芸繊維大学 古山　正雄 琉球大学  大城　肇

茨城大学 三村　信男 大阪大学 西尾　章治郎 （特別会員） 機 構 長

筑波大学 永田　恭介 大阪教育大学 栗林　澄夫 人間文化研究機構 立本　成文

筑波技術大学 大越　教夫 兵庫教育大学 福田　光完 自然科学研究機構 小森　彰夫

宇都宮大学 石田　朋靖 神戸大学 武田　廣
高エネルギ－加速
器研究機構

山内　正則

群馬大学 平塚　浩士 奈良教育大学 加藤　久雄
情報・システム研
究機構

藤井　良一

（２） 会員及び学長一覧（平成２９年４月～平成３０年３月）
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（３） 役員、委員会委員等名簿（平成２９年４月～平成３０年３月） 

 

役員等（理事・監事・会長補佐） 
（平成２９年４月１日～平成２９年６月１３日） 

 

理事（会長）   里見  進 東北大学長 

理事（副会長）  山極 壽一 京都大学長 

 〃        永田 恭介 筑波大学長 

 〃   大西  隆 豊橋技術科学大学長 

 〃   髙橋  姿 新潟大学長 

理事（専務理事） 山本 健慈 和歌山大学顧問・名誉教授 

理事（常務理事） 木谷 雅人 国立大学協会事務局長 

理事   名和 豊春 北海道大学長 

 〃   和田 健夫 小樽商科大学長 

 〃   山本 文雄 秋田大学長 

〃   五神  真 東京大学長 

〃   蓼沼 宏一 一橋大学長 

〃   山口 宏樹 埼玉大学長 

〃   山崎 光悦 金沢大学長 

〃   松尾 清一 名古屋大学長 

〃   後藤ひとみ 愛知教育大学長 

〃   古山 正雄 京都工芸繊維大学長 

〃   西尾章治郎 大阪大学長 

〃   越智 光夫 広島大学長 

〃   岡  正朗 山口大学長 

〃   山下 一夫 鳴門教育大学長 

〃   久保 千春 九州大学長 

〃   片峰  茂 長崎大学長 

〃   前田 芳實 鹿児島大学長 

監事   中井 勝己 福島大学長 

 〃   德久 剛史 千葉大学長 

会長補佐  出口 利定 東京学芸大学長 

〃   三島 良直 東京工業大学長 

〃   眞弓 光文 福井大学長 

〃   山内 正則 高エネルギー加速器研究機構長 
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役員等（理事・監事・会長補佐） 
（平成２９年６月１４日～平成２９年９月３０日） 

 

理事（会長）  山極 壽一 京都大学長 

理事（副会長）  松尾 清一 名古屋大学長 

 〃   永田 恭介 筑波大学長 

 〃   岡  正朗 山口大学長 

 〃   室伏きみ子 お茶の水女子大学長 

理事（専務理事） 山本 健慈 和歌山大学顧問・名誉教授 

理事（常務理事） 木谷 雅人 国立大学協会事務局長 

理事（顧問）  里見  進 東北大学長 

 〃   五神  真 東京大学長 

理事    名和 豊春 北海道大学長 

 〃   蛇穴 治夫 北海道教育大学長 

 〃   岩渕  明 岩手大学長 

 〃   三島 良直 東京工業大学長 

 〃   山口 宏樹 埼玉大学長 

 〃   徳久 剛史 千葉大学長 

 〃   髙橋  姿 新潟大学長 

 〃   眞弓 光文 福井大学長 

 〃   大西  隆 豊橋技術科学大学長 

 〃   西尾章治郎 大阪大学長 

 〃   武田  廣 神戸大学長 

 〃   大橋 裕一 愛媛大学長 

 〃   久保 千春 九州大学長 

 〃   片峰  茂 長崎大学長 

 〃   原田 信志 熊本大学長 

監事   中井 勝己 福島大学長  

 〃   蓼沼 宏一 一橋大学長  

会長補佐  出口 利定 東京学芸大学長  

 〃   田中 明彦 政策研究大学院大学長 

 〃   石田 朋靖 宇都宮大学長  

 〃   浅野 哲夫 北陸先端科学技術大学院大学長 

 〃   後藤ひとみ 愛知教育大学長 

 〃   小森 彰夫 自然科学研究機構長 
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役員等（理事・監事・会長補佐） 
（平成２９年１０月１日～平成３０年３月３１日） 

 

理事（会長）  山極 壽一 京都大学長 

理事（副会長）  松尾 清一 名古屋大学長 

 〃   永田 恭介 筑波大学長 

 〃   岡  正朗 山口大学長 

 〃   室伏きみ子 お茶の水女子大学長 

理事（専務理事） 山本 健慈 和歌山大学顧問・名誉教授 

理事（常務理事） 木谷 雅人 国立大学協会事務局長 

理事（顧問）  里見  進 東北大学長 

 〃   五神  真 東京大学長 

理事   名和 豊春 北海道大学長 

 〃   蛇穴 治夫 北海道教育大学長 

 〃   岩渕  明 岩手大学長 

 〃   三島 良直 東京工業大学長 

 〃   三村 信男 茨城大学長 

 〃   山口 宏樹 埼玉大学長 

 〃   徳久 剛史 千葉大学長 

 〃   髙橋  姿 新潟大学長 

 〃   眞弓 光文 福井大学長 

 〃   大西  隆 豊橋技術科学大学長 

 〃   西尾章治郎 大阪大学長 

 〃   武田  廣 神戸大学長 

 〃   大橋 裕一 愛媛大学長 

 〃   久保 千春 九州大学長 

 〃   原田 信志 熊本大学長 

監事   中井 勝己 福島大学長  

 〃   蓼沼 宏一 一橋大学長  

会長補佐  出口 利定 東京学芸大学長  

 〃   田中 明彦 政策研究大学院大学長 

 〃   石田 朋靖 宇都宮大学長  

 〃   浅野 哲夫  北陸先端科学技術大学院大学長 

 〃   後藤ひとみ 愛知教育大学長 

 〃   小森 彰夫 自然科学研究機構長 

318



入試委員会 

 

（平成２９年４月１日～平成２９年６月１３日） 

【委員長】 

 片峰  茂  長崎大学長 

【副委員長】 

 岡  正朗  山口大学長 

 名和 豊春  北海道大学長 

【委 員】 

 髙橋 信夫  北見工業大学長 

 中井 勝己  福島大学長 

 三島 良直  東京工業大学長 

 三村 信男  茨城大学長 

 大越 教夫  筑波技術大学長 

 石井  潔  静岡大学長 

 今野 弘之  浜松医科大学長 

 細川 友秀  京都教育大学長 

 瀧  寛和  和歌山大学長 

 大橋 裕一  愛媛大学長 

 櫻井 孝俊  福岡教育大学長 

【専門委員】 

 山口 佳三  前北海道大学長 

 山内  薫  東京大学大学院理学系研究科教授 

 黒橋 禎夫  京都大学大学院情報学研究科教授 

 川嶋太津夫  大阪大学高等教育・入試研究開発センター長・教授  

 香川  徹  鳥取大学副学長・事務局長 

 星野 由雅  長崎大学理事・副学長 

（平成２９年６月１４日～平成３０年３月３１日） 

【委員長】 

 片峰  茂  長崎大学長 
        （平成２９年９月３０日まで） 

【副委員長】 

 岡  正朗  山口大学長 
 （平成２９年１０月１日付けで副委員長から委員長に就任）  

 里見  進  東北大学長 

【委 員】 

 髙橋 信夫  北見工業大学長 

 中井 勝己  福島大学長 

 蓼沼 宏一  一橋大学長 

 三村 信男  茨城大学長 
 （平成２９年１０月１日付けで委員から副委員長に就任）  

 大越 教夫  筑波技術大学長 

 山崎 光悦  金沢大学長 

 石井  潔  静岡大学長 

 細川 友秀  京都教育大学長 

 瀧  寛和  和歌山大学長 

 脇口  宏  高知大学長 

 櫻井 孝俊  福岡教育大学長 

 河野  茂  長崎大学長 
        （平成２９年１０月１日から） 

【専門委員】 

 山口 佳三  北海道大学名誉教授・前北海道大学長  

 根岸 雅史  東京外国語大学教授 

 島田 康行  筑波大学教授・アドミッションセンター長  

 東島  清  京都大学監事 

 川嶋太津夫  大阪大学高等教育・入試研究開発センター長・教授  

 玉上  晃  九州大学理事・事務局長 

 星野 由雅  長崎大学副学長 
      （平成２９年 9 月 30 日まで理事・副学長） 
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教育・研究委員会 

 

（平成２９年４月１日～平成２９年６月１３日） 

【委員長】 

五神  真  東京大学長 

【副委員長】 

西尾章治郎  大阪大学長 

山口 宏樹  埼玉大学長 

後藤ひとみ  愛知教育大学長 

【委 員】 

蛇穴 治夫  北海道教育大学長 

小山 清人  山形大学長 

室伏きみ子  お茶の水女子大学長 

田中 明彦  政策研究大学院大学長 

徳久 剛史  千葉大学長 

島田 眞路  山梨大学長 

駒田 美弘  三重大学長 

位田 隆一  滋賀大学長 

横矢 直和  奈良先端科学技術大学院大学長 

長尾 省吾  香川大学長 

尾家 祐二  九州工業大学長 

原田 信志  熊本大学長 

【専門委員】 

小林 雅之  東京大学大学総合教育研究センター教授 

井関 祥子  東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科教授 

齊藤 享治  埼玉大学理事・副学長 

渡邉  誠  千葉大学理事 

山田  賢  千葉大学文学部長 

後藤 弘子  千葉大学大学院専門法務研究科教授 

束村 博子  名古屋大学副理事 

矢野 賢一  三重大学大学院工学研究科教授 

江藤みちる  三重大学医学系研究科助教 

阿部 正一  滋賀大学理事 

杉江  徹  滋賀大学教育学部教授 

上林 憲雄  神戸大学大学院経営学研究科教授 

吉田 素文  国際医療福祉大学副医学部長、教授 

（平成２９年６月１４日～平成３０年３月３１日） 

【委員長】 

 五神  真  東京大学長 

【副委員長】 

 西尾章治郎  大阪大学長 

 山口 宏樹  埼玉大学長 

【委 員】 

 和田 健夫  小樽商科大学長 

 小山 清人  山形大学長 

 室伏きみ子  お茶の水女子大学長 

 田中 明彦  政策研究大学院大学長 

 長谷部勇一  横浜国立大学長 

 島田 眞路  山梨大学長 

 駒田 美弘  三重大学長 

 位田 隆一  滋賀大学長 

 横矢 直和  奈良先端科学技術大学院大学長 

 長尾 省吾  香川大学長 
        （平成２９年９月３０日まで） 
 筧  善行  香川大学長 
        （平成２９年１０月１日から） 

 尾家 祐二  九州工業大学長 

 松下 雅雄  鹿屋体育大学長 

【専門委員】 

 五十嵐 敦  福島大学総合教育研究センター教授 

 小林 雅之  東京大学大学総合教育研究センター教授 

 辻  佳子  東京大学環境安全研究センター教授 

 井関 祥子  東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科教授 

 小川 温子  お茶の水女子大学基幹研究院自然科学系教授 

 齊藤 享治  埼玉大学理事・副学長 

 後藤 弘子  千葉大学大学院専門法務研究科教授 

 束村 博子  名古屋大学副理事 

 矢野 賢一  三重大学大学院工学研究科教授 

 江藤みちる  三重大学大学院医学系研究科助教 

 阿部 正一  滋賀大学理事 

 宮原  稔  京都大学大学院工学研究科教授 

 上林 憲雄  神戸大学大学院経営学研究科教授 

 吉田 素文  国際医療福祉大学副医学部長、教授  
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大学評価委員会 

 

（平成２９年４月１日～平成２９年６月１３日） 

【委員長】 

 山極 壽一  京都大学長 

【副委員長】 

 蓼沼 宏一  一橋大学長 

 越智 光夫  広島大学長 

【委 員】 

 奥田  潔  帯広畜産大学長 

 見上 一幸  宮城教育大学長 

 竹内 俊郎  東京海洋大学長 

 福田  喬  電気通信大学長 

 東  信彦  長岡技術科学大学長 

 長谷川眞理子 総合研究大学院大学長 

 遠藤 俊郎  富山大学長 

 福田 光完  兵庫教育大学長 

 豐島 良太  鳥取大学長 

 脇口  宏  高知大学長 

 松下 雅雄  鹿屋体育大学長 

【専門委員】 

 小川  智  岩手大学理事・副学長 

 辻  琢也  一橋大学理事・副学長 

 廣瀬 貞樹  富山大学理事・副学長 

 杉戸 真太  岐阜大学理事・副学長 

 恵比須繁之  大阪大学特任教授 

細井 由彦  鳥取大学理事・副学長 

（平成２９年６月１４日～平成３０年３月３１日） 

【委員長】 

西尾章治郎  大阪大学長 

【副委員長】 

徳久 剛史  千葉大学長 

原田 信志  熊本大学長 

【委 員】 

奥田  潔  帯広畜産大学長 

見上 —幸  宮城教育大学長 

竹内 俊郎  東京海洋大学長 

福田  喬  電気通信大学長 

長谷川眞理子 総合研究大学院大学長 

東  信彦  長岡技術科学大学長 

遠藤 俊郎  富山大学長 

福田 光完  兵庫教育大学長 

豐島 良太  鳥取大学長 

山下 —夫  鳴門教育大学長 

大城  肇  琉球大学長 

【専門委員】 

小川  智  岩手大学理事・副学長 

辻  琢也  一橋大学理事・副学長 

廣瀬 貞樹  富山大学理事・副学長 

杉戸 真太  岐阜大学理事・副学長 

細井 由彦  鳥取大学理事・副学長 
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国際交流委員会 

 

（平成２９年４月１日～平成２９年６月１３日） 

 

【委員長】 

永田 恭介  筑波大学長 

【副委員長】 

髙橋  姿  新潟大学長 

古山 正雄  京都工芸繊維大学長 

【委 員】 

空閑 良壽  室蘭工業大学長 

岩渕  明  岩手大学長 

立石 博高  東京外国語大学長 

長谷部勇一  横浜国立大学長 

大西  隆  豊橋技術科学大学長 

浅野 哲夫  北陸先端科学技術大学院大学長 

武田  廣  神戸大学長 

服部 泰直  島根大学長 

北野 正剛  大分大学長 

大城  肇  琉球大学長 

【専門委員】 

PraetCarolus 小樽商科大学教授 

羽田  正  東京大学理事・副学長 

萩尾  生  東京外国語大学教授 

丸山 俊夫  東京工業大学理事・副学長 

大野  泉  政策研究大学院大学教授 

 BentonCarolineFern 筑波大学理事・副学長 

磯田 文雄  名古屋大学アジアサテライトキャンパス学院学院長・教授  

穂積 直裕  豊橋技術科学大学教授、国際協力センター長 

堀田 泰司  広島大学国際担当副理事、国際センター教授 

櫻井 克年  高知大学理事・副学長 

外間登美子  琉球大学名誉教授 

（平成２９年６月１４日～平成３０年３月３１日） 

 

【委員長】 

永田 恭介  筑波大学長 

【副委員長】 

髙橋  姿  新潟大学長 

岩渕  明  岩手大学長 

【委 員】 

空閑 良壽  室蘭工業大学長 

山本 文雄  秋田大学長 

立石 博高  東京外国語大学長 

浅野 哲夫  北陸先端科学技術大学院大学長  

大西  隆  豊橋技術科学大学長 

古山 正雄  京都工芸繊維大学長 

服部 泰直  島根大学長 

北野 正剛  大分大学長 

前田 芳實  鹿児島大学長 

【専門委員】 

羽田  正  東京大学理事・副学長 

萩尾  生  東京外国語大学教授 

丸山 俊夫  東京工業大学理事・副学長 

古澤 泰治  一橋大学役員補佐 

大野  泉  政策研究大学院大学教授 

 BentonCarolineFern 筑波大学理事・副学長 

渡邉  誠  千葉大学理事 

中村 文彦  横浜国立大学理事・副学長 

髙橋 秀樹  新潟大学副学長 

小幡 浩司  福井大学国際地域学科教授 

磯田 文雄  名古屋大学アジアサテライトキャンパス学院学院長・教授 

穂積 直裕  豊橋技術科学大学教授、国際協力センター長 

堀田 泰司  広島大学国際担当副理事、国際センター教授 

櫻井 克年  高知大学理事・副学長 

花城梨枝子  琉球大学理事・副学長 
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経営委員会 

 

（平成２９年４月１日～平成２９年６月１３日） 

 

【委員長】 

久保 千春  九州大学長 

【副委員長】 

松尾 清一  名古屋大学長 

山崎 光悦  金沢大学長 

【委 員】 

吉田 晃敏  旭川医科大学長 

佐藤  敬  弘前大学長 

出口 利定  東京学芸大学長 

大野 弘幸  東京農工大学長 

平塚 浩士  群馬大学長 

眞弓 光文  福井大学長 

鵜飼 裕之  名古屋工業大学長 

塩田 浩平  滋賀医科大学長 

今岡 春樹  奈良女子大学長 

岡  正朗  山口大学長 

野地 澄晴  徳島大学長 

宮﨑 耕治  佐賀大学長 

【専門委員】 

廣田 和美  弘前大学大学院医学研究科麻酔科学講座教授 

戸渡 速志  東京大学理事 

平野 浩之  東京大学副理事・財務部長 

塩﨑 英司  東京大学医学部附属病院事務部長 

芝田 政之  東京工業大学理事・副学長・事務局長 

山本 修一  千葉大学医学部附属病院長 

有松 正洋  金沢大学理事・副学長・事務局長 

清木 孝悦  前京都大学理事 

森迫 清貴  京都工芸繊維大学理事・副学長  

吉井 一雄  神戸大学理事・事務局長 

井深 順二  奈良女子大学理事・事務局長 

濱野 公一  山口大学大学院医学系研究科器官病態外科学教授 

竹田 幸博  高知大学理事・事務局長 

玉上  晃  九州大学理事・事務局長 

和田 佳彦  佐賀大学理事・事務局長 

（平成２９年６月１４日～平成３０年３月３１日） 

 

【委員長】 

久保 千春  九州大学長 

【副委員長】 

名和 豊春  北海道大学長 

武田  廣  神戸大学長 

【委 員】 

吉田 晃敏  旭川医科大学長 

佐藤  敬  弘前大学長 

出口 利定  東京学芸大学長 

大野 弘幸  東京農工大学長 

平塚 浩士  群馬大学長 

今野 弘之  浜松医科大学長 

鵜飼 裕之  名古屋工業大学長 

塩田 浩平  滋賀医科大学長 

今岡 春樹  奈良女子大学長 

槇野 博史  岡山大学長 

越智 光夫  広島大学長 

宮﨑 耕治  佐賀大学長 

【専門委員】 

廣田 和美  弘前大学大学院医学研究科麻酔科学講座教授 

戸渡 速志  東京大学理事 

平野 浩之  東京大学副理事・財務部長 

塩﨑 英司  東京大学医学部附属病院事務部長 

芝田 政之  東京工業大学理事・副学長・事務局長 

石野 利和  筑波大学副学長・理事 

山本 修一  千葉大学医学部附属病院長 

有松 正洋  金沢大学理事・副学長・事務局長 

大竹 茂樹  金沢大学理事・副学長 

森田 正信  京都大学理事 

森迫 清貴  京都工芸繊維大学理事・副学長  

吉井 一雄  神戸大学理事・事務局長 

井深 順二  奈良女子大学理事・事務局長 

竹田 幸博  高知大学理事・事務局長 

玉上  晃  九州大学理事・事務局長 

和田 佳彦  佐賀大学理事・事務局長 
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広報委員会 

 

（平成２９年４月１日～平成２９年６月１３日） 

 

【委員長】 

 大西  隆  豊橋技術科学大学長 

【副委員長】 

 前田 芳實  鹿児島大学長 

 山本 文雄  秋田大学長 

【委 員】 

 澤  和樹  東京藝術大学長 

 石田 朋靖  宇都宮大学長 

 後藤ひとみ  愛知教育大学長 

 加藤 久雄  奈良教育大学長 

 山本 健慈  専務理事、和歌山大学顧問・名誉教授 

 木谷 雅人  常務理事・事務局長 

【専門委員】 

 眞鍋  求  秋田大学大学院医学系研究科教授 

 松下  計  東京藝術大学美術学部教授 

 中島 宗晧  宇都宮大学教育学部教授 

 中谷いずみ  奈良教育大学教育学部准教授 

 和木 光江  広島大学社会財務・総務室広報部広報グループリーダー 

（平成２９年６月１４日～平成３０年３月３１日） 

 

【委員長】 

 室伏きみ子  お茶の水女子大学長 

【副委員長】 

 大橋 裕一  愛媛大学長 

 蛇穴 治夫  北海道教育大学長 

【委 員】 

 澤  和樹  東京藝術大学長 

 石田 朋靖  宇都宮大学長 

 後藤ひとみ  愛知教育大学長 

 加藤 久雄  奈良教育大学長 

 山本 健慈  専務理事、和歌山大学顧問・名誉教授 

 木谷 雅人  常務理事・事務局長 

【専門委員】 

 加藤美砂子  お茶の水女子大学副学長 

 渡辺 政隆  筑波大学広報戦略室長/教授 

 本多  宏  福井大学参与兼広報室長 

 加納  圭  滋賀大学教育学部准教授 

 宮野 公樹  京都大学学際融合教育研究推進センター准教授 

 深尾 典男  長崎大学広報戦略本部長 

 渡辺美代子  国立研究開発法人科学技術振興機構副理事 
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事業実施委員会 

 

（平成２９年４月１日～平成２９年６月１３日） 

 

【委員長】 

 松尾 清一  名古屋大学長 

【副委員長】 

 和田 健夫  小樽商科大学長 

 山下 一夫  鳴門教育大学長 

【委 員】 

 吉澤 靖之  東京医科歯科大学長 

 川崎 直哉  上越教育大学長 

 濱田 州博  信州大学長 

 森脇 久隆  岐阜大学長 

 栗林 澄夫  大阪教育大学長 

 槇野 博史  岡山大学長 

 池ノ上 克  宮崎大学長 

【専門委員】 

 羽田 貴史  東北大学高度教養教育・学生支援機構 

        大学教育支援センター長・教授、総長特別補佐 

 吉武 博通  首都大学東京理事、お茶の水女子大学監事 

 両角亜希子  東京大学大学院教育学研究科大学経営・政策コース准教授 

 吉井 一雄  神戸大学理事・事務局長 

 増田 宏明  宮崎大学理事・事務局長 

（平成２９年６月１４日～平成３０年３月３１日） 

 

【委員長】 

松尾 清一  名古屋大学長 

【副委員長】 

三島 良直  東京工業大学長 

眞弓 光文  福井大学長 

【委 員】 

和田 健夫  小樽商科大学長 

吉澤 靖之  東京医科歯科大学長 

川崎 直哉  上越教育大学長 

濱田 州博  信州大学長 

森脇 久隆  岐阜大学長 

栗林 澄夫  大阪教育大学長 

野地 澄晴  徳島大学長 

池ノ上 克  宮崎大学長 

【専門委員】 

羽田 貴史  東北大学高度教養教育・学生支援機構 

       大学教育支援センター長・教授、総長特別補佐 

吉武 博通  首都大学東京理事、お茶の水女子大学監事 

両角亜希子  東京大学大学院教育学研究科大学経営・政策コース准教授  

堀川 光久  静岡大学理事・事務局長 

吉井 一雄  神戸大学理事・事務局長 

増田 宏明  宮崎大学理事・事務局長 
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国立大学法人総合損害保険運営委員会 

 

（国立大学法人等関係者） 

【座 長】 

戸渡 速志  東京大学理事 

【委 員】 

 島村 富雄  東京農工大学理事・事務局長（平成２９年６月３０日まで） 

 堀川 光久  静岡大学理事・事務局長（平成２９年７月１日から） 

 森田 正信  京都大学理事（平成２９年７月１日から） 

 渡邊 和良  岡山大学事務局長（平成２９年７月１日から） 

 

（学識経験者） 

【副座長】 

近見 正彦  一橋大学名誉教授 

米田 保晴  信州大学名誉教授 

【委 員】 

 徳田 次男  自然科学研究機構理事・事務局長（平成２９年７月１日から） 

 

（保険業界関係者） 

【委 員】 

 宮守 康夫  共立インシュアランス・ブローカーズ株式会社公務開発室長（平成２９年６月３０日まで） 

 岩澤 政寛  銀泉リスクソリューションズ株式会社代表取締役社長（平成２９年７月１日から） 
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              調査企画会議（平成２９年６月１３日まで） 

 

【座 長】 

大西  隆   豊橋技術科学大学長 

【委 員】 

山本 文雄   秋田大学長 

久保 千春   九州大学長 

山崎 光悦   金沢大学長 

羽田 貴史   東北大学高度教養教育・学生支援機構大学教育支援センター長・教授 

金子 元久   筑波大学特命教授 

山本  清   東京大学大学院教育学研究科教授 

夏目 達也   名古屋大学高等教育研究センター教授 

秦 由美子   広島大学高等教育研究開発センター教授 

川島 啓二   九州大学基幹教育院教授 

林  隆之   大学改革支援・学位授与機構教授 

清水  潔   元文部科学事務次官 

早田 憲治   国立大学協会参与 

山本 健慈   国立大学協会専務理事 

木谷 雅人   国立大学協会常務理事・事務局長 
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          政策研究所運営委員会（平成29年７月７日から） 

 

【委員長】 

岡  正朗   山口大学長 

【委 員】 

石井  潔   静岡大学長 

金子 元久   筑波大学特命教授 

合田 隆史   尚絅学院大学長 

羽田 貴史   東北大学高度教養教育・学生支援機構大学教育支援センター長・教授、総長特別補佐  

秦 由美子   広島大学高等教育研究開発センター教授 

林  隆之   大学改革支援・学位授与機構教授 

深堀 聰子   国立教育政策研究所高等教育研究部長、チューニング情報拠点長（平成３０年２月１５日まで） 

水田 健輔   大正大学地域創生学部教授 

三村 信男   茨城大学長 

山本  清   東京大学大学院教育学研究科教授 

吉武 博通   首都大学東京理事、お茶の水女子大学監事 

山本 健慈   政策研究所所長、国立大学協会専務理事 

木谷 雅人   国立大学協会常務理事・事務局長 
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